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第１号（７月７日）

　日程第　１　会議録署名議員の指名…………………………………………………………………………………………………………………………９２

　日程第　２　会期の決定について…………………………………………………………………………………………………………………………９２

　日程第　３　諸般の報告…………………………………………………………………………………………………………………………９２

　　　　　　　（１）議長諸般報告…………………………………………………………………………………………………………………………９２

　　　　　　　（２）市長一般行政報告…………………………………………………………………………………………………………………………９２

　　　　　　　（３）教育長教育行政報告…………………………………………………………………………………………………………………………９３

　日程第　４　選挙管理委員及び同補充員の選挙…………………………………………………………………………………………………………………………９４

　日程第　５　議案第４８号　財産の取得について（除雪グレーダー）…………………………………………………………………………………………………………………………９４

　日程第　６　議案第４９号　平成２３年度深川市一般会計補正予算（第２号）…………………………………………………………………………………………………………………………９５

　　　　　　　議案第５０号　平成２３年度深川市介護保険特別会計補正予算（第１号）…………………………………………………………………………………………………………………………９５

　　　　　　　議案第５１号　平成２３年度深川市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）…………………………………………………………………………………………………………………………９５

　　　　　　　議案第５２号　平成２３年度深川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）…………………………………………………………………………………………………………………………９５

　　　　　　　　〔議案第４９号〕　　　　　　　　　　　　　質疑・田中昌幸君…………………………………………９７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………９８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・楠　理智子君…………………………………………９９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連質疑・水上真由美君…………………………………………９９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………９９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・楠　理智子君…………………………………………１００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・東出治通君…………………………………………１０１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連質疑・松沢一昭君…………………………………………１０１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連質疑・田中昌幸君…………………………………………１０１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１０１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１０３

　日程第　７　議案第５３号　深川市教育委員会委員の任命について…………………………………………………………………………………………………………………………１０４

　日程第　８　議案第５４号　深川市固定資産評価審査委員会委員の選任について…………………………………………………………………………………………………………………………１０４

　日程第　９　発議第　１号　深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

　　　　　　　　　　　　　　正する条例について…………………………………………………………………………………………………………………………１０５

　日程第１０　推薦第　１号　深川市農業委員会委員の推薦について…………………………………………………………………………………………………………………………１０５

　日程第１１　一般質問…………………………………………………………………………………………………………………………１０５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－１．１５番・田中昌幸君…………………………………………１０６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１０７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………１０８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中昌幸君…………………………………………１０８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１０９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・田中昌幸君…………………………………………１０９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・寺下副市長…………………………………………１１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中昌幸君…………………………………………１１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・寺下副市長…………………………………………１１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・田中昌幸君…………………………………………１１２

平成２３年第２回深川市議会定例会目次



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中昌幸君…………………………………………１１５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１１５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－１．１０番・太田幸一君…………………………………………１１５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１１６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・太田幸一君…………………………………………１１７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１１８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１１８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・太田幸一君…………………………………………１１８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１１９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１１９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－１．　４番・小田雅一君…………………………………………１２０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・小田雅一君…………………………………………１２３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１２３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・小田雅一君…………………………………………１２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・小田雅一君…………………………………………１２６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………１２７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・小田雅一君…………………………………………１２７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１２７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－１．　５番・菅原明義君…………………………………………１２８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………１２９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・菅原明義君…………………………………………１２９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………１３０

第２号（７月８日）

　日程第　１　一般質問…………………………………………………………………………………………………………………………１３４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－１．　６番・髙橋修司君…………………………………………１３４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１３４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・髙橋修司君…………………………………………１３４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１３５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・髙橋修司君…………………………………………１３５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田敏幸部長…………………………………………１３６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・髙橋修司君…………………………………………１３６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１３７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・髙橋修司君…………………………………………１３８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１３８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．　質問・髙橋修司君…………………………………………１４０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１４０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．　質問・髙橋修司君…………………………………………１４１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田敏幸部長…………………………………………１４２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．　質問・髙橋修司君…………………………………………１４２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１４２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．　質問・髙橋修司君…………………………………………１４３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１４４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－１．　２番・宮澤孝司君…………………………………………１４４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１４５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・宮澤孝司君…………………………………………１４６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１４６



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・宮澤孝司君…………………………………………１４７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１４７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－１．　７番・楠　理智子君…………………………………………１４８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１４８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・楠　理智子君…………………………………………１４９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１５０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・楠　理智子君…………………………………………１５１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１５２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・楠　理智子君…………………………………………１５３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１５３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・楠　理智子君…………………………………………１５３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・川端市立病院事務部長…………………………………………１５４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１５５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－１．１１番・鶴岡恵司君…………………………………………１５５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１５６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・鶴岡恵司君…………………………………………１５６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１５７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・鶴岡恵司君…………………………………………１５７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１５８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・鶴岡恵司君…………………………………………１５９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１５９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・鶴岡恵司君…………………………………………１６０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・鈴木教育長…………………………………………１６０

第３号（７月１１日）

　　　　　　　　　７月７日の一般質問における発言の一部取り消し・菅原明義君…………………………………………１６４

　日程第　１　一般質問…………………………………………………………………………………………………………………………１６４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－１．　３番・辻本　智君…………………………………………１６４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１６５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・辻本　智君…………………………………………１６５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１６６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・辻本　智君…………………………………………１６６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１６８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・辻本　智君…………………………………………１６９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１６９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・辻本　智君…………………………………………１７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・辻本　智君…………………………………………１７１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１７１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・辻本　智君…………………………………………１７１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１７１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・辻本　智君…………………………………………１７２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１７３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－１．１６番・松沢一昭君…………………………………………１７４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１７４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・松沢一昭君…………………………………………１７５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１７５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・松沢一昭君…………………………………………１７６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１７６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・松沢一昭君…………………………………………１７７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１７７



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・松沢一昭君…………………………………………１７８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１７９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・松沢一昭君…………………………………………１７９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………１７９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・松沢一昭君…………………………………………１８０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………１８０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・松沢一昭君…………………………………………１８０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………１８０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．　質問・松沢一昭君…………………………………………１８０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………１８０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・松沢一昭君…………………………………………１８１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………１８１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１－１．　１番・水上真由美君…………………………………………１８１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………１８２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・水上真由美君…………………………………………１８２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１８３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・水上真由美君…………………………………………１８４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………１８４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・水上真由美君…………………………………………１８４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１８５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・水上真由美君…………………………………………１８６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１８６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２－１．　８番・和田秀隆君…………………………………………１８７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１８７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・和田秀隆君…………………………………………１８７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………１８８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・和田秀隆君…………………………………………１８８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１８８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・和田秀隆君…………………………………………１８９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１８９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事進行・田中昌幸君…………………………………………１８９

　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問に対する答弁の取り消し・瀬川市民福祉部長…………………………………………１９０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１９０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・和田秀隆君…………………………………………１９０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１９０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・和田秀隆君…………………………………………１９１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１９１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・和田秀隆君…………………………………………１９１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………１９２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・和田秀隆君…………………………………………１９２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………１９２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・和田秀隆君…………………………………………１９３
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平成２３年第２回深川市議会定例会会期日程 
                                        ７月 ７日 
                                     会期       ９日間 
                                        ７月１５日  

日目 月  日 曜日 種 別 審 議 事 項 等 開議時刻 

  １  ７． ７ 木  本会議 会期の決定、諸般の報告、選挙、議案審議（財産の取得、 
補正予算、任命、選任）、発議、推薦、一般質問 

 １０：０２ 

  ２       ８ 金  本会議  一般質問  １０：００ 

  ３       ９ 土  休 会    １０：００ 

  ４      １０ 日  休 会   

  ５      １１ 月  本会議  一般質問  

  ６    １２ 火  休 会  常任委員会（総務文教、社会民生、経済建設）  

  ７      １３ 水  休 会 事務整理  

  ８      １４ 木  休 会  事務整理  

  ９      １５ 金  本会議 議案審議（意見書）  １０：００ 
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平成２３年第２回深川市議会定例会議決結果表 
 

                                 自 平成２３年 ７月 ７日（木） 
                              会期 
                                 至 平成２３年 ７月１５日（金）  
 
 事 件 番 号 

 
     件 名 

 議決年月日  付託年月日  
 索 引 

 議 決 結 果  付託委員会 

 
  

 
 選挙管理委員及び同補充員の選挙 
  

23. 7. 7   
  ９４ 

選 挙 執 行 

 
 議案第４８号 

 
 財産の取得について（除雪グレーダー） 
 

23. 7. 7   
  ９４ 

原 案 可 決 

 
 議案第４９号 

 
 平成２３年度深川市一般会計補正予算（第２号） 
  

〃   
  ９５ 

〃 

 
 議案第５０号 

 平成２３年度深川市介護保険特別会計補正予算（第１ 
  
 号） 

〃   
  ９５ 

〃 

 
 議案第５１号 

平成２３年度深川市国民健康保険特別会計補正予算 
 
 （第１号） 

〃   
  ９５ 

〃 

 
 議案第５２号 

 平成２３年度深川市後期高齢者医療特別会計補正予算 
  
 （第１号） 

〃   
  ９５ 

〃 

 
 議案第５３号 

 
 深川市教育委員会委員の任命について 

23. 7. 7   
 １０４ 

承   認 

 
 議案第５４号 

 
 深川市固定資産評価審査委員会委員の選任について 
  

〃   
 １０４ 

〃 

 
 発議第 １号 

深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条 
 
例の一部を改正する条例について 

23. 7. 7   
 １０５ 

原 案 可 決 

 
 推薦第 １号 

 
 深川市農業委員会委員の推薦について 
 

23. 7. 7   
１０５ 

推 薦 決 定 

 
 意見案第３号 

 
 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書 
 

2 3 . 7 . 1 5  
 

 
 １９６ 

原 案 可 決 

 
 意見案第４号 

 
地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

〃   
 １９６ 

〃 
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 事 件 番 号 

 
     件 名 

 議決年月日  付託年月日  
 索 引 

 議 決 結 果  付託委員会 

 
 意見案第５号 

原発依存から安全最優先と自然エネルギーへの転換を 
  
 求める意見書 

2 3 . 7 . 1 5   
 １９６ 

原 案 可 決 
  閉会中の所管事務調査について 

  
 （総務文教・社会民生・経済建設） 
 

2 3 . 7 . 1 5   
 １９６ 

決 定 
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出  席  議  員 

  
  議席 

 
 番号 

 
  氏 名 

   出 席 月 日  
  7. 7 
 

  7. 8 
 

  7.11 
 

  7.15 
 

  

   １  水 上 真由美 君   ○    ○    ○    ○    

   ２  宮 澤 孝 司 君   ○    ○    ○    ○    

   ３  辻 本   智 君   ○    ○    ○    ○    

   ４  小 田 雅 一 君   ○    ○    ○    ○    

   ５  菅 原 明 義 君   ○    ○    ○    ○    

   ６  髙 橋 修 司 君   ○    ○    ○    ○    

   ７  楠   理智子 君   ○    ○    ○    ○    

   ８  和 田 秀 隆 君   ○    ○    ○    ○    

   ９  田 中 裕 章 君   ○    ○    ○    ○    

 １０  太 田 幸 一 君   ○    ○    ○    ○    

 １１  鶴 岡 恵 司 君   ○    ○    ○    ○    

 １２  東 出 治 通 君   ○    ○    ○    ○    

 １３  長 野   勉 君   ○    ○    ○    ○    

 １４  北 畑   透 君   ○    ○    ○    ○    

 １５  田 中 昌 幸 君   ○    ○    ○    ○    

 １６  松 沢 一 昭 君   ○    ○    ○    ○    
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説 明 の た め 出 席 し た 者 

  
  

 役 職 名 
 
  氏 名 

   出 席 月 日  
  7. 7 
 

  7. 8 
 

  7.11 
 

  7.15 
 

  

 市  長  山 下 貴 史 君   ○    ○    ○    ○    

 教育委員会委員長  上 垣 由紀子 君   ○    ○    ○    ○    

 農業委員会会長  河 合 義 則 君   ○    ○    ○    ○    

 選挙管理委員会委員長  松 田 俊 雄 君   ○    ○    ○    ○    

 監査委員  太 田 春 夫 君   ○    ○    ○    ○    

 副市長 寺 下 良 一 君   ○    ○    ○    ○    

 企画総務部長 坂 本 光 央 君   ○    ○    ○    ○    

 市民福祉部長  瀬 川   慎 君   ○    ○    ○    ○    

 経済・地域振興部長  藤 田 正 男 君   ○    ○    ○    ○    

 建設水道部長 松 浦 龍 行 君   ○    ○    ○    ○    

 総務課長  高 田 智 之 君   ○    ○    ○    ○    

 財政課長  平 山 泰 樹 君   ○    ○    ○    ○    

 教育長 鈴 木 英 利 君   ○    ○    ○    ○    

 教育部長  沢 田 敏 幸 君   ○    ○    ○    ○    

 市立病院事務部長 川 端 政 幸 君   ○    ○    ○    ○    

 公平委員会事務局長 坂 本 光 央 君   ○    ○    ○    ○     
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事 務 局 職 員 出 席 者 

 
  
  

 職 名 
 
  氏 名 

   出 席 月 日  
  7. 7 
 

  7. 8 
 

  7.11 
 

  7.15 
 

  

 事務局長  山 岸 弘 明 君   ○    ○    ○    ○    

 事務局次長  渡 辺 加代子 君   ○    ○    ○    ○    

 議会庶務係長  水 野 紀 子 君   ○    ○    ○    ○    

 議事係長  稲 田 伸 人 君   ○    ○    ○    ○    

 議事係兼議会庶務係  梶 原   仁 君   ○    ○    ○    ○    
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平成２３年深川市議会 

意見案 第  ３  号 

 

   北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２３年７月１５日 

 

                              提出者 深川市議会議員 東 出 治 通 

                                  深川市議会議員 鶴 岡 恵 司 

                                  深川市議会議員 水上 真由美 

                                  深川市議会議員 太 田 幸 一 

        深川市議会議員 北 畑  透 

                                  深川市議会議員 髙 橋 修 司 

                                  深川市議会議員 田 中 昌 幸 

                                  深川市議会議員 楠  理智子 

                                  深川市議会議員 松 沢 一 昭 

                                  深川市議会議員 和 田 秀 隆 
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北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書 

 

 非正規労働者の増大とそれに伴う低賃金層の増加に対して、賃金の最低限を保障するセーフティネットを強化

する最低賃金制度の役割は、ますます大きくなってきている。 

 ２００７年度に「成長力底上げ戦略推進円卓会議」の合意、２００８年の改正最低賃金法による「生活保護施

策との整合性に配慮する」などの経過、昨年は雇用戦略対話における「早期に全国最低８００円を目指す」との

政公労使合意などにより、ここ４年間で大きな引き上げが行われ、北海道の最低賃金は６９１円となり、各県に

おいても生活保護費との乖離解消が進められている。 

 しかし、生活保護費との乖離（現行２６円）を残すこととなる北海道としては、乖離解消は働くことのインセ

ンティブとして当然のことであり、その早期解消に加え、安心して生活できる賃金を約束しなければならない。 

 法定労働時間フルに働いても、税込み月額１２万円程度、年額でも１４０万円程度にしかならないが、昨年度

１３円引き上げ改定に伴う影響率は８．６９％、パートに至っては２１．６３％となっており、北海道の非正規

率の高さ、最低賃金に張り付く低賃金体系となっていること、生活困窮の度合いが深まっていることが明らかと

なった。連合調査による「最低限の生活を保障水準（リビング・ウェイジ）」として示された「時間給８７０円、

月額１４４,０００円」とはほど遠いものとなっている。 

 特に北海道のような非正社員比率が４割と高く、低賃金・最賃に張り付く賃金体系が多い地域においては、

地域経済の維持と所得税収の確保、社会保障制度の維持・充実に向けて、納税を果たせる賃金の確保と、全体

の底上げは重要な課題である。 

 よって、今年度の北海道地域最低賃金の改定に当たっては、働く者が経済的に自立可能な水準への改定を強く

求める。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２３年7月１５日  

 

北海道深川市議会 

 

提出先 

 北海道労働局長 
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平成２３年深川市議会 

意見案 第  ４  号 

 

   地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２３年７月１５日 

 

                              提出者 深川市議会議員 東 出 治 通 

                                  深川市議会議員 鶴 岡 恵 司 

                                  深川市議会議員 水上 真由美 

                                  深川市議会議員 太 田 幸 一 

        深川市議会議員 北 畑  透 

                                  深川市議会議員 髙 橋 修 司 

                                  深川市議会議員 田 中 昌 幸 

                                  深川市議会議員 楠  理智子 

                                  深川市議会議員 松 沢 一 昭 

                                  深川市議会議員 和 田 秀 隆 
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地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

 東日本大震災によって、東北・関東では多くの自治体が甚大な被害を受けた。今後は、自治体が中心となっ

た復興が求められている。 

 また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフテ

ィネットとしての地方自治体が果たす役割は、ますます重要となっている。 

 特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められる中で、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリー

ンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求められている。 

 ２０１１年度政府予算では、地方交付税について総額１７．５兆円を確保しており、２０１２年度予算にお

いても、震災対策費を確保しつつ、２０１１年度と同規模の地方財政計画・地方交付税が求められる。 

 このため、２０１２年度の地方財政予算全体の安定確保に向け、政府に次の通り対策を求める。 

 

記 

 

１．被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政が悪化しないよう各種施

策を十分に講ずること。 

２．医療、福祉分野の人材確保をはじめとするセーフティネット対策の充実、農林水産業の再興、環境対策な

ど、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、２０１２年度地方財政計画・地方交付税総額を確保すること。 

３．地方財源の充実・強化をはかるため、国・地方の税収配分５対５を実現する税源移譲と格差是正のための

地方交付税確保、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２３年７月１５日  

 

北海道深川市議会 

 

提出先 

 内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣、経済産業大臣 
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平成２３年深川市議会 

意見案 第  ５  号 

 

   原発依存から安全最優先と自然エネルギーへの転換を求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２３年７月１５日 

 

                              提出者 深川市議会議員 東 出 治 通 

                                  深川市議会議員 鶴 岡 恵 司 

                                  深川市議会議員 水上 真由美 

                                  深川市議会議員 太 田 幸 一 

        深川市議会議員 北 畑  透 

                                  深川市議会議員 髙 橋 修 司 

                                  深川市議会議員 田 中 昌 幸 

                                  深川市議会議員 楠  理智子 

                                  深川市議会議員 松 沢 一 昭 

                                  深川市議会議員 和 田 秀 隆 
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原発依存から安全最優先と自然エネルギーへの転換を求める意見書 

 

 東日本大震災にともない、地震と津波への備えに欠けた東京電力福島第一原発が引き起こした重大事故は、

いまだに収束のめどが立っていないうえに、その後の余震で東北電力の東通原発（青森県）や女川原発（宮城

県）でも複数の電源が途絶える事故が明らかになり、原子力発電所の地震や津波への備えの不十分さが浮き彫

りになっている。今回の東電福島第一原発の大事故を引き起こした最大の原因が、原発は「多重防護」の対策

がとられているから安全だという「安全神話」に取りつかれ、地震や津波の備えを怠ってきたことにあり、安

全対策を怠ってきた「人災」であることは明らかである。 

 とりわけ福島原発立地の県民が放射能汚染からの避難・撤退を余儀なくされている現況を国民として看過で

きない。畑作、畜産を含む農・水産物の被害も甚大である。 

 技術的には未完成のうえ、地震や津波で外部電源などが断たれ、冷却機能を失えばコントロールが効かなく

なる原発の震災被害の危険性が改めて浮き彫りになった。 

 こうした事態の中、菅首相は東海地震震源域の真上に建設され、世界で最も危険といわれる中部電力浜岡原

発の運転停止を要請したことは極めて当然というべきである。 

 浜岡原発の近くには東海道新幹線や東名高速道路など、日本列島の東西を結ぶ大動脈が通り、東京・首都圏

も近いだけに、いったん事故をおこせば広範囲に大きな被害を及ぼすことが懸念されている。 

 そもそも世界有数の地震国で津波の被害も多い日本で５４基もの原発が集中立地している現状は明らかに異

常といわなくてはならない。今回の原発事故は、原発に将来のエネルギー供給を託することはできないことを

教えている。 

 政府が２０１０年６月に閣議決定したエネルギー「基本計画」は、原子力の新増設（少なくとも１４基以上）

を明記している。このような原発に依存するエネルギー計画を改めることをいま国民は強く求めている。 

 よって、政府は安全際優先の原子力政策への転換、自然エネルギーへの計画的転換にすすむよう強く求める。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２３年７月１５日 

 

北海道深川市議会 

 

提出先 

 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長 
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平成２３年第２回深川市議会定例会一般質問通告表 
  
 
 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   １   １５ 

 

 民主クラブ 
 田 中 昌 幸 

１．店舗等リフォーム助成制度の導入について〔商工・建設〕 

 （1) 店舗等リフォーム助成制度の導入について 
 (2) リフォーム状況の情報発信について 

 (3) 住宅リフォーム助成制度の状況について 
 (4) 通年の制度化に向けた考えについて 
 (5) 空き地空き店舗助成制度の成果、課題、制度の問題、 
    見通しについて 
 ２．地域コミュニティーについて〔市勢振興〕 

 （1) 山下市長のコンパクトシティーの考え方について 

 (2) 農村地域の地域コミュニティーの存続について 

 (3) 住みかえ推進でまち全体を活性化することについて 
 (4) 移住者や退職者、若者の田園生活推進と交通弱者の 
    中心市街地居住推進について 
 (5) 特定目的住宅等の検討について 
 ３．財政情報の発信について〔一般〕 

 (1) ２０１０年度の決算状況について 

 (2) 基金繰入額、積立金と繰越金の見込みについて 

 (3) 市税、使用料、利用料の収納率の状況と傾向につい 
    て 
 (4) 財政推計との違いと特徴について 
 (5) その内容を市民の皆さんにお知らせする方法につい 
    て 
 (6) 財政収支改善の施策の見直しについて 

 (7) 特に固定資産税率の見直しの考えと都市計画税の見 
    直しにはどのような手続き、ハードルがあるのか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １０５ 

   ２   １０ 

 

 新政クラブ 

 太 田 幸 一 
１．防災への備え、対策は充分となっているか〔一般〕 

 (1) 避難所の見直しの考えは（近距離で考えるべき） 

  (2) 非常用備品等の備蓄は（毛布・暖房器具・救急箱） 

 (3) 避難訓練の日常化を 

 (4) 公的集会施設の安全対策は（天井の落下） 

２．脱原発に向けて、メガソーラーの誘致の考えは 

  〔市勢振興〕 

 （1) 『安全』とされてきた原発の神話が崩れたが、深川 

    市としてどのような思いか 

 (2) 大手企業が、道内に「メガソーラー」の建設計画を 

    進めている。深川市としても、誘致を進めるべきで 

    はないか 

    

 

 

 

 １１５ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   ３．東日本大震災における被災企業の招致と、被災家族の 

   受入れは〔市勢振興〕 

 (1) 被災した企業の生産ラインの深川への招致活動を積 

    極的に行うべきと考えるが市の考えは 

 (2) 被災家族の転出希望者は、「助け合い」の観点から 

    も深川市として積極的に受け入れ、「移住定住」策 

    とすべきではないか  

 
 

 

   ３    ４  公政クラブ 
 小 田 雅 一 

１．農産品、特産品の取り組みについて〔農業〕 

 (1) 深川市として今の農家の現況を見た中で、６次産業 

    化に対する市の見解を伺う 

 (2) 道の駅等で販売している農産品、特産品の現状での 

    取り組み状況と本年度新たに取り組まれるものづく 

    り産業振興事業について伺う 

 (3) 大消費地における農産品、特産品のＰＲ、販売につ 

    いて伺う 

 ２．特定健康診査・がん検診について〔福祉〕 

 (1) 特定健康診査が平成２０年度に開始された経緯と２ 

    ２年度まで実施してきた結果の検証について伺う 

 (2) がん検診における無料クーポン券配布において昨年 

    までの効果と本年度の取り組みについて伺う 

 (3) 本年度新たに取り組まれる子宮頸がん予防ワクチン 

    接種事業の経緯と取り組み内容について伺う 

 (4) 今後、多くの市民に特定健康診査とがん検診を受け 

    ていただくために、どのように啓蒙・周知されてい 

    くのか伺う 

 ３．少子化対策出会い創出支援事業について〔福祉〕 

 (1) 少子高齢社会に入った今日、若者の未婚化・晩婚化 

    が目立ってきている中、本事業の目的を伺う 

 (2) どのような成果があったのか伺う 

 ４．道路整備について〔建設〕 

 (1) 道路整備の現状と今後、進めるに当たっての考え方 

    について伺う 

 (2) 市道５号線道路改良舗装の現状と完成までの取り組 

    み及び市道川２線の現状と今後の取り組みについて 

    伺う 

 ５．ブロードバンド拡大整備事業について〔一般〕 

 (1) 市全域で光ブロードバンド通信が可能となったが、 

    その概要と現在の利用世帯数について伺う。また、 

    今後の利活用や普及促進に向けた考え方を伺う 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １２０ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   ４     ５  無会派 
 菅 原 明 義 

１．スポーツ振興について〔教育〕 

 (1) 各種スポーツ大会支援の現状について 

 ２．スポーツ合宿誘致について〔教育〕 

 (1) スポーツ合宿誘致における実績について 

 (2) 今後の展望・見通し及び課題について 

 (3) スポーツ合宿推進地における情報収集について 

 (4) 北空知広域圏としての取り組みについて 

  

 

 
  
 
 １２８ 
 
 
 
 
 

   ５     ６  平成公明クラブ 
 髙 橋 修 司 

１．災害時の危機管理体制について〔一般〕 

 (1) 災害時の避難経路及び避難場所について（割愛） 

 (2) 市民一体型の避難訓練の実施について 

 (3) 深川市における非常食及び非常時の備品の備蓄状況 

    について（割愛） 

 (4) 災害時の飲み水確保について 

 ２．市が実施する補助金の交付方法について〔一般〕 

 (1) 市の補助金交付事業の概要について 

 (2) 補助金の交付に当たって市内消費限定の金券もしく 

    は商品券での支給の可能性について 

 ３．深川市スポーツ宣言都市について〔教育〕 

 (1) 近年の深川市でのスポーツ大会の開催及びスポーツ 

    合宿の実態について 

 (2) 深川市におけるスポーツ選手の宿泊場所の実態につ

    いて 

 (3) 今後深川市における宿泊場所の確保について 

 ４．市発注の入札について〔一般〕 

 (1) 入札における市外業者の受注状況について 

 (2) 公用車（建設機械を含む）の車検及び修理の発注状 

    況について 

 (3) 入札制度の今後について 

 ５．深川市における人口減少について 

  〔市勢振興・福祉・一般〕 

 (1) 他市町村からの移住定住希望者への今後の対応につ 

    いて 

 (2) 人口減少をどのような対策をもって解決していくの 

    か 

 (3) 未婚化対策について 

 (4) 人口減少対策室の設置について 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １３４ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ６．生活保護家庭の現状について〔福祉〕 

 (1) 深川市における生活保護家庭の実態について、その 

    保護率について 

 (2) 生活保護受給者の生活指導のあり方について 

 ７．教育のあり方について〔教育〕 

 (1) 中学校から高校への進学について 

 (2) 大学への進学を目的とする特進科（特進コース）設 

    置について 

 (3) 中学校・高校の部活動の充実と市内学校の部活動状 

    況、情報発信について 

 ８．市内保育園の現状について〔福祉〕 

 (1) 市内の公立及び私立保育園の園児の実態について 

 (2) 保育園への問い合わせ時の窓口対応について 

 ９．市役所庁舎の喫煙場所について〔一般〕 
 (1) 現在の喫煙場所について 
 (2) 喫煙場所の増設について 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   ６     ２  新政クラブ 
 宮 澤 孝 司 

１．「地域商店街活性化法」について〔商工〕 

 (1) 制度への取り組みについて 

 (2) 申請時期について（割愛） 

 (3) 今後の商店街との連携について 

 ２．「空き地空き店舗活用助成制度」について〔商工〕 

  （割愛） 

 (1) 制度利用の現状について 

 (2) 今までの問題点について 

 (3) 今後の制度改正について 

 ３．まちづくり専任の部署設置について〔一般〕 

 (1) 新設の必要性について 

 ４．農商工連携による特産品開発について〔市勢振興〕 

 (1) 現状の取り組みについて（割愛） 

 (2) 今後の展開について 

  

 

    

 

 

 

 １４４ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   ７     ７  民主クラブ 
 楠   理智子 

１．男女平等参画について〔一般〕 

 (1) 深川市における男女共同参画計画の策定について 

 (2) 男女平等意識の啓蒙・啓発について 

 (3) 男女平等参画条例の制定について 

 ２．健康づくりについて〔福祉〕 

 (1) 栄養バランスのとれた食事について 

 (2) 高齢者の食生活について 

 ３．東日本大震災について〔一般〕 

 (1) 東日本大震災への支援について 

 (2) 継続した支援の取り組みについて 

 (3) 深川市における防災対策について 

 ４．北空知中核病院としての深川市立病院について 

  〔福祉・医療〕 

 (1) 休日・夜間の緊急医療体制について 

 (2) 北空知医療圏としての深川市立病院への協力体制に 

    ついて 

 (3) 医師の確保について 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 １４８ 
 

   ８    １１  公政クラブ 
 鶴 岡 恵 司 

１．移住・定住推進事業について〔市勢振興〕 

 (1) 移住・定住推進事業の現状について（割愛） 

 (2) 農村地区を希望されている方の対応について 

 ２．企業誘致について〔市勢振興〕 

 (1) 現状について 

 (2) 今後の取り進めについて 

 ３．農業の担い手確保について〔農業〕 

 (1) アグリサポート事業の現状について 

 (2) アグリサポート事業の目指すものについて 

 (3) 担い手育成・確保に向けた関係団体・組織、農業生 

    産法人、農業者との連携について 

 ４．鳥獣害防止対策について〔農業〕 

 (1) 鳥獣被害防止総合対策事業に対する支援について 

 ５．学習サポートプログラム事業及び児童・生徒数が減少 

   する中での教育環境について〔教育〕 

 (1) 学習サポートプログラム事業の現状について 

 (2) 児童・生徒数の少ない小中学校での教育のあり方に 

    ついて 

 (3) 地域と連携した行事等の取り組み状況について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 １５５ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   ９     ３  公政クラブ 
 辻 本  智 

１．市民との協働によるまちづくりについて〔市勢振興〕 

 (1) 次期深川市総合計画の策定に向けた市民協議が進行 

    中であるが、本市が現在抱える諸分野にわたる課題 

    の解決手法を考えたとき、より質の高い「市民との 

    関係づくり」が必要となる。第四次深川市総合計画 

    期間内における市民との協働を柱に据えた市政の到 

    達点と今後の課題など、「市民との協働」が本市の 

    市政運営にどのように根をおろしているのか自己分 

    析に基づく評価を問う 

 ２．近郊農村部での高齢者などへの生活支援について 

   〔商工、市勢振興〕 

 (1) 地域に暮らす高齢者などの「社会的弱者」が抱える

    買い物の不安・不便さの解消は喫緊の課題である。 

    この問題に対して行政としてどのような認識を持っ 

    ており、当該地域においてこの間どのような具体的 

    対応をしてきたのか問う 

 (2) 公共交通網への支援継続とともに、地域住民の生活 

    実態に合わせた形の柔軟な地域住民の足を検討すべ 

    き段階に来ているのではないか 

 ３．市内建設関連業の健全な育成のあり方について 

   〔労働、一般〕 

 (1) 東日本大震災後での地元復興が地域住民の期待・要 

    望のスピードに沿った形で進まない要因の一つに地 

    元業者の衰退があるとされている。公共事業の減少 

    など厳しい経済環境の中、市内に拠点を置く建設関 

    連業者の経営においても大変厳しい内容となってい 

    ることと承知しているが、そうした点から深川市内 

    における職能団体ごと、年齢構成の年次別推移など 

    技能・技術継承の実態を把握すべきではないか 

 (2) 北海道建設部発注の一般土木について、入札時におけ 
    る総合評価での地域優位性をさらに明確にすべきと考 
    えるが、北空知圏一体となった道及び関係部局への要 
    請を強力に行うべきではないか 
 ４．市役所職員の採用、人事管理について〔一般〕 

 (1) 市の行政運営プランにおける人件費抑制政策とバラ 

    ンスの取れた幹部配置を進める中で、技術職の採用 

    枠職員が果たすべき職種は多岐にわたると考えられ 

    る。プラン策定以降の技術枠職員の新規採用の実態 

    と現場での年齢構成が適正なものになっているのか、 

    今後市民サービスの低下が起こらないよう計画的採 

    用に努めるべきではないか 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １６４ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ５．環境保全型農業の取り組みについて〔農業〕 

 (1) 深川市における「安全・安心な農産物」への考え方、 

    基本姿勢を問う 

 (2) 本年度から一部内容が見直された環境保全型農業直 

    接支援対策に対して、北海道の水稲生産農家が不利 

    にならないよう技術メニューの現場からの提案等を 

    積極的に行っていくべきではないか 

    
  
 
 
 

 

  １０    １６ 日本共産党 

 深川市議団 
 松 沢 一 昭 

１．防災のまちづくりについて〔一般〕 

 (1)  ハザードマップについて。その見直しと市民周知に 
    ついて（主として水害対策） 

 (2)  公共施設の耐震化、小中学校、高校の耐震化について 
 (3)  災害時の備品、食料品などの備えはどのようになって 
    いるか（割愛） 
 ２．エゾシカ被害対策について〔農業〕 

 (1) 害獣駆除の進捗状況及び北海道予算の増に伴う電牧 

    さくなどの増額見通しについて 

 (2) 駆除員の増加に向けた積極的な取り組みと地域の協 

    力について 

 (3) プロハンター制度の実態と周知、有効活用について 

    （割愛） 

 ３．介護保険料の見直しについて〔福祉〕 

 (1) 基金の実態とその活用の考え方について 

 (2) 今後、保険料に影響する値上げ要因とその考え方の 

    整理について 

 ４．私道の整備について〔建設〕 

 (1) 以前行われていた私道への砂利入れ、グレーダーか 

    けなどが一切行われていない。連たん戸数などを含 

    め、検討すべきではないか。固定資産税を引き上げ 

    たにもかかわらず、私道の砂利入れなど管理を放置 

    することに対し、私道沿いに住んでいる市民の不満 

    は大きいが見解を伺う 

 ５．市道上多度志屈狩線及び市道宇摩屈狩線の整備につい 

   て〔建設〕 

 (1) この路線の何カ所か３分の１くらい防じん処理され 

    ている。オーバーレイ、アスファルトを使った防じ 

    ん工事の延長を 

 ６．公営住宅の管理について〔建設〕 

 (1) 市内の公営住宅駐車場について。市は料金を徴収し 

    管理人を指定している。トラブルが生じても自分た 

    ちで解決せよと言うばかりでは、何も解決しないが 

    見解を伺う 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １７４ 
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 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

  １１     １  新政クラブ 
 水 上 真由美 

 １．墓地の維持管理について〔衛生〕 

 (1) 区画の利用状況について 

 (2) 市民以外の使用について 

 ２．路線バスについて〔市勢振興〕 

 (1) ＪＲ深川駅への乗り入れについて 

 (2) 市立病院前のバス停利用について 

 ３．「食」によるまちづくりについて〔商工〕 

 (1) 地場産品を活用した「食」による観光振興について 

 (2) ＰＲ、メディア戦略について 

 (3) 道の駅の活用について 

     

 

 

 １８１ 

 

 

 

 

  １２     ８ 日本共産党 

 深川市議団 
 和 田 秀 隆 

１．まあぶ入館料について〔一般〕 

 (1)  入館料の値上げ以降、年間利用者が１万人近く減っ 
    ており、また、一部地域の説明会では「周辺の同種 

    施設も値上げの方向にあるので」というくだりがあ 

    ったと記憶している。明らかに削減から利益は生ま 

    れないという悪いケースで、現時点で周辺施設の値 

    上げも見受けられない。いま一度、料金設定を見直 

    すべきではないか 
 ２．高齢者、障がい者の移動の足について〔福祉〕 

 (1)  バス券の廃止で、現在、通院・買い物の不便を訴え 
    る声が非常に多く、特にバス券など、各種交通機関 

    に対する割引は高齢者や３級以下の障がいのある方々 

    が切望しているものである。対象の市民の移動の目 

    的が多岐にわたる事から、高齢者や障がいのある市 

    民の「移動とその目的」を援助する意味で、公共施 

    設の利用料及び市内の交通機関の割引をする「総合 

    福祉券」を創出すべきではないか 

 ３．児童医療費助成について〔医療〕 

 (1) 今年度より深川市においても、就学前児童の医療費 

    全額助成と小学校１年生から６年生までの入院費全 

    額助成を実現した行政の尽力は多いに評価するとこ 

    ろである。そこで、今後の児童・生徒の医療費助成 

    の拡充計画について伺う 

 ４．日本のエネルギー政策と原発について〔一般〕 

 (1) 原発が引き起こす災厄を目の当たりにした時、原発 

    依存から脱却し、自然エネルギーに転換していくべ 

    きだと思うが市長の見解を伺う 
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 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    (2) 泊原発について、北海道知事や札幌市長は再稼動は 

    慎重にすべき、プルサーマル計画は凍結すべきとの 

    姿勢だが山下市長はどのような考えか 

 (3) 市民は福島第一原発の事故との関係で、放射能の被 

    害に不安を抱いている。市の対応はどのようになっ 

    ているのか。また、市として放射線測定器を保有し、 

    測定値を市民に知らせるべきではないか 

 ５．市立病院の運営について〔福祉、医療〕 

 (1) 夜間急病テレホンセンターは、コンビニ受診、当直医 

    の激務回避のために実施されたものだが、実情では有 

    効に機能していないと思われる。改善策を伺う 

 (2) 市立病院の夜間・休日の救急医療体制に対して周辺４ 

    町からの財政支援は必須と思われる。実現に向けた具 

    体的な取り組みを問う（割愛） 

 ６．市立病院のバス待合所について〔市勢振興〕（割愛） 

 (1) 市立病院前バス停の待合所は非常に多くの利用がある 

    が、実際の現場では、雨降りの時など、待合所に人が 

    入りきらず雨に打たれて困っているとの市民からの声 

    が多い。現状に合う増設が必要と思うがこれについて 

    問う 
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平成２３年 第２回 

 

深川市議会定例会会議録 （第１号） 
                                    午前１０時０２分 開会 
 平成２３年７月７日（木曜日） 
                                    午後 ４時２６分 延会 

                                                 

 

〇議事日程（第１号）             

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 諸般の報告 

       （1）議長諸般報告 

       （2）市長一般行政報告 

       （3）教育長教育行政報告 

 日程第 ４ 選挙管理委員及び同補充員の選挙 

 日程第 ５ 議案第４８号 財産の取得について 

       （除雪グレーダー） 

 日程第 ６ 議案第４９号 平成２３年度深川市 

       一般会計補正予算（第２号） 

       議案第５０号 平成２３年度深川市 

       介護保険特別会計補正予算（第１号 

       ） 

       議案第５１号 平成２３年度深川市 

       国民健康保険特別会計補正予算（第 

       １号） 

       議案第５２号 平成２３年度深川市 

       後期高齢者医療特別会計補正予算（ 

       第１号） 

 日程第 ７ 議案第５３号 深川市教育委員会委 

       員の任命について 

 日程第 ８ 議案第５４号 深川市固定資産評価 

       審査委員会委員の選任について 

 日程第 ９ 発議第 １号 深川市議会議員の議 

       員報酬及び費用弁償等に関する条例 

       の一部を改正する条例について 

 日程第１０ 推薦第 １号 深川市農業委員会委 

       員の推薦について 

 日程第１１ 一般質問 
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（午前１０時０２分 開 会） 

〇議長（長野 勉君） ただいまから平成23年第２

回深川市議会定例会を開会します。 

                      

〇議長（長野 勉君） これより本日の会議を開き

ます。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第78条の規定によ

って、宮澤議員、松沢議員を指名します。 

                      

〇議長（長野 勉君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 初めに、本定例会

に付議されます事件は、選挙管理委員及び同補充員

の選挙、東出議員外から提出のありました議案１件

及び推薦１件、市長から提出のありました議案７件

であります。 

 次に、監査委員から２月分ないし５月分に関する

例月出納検査結果報告の提出がありましたので、お

手元に配付しております。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のありま

した者の職・氏名を一覧表としてお手元に配付して

おります。 

 次に、第２回定例会１日目の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第２ 会期の決定につ

いてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から７月

15日の９日間にしたいと思いますが、異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって会

期は本日から７月15日までの９日間に決定しました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第３ 諸般の報告を行

います。 

 初めに、議長諸般報告を事務局長から申し上げま

す。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 平成23年第１回市

議会定例会後の３月24日以降、昨日までの議会の動

静概要は、お手元に配付のとおりであります。 

 これで議長諸般報告を終わります。 

〇議長（長野 勉君） 次に、市長一般行政報告を

行います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 平成23年第２回市

議会定例会の開会に当たり、一般行政の報告を申し

上げます。 

 初めに、東日本大震災について申し上げます。さ

きの第１回市議会定例会の折にも申し上げておりま

すが、改めてこの大震災でお亡くなりになられた

方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災さ

れた皆様に心からお見舞いを申し上げます。また、

今時の震災に当たり、発生から早４カ月近くがたと

うとしている今もなお、被災地などで昼夜を分かた

ず対応に当たっておられる関係機関等の方々に対し

深く敬意を表するとともに、１日も早い復旧・復興

を祈念するものであります。本市といたしましても、

このたびの未曾有の出来事に対し、できる限りの対

応をと考え、まずは被災地からの避難者を公営住宅

などへ受け入れるため、受け入れ総合窓口を設置し、

支援の体制を整えたころでありますが、これまでの

ところ親元などへの身を寄せておられる方々を含め、

総数で９世帯21人が本市に避難されており、６月30

日現在では６世帯15人が在住されております。その

他の支援の具体的な内容につきましては、お手元に

配付させていただいております資料のとおりでござ

いますが、この間、市民の皆様などから2,200万円

を超える多くの義援金や被災地への支援物資をちょ

うだいいたしましたほか、市内企業や団体、また有

志等によるボランティア活動などにつきましても仄

聞いたしているところであります。これら被災地等

に対する深川市民の温かく思いやりのある行動に対

しまして、私の立場からも深く感謝を申し上げる次

第であります。なお、今後におきましても、さまざ

まな支援や対応が必要なものと考えておりますので、

議員各位のさらなるご理解とご協力を賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

 次に、農作業の進捗状況及び農作物の生育状況に

ついて申し上げます。６月15日現在の普及センター

の調査によりますと、ことしの根雪終日は平年より

３日早い状況にありましたが、融雪後、降雨が続い

たことから田畑の耕起、水稲の移植及び畑作物の播

種、定植の作業などは、２日から５日程度のおくれ
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で行われたところであります。農作物の生育状況は、

水稲畑作物など平年並みか、ややおくれはあるもの

の、総じて順調に経過いたしております。昨年、一

昨年と農作物の作柄は平年を下回る結果となりまし

たが、ことしこそ豊穣の秋を迎えられるように普及

センターや農協など関係機関・団体と連携を図り、

万全な対応に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ブロードバンド拡大整備事業について申し

上げます。市内全域での光ブロードバンド化に向け

て、メムそして一已地域の一部ほか未整備の地域で

進めてまいりました平成21年度の繰越明許事業が本

年３月末に工事を完了し、４月22日からＮＴＴ東日

本によりサービスが開始されております。これによ

り、市内全域で光ブロードバンドをご利用いただく

ことが可能となったところであります。今後は、こ

の光ブロードバンドサービスがより多くの市民に利

用されることを期待しているところであります。 

 次に、建設工事の発注状況について申し上げます。

今年度の建設工事の発注予定件数及び総額は、平成

22年度からの繰越事業分15件、２億2,000万円を含

め、94件、約９億4,000万円でありますが、６月22

日現在の発注状況につきましては、件数が32件で、

発注率としては34.0％、また契約額では３億9,566

万9,000円で、執行率としては42.1％となっている

ところであります。今後とも、建設工事につきまし

ては、適時適切な発注に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、スプリングフェスタについて申し上げます。

５月15日、生きがい文化センターにおきまして、第

18回目となります2011深川スプリングフェスタを開

催いたしました。当日は幸い天候に恵まれまして、

主催者側を含め来場者は2,100人を超えたところで

ございます。オープニングの屋外演奏会を初め、園

芸市やハンギングバスケット講習会、消費生活展、

フリーマーケットなど多彩な催しを通じて、大勢の

市民に緑化の推進と環境保全やリサイクルなど自然

や物の大切さをよりよく知っていただく機会となり

まして、盛会のうちに終了いたしたところでありま

す。 

 次に、チャレンジデーについて申し上げます。５

月25日、スポーツの力で日本を元気にといったこと

をスローガンに、昨年に引き続き５回目となるチャ

レンジデー2011を開催いたしました。ことしは、東

日本大震災被災地域への配慮から、正式な勝敗・勝

負は決めないということとなりましたが、対戦相手

の広島県竹原市と協議いたしまして、形式的な対戦

という形で行ったところでございます。本市は、１

万3,238人の参加者を得て、昨年に引き続き半数以

上の市民の皆様のご参加をいただいて、参加率

55.8％となりました。対戦相手であります竹原市の

参加率は、55.9％ということでほんのわずかの差で

ありますが残念ながら敗れてしまいました。しかし、

運動やスポーツを意識し、市民こぞって体を動かす、

そういう１日となりまして、このチャレンジデーへ

の理解はさらに深まってきているものと考えており

ます。今後とも関係団体等のご理解ご協力をいただ

きながら、スポーツの一層の振興、市民の健康づく

りということに努めてまいりたいと考えております。 

 次に、深川市明るく住みよいまちづくり市民総ぐ

るみ運動及び人権啓発ラッピングバスの出発式並び

に人権啓発演劇公演について申し上げます。交通事

故や犯罪、非行のない明るく住みよい安全安心なま

ちづくりのために、そのメーン事業となる市民総ぐ

るみ運動の総決起大会が６月30日に深川市文化交流

ホールみ・らいにおいて開催されました。この総決

起大会には500人の市民の参加をいただき、明るく

住みよいまちづくりを推進するという本運動の趣旨

がよりよく浸透する機会になったものと考えており

ます。また、総決起大会の前段では、法務省からの

委託事業である地域人権啓発活動活性化事業の一環

として人権啓発ラッピングバスの出発式を行うとと

もに、大会に参加した皆様方には子供の人権啓発に

係る演劇を観覧していただき、人権思想の普及啓発

とさらなる高揚を図ったところであります。 

 以上申し上げ、行政報告とさせていただきます。 

〇議長（長野 勉君） 次に、教育長教育行政報告

を行います。 

 鈴木教育長。 

〇教育長（鈴木英利君）〔登壇〕 平成23年第２回

市議会定例会の開会に当たり、教育行政の概要につ

いて報告を申し上げます。 

 初めに、教職員の人事異動について申し上げます。

本年４月１日付の人事異動に当たりましては、学校

教育に対する市民の期待と信頼にこたえるため、広

くすぐれた人材の確保に努め、40人の異動を行い、

人事の刷新を図ったところであります。その内訳は、

校長５人、教頭７人、教諭・養護教諭・事務職員28

人となっておりますが、公教育を担う教職員が常に



 - 94 -

教育公務員としての使命と責任を自覚し、専門性を

高め、すぐれた教育を実践することを期待するもの

であります。 

 次に、学級編制について申し上げます。本年度、

小学校の普通学級は44学級、特別支援学級は13学級

で、ともに前年度と同じ学級数で、小学校の合計は

57学級であります。また、中学校の普通学級は深川

中学校と一已中学校でそれぞれ１学級の減があり、

５校計で21学級、特別支援学級は前年度と同じ９学

級で、中学校の合計は30学級であります。小中学校

合わせて、普通学級65学級、特別支援学級22学級を

もって北海道教育委員会の同意を得たところであり

ます。 

 次に、ホクレンディスタンスチャレンジについて

申し上げます。陸上競技中長距離界のトップランナ

ーが出場するホクレンディスタンスチャレンジ2011

第３戦深川大会が、６月25日、本市陸上競技場にお

いて開催されました。９年目を迎えたこの大会は、

財団法人北海道陸上競技協会が主催し、深川市が共

催して開催されたもので、日本陸上競技連盟の評価

委員会の協力のもと中長距離界のレベルアップを図

るとともに、陸上競技の合宿招致を行っている自治

体の活性化を目的とするものであり、道内の合宿先

進都市である４市で開催されました。大会にはアジ

ア陸上競技選手権日本代表選手や、全日本実業団対

抗駅伝で活躍した選手など国内一線級の選手239人

が出場し、大会当日はグラウンドコンディションに

恵まれ、会場には約400人の観客にご来場いただき、

温かい声援のもとレベルの高い競技会となり、世界

陸上やオリンピックを目指すトップアスリートの力

走により、盛り上がった大会を終了したところであ

ります。 

 以上、教育行政の一端を申し上げ、報告といたし

ます。 

〇議長（長野 勉君） これで諸般の報告を終わり

ます。 

                      

〔高畑選挙管理委員会委員長職務代理者（選挙管理

委員選挙事件の除斥の対象）、退場〕 

〇議長（長野 勉君） 日程第４ 選挙管理委員及

び同補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治

法第118条第２項の規定によって指名推選にしたい

と思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって選

挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指

名することにしたいと思いますが、異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

長が指名することに決定しました。 

 選挙管理委員には、松田俊雄さん、高畑俊孝さん、

梶川寛さん、森和美さん、選挙管理委員補充員には、

金谷紘さん、田中春美さん、星野みどりさん、星野

孟さん、以上の方を指名し、同補助員の補充の順序

はただいま指名した順序とします。 

 お諮りします。ただいま指名しました松田俊雄さ

ん、高畑俊孝さん、梶川寛さん、森和美さん、以上

の方を選挙管理委員に、金谷紘さん、田中春美さん、

星野みどりさん、星野孟さん、以上の方を選挙管理

委員補充員の当選人に決定し、同補充員の補充の順

序は指名しました順序とすることに異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

長が指名しました方を当選人に決定し、選挙管理委

員補充員の補充の順序は議長が指名しました順序と

することに決定しました。 

〔高畑選挙管理委員会委員長職務代理者、入場〕 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第５ 議案第48号財産

の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第48号財産の

取得について提案理由を申し上げます。 

 本件は、老朽化が著しい平成７年度購入の除雪グ

レーダーの更新をするものでありまして、去る６月

22日に一般競争入札を執行しましたところ、2,652

万3,000円でコマツ建機販売株式会社北海道カンパ

ニー砂川支店が落札し、同社と仮契約を締結したと

ころであります。 

 予定価格を2,000万円以上に設定いたしましたこ

とから、深川市財産条例第２条の規定に基づく議会

の議決に付すべき財産の取得に該当いたしますので、

地方自治法第96条第１項第８号の規定に基づき、議



 - 95 -

会の議決を得ようとするものであります。 

 よろしくご審議の上、議決くださいますようお願

い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第48号を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第48号は原案のとおり可決されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第６ 議案第49号平成

23年度深川市一般会計補正予算ないし議案第52号平

成23年度深川市後期高齢者医療特別会計補正予算の

４件を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 初めに、議案第49号。 

 平山財政課長。 

〇財政課長（平山泰樹君）〔登壇〕 議案第49号平

成23年度深川市一般会計補正予算（第２号）につい

てご説明を申し上げます。 

 第１条で歳入歳出にそれぞれ２億7,209万3,000円

を追加し、予算の総額を162億5,300万6,000円とす

るものであります。 

 第２条で債務負担行為の追加を、第３条で地方債

の追加及び変更を行おうとするものであります。 

 初めに、歳出予算についてご説明を申し上げます。 

 10ページをお開きください。２款総務費、１項１

目一般管理費600万円の増額は、市で保管するポリ

塩化ビフェニルについて北海道ＰＣＢ処理計画に基

づき、濃度分析の結果により高圧コンデンサ９台の

処理を行う費用であります。 

 １項６目市勢振興費40万円の増額は、自治総合セ

ンターの地域国際化推進事業助成金を受けて、国際

交流及び国際化推進事業に取り組む深川国際交流協

会に対して補助するものであります。 

 16目情報化推進費817万2,000円の増額補正は、更

新時期の到来した現在の総合行政システムの更新を

計画的に実施し、制度改正に適切に対応するととも

に、住民情報のデータバックアップを適切に行うな

ど所要の対応を図るため、本年度から年次的に取り

組むものであります。総合行政システムを利用する

各特別会計においても、その割合に応じて費用を分

担するものであります。 

 同じく、17目協働推進費の増額補正、説明欄１を

ごらんください。協働のまちづくり活動支援事業

250万円は、自治総合センターの助成を受けて音江

イルム太鼓の太鼓の修繕等を行うことに補助するも

のであります。説明欄２、あけぼのコミュニティセ

ンター屋根修繕工事は、本年１月の大雪により破損

した屋根を修繕し、あわせて塗装を行うものであり

ます。 

 次に、12ページをお開きください。３款民生費、

１項４目介護保険費334万8,000円の増額は、総合行

政システムの介護保険会計における負担分でござい

ます。 

 次に、14ページをお開きください。２項１目児童

福祉総務費572万9,000円の増額補正は、市立病院４

階の専用スペースにおいて、病児・病後児の保育事

業を実施することにより保護者の子育てを支援し、

仕事と子育てを両立できる環境を整備しようとする

もので、事業に必要な看護師の雇用及び備品等を整

備するものであります。 

 16ページをお開きください。６項１目国民健康保

険費49万5,000円の増額補正及び次の18ページの４

款衛生費、１項８目後期高齢者医療費16万4,000円

の増額補正は、総合行政システムの国民健康保険会

計及び後期高齢者医療会計の負担分の繰り出しを行

うものでございます。 

 次に、20ページをごらんください。５款労働費、

１項１目労働諸費356万5,000円の増額補正は、説明

欄にありますように雇用機会創出事業として郷土資

料整理、デジタル化事業、公園施設管理情報データ

ベース化事業に取り組もうとするものであります。 

 次に、22ページをお開きください。６款農林水産

業費、１項３目農業振興費２億2,271万6,000円の増

額補正は、国の農山漁村活性化プロジェクト支援交

付金を活用し、きたそらち農協が実施する穀類乾燥

調製貯蔵施設整備に対し補助するもの及び市の取り
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組む多目的低温倉庫建設事業に係る実施設計を行お

うとするものであります。 

 同じページの６目交流センター費180万円の増額

は、電源立地地域対策交付金を活用し、都市農村交

流センターまあぶ及びコテージのトイレを改修しよ

うとするものであります。 

 次に、24ページをお開きください。７款商工費、

１項２目商工振興費は、電源立地地域対策交付金の

決定を受け、夏冬まつり等に充当していた過疎債ソ

フト分を減額するものであります。 

 次に、26ページをお開きください。８款土木費、

２項３目道路新設改良費1,100万円の増額は、市道

一已６丁目線の測量調査を行うものであります。 

 28ページをごらんください。10款教育費、５項３

目給食センター費45万5,000円は、機能低下の著し

い冷凍庫を取りかえ購入しようとするものでありま

す。 

 次に、30ページをごらんください。７項３目文化

奨励費220万円の増額補正は、文化交流ホールみ・

らいにおいて自治総合センターの助成を受け芸術鑑

賞事業を実施することに補助するものであります。 

 戻りまして、４ページをお開きください。第２表、

債務負担行為補正について説明いたします。新たに

第４次総合行政システム利用料及び乾燥調製貯蔵施

設整備事業利子補給を追加するものであります。 

 同じく第３表、地方債補正について説明いたしま

す。地方債に、新たに穀類乾燥調製貯蔵施設整備事

業債を追加し、また夏冬まつり等助成事業債及び地

方道路等整備事業債を変更するもので、その結果、

地方債の限度額の合計を13億1,870万円にしようと

するものであります。 

 次に、８ページをお開きください。歳入予算につ

きましては、国庫支出金、道支出金、市債などの特

定財源を充当するとともに、19款繰越金2,490万

7,000円により対応しようとするものであります。 

 以上、一般会計補正予算についてご説明申し上げ

ましたが、原案に賛同賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） 次に、議案第50号ないし議

案第52号。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君）〔登壇〕 議案第50

号ないし議案第52号の三つの特別会計補正予算につ

いてご説明申し上げます。 

 初めに、議案第50号平成23年度深川市介護保険特

別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げ

ます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,876万8,000円を追加し、予算の総額を20億7,879

万8,000円にしようとするものであります。 

 第２条で債務負担行為の追加を行おうとするもの

であります。 

 初めに、歳出予算についてご説明申し上げますの

で、10ページをお開き願います。３、歳出、１款１

項１目一般管理費334万8,000円の増額は、更新時期

が到来いたしました現在の総合行政システムの更新

を計画的に実施し、適切な対応を図るため、本年度

から年次的に取り組むものであり、そのシステム利

用料及び機器更新委託料の計上によるものでありま

す。 

 次に、12ページをお開きください。４款１項１目

介護保険準備基金積立金686万7,000円の増額は、平

成22年度決算において生じました剰余金を積み立て

るものであります。 

 次に、14ページをお開きください。６款１項１目

償還金及び還付加算金1,855万3,000円の増額は、平

成22年度保険給付費及び地域支援事業費にかかわる

国庫負担金、国庫補助金及び道補助金、支払基金交

付金の精算に伴う返還金及び過年度分保険料還付に

伴う経費であります。 

 戻りまして、４ページをお開きください。第２表、

債務負担行為補正につきましては、新たに第４次総

合行政システム利用料を追加するものであります。 

 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。８

ページをお開きください。２、歳入、５款１項１目

介護給付費負担金123万5,000円の増額は、平成22年

度保険給付にかかわる道費負担金の精算に伴う追加

交付を計上するものであります。 

 ７款１項１目一般会計繰入金334万8,000円の増額

は、第４次総合行政システム更新に伴う一般会計か

らの事務費繰入金の計上によるものであります。 

 ８款１項１目繰越金2,418万5,000円の増額は、平

成22年度からの繰越金を計上するものであります。 

 以上で介護保険特別会計補正予算についての説明

を終わらせていだきまして、続きまして議案第51号

の説明に移らせていただきます。 

 議案第51号平成23年度深川市国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 
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 第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

49万5,000円を追加し、予算の総額を34億7,649万

5,000円にしようとするものであります。 

 第２条で債務負担行為の追加を行おうとするもの

であります。 

 初めに、歳出予算についてご説明申し上げますの

で、10ページをお聞きください。３、歳出、１款１

項１目一般管理費49万5,000円の増額は、更新時期

が到来いたしました現在の総合行政システムの更新

を計画的に実施し、適切な対応を図るため、本年度

から年次的に取り組むものであり、そのシステム利

用料の計上によるものであります。 

 戻りまして、４ページをお開きください。第２表、

債務負担行為補正については、新たに第４次総合行

政システム利用料を追加するものであります。 

 続いて、歳入予算についてご説明申し上げます。

８ページをお開きください。２、歳入、８款１項１

目一般会計繰入金49万5,000円の増額は、第４次総

合行政システム更新にかかわる一般会計からの事務

費の繰り入れの計上によるものであります。 

 以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終

わらせていだきまして、続きまして議案第52号の説

明に移らせていただきます。 

 議案第52号平成23年度深川市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げま

す。 

 第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

88万2,000円を追加し、予算の総額を３億2,418万

2,000円にしようとするものであります。 

 第２条で債務負担行為の追加を行おうとするもの

であります。 

 初めに、歳出予算についてご説明申し上げますの

で、10ページをお開きください。３、歳出、１款１

項１目一般管理費16万4,000円の増額は、更新時期

の到来いたしました現在の総合行政システムの更新

を計画的に実施し、適切な対応を図るため、本年度

から年次的に取り組むものであり、そのシステム利

用料の計上によるものであります。 

 12ページをお開きください。２款１項１目後期高

齢者医療広域連合納付金66万2,000円の増額は、被

保険者から徴収いたしました平成22年度保険料収入

額の確定により、北海道後期高齢者医療広域連合へ

納入する保険料負担金の増額によるものであります。 

 14ページをお開きください。４款１項１目保険料

還付金５万6,000円の増額は、過年度分保険料還付

に伴う経費であります。 

 戻りまして、４ページをお開きください。第２表、

債務負担行為補正につきましては、新たに第４次総

合行政システム利用料を追加するものであります。 

 続いて、歳入についてご説明申し上げます。８ペ

ージをお開きください。２、歳入、４款１項１目一

般会計繰入金16万4,000円の増額は、第４次総合行

政システム更新にかかわる一般会計からの事務費繰

入金の計上によるものであります。 

 ５款１項１目繰越金71万8,000円の増額は、平成

22年度からの繰越金を計上するものであります。 

 以上、後期高齢者医療特別会計補正予算の説明を

終わらせていただきます。 

 ただいま三つの特別会計にかかわっての補正予算

の説明をさせていただきましたが、ご審議の上、原

案に賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

 初めに、議案第49号一般会計。 

 歳出、２款総務費。 

 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 10ページの16目情報化推進

費のところでお伺いしたいと思います。一般会計以

外の三特別会計、それから歳出以外の債務負担行為

の補正にもかかわりますが、一括して質疑させてい

ただくことをお許し願いたいと思います。 

 第４次総合行政システム導入に係る経費というこ

とで、予算の形では今回初めて出てきたと認識する

のですが、この行政システムを入れることで今後ど

のようなことになっていくのか、全体の枠組みはど

のような状態になるのか、全体像をぜひお示しいた

だきたいと思います。どのような事業期間、あるい

は事業規模の部分での全体的な予算規模も含めて、

特別会計も含めて一括で説明いただきたいと思いま

す。 

 それと、現在まで総合行政システムでいろいろと

ご尽力いただいて、なるべく経費の節減等も図りな

がら進めてきたと認識しているのですが、この今回

の切りかえに際してどのような比較、検討をされて、

この方式なのかも含めてお示しいただきたいと思い

ます。 

 それから、今回は住民基本台帳系統、住基関係を

まず取り組むということでお伺いしているのですけ

れども、この部分がまず先行して、その後にどんど
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んこれからつながってくる内容が出てくるのか、そ

の辺も含めてお答えいただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 第４次総合行政シ

ステム導入にかかわりまして質疑をいただきました

のでお答えいたします。大きく３点ということにな

りますが、一括してお答えさせていただきたいと思

います。 

 第４次総合行政システムの全体像ということでご

ざいますけれども、第３次総合行政システムを平成

14年度に導入して10年を迎えているということもご

ざいまして、住民情報システムを初めとする現行シ

ステムそのものが古くなってきているという状況が

あります。これ以上使用を引き延ばすということに

なる場合に、いろいろなリスクが生じてくるという

こともございます。そういった意味で、事業費など

の平準化を図るという考え方のもとで、今年度から

３年間を事業期間として更新を行おうと考えている

ところでございます。今回、補正予算で更新を行お

うとする業務システムでございますけれども、今年

度、介護保険法の改正がありましたり、来年７月ま

での住民基本台帳法の改正があります。これらの改

正に対しまして現行のシステムの場合については、

相当のバージョンアップをしなければならないとい

うこともございまして、それであれば速やかに更新

を行って少しでも経費の軽減を図ることが可能にな

るという意味で、今回対象といたしまして考えてい

るのは、住民票、税、国民健康保険、児童福祉、選

挙事務、健康管理などを含む住民情報システム及び

介護保険システムとして対応しているものでござい

ます。今回、更新を行おうとする業務システムのほ

かにも、質疑にございましたようにさまざまあるわ

けでございますけれども、高齢福祉を初めとして、

水道事業でありますとか、財務会計など使用システ

ムすべての更新もあるということでございます。こ

れらの具体的な更新時期などにつきましては、個別

のシステムごとにまだまだ使える部分は中にはあり

ますので、最大限使える物は使って経費節減を図る

ことを基本にしながら、なおかつシステム提供業者

による保守サービスの打ち切りなどということもご

ざいますので、そういうことも総合的に判断し、最

適な時期と手法により更新を進めるという考え方で

ございます。また、今回の業務システムの更新に係

る事業費の縮減に向けましては、導入方法について

も十分比較、検討を行っておりまして、その手法と

いたしまして、今回更新を行おうとする業務システ

ムの過去10年間の初期導入経費や維持管理経費を合

わせた総体費用も算出いたしまして、それと今回導

入しようとする自治体クラウド対応のシステムも相

当入れて、その後の導入経費もそうですし、その後

の法改正などによるカスタマイズの費用の割り勘効

果といいますか、１市で導入するよりも多数で利用

したほうが当然割り勘効果が出ますので、そういっ

たことも十分加味する中で自治体クラウド対応のシ

ステムを基本に物事を進めておりますが、その10年

分の経費で比較、検討する中で、やはりこの自治体

クラウド対応のシステムを導入するということが適

切だろうと、今回の部分について、そのような結論

に至ったところでございます。事業費についてです

が、今回導入するシステムのサービスの利用料とい

たしまして、月額約275万円になる見込みでござい

ます。そのサービス契約期間を５年間としまして、

安定したサービスが長期的に提供されるようにしよ

うというものでございまして、利用開始については、

平成24年１月から５年間ということになりますが、

今年度は24年１月から３月までの３カ月分を見込ん

でいるということでございます。５年間、月275万

円ですので総額は１億6,500万円程度ということに

なりますけれども、これを按分といいますか、国民

健康保険、介護保険、後期高齢者医療特別会計でそ

れぞれ分けまして、一般会計分はおよそ75％程度に

なると考えておりますし、介護保険が17％、国民健

康保険が６％、後期高齢で２％程度の割合で按分い

たしまして、この３年分の歳出と３カ月分の歳出、

来年度から残りの57カ月分について債務負担行為を

補正予算に計上したということでございます。その

ほか必要な経費といたしまして、クラウド方式です

から深川市以外のところにいろいろな機器、サーバ

ー等を用意するわけですが、今回の大震災にみられ

ますように１カ所に集約することの危険性もありま

すので、データのバックアップのためのサーバー機

器は深川にも置こうということにして、その機器の

購入でありますとか、そういったことも加味しなが

ら一般会計と特別会計合わせて390万9,000円の経費

を計上させていただいているということでございま

す。 

〇議長（長野 勉君） ２款総務費を終わります。 
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 ３款民生費。 

 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） 14ページの児童福祉総務

費のところで病児・病後児保育事業についてお伺い

いたします。 

 この事業は、今働く母親がふえている中で、なか

なか休みがとりづらいという中では、これを実施す

るということは評価したいと思いますが、質疑した

いと思います。 

 まず１点目は、平成23年度当初予算に計上という

か盛り込むことはできなかったのか、あわせまして

実施時期はいつからなのかお伺いしたいと思います。 

 続きまして、実施場所は市立病院の４階というこ

とですが、受け入れ人数は何人になるのか、あと保

育士さんや看護師さんも必要になると思うのですが、

その人数はということと、あと利用料は無料なのか、

それとも１日幾らという形で保護者からいただく形

になるのか、それと利用する場合の手続、例えばお

医者さんの診断書がいるのかどうか、診断書がいる

場合には有料なのか無料なのかということをお伺い

したいと思います。 

 それと、利用していただくためには周知して利用

しやすいようにしていただかなければならないと思

うのですが、その周知の方法等についてお伺いいた

します。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 水上議員。 

〇１番（水上真由美君） 私も同様に病児・病後児

保育事業についてお伺いしたいと思います。 

 内容に関しては、ただいま楠議員から質疑がござ

いましたので重複するかと思いますが、現状として

仕事を持ちながら子育てする保護者が大変多い中、

子供が病気になったときにどうしても休めない状況

になった場合には、本当に安心できる大変有効な子

育て支援であると考えているところです。しかしな

がら、本来子供さんが病気の場合、保護者の方が仕

事を休んで面倒を見るという状態にあることが、子

供にとっても１番でありますし、保護者の義務であ

ると思うのですが、保護者の方がどうしてもやむを

得ないという場合、そういった場合に利用していた

だける仕組みであると考えております。保護者の義

務といいますか、そこを放棄してまでこの事業を利

用するような事があってはいけないと思いますので、

そういった観点からも伺っておきたいと思います。 

 先ほどの楠議員と重複しますが、本市が取り組む

に当たりましてこの事業の目的、事業の内容、それ

と経費の内訳、あとこの事業が３月末までの７カ月

間となっておりますが、その後、継続するのかどう

か、通年で運営した場合、見込みとしてどうなのか

というのを伺っておきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） ただいま楠議員、

水上議員から病児・病後児保育の事業の実施に関し

ての質疑をいただきましたので、最初に楠議員の質

疑にお答えして、そのあとに保護者の義務的なもの

だとか、あるいは通年を通しての事業の経費につい

てなどの水上議員の質疑にお答えしていきたいと思

います。 

 まず、楠議員から、この事業の内容、それから周

知方法、手続についての質疑をいただきました。順

序は不同になるかもしませんが、この事業の目的に

ついてでありますけれども、病気で集団保育が困難

な児童を抱えている保護者が、どうしても就業等で

家庭で保育ができない場合にその児童を一時的に保

育する事業でありまして、安心して仕事と子育てが

できる環境を整えまして、これによって保護者の子

育てをしっかり支援していくということが目的であ

ります。したがいまして、この事業の対象者につき

ましては、満１歳から就学前までの保育所に入所す

る児童でありまして、病気または病後回復にある、

しかし入院治療までは必要ないという方たちで集団

保育が困難な児童を対象としております。実施場所

は、市立病院の４階に専用スペースを確保いたしま

して活用していくということであります。それから、

この事業の利用時間滞等についてでありますが、月

曜日から金曜日までの午前８時半から午後４時半ま

でとさせていただき、利用料につきましては、給食

費、おやつ等を含めて市民税非課税等世帯の場合に

は1,000円、課税世帯の場合には2,000円と設定させ

ていただいています。この料金の設定に当たりまし

ては、本市が既に実施している特別保育であります

一時的保育の利用料を勘案しながら、他市の利用料

も参考にして設定させていただいたところでありま

す。それから、この事業を運営するに当たって、ス

タート時点では定員を３人とさせていただいていま

す。この事業を行うに当たって国からの補助制度を

活用するのですけれども、この実施要綱に基づき利
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用定員が３人であれば、看護師１人以上、保育士１

人以上を必要としますので、スタッフについては現

在、看護師１人と保育士１人を採用し対応に当たる

予定でおります。 

 それから、事業の周知についてでありますけれど

も、この補正予算の議決をいただいたならば、即、

保育所を利用している児童を持つ保護者全員に対し

て個別通知を行いたいと。その通知の中には開始時

期、ことしは９月１日から開始し翌３月まで実施す

るわけですけれども、その開始する時期及び事業の

内容、今申しました利用料だとか利用時間帯だとか、

さらには手続につきまして詳細に書いたものを個別

通知し、そして活用していただくことにしてまいり

たいと考えています。それから、本事業の利用に当

たっては、病気のお子さんを預かるということで、

最善の注意が必要だと考えておりまして、利用を希

望する場合には保護者からあらかじめ緊急時の連絡

先だとか、アレルギーがあるのかどうなのか、ある

いはかかりつけ医はどこなのかというような情報を

登録していただくことにしております。また、実際

に事業を利用する場合には、利用申請書とともにか

かりつけ医、現在持っている病名、病状、さらには

指示事項などを記載していただいた医師連絡書を発

行していただいて、それに基づいて入院加療の必要

があるのかどうか、あるいは病児保育の利用が可能

かどうかを判断して利用していただくことになりま

す。なお、このかかりつけ医に書いていただく医師

連絡書については無料であります。なお、利用して

いただく場合には、こちらの対応もありますので、

利用する前日の正午までにさきほど申しました利用

申込書、それからかかりつけ医の医師連絡票を提出

していただいて利用していただくという流れになっ

ております。 

 続きまして、水上議員からの保護者の義務といい

ますか、当然自分の子供が病気になったときには、

保護者である、一般には親が見るのが原則ではない

かというような質疑をいただきました。当然私ども

もそのように思っております。自分の子供が病気に

なったときに自分の子供を目で見て、そしてさわっ

てみて病状を確認するということは必要だと思いま

す。しかし一方、現実問題として仕事と子育てを両

立するのに悩んでいる保護者がおられることも事実

であります。こういったことから、市としては、保

護者が安心して仕事ができ、そして子育てもできる、

この両立ができる環境の整備として子育て支援の一

環として本事業を実施しようとしているものであり

まして、利用される保護者にあってはこのような本

事業の趣旨、目的も、やはりきちんと理解していた

だいて活用していただくように周知に努めてまいり

たいと考えております。それから、経費の関係にな

りますけれども、今回この事業運営に当たって、国

の保育対策等促進事業費補助制度というものがあり

まして、この中に病児・病後児保育のメニューがご

ざいます。これを活用して国、道から３分の１ずつ、

合わせて３分の２の公費をいただいて実施するもの

であります。今回、補正予算で572万9,000円計上さ

せていただいておりますけれども、この全体から、

利用者からいただく負担金などを除いた部分の３分

の２が補助としていただける。ことしは９月から翌

３月までの７カ月間の実施でありますが、次年度以

降ももちろんこの事業を継続していく考えでおりま

すので、通年で見た場合の対応でありますけれども、

利用者が１カ月に４人から５人、そして年間で50人

を上回る場合、これに要する経費につきましてはほ

ぼ全額補助対象となります。ただ、もちろん一般財

源の持ち出しはあるのですけれども、ほぼ全額が補

助対象となりますので、円滑な運営が期待できると

担当としては考えております。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） 先ほどの答弁の中で９月

１日から実施し３月いっぱいまでということで、こ

れは今年度の予算ということで言われていると思う

のですが、ぜひ次年度も実施していだだきたいとい

うことで、次年度も継続していくつもりなのかその

辺を確認したいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 楠議員のおっしゃ

っているとおり、この事業はことしから新規事業と

してスタートするもので、この事業というのは平成

22年度から26年度までの５年間を計画期間とする次

世代育成支援対策行動計画の事前のニーズ調査にお

いて、保育サービスとして市民が非常に期待してい

るところであります。したがいましてこの事業につ

いては次年度以降も継続していく考えでおります。 

 それから先ほどの楠議員の質疑への答弁に漏れが

ありましたので、お答えさせていただきます。当初

予算にこれを盛り込むことができなく、補正予算に
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なったという経過についてでありますけれども、こ

の事業につきましては、平成22年第１回市議会定例

会の中でも、楠議員から必要な事業だという質疑を

いただきまして、私どもも他市の状況を調べながら

対応していきたいと。さらに、それに続く社会民生

常任委員会でも質疑をいただいたと。同時に、我々

も先ほど申し上げました行動計画の中で市民からの

大きな要望があるということから、これを実施した

いということで作業を進めてきました。ただ、実施

場所として想定しておりました市立病院にかかわる

事務手続に少し時間を要しまして、当初予算に盛り

込むことができず、今回その手続が完了したことか

ら、９月１日からの事業開始ということで第２回市

議会定例会に提出させていただいたという経過がご

ざいます。 

〇議長（長野 勉君） ３款民生費を終わります。 

 ４款衛生費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 ５款労働費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 ６款農林水産業費。 

 東出議員。 

〇12番（東出治通君） 22ページ、６款１項３目農

業振興費の中の穀類乾燥調製貯蔵施設整備支援事業

についてお伺いしたいと思います。 

 ご案内のとおり、現下の水稲農家は、これから５

年ぐらい先を見据えても恐らく高齢化等の理由によ

って2,000ヘクタールあるいはそれを超える規模で

の農地の移動あるいは流動化というようなことが予

測される。それらの農地を担い手あるいは若い世代

の水稲農家の皆さんに引き受けていくためには、こ

ういった施設が私は不可欠だと考えます。いわゆる

今回の提案は極めて時期を得たものだと判断させて

いただいております。山下市長も３月の第１回定例

会市政方針の中で、豊かな産業づくり対策の一環と

して、水稲については、良質良食味米の安定生産に

努めながら、より一層の高品質米生産等のため、施

設や設備の充実が必要だと申されていると。まさに、

方針に沿った時期を得た提案だと判断させていだき

ますけれども、以下４点にわたって質疑させていた

だきたいと思います。 

 まず１点目、この事業の全体の概要、補正予算の

内容、それから施設設備の今後の取り進め、いわゆ

るスケジュール的な予定についてお伺いしておきた

いと思います。 

 次に、２点目、平成18年度に深川マイナリーとし

て建設をされておりますけれども、この増設の背景

という部分でその増設理由についてお伺いしておき

たいと思います。 

 ３点目、今回の事業に対する市の支援の内容、さ

らには実質負担額等についてはどのようになってい

るのかお聞かせいただきたいと思います。 

 ４点目、深川マイナリー増設後の水稲農家、農業

者の皆さん方の負担、利用料金はどのような形にな

るのか。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 今ほど東出議員からかなり

詳細な質疑がありましたので、重複する部分は割愛

いたしまして若干質疑したいと思います。 

 類似の建物として、たしか平成７年だったと思う

のですが、私が初めて議員になった当時、ライスタ

ーミナルというのが建設されました。このときの償

還はもう残っていないかと思いますが、この辺の償

還状況はどうなっているのか。 

 それから、マイナリーの償還の状況です。農業団

体、それから深川市を含めてどういう状況になって

いるのか、この点をお聞かせ願いたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 別に質疑しようと思ってい

たのですが、償還という話が出ましたので関連する

ということで質疑させていただきたいと思います。 

 今回のマイナリーの増設ということで、今現在深

川市は平成21年度から５年間の公債費負担適正化計

画を進行中だと思いますが、その計画の実施に当た

って、今回の事業で与える影響等についてどのよう

な考えを持っているかお伺いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） ただいま穀

類乾燥調製貯蔵施設の補正に関しまして質疑をいた

だきましたので、私からは、東出議員、松沢議員の

関係につきましてお答え申し上げたいと思います。 

 初めに、東出議員の質疑の関係でございますが、

１点目の全体の事業概要についてであります。昨年
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８月にきたそらち農協が実施いたしました穀類乾燥

調製貯蔵施設、深川マイナリーの利用につきまして、

全農業者に実施した意向調査のアンケート結果にお

きまして、45万俵を超える利用要望が上げられ、そ

れに見合った施設整備を行うもので、深川マイナリ

ー本体の増築にあわせ、機械設備としてもみすり機

３台、色彩選別機３台の導入などのほか、もみ保管

のための多目的低温倉庫整備とコンテナ導入を２年

計画で行うものでございます。次に、補正の内容で

ございますが、穀類乾燥調製貯蔵施設整備のうち、

深川マイナリー増築及び機械設備がこのたび国の補

助対象事業といたしまして、計画決定と割り当て内

示をいただき、きたそらち農協が事業主体となり整

備を行うもので、国の農山漁村活性化プロジェクト

支援交付金により、本年度分１億3,114万3,000円と

国庫補助残に対する市単独の補助、補助残の２分の

１でありますが7,382万5,000円、きたそらち農協が

借り入れを予定しております農林金融公庫資金借入

額の利子の補助といたしまして、本年度分24万

2,000円、合わせて２億521万円を補助金として、ま

た国の補助対象外となります多目的低温倉庫につき

ましては、地域にとって有利な財源を活用し、総合

的に事業を推進するためにはどのような手法がよい

のか十分に検討いたしました結果、市が事業主体と

なり、過疎債を活用し事業を実施することにより、

地方交付税の対象となりまして、地域として負担額

の軽減が図られること、さらに新設いたします多目

的低温倉庫内の温度は一定の低温となりますことか

ら、東日本大震災のことも踏まえ、地震、洪水など

市内での災害発生時における被災者の食糧及び飲料

水など一部を備蓄する倉庫として活用を図りたいと

考えておりますことから、市が事業主体となり整備

を行おうとするものであります。今回、倉庫の実施

設計などの委託費1,700万6,000円と建築確認申請手

数料50万円を補正予算に計上しているもので、深川

マイナリー増築部分と多目的低温倉庫、合わせて２

億2,271万6,000円が、このたびの補正予算の内容で

ございます。次に、施設整備の今後の予定、スケジ

ュールでございますが、本年度につきましては、測

量調査、実施設計を行った後、建物の一部着工とコ

ンテナの一部導入を行い、次年度で建物の残る部分

の完成とすべての機械設備の導入を終え、次年度の

米の受け入れに間に合うよう２年で施設整備を行う

予定でございます。 

 次に、質疑の２点目の平成18年度に建設した深川

マイナリーの今回の増設理由ということでございま

す。深川マイナリーにつきましては、平成18年度に

きたそらち農協が整備いたしまして、19年度から供

用を開始してございます。当時の建設規模につきま

しては、平成17年11月にきたそらち農協が市内全農

家を対象に深川マイナリーの利用意向調査を実施し、

その結果、当初計画で深川産米全生産量約51万

5,000俵のうち、15万俵を処理する施設として整備

されたものでございますが、利用実績では、平成19

年産米で約17万4,000俵、20年産米で約24万俵、21

年産米で約20万俵、22年産米で約23万6,000俵と計

画を上回る処理を行ってきており、現施設ではフル

稼働しても処理が限界にきている状況にあります。

また、生産者の高齢化によりまして、農地の流動化

が進み、担い手を中心に農地集積が進む中、１戸当

たりの経営面積がふえ、それに伴い乾燥作業やもみ

すり作業の負担軽減を図るため、生産者の考えもも

み出荷に変わってきたと。さらには、二段乾燥とも

みすり調整によりまして、良食味、高品質の今ずり

米として実需者から安定した米の供給が求められて

きており、前段で申し上げましたが、昨年８月にき

たそらち農協が実施した深川マイナリー増設工事に

係る意向調査の結果におきましても、生産者から45

万俵を超える利用要望が上げられている状況などか

ら、このたび深川マイナリーの増設を行うものでご

ざいます。 

 次に、質疑の３点目、今回の事業に対します市の

支援内容と実質負担額についてであります。市の支

援内容につきましては、一つには国の補助対象事業

としてきたそらち農協が事業主体となり、工事を行

うマイナリー増設工事の国庫補助残の２分の１の支

援、二つ目といたしまして、きたそらち農協が今回

の事業資金として借り入れる農林金融公庫資金利息

分の支援、三つ目には、きたそらち農協が農林金融

公庫資金で対応できない資金相当額に対する無利子

貸し付け、四つ目といたしまして、市が事業主体と

なって整備する分類保管のための多目的低温倉庫の

建設を行うこととしておりまして、これらに伴いま

す市の実質負担額は、全体で約５億8,000万円程度

と試算しております。 

 次に、質疑の４点目、マイナリー増設後の農業者

の利用料金についてでありますが、水田本地面積、

水稲作付面積、利用数量をもとに算出しているもの
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ございます。現在、１俵当たり500円程度の利用料

金となってございますが、今回の施設増設に伴う経

費を利用料金に反映させることとしておりますため、

マイナリー増設後におきましては、100円程度増の

600円程度の利用料金となる見込みでございます。 

 次に、松沢議員からの質疑でございますが、初め

にライスターミナルの償還の関係でございます。ラ

イスターミナルの償還残についてでありますが、現

状約１億1,700万円となっておりまして、平成24年

度に償還終了予定となってございます。 

 次に、平成18年度に建設した深川マイナリー整備

にかかわります支払い残額の関係でございますが、

前回の深川マイナリー整備時におきましても、市に

おいて支援を行っているものでございますが、市に

おいては過疎債の償還元金、きたそらち農協が借り

入れした近代化資金の利子補給など、合計約10億

5,000万円、きたそらち農協におきましては近代化

資金ふるさと融資の償還元金の合計約７億6,000万

円が支払いの残となってございます。 

 以上、お答えさせていだきましたが、市といたし

ましては、本施設の増設によりまして米の少量品種

を除く全量もみ受け入れすることとなり、実需者の

ニーズに応じた良食味、高品質で安全、安心な米を

生産することができ、産地間競争力の強化が図られ

ることや乾燥作業などの労働力不足の解消につなが

ること、また近年、高い評価を得つつある深川産米

の品質の高位平準化や生産体制の確立により地域ブ

ランドの強化が図られるなど、農業を基幹産業とす

る本市にとりまして重要な取り組みでありますこと

から、今ほど申し上げました内容で事業を取り進め

てまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 私からは、田中昌

幸議員から質疑いただきました起債の借り入れにか

かわる公債費負担適正化計画への影響についてお答

えさせていただきます。 

 本市におきましては、平成20年度決算における実

質公債費比率、過去３年間の平均が地方財政法に定

める基準18％を超えて19.2％となりましたことから、

地方債の発行に際して北海道知事の許可が必要にな

ったことで計画を策定したものでございます。この

計画でいきますと、基準となる18％を下回るという

想定でございますけれども、平成25年度ということ

になりますので、当然この計画についての終期を25

年度としているところでございます。そこで、今回

の事業により地方債を起こすことでこの計画にどの

程度影響を及ぼすかということでございますけれど

も、今回の起債については、主に過疎地域自立促進

計画に基づきまして、過疎債の発行を予定している

ということもございますので、元金の据置期間が３

年間あるということ、元金償還９年の合計で12年の

償還ということで、基本として交付税の措置が約７

割ということでございます。そういった意味では、

この計画の平成25年度までについて元金の償還によ

る影響が生じないということでございますので、こ

の計画に基づく地方債を発行した場合においても、

公債費負担適正計画は計画どおり完了するというこ

とで考えているところでございます。なお、その上

で平成28年度以降、自主的な償還が始まってまいり

ますけれども、毎年度の元金償還がこれによってど

のような影響があるかを試算してみましたけれども、

指数を0.2％程度押し上げるということになります

けれども、基準となる18％の中におさまりますので、

十分可能だと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） ６款農林水産業費を終わり

ます。 

 ７款商工費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 ８款土木費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 10款教育費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 次に、歳入、債務負担行為、地方債。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 以上で一般会計補正予算を終わります。 

 次に、議案第50号介護保険特別会計。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 次に、議案第51号国民健康保険特別会計。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 次に、議案第52号後期高齢者医療特別会計。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 
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 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第49号ないし議案第52号の４件を一括して採決し

ます。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第49号ないし議案第52号は、原案のとおり可決さ

れました。 

                      

〔鈴木教育長（教育委員会委員任命事件の除斥の対

象）、退場〕 

〇議長（長野 勉君） 日程第７ 議案第53号深川

市教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第53号深川市

教育委員会委員の任命について、提案理由を申し上

げます。 

 教育委員会委員であります鈴木英利さんが、本年

８月10日をもって任期が満了となりますが、その後

任の委員として同氏を再び任命することについて、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

１項の規定に基づき、議会の同意を求めようとする

ものであります。 

 鈴木英利さんの生年月日及び住所につきましては、

お手元の資料に記載のとおりでありますが、平成21

年７月から教育委員会委員としてその職務に専念し、

教育行政の伸展に貢献され、人格高潔にして識見豊

かであり、教育委員として適任であると考えますの

で、よろしくご同意くださいますようお願い申し上

げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって、委員会付託を省略したいと思います

が異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第53号を採決します。 

 本件はこれに同意することに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第53号は同意されました。 

〔鈴木教育長、入場〕 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第８ 議案第54号深川

市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議

題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第54号深川市

固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理

由を申し上げます。 

 固定資産評価審査委員会委員であります堀井修さ

んから、６月30日をもって委員を辞職したい旨の申

し出があり、これを承認することといたしましたの

で、後任の委員として川端敏幸さんを選任すること

について、地方税法第423条第３項の規定に基づき、

議会の同意を求めるものであります。 

 川端敏幸さんの生年月日及び住所につきましては、

お手元の資料に記載のとおりでありますが、同氏は

農業を営む傍ら、多度志町農業税経委員会委員長、

深川市農民協議会委員長等を歴任し、現在は北空知

農業共済組合理事としてその手腕を発揮されており

ます。 

 識見豊かで信望も厚く、すぐれた人格は固定資産

評価審査委員会委員として適任であると考えますの

で、よろしくご同意くださいますようお願い申し上

げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本
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件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第54号を採決します。 

 本件はこれに同意することに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第54号は同意されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第９ 発議第１号深川

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 東出議員。 

〇12番（東出治通君）〔登壇〕 ただいま議題とな

りました発議第１号深川市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、提出者を代表し提案理由を申し上げます。 

 市立病院における経営改善及び安定運営を図る観

点から、平成20年10月１日から平成23年６月17日ま

での間、減額している議員報酬月額について、市立

病院の経営健全化計画の着実な推進を図るため、減

額率を見直し、新たに平成23年６月18日から平成24

年３月31日までの間、引き続き一定額を削減するこ

ととし、本条例の改正を行うものであります。 

 内容につきましては、お手元の議案のとおりであ

りますが、ご審議の上、原案にご賛同賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより発

議第１号を採決します。 

 本件は原案のとおり、決定することに異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって発

議第１号は原案のとおり可決されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第10 推薦第１号深川

市農業委員会委員の推薦についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 太田議員。 

〇10番（太田幸一君）〔登壇〕 ただいま議題とな

りました推薦第１号深川市農業委員会委員の推薦に

ついて、提出者を代表して提案理由を申し上げます。 

 本件は、農業委員会委員の任期が７月19日をもっ

て満了となりますことから、農業委員会等に関する

法律第12条第２号及び深川市農業委員会委員定数等

に関する条例第４条の規定に基づき、議会が推薦す

る農業委員会委員は、議案に記載のとおり４人の方

にしようとするものであります。 

 ご審議の上、議決くださいますようよろしくお願

い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより推

薦第１号を採決します。 

 本件は原案のとおり推薦することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって推

薦第１号は原案のとおり推薦することに決定しまし

た。 

                      

〇議長（長野 勉君） 暫時休憩します。 

（午前１１時３４分 休 憩） 

                      

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第11 一般質問を行い

ます。 

 初めに、田中昌幸議員。 

〔田中昌幸議員、質問席へ〕 
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〇15番（田中昌幸君） 東日本大震災の被災地の皆

さんに、私の立場からも改めて心からお見舞い申し

上げたいと思います。 

 ７月７日、本日は北海道クールアースデーという

ことで、クールビズ、軽装を励行しよう、推奨しよ

うという日でございます。かなり暑い議場でござい

ますので、今、長野議長の適切なご提案というか、

ご指摘で皆さん上着をとられて、私も軽装で質問さ

せていただきます。 

 今回の市議会議員選挙では、東日本大震災から３

カ月というような状況下で、選挙運動そのものに対

する自粛という声もあったものと認識しております。

しかし、私はむしろ、こんなときだからこそ、私た

ちのまち深川の市民の皆さんが明るく元気になり、

安心して暮らし続けられるまちづくりの政策を市民

の皆さんに訴えることのできる最大の機会だと考え、

街角を初め市内各地で自分の考えを話させていただ

きました。 

 市民の皆さんは、口々にこう言われます。「田中

君、深川市って何もいいことが聞こえないよね。何

かいいことないのかい。深川市は借金ばかりでお金

ないのでしょう」、こんな言葉です。私は、飛び切

り景気のいい話ではないのですけれども、例えば

「保育園の保育料が３人目が無料になるのに引き続

き、ことしから２人目も無料になっているのですよ。

医療費も小学校に入る前までは無料、小学生の入院

費も無料になって、子育てのしやすい環境が整いつ

つありますよ。住宅リフォーム助成制度で、随分と

町並みもきれいになり、市内の住宅産業にかかわる

方たちに仕事が少しずつできてきていますよ。市の

財政も財政収支の見直しで、市民の皆さんには大き

な負担をいただきながらのことではありますが、

2010年度決算では、かなりの繰越額や基金への積み

立てもできるようになりました。」こんなお話を紹

介させていただきながら、今後の深川市の展望は明

るくしていくことができると確信していることを私

はお話させていただきました。 

 ４年前、この定例会で私から少子化対策を基軸と

したまちづくりを進めるべきだという提言をさせて

いただきました。この間、山下市長のもと少子化対

策は大幅に前進していると考えますし、このことは

高く評価させていただいております。ただ、残念な

がら、これらのことを多くの市民の皆さんは知らな

い。知っていても、そのサービスを実際に受けられ

ている方や関係者だけ、このような状態にあると私

は考えます。やはり、いま一度、情報発信について、

市長を初め行政として改めて検討すべきなのです。

せっかくのすばらしい取り組みが市民の皆さん全体

に伝わらない、市内外に発信されていない、アピー

ル不足、宣伝下手だと私は考えます。政策と情報は

一体のものとして、計画段階、事業実施前、実施中、

実施後、事業終了後、その時々に情報発信していく

ことが求められていることを、この間改めて確信さ

せていただきました。 

 このたび市民の皆さんの信任を改めて得られまし

たことに対し、心から感謝を申し上げますとともに、

初心を忘れることなく、与えられた任務に全力を傾

注する所存でございます。この期間、私から市民の

皆さんに、行政に対し提言していくと訴えさせてい

ただいたことを中心に、通告に従い一般質問を行い

ます。 

 １番目、店舗等リフォーム助成制度の導入につい

てお伺いします。 

 ６月に開かれました臨時会で、空き地空き店舗対

策事業の補正予算が提案された際、私の質疑の中で

若干触れさせていただきました。2004年から実施さ

れているこの空き地空き店舗対策事業は、200万円、

300万円という大きな金額を助成額として支援して

おりますから、大きな成果もあったと考えますが、

対象エリアの問題や、この事業を活用して算入され

た方が継続的に事業を続けられなくなっているケー

スなど問題も多く見られます。一方、市街地、商店

街を歩きますと、本当にシャッターがおりている。

空き地も物すごくふえたことを実感いたしておりま

す。先日、地価の下落率が道内３番目という報道も

されており、非常に残念でなりません。今となって

は、空き店舗が出たときに対処するという時期では

なく、いかにこの空き店舗そのものを起こさせない

か。今経営されている方たちが、今後も希望を持っ

て店舗等の経営をするために、少しでもインパクト

があり即効性の高い政策を取り入れるべきだと考え

ます。住宅リフォーム助成制度では、さきに店舗併

用住宅の外装に関して適用することとなりましたが、

店舗のショーウインドーや内装、飲食店の改装、水

回りの改善、飲食店等のトイレなどを更新するなど、

新たな集客につなげるため店舗等リフォーム助成制

度を導入してはいかがでしょうか。住宅リフォーム

助成制度でも明らかになっておりますが、市内住宅
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建築産業への波及効果、この住宅建築産業のすそ野

が広い産業として定着していると考えますが、市内

経済に対する波及効果も十分期待ができること、市

からの市税の投入を最小限に抑え、効果を高めるた

めにも有効な政策と考えます。 

 ここで１点目、店舗等リフォーム助成制度の導入

について、市長の考えをお伺いします。 

 次に、政策と情報の一体化で、市民の皆さんの大

切な税金を投入するという意味において、その状況

は広く情報発信し、その効果を市民の皆さんにお知

らせする。店舗等でもこんな改装ができて、ご来店

をお待ちしていますなど情報発信することで、その

投資効果がさらに拡大し、何よりもまちの動きが皆

さんに伝わる。それで、今度はその店に行ってみよ

うかなどの気持ちを持つきっかけにすることができ

るのではないでしょうか。リフォーム状況の情報発

信についてお伺いします。 

 あわせまして３点目、この間、２度の補正予算で

実際に実施されました住宅リフォーム助成制度の状

況について、事業の成果、利用された方、住宅関連

産業の方たちの声はどのようなものかお伺いすると

ともに、４点目、今後通年の制度化に向けた考え方

についてお伺いします。 

 さらに５点目、空き地空き店舗助成制度の成果、

課題、制度の問題、あるいは今後の見通しについて

お伺いし、１番目の質問とさせていただきます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 店舗等のリ

フォーム助成制度導入について、私からは１点目と

２点目、５点目についてお答えいたします。 

 １点目の導入についての考えと、２点目のリフォ

ーム状況の情報発信につきましては、一括してお答

えさせていただきます。 

 質問にありましたように、既存店舗のリフォーム

が顧客の増加や建築業界への新たな需要を生み出す

ことの地域経済への波及に期待する点は、市も同様

の認識であります。そのため、店舗等のリフォーム

に対しましては、深川市中小企業振興資金により、

設備資金や店舗改善資金の制度融資に利子や信用保

証料の補給を行うなど、これまでも資金繰りを支え

る取り組みを行っております。平成21年度、22年度

の実績では、この種の融資の新規申し込みはござい

ませんが、住宅リフォーム助成制度の担当課からは、

制度の問い合わせの中に、店舗に関する内容も複数

件あったとも聞いておりますことから、今後、商工

会議所や商店街振興組合連合会、料飲店組合のご意

見を伺う中で需要の内容を把握するとともに、他の

市町村の取り組み事例なども調査いたしまして、店

舗等のリフォームに対する支援のあり方も含め、経

営支援策としてどのような形が望ましいのか、十分

に研究、検討してまいりたいと存じます。また、情

報発信に関しましては、仮に新たなリフォーム政策

に取り組む際には、十分に考慮しなければならない

点と認識しております。 

 次に、質問の５点目、空き地空き店舗助成制度の

成果、課題、問題点、見通しについてお答え申し上

げます。 

 空き地空き店舗助成制度は、平成16年の制度創設

以来、先月末までに25件、店舗改装費と家賃の補助

として総額4,269万7,000円の助成を行っておりまし

て、このうち残念ながら廃業いたしました４店舗を

除く21店舗に現在も営業いただき、商店街のにぎわ

いづくりにご努力いただいているところでございま

す。このことから、中心商店街の空洞化の解消と活

性化を図る上で、本助成制度の目的に一定の成果を

上げてきているものと考えております。また、課題

や問題点といたしましては、申し上げましたように、

本助成制度は助成した店舗は廃業するというリスク

を否定できないため、投資に見合う効果が必ずしも

得られるとは限らないという課題を抱えております

が、この点に関しましては、商工会議所などと連携

する中での経営指導や各種支援制度の紹介など、経

営の継続に必要な支援を引き続き行いながら、にぎ

わいのある商店街形成とその維持に今後も努めてま

いりたいと存じます。さらに、課題といたしまして

は、助成対象とする店舗の業態や助成区域など、こ

れまでも要綱の見直しや弾力的な取り扱いを行う中

で、より商店街振興につながるよう取り進めてまい

りましたが、反面、取り扱い基準が対外的に不明確

とのご指摘もございました。この点に関しましては、

本年第３回市議会臨時会の補正予算審議でお答えい

たしましたとおり、今後の条例化の検討にあわせま

して、可能な対応をしてまいりたいと存じます。最

後に、今後の見通しでありますが、事業主の皆さん

の高齢化など経営状況の変化に伴いまして、今後、

新たな空き地空き店舗の発生の可能性は引き続きご

ざいますが、市といたしましては、既存店舗に対す
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る経営支援に努め、極力その発生を抑制するととも

に、財政状況が許す範囲で引き続き空き地空き店舗

対策に努めてまいりたいと存じます。 

〇議長（長野 勉君） 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 私から３点目、住

宅リフォーム助成制度の状況について及び４点目の

今後通年の制度化に向けた考えについてをお答え申

し上げます。 

 住宅リフォーム緊急助成制度につきましては、地

域活性化に寄与する住宅・住環境づくりを促進する

ことなどを目的といたしまして、１回目は国の地域

活性化経済危機対策臨時交付金を活用し、平成21年

９月より実施し、２回目は国の経済危機対策きめ細

かな臨時交付金を活用することにより、23年第１回

臨時会において、2,100万円の補正予算を議決いた

だき、本年３月より早速事業の実施に取り組んだと

ころでございます。 

 質問の３点目、住宅リフォーム助成制度の状況に

ついての事業の成果、利用された方、住宅関連産業

の方たちの声についてでございますが、初めに事業

の成果といたしましては、第１回目は助成件数105

件、助成金額1,817万円、工事契約金額では１億

3,616万9,000円、助成金額に対する工事契約金額割

合は約7.5倍、第２回目は助成件数119件、助成金額

2,066万8,000円、工事契約金額では１億4,943万

7,000円、助成金額に対する工事契約金額割合は約

7.2倍となっており、住宅産業や地域の活性化への

一翼を担ったものと考えております。次に、利用さ

れた方の声についてですが、アンケートなどはとっ

ておりませんが、窓口に申請に来られた方のご意見

では、そろそろ工事するつもりだったが、助成制度

があり、思い切って工事に取りかかれたなど同様の

ご意見が多数あり、この助成制度を利用することで、

改修工事することに至った件数が相当数あったもの

と考えております。また、住宅関連産業の方たちの

声ですが、第２回目に関連した業者33社の中から約

半数を抽出し、口頭で聞き取り調査を行いましたと

ころ、このリフォーム緊急助成制度については、全

社の方から継続の要請を受けたところでございます。 

 次に、４点目の今後通年の制度化に向けた考えに

ついてでございますが、本市が取り組んでいる住宅

リフォーム緊急助成制度につきましては、対象とな

る工事の範囲を幅広くしていることもあり、利用さ

れる市民の方からも喜ばれているものと考えている

ところであります。その反面、現在取り組み中であ

ります住宅持ち家促進、住宅バリアフリー改修や住

宅耐震改修の三つの助成制度は、国の通常の交付金

の対象とはならないため、自主財源で取り組みをす

ることになるものでございます。本市にとりまして

は、第１回目と第２回目の助成制度で活用させてい

ただいた国の緊急的な臨時交付金などを活用した事

業の取り組みをすることが、最も有効な手段である

と考えております。しかしながら、住宅産業や地域

経済の活性化という点におきましては、２回取り組

んだ実績件数からも、住宅リフォーム緊急助成制度

の通年の制度化は、効果があるものと考えておりま

す。今後におきましては、市の財政状況にもよりま

すが、市民や関連業者の方々のご意見なども参考に

しながら、通年の制度化に向け検討してまいりたい

と考えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 再質問させていただきたい

と思います。 

 ３点目と４点目の答弁につきましては、非常に前

向きの答弁と受けとめさせていただきます。 

 住宅リフォーム助成制度が導入されまして、従前

からあった空き地空き店舗、いわゆる空き家になっ

てしまったもの、これからその店舗を活用してやる

方には助成制度はあるのですけれども、既存でやっ

ている方のところだけ、今、まるっきりぽっかりと

穴があいている状態で、いわゆる制度資金などの説

明もありましたが、やはり制度資金はこれまでもず

っとあるけれども、使い勝手が悪いのと、ではそれ

を使って何かやろうかというインパクトに欠けてい

るのだと思うのです。その点、住宅リフォームの助

成制度は、20万円、30万円なのだけれども、100万

円なり200万円の改修をやろうかという気持ちにな

る、そういうインパクトのある政策を先進的にやっ

ていく必要があるときなのではないかと思います。

そういった点で質問させていただいたのです。先ほ

ど答弁でもありましたけれども、私も工務店の方か

らこういう話を聞きました。「店舗等も改修に助成

制度を使えるようになったのですね。」「いや、外

壁だけですよ、外装の関係だけですよ」という説明

をさせていただいたのですけれども、やはり店舗併

用住宅も活用できるようになったから、内装でもい

いと思った方が数多くいたように私も聞いています。

ですから、やはりそういう制度があればぜひ使って
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みたい、使って改修したいというオーナーの方は結

構いると、潜在的にもあると思いますので、ぜひそ

の辺の調査も含めて早期に実施しながら、このよう

な制度が導入できないかということを検討していた

だきたいと思いますので、もう一度お伺いしたいと

思います。 

 それで、店舗等の併用、店舗等のリフォームの中

で、例えば飲食店に関しては、今までそういう制度

がないはずなのです。飲食店も、やはり深川市の経

済を支える大きな柱の一つだと思います。そういう

方々のところにも、例えばトイレを改修する、内装

を改修するということに対して助成制度があれば、

少なくとも見た目は非常に大事なところですから、

そういったところにも十分活用が可能でないかと考

えますので、そういった点も含めてもう一度お答え

いただきたいと思います。 

 あわせて、実は駅前の商店街でトイレをお借りし

たいと思っても、表側にトイレがなくてなかなか貸

せないようなところもあります。そういった方々に、

例えばトイレを表側から使えるような、店内の入り

口のほうで使えるようなトイレを改修することも、

そういうリフォームの制度の中で活用していけば、

ゆっくり歩いて、トイレもいつでも使えるような、

そういう町並みというのも一つの方法ではないかと

思いますので、そういったところで、ぜひそんな声

もあったということを報告させていただきながら、

この店舗等のリフォームについて、お考えを改めて

お伺いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） ただいま、

店舗等のリフォームにつきまして再質問いただきま

した。 

 まずは、議員もお話されておりましたけれども、

どの程度の需要があるのかしっかりつかんでみたい

と考えております。そういう状況をつかみましてか

ら、市の制度融資だとかいろいろな制度もございま

すので、その辺も総合的に考えながら、後段いろい

ろと議員からご提言があったことも含めて十分に検

討してまいりたいと考えてございます。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 十分に検討されるのもいい

のですけれども、余り時間をかけてしまうと、また

ますます空き店舗がふえても困りますので、そうい

った対応もぜひお願いしたいと思います。 

 ２番目の地域コミュニティーについてお伺いした

いと思います。 

 限界集落という表現がございます。この限界集落

とは、過疎化などで人口の50％以上が65歳以上の高

齢になって、冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が

困難になった集落を指す日本における概念とされて

おりますが、2005年と2006年に農林水産省、国土交

通省が相次いで全国調査をかけたことからも、注目

されております。限界集落という言葉そのものの批

判なども起きている昨今でございますが、ここでは

町内会や集落単位で、現象面としてこの実態が憂慮

すべきものとなっていることだと認識した上で、こ

の点について、まずお伺いしたいと思います。 

 私が住んでいる町内会は全体で18戸でございます。

そのうち20歳未満は、実は我が家の３人の子供たち

だけ。あと20歳から65歳のいわゆる生産人口は21人、

65歳以上が20人ということで、あと５年たてば年少

人口はゼロとなってしまいますし、65歳以上は確実

に50％を超えてしまう。町内会単位でございますが、

ここでいう限界集落という位置づけになってしまう

地域でございます。しかも、単身世帯も増加傾向と

なっておりますし、車の運転が困難になってくる方

も確実に増加するということがうかがえます。これ

まで住みなれた家で、気心の知れた地域で住み続け

ることが一番幸せなことだと私も認識しております。

そう思いますが、通院、買い物等、だんだんと自分

だけではできなくなってしまっているのが実態でご

ざいます。今こそ地域コミュニティーの再検証が必

要ですし、そのことなしに深川市の将来を語ること

もできません。 

 （仮称）第五次深川市総合計画、今現在、市民の

皆さんの意見を聞く会等を開いて、市民の皆さんか

らさまざまな意見も出ていると考えますが、公共交

通機関が整備されていないわけではありませんが、

路線の限定、運行本数が少ないなど、バス、ＪＲで

はなかなか対応できていないのが実態でございます。

市立病院に定期的に通院されている方も多く、夏場

は何とかなるのだけれども、冬場はどうもという方

が非常に多いのが実態でございます。現状、この公

共交通機関の充実は厳しいところがありますし、コ

ミュニティバスの運行なども検討する段階にあるの

ではないかと思います。しかし、この方法では、農

村地域での将来的なコミュニティー維持そのものに
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はつながることではありませんし、いずれは超高齢

化、人口減少、世帯の減少ということにつながって

しまいます。一方、比較的若い方たちや移住を希望

された方たちが、農村地域で庭いじりや畑仕事をし

ながら生活したいという引き合いがあるにもかかわ

らず、住宅のあきがないことでその願いがなかなか

実現しない状況もあると考えます。 

 そこで、農村部に住まわれている高齢者の方たち

に、住んでいる住宅をあけていただくかわりに、中

心市街地、病院やスーパーが近接しているところに

何らかの住宅を整備し、まちなか居住を推進しなが

ら農村地域のコミュニティーも維持する政策をつく

ってみてはいかがでしょうか。そして、その住みか

えに当たって住宅のリフォームが発生したときには、

助成制度を少し充実するなどを組み合わせることで、

まち中、農村部の両方に活気を生み出せると考えま

す。 

 ここで１点目、山下市長のコンパクトシティーの

考え方と、２点目の農村地域の地域コミュニティー

の存続についてどのように考えるかお伺いします。 

 ３点目、このように住みかえ推進でまち全体を活

性化することについて、４点目、移住者や退職者、

若者の田園生活推進と交通弱者の中心市街地居住推

進についてのお考えをお伺いします。 

 さらに、この住みかえ先の確保の方法について、

民間賃貸住宅を活用することも考えられますが、家

賃の問題が大きくのしかかってくると予測されます。

その解決策として、例えば公営住宅の建てかえ制度

のような特定目的での住宅供給を検討できないか、

余り大きな敷地を確保しなくてもよいように木造平

屋で１棟２戸程度ずつ、５年程度のスパンで行いな

がら、よりよい制度に発展させるなどの手法はいか

がでしょうか。５点目の特定目的住宅等の検討を持

ち込めないかお伺いし、２番目の質問を終わります。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 寺下副市長。 

〇副市長（寺下良一君） 私からは、地域コミュニ

ティーについて一括して答弁させていただきます。 

 深川市のまちなか居住等推進計画でお示しさせて

いただいているコンパクトシティーは、空洞化が深

刻な状況となっている中心市街地域において、さま

ざまな施策を講ずることにより、高齢者などの、い

わゆる交通弱者の人たちが徒歩で手軽に買い物に行

けるなど、住民にとって住みやすい、コンパクトで

にぎわいのあふれるまちづくりを進めるもので、高

齢化する地域社会を支えるための重要な施策の一つ

と考えており、今後さらに推進すべき施策であると

考えてございます。 

 一方で、郊外に目を転じますと、議員ご指摘の限

界集落に該当する町内会が点在しており、今後も増

加することが危惧されるところでございます。特に、

ご高齢になられた方々は、生まれ育った地域でいつ

までも住み続けたいとの強い意思をお持ちになって

おられる方が大変多いものと思われます。こういっ

た地域では、隣近所が強い信頼関係の中で家族同士

のつき合いがなされており、住民のコミュニティー

意識が非常に高いものと考えてございます。 

 将来的には、地域コミュニティーの存在そのもの

が危ぶまれるということも想定されるところではご

ざいます。今般開催させていただいた新たな総合計

画の策定に向けた市民の意見を聞く会におきまして

は、こんなお話もございました。地域には住み続け

たいが、年をとり車などの運転ができなくなったと

きの買い物や病院の通院に、必要な足の確保が大変

心配である、こういったようなご意見をいただいて

いるところでございます。 

 市といたしましては、こういった意見を踏まえ、

地域コミュニティーの存続に向け、町内会の合併に

対する支援や公共交通確保対策などの現行施策に加

えて、地域の実情を踏まえた有効な施策について検

討してまいる考えでございます。 

 議員がお考えの住みかえ、移住者等の田園生活推

進と交通弱者の中心市街地居住につきましては、郊

外にお住まいになっておられる方や移住希望者など

の方の意思を十分尊重することが大切でありますこ

とから、行政が率先して推進するということになる

と大変難しい問題もございますが、移住希望者のた

めのワンストップ窓口を設置している中で、具体的

なお話を伺い必要な情報を提携することや、ご相談

に乗りながら個々の課題に対応できる窓口体制を整

えてございます。 

 また、空き家住宅については、賃貸や売買を希望

される方から物件情報の登録をいただき、希望者へ

の情報提供を行った結果、８世帯が深川市へ移住し

ている経過もあり、今後も情報の収集及び発信に努

めてまいりたいと考えてございます。 

 次に、住みかえ先の住宅確保の方法として、特定

目的住宅についてご提言いただきました。その可能
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性も含めて、先進的な自治体の取り組み状況などに

ついて調査研究してまいりたいと考えます。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 再質問させていただきます。 

 農村地域と限らないのですけれども、地域コミュ

ニティーの存続というところで、今いる方たちにそ

のままずっと住んでいただくということに関して、

次の世代がそこに入っていくということは、今ほぼ

可能性はないに等しいと考えるのです。それは副市

長もわかっていることだと思うのですが、そういう

ことをずっと続けて、今、団塊世代は65歳です。こ

の方たちが10年後には75歳、この前の健康ふかがわ

21の説明で、75歳で大体健康年齢が終わって、その

後はいろいろな病気を抱えた状態になってしまうと

いうような説明がありました。ですから、あと10年

したら団塊世代は健康年齢を過ぎてしまって、ます

ます今のままの状態では置いておけないような状況

になり得るというのは明らかなのです。今10年間の

計画を立てるのであれば、そういったところも展望

しながら対策を練っていく必要がある時期だと認識

します。 

 そういう意味から、まだ他市の状況の中で、行政

がそういう積極的に住みかえとかをやっていないと

いう答弁は、そのとおりだと思います。なかなかや

りづらい話なので、やっていないと思うのですけれ

ども、もし逆に深川市がそういうことを先進的に取

り入れて、そういう事業を行えば、全国の先進地と

して全国に知れ渡る可能性もあるのではないか。い

つも先進地の例を参考にという答弁はあるのですけ

れども、ぜひ深川市にも、全国に自慢できる先進事

例をつくるという意味でも、こういう住みかえ政策

などを活用しながら、高齢者あるいは若者のいろい

ろな積極性を促すような政策につないでいく可能性

があるのではないかということで、今回お話させて

いただきました。現状そういう答弁でやむを得ない

のかもしれませんが、やはり先進地としてなり得る

可能性のある政策ではないかと思います。特に、特

定目的等の事例も紹介させていただきましたけれど

も、研究する余地があるのではないかと思います。 

 国土交通省や北海道も、そういったことでの施策

をきっと希望しているのではないかと思いますので、

そんなことも含めて、ぜひ先進地となれるような施

策の考え方、そういったところで、答弁では逆に先

進地にはならないような感じが聞こえましたので、

ぜひ改めてお伺いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 寺下副市長。 

〇副市長（寺下良一君） 若干言葉足らずになりま

して、申しわけなく思っております。再質問にお答

えさせていただきます。 

 まさに地域コミュニティーというのは、農村地域

に限らずというのはそのとおりでありますし、まち

中にあっても高齢化が進んでおります。高齢者一人

で依然として住んでおられるところはもちろんあり

ますし、ほかに移りたくても逆に移る場所がないと

いう状況も聞いてございます。 

 10年後を考えたときに、やはり今行政が主導的に

住みかえの方策といったものも考えなければいけな

いという提言もいただきながらの質問でありました

けれども、この住みかえということにあっては、ま

さにそれと同じ機能を果たす役割が、今のところ私

はあると思ってございます。といいますのは、先ほ

どの答弁で申し上げましたように、現在、外側に対

して、どこどこにどれくらいのどういった空き地、

空き住宅があるということも、窓口に相談に来られ

た方、情報を求めて来られた方に提供しながら、先

ほど申し上げましたが、移住実績として現に８件、

うち７件が市外の方と聞いてございます。これは農

業だとかお仕事には関係なく入ってこられている。

そういうことを考えますと、農家のいわゆる農業集

落、限界集落という言葉は余り好きではないのです

が、そういう農業者の方が、いずれまち中に移りた

いといったときには、自分の今の住んでいる家をど

こかに提供したいという場合は大いに使わせていた

だいて、外側にそういう情報を発信することによっ

て、外から移住者に来ていただいて使っていただく。

反対に、まち中に、いわゆるコンパクトシティーの

精神になるわけですけれども、都市機能といいます

か、利便性の高い中心地に生活様態に合わせた住居、

これは一言でそう言っても、もっと広い意味なので

す。非常に元気な方で一般の賃貸住宅、マンション、

バリアフリーにした程度のものから、高齢で非常に

弱ってきた介護の必要な方、いわゆるサービスのつ

いている住宅、そういった生活様態そのものが非常

に幅広くなると思いますから、その人の生活様態に

あわせた住宅が供給できるようなまちづくり、コン

パクトシティーを進める上では、そういったことが

大きな課題になろうかと思います。 
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 それで、深川市のまちなか居住等推進計画の中で

も、そのことについては明確にうたってございます。

郊外に住む農業者などの高齢化により、まち中への

居住希望者にこたえられるよう、ユニバーサルデザ

インに配慮した民間賃貸住宅あるいは高齢者向け居

住施設、これはケアハウスなども含めてのことなの

ですが、こういったものを整備し、また個別住宅の

建設、改修の促進なども重点的にやらなければいけ

ない。こういった方向性というのは、これに関連す

る計画でも整合性を持たせてまで言っておりますの

で、こういったことを積極的に具現化するように努

力するということが、今、一番望まれることであり、

すべきことではないかと。 

 田中議員の提言を含めた、まさに住みかえという

その機能そのものは、全くそのとおり必要だと思っ

ておりますから、それを今のような考え方と、それ

から空き住宅、あるいは転居したいという方、そう

いうことの空き住宅が点在している状況があります

ので、そのことをきめ細かく分析して、情報として

入ってきたい人、あるいは農村部から市街地中心街

に移りたい方、双方にいいような形で情報を提供し

ていくことが効果的かと思っておりますので、まず

はそのような形で力を入れていきたいと考えてござ

います。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 少しわかりづらくなったの

ですが、具体的な事例をやはり一つずつ重ねていか

ないと前へ進まないということは同じ認識だと思い

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ３番目の財政情報の発信についてお伺いします。 

 財政情報の発信につきましては、これまでもいろ

いろと要望したり、お願いしたり、提言もさせてい

ただきました。この間、数々の取り組みが実現され

てきていることに感謝したいと思います。ところが、

前段にも申し上げたとおり、この情報が市民の皆さ

んのところに、残念ながらなかなか伝わっていない

というのが実情でございます。大きな負担をもたら

した財政収支の見直し計画に従った施策の実施など、

市民の皆さんのところには、深川市の財政は大変だ、

お金はないのだ、借金だらけでどうにもならないな

どのイメージが深く刻まれておりまして、深川市全

体を覆うこの負のイメージというか、そういうこと

になっているということを私は必ずしもいいことだ

とは思いません。少なくとも、2010年度の地方交付

税収入の大幅増や、各種事業での経費節減による財

政収支の改善がかなり見込まれると考えますので、

その状況をお示しいただくとともに、今でも批判の

大きい固定資産税の復元、その際に提言させていた

だいた都市計画税課税地域の適正化の検討など、必

要な措置を講じていく必要があると考えます。 

 ここで質問させていただきますが、１点目、2010

年度の決算状況についてお伺いします。 

 ２点目、基金繰入額、積立金と繰越金の見込みに

ついて。 

 ３点目、市税、使用料、利用料の収納率の状況と

傾向について。 

 ４点目、財政推計との違いと特徴についてお伺い

します。 

 そして、５点目、その内容を市民の皆さんにお知

らせする方法についてお伺いし、６点目、財政収支

改善の施策の見直しについて改めてお伺いしたいと

思います。 

 最後に、特に固定資産税の見直しについてお伺い

しますとともに、都市計画税のこの課税地域の見直

しについては、どのような手続、どのようなハード

ルがあるのか、ここでお伺いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの財政情報の発信

についてということで７点の質問がございましたが、

順次お答え申し上げたいと思います。多少長くなる

かもしれませんが、お許しいただきたいと思います。 

 まず１点目、平成22年度、昨年度の決算の見通し

についてでございますが、一般会計につきましては、

歳入決算額が172億3,000万円、他方で歳出決算額が

167億9,000万円となりまして、差し引きで４億

4,000万円の黒字ということでございます。これに

繰越明許費による翌年度、つまり今年度への繰り越

すべき財源8,000万円を差し引きました実質収支額

では、３億6,000万円の黒字となったところでござ

います。また、介護保険特別会計ほか９特別会計に

おきましても、全体で8,000万円の黒字となり、さ

らに企業会計におきましては、二つあるわけですが、

その一つであります水道事業会計では２億5,000万

円の資金剰余となっております。また、病院事業会

計では、２億2,000万円の資金剰余となりまして、

累積不良債務は、それまでが16億900万円ぐらいだ

ったわけでありますが、その累積不良債務は13億
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9,000万円に減少ということになったところであり

ます。 

 次に、２点目の基金繰入額、積立金、それから繰

越金の見通しについてであります。初めに、基金繰

越金でありますが、平成22年度の当初予算におきま

しては１億4,800万円の繰り入れを予定いたしてお

りましたが、決算では人材育成基金などからの700

万円の繰り入れにとどまりまして、収支不足を補う

という意味での基金の取り崩しは、ほぼ解消するこ

とができたところでございます。一方、基金の積み

立てにつきましては、減債基金に１億9,000万円、

公共施設整備基金に１億2,000万円それぞれ積み立

てを行いましたことから、それぞれの残額を申し上

げますと、これは増減しておりませんが、財政調整

基金４億3,000万円、減債基金４億7,000万円、そし

て公共施設整備基金１億7,000万円ということで、

特定目的基金を含む全体では11億7,000万円の基金

残高ということになったところであります。そして、

先ほど申し上げましたように、実質収支の黒字額で

あります３億6,000万円が繰越金となる見込みでご

ざいます。 

 それから３点目、市税、使用料、それから利用料

の収納率の状況と傾向についてお答え申し上げます。

初めに、市税についてでありますが、平成22年度に

収納いただいた決算額は総額で22億1,400万円でご

ざいまして、法人及び個人の市民税は収納率として

94.7％、それから固定資産税では85.5％、市税全体

ということで見ますと90.3％の収納率でございまし

て、残念ながら昨年度よりも0.2％低下したところ

であります。次に、国民健康保険税につきましては、

決算額が６億5,000万円で、収納率は現年分で申し

ますと94.0％で前年度と比較すると0.2ポイント下

回っております。次に、税以外の使用料、それから

利用料についてでありますが、本市の主な使用料で

あります市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料

のそれぞれの収納率について前年度の比較を申し上

げますと、まず住宅使用料では収納率が87.1％で、

前年度とほぼ同じでございます。それから、水道料

金の収納率は88.1％で、0.6ポイント上昇しました。

下水道使用料の収納率は89.6％で、こちらは1.0ポ

イントの増となっておりまして、その他の使用料な

どにつきましても、前年度並みの収納率を維持して

いるところでございます。このような結果について、

本市は平成20年度より総合的な収納対策の強化に取

り組んできておりますが、22年度におきましても非

常に厳しい社会経済環境にはありましたが、税負担

の公平性の確保あるいは受益者負担の原則といった

ことに基づいた収納対策の推進によりまして、一定

の成果を上げたものと考えているところであります。 

 次に、４点目、財政推計との違いあるいは特徴と

いうことについてお答え申し上げますが、財政推計

は、ご承知のように行政上の必要性、つまり何か長

期にわたって取り組みをしようといった行政上の必

要がありますときに、必要に応じて作成するという

ものと理解いたしておりまして、本市では、平成20

年の財政収支改善の取り組みの際の収支見通しとい

うことで、その時点でそのまま従来どおりの施策を

行う、つまり収支改善の取り組みをしない場合に、

21年度以降、大幅な赤字が見込まれるが、それがど

ういった程度になるのか。それから、地方公共団体

財政健全化法の早期健全化団体ということに指定さ

れることになるのかどうかといったことなどの予想

をするといったことから、その折には、所要の財政

推計を行わせてもらったところであります。また、

その後、市立病院の経営健全化計画を策定する際に

も、改めて一般会計として病院の経営改善を支援す

るために、その一定の条件のもとで推計を行ったと

いう経緯がございます。こうした財政推計とその後、

実際に決算が出てくるわけでありますが、その間に

乖離が生じるというのは、ある意味では当然のこと

でございまして、なぜなら、その時点での一定の見

通しでございます。情勢がさまざま変化してくる、

その結果を受けて決算が生じてくるわけでございま

すので、違いが生じるというのは、ある意味では当

然かと思います。ちなみに、平成22年度の当初予算

と決算の状況ということで比較してみますと、収入

の面では臨時財政対策債を含む地方交付税で、当初

予算に計上いたしました額よりも３億5,000万円の

増加となっておりますし、加えて過疎債の制度が改

まりまして、ソフト事業分の一般財源振替分という

ことで１億2,000万円が生じるなど、そういったこ

とが決算における実質収支の黒字の大きな要因とな

っているところでございますし、そうした今申し上

げたことに加えて、国としてもさまざまな経済対策

を実施しております。また、ご指摘もありましたよ

うに、本市も、平成20年度以降さまざまな財政収支

改善の取り組みも行ってきておりまして、そうした

さまざまな要因が折り合わさりまして、先ほど申し
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上げたような決算状況になった、上振れしたという

ことであろうと考えているところでございます。 

 それから、次に財政状況を市民の皆様にお知らせ

をする、その手当といったことについてのお尋ねで

ございましたが、本市は従来から広報ふかがわに、

毎年特集を組んで、財政状況をお知らせすることや、

またホームページを活用いたしまして、市民の皆様

方にできるだけご理解いただくべくさまざまに工夫

してきたつもりでございます。議員がおっしゃるよ

うに、そのことの重要性は全く認識として共有いた

しておりますので、引き続き、今ある財政状況など

について、市民の皆様によりよく理解していただく

ための手当については、引き続き工夫を重ねてまい

りたいと考えているところでございます。 

 ６点目の財政収支改善の取り組みの見直しといっ

たことについてもお触れになりました。これはこれ

までの議会論議でも申し上げてきておりますが、さ

まざまな個々の施策の必要性、実際に行われている

施策について見直しするというか、もっと充実強化

が必要だといった声など、さまざま出てくるわけで

ございます。そうした声なりご意見を十分踏まえて、

不断に、ある意味では見直しというか検討を行いま

して、市民福祉の増進でありますとか、地域経済の

活性化に努めるというのが市の仕事でございます。

そのように、随時必要な検討、見直しはやってきた

ところでございます。議員が直接はおっしゃらなか

ったと思いますけれども、財政収支改善の取り組み

について、これを進めてまいりました結果もあって、

先ほど申し上げた財政状況について、一定の改善の

効果が生まれてきているわけでございます。他方で、

本市の最も頼るべき市税収入につきましては、大体

22億円ぐらいでございまして、これは残念なことに

少しずつ漸減傾向にあります。そういった事情、そ

れからまた国の全体的な財政政策はどのようになる

のか、特に地方財政対策、政策といったものが本当

にどのように転換されてくるのかなど、非常に不安

定、見通しのつかない要素もたくさんあるわけでご

ざいますので、そういった状況を踏まえて、しかし

その中であっても、よりよく産業を振興し福祉を充

実していく。さまざまな市の課題に取り組むべく、

状況に応じて随時施策の充実強化については、議論

させていただき、市民の声を聞いて、これからも来

年度以降の予算づくりにしっかり反映して、また議

会でご議論いただきたいと考えているところでござ

います。 

 それから最後に、７点目の固定資産税の見直しに

ついてでございます。これも議員がご指摘のように、

今、本市は税率が1.45％ということになってござい

まして、単純にほかのまちと比較すべき問題ではな

いかもしれませんけれども、例えば滝川市、砂川市、

美唄市は固定資産税の税率は1.5％でございます。

岩見沢市は1.4％でございますが、沿線の多くの自

治体は大体1.4％以上、1.5％といったところもあり

ます。今言ったように、本市は市税収入全体が漸減

傾向にあるといったことなどを踏まえて考えれば、

税率を今この時点でどうこうできるといった状況に

はないだろうと考えているところでございます。そ

れで、さらに後段のほうで触れられました都市計画

税でございます。その都市計画税の課税対象といっ

たことについては、法律そのものは原則として都市

計画区域内の市街化区域内に存在する土地、それか

ら家屋に対して固定資産税に上乗せされる都市計画

税を課すことができるという規定になっております

が、本市のように市街化区域を持っていない、線引

きしてない都市計画にありましては、都市計画区域

の全部またはその一部を条例で定める区域を課税区

域として課すことができるという規定になっており

ます。そこで、本市の場合は、市税条例におきまし

て、この都市計画区域内の用途地域内に存在する土

地及び家屋に都市計画税を課すという規定を置いて

いるところでございます。これは議員の以前の質問

の中でもお尋ねがありましたが、これを見直すとし

た場合、方法としては、都市計画法に基づく用途地

域そのものの見直しを行うか、あるいは新たに考え

方を整理して、条例で定めております用途地域のほ

かに課税対象となる区域を指定して盛り込んでいく

かといったことなどが方法としては考えられると思

います。しかし、そもそも都市計画事業を集中的に

実施する地域ということで、用途地域などが設けら

れている趣旨からしますと、状況をよく見て、課税

とサービスが見合っているのかどうか、それから事

業計画の必要性でありますとか、さらに仮に広げる、

狭めるといったときの対象となります住宅でありま

すとか個人について、当然これはご理解をいただい

て進めるということになるわけでございますが、こ

れはやはりなかなか簡単なことではなかろう、混乱

を相当招かざるを得ないという見通しが今時点では

ある、そういった懸念があるということでございま
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すので、結論としては、やはりその部分については、

慎重な対応が必要であろうとこの問題については認

識しているところでございます。少し長くなってポ

イントがずれた答弁もあったかもしれませんが、一

応お答えにしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） ２点再質問させていただき

たいと思います。 

 数字については、今、初めてお聞きした点が非常

に多いので、正確につかめているかどうかわからな

いのですけれども、繰越金が前年度の分もあります

からすべてではないですけれども３億6,000万円、

それから基金の積み立てを新たに３億1,000万円行

ったということで、単純に合計すると6.7億円がこ

としの余剰として出ていますと。これまではマイナ

ス、マイナス、マイナスが続いていたのが、平成22

年度についてはプラスになりました。これは市民の

皆さんの、この財政収支の見直しに対してのご協力

のたまものだということをまず大前提に置きながら

も、国のいろいろな施策の変化とか、これまでの市

のいろいろな取り組みによりその効果が出てきたと

認識しますけれども、ぜひそういうことが結果とし

て出ましたということは、明るい話題として市民の

皆さんに積極的にお伝えすべきではないか、そうい

うときもなければいけないと思うのです。３年間、

皆さんに我慢していただいた。その前もずっと我慢

していたのです。緊急プログラムや何かで我慢して、

３年前にはさらに厳しい我慢をしてほしいというこ

とで、固定資産税も値上げしたとかということをや

っている中ですので、やはりそういう成果が出まし

たということを、積極的に明るい話題という情報発

信をぜひお願いしたいということで、その点につい

て改めてお伺いしたいと思います。 

 それと、都市計画税のお話について、固定資産税

も含めてなのですけれども、るる説明いただきまし

た。おおむねそういった認識では一致しているので

すけれども、深川市はなぜかわからないのですが、

法22条区域、都市計画区域が非常に大きな区域を持

っていて、しかも先ほど市長が言いましたとおり、

市街化区域の設定がされていない。用途地域も、色

のついている部分と都市の進行が全くずれている状

況という、これはやはりきちんと見直した上で現況

に合った形の中で、今どうあるべきかということは、

やはり課税というのは公平感を持たないといけない

ことだと思います。そういった点から、見直すとい

う意識も持ちながら検討していくということを前提

に置くべきではないかと思いますので、その点につ

いて改めてお伺いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） １点目の平成22年度の決算

状況については、議員の質問がありましたので、公

の場で申し上げたのは本当に今が初めてでございま

して、それはやはり、それまである程度、厳密に言

うと決算認定が行われないと確定はしないというこ

とで、抑制的に扱ってきたわけでございますが、し

かしこれは今申し上げたように、かなり市民の皆様

方にご苦労をおかけしたことなどを反映した結果で

ございますので、見方によれば、やはり明るい情報

の一つだろうと私も思いますので、議員が言われる

ように、この後は極力、幅広く市民にご理解いただ

けるように、この決算内容については説明に意を用

いていきたい、いろいろな機会を通じてそういうこ

とをしていきたいと思っております。 

 それから、２点目の都市計画区域そのものの見直

しを含めた課税の公平性についても、議員のご指摘

の点は、相当部分共有いたしております。都市計画

法に基づく権限についても、最近、大分権限移譲が

進んできております。市町村に権限もかなりおりて

くる傾向にもございますので、そういったこともし

っかり受けとめて、短期にすぐということはお約束

できませんが、中期的な課題として都市計画区域そ

のものについて、深川市もしっかり見直ししていき

たいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員の一般質問を

終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時１０分 休 憩） 

                                       

（午後 ２時２０分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、太田議員。 

〔太田議員、質問席へ〕 

〇10番（太田幸一君） それでは、早速通告により

まして、一般質問に入っていきたいと思います。 

 まず最初は、一般行政の防災への備え、対策は十
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分となっているかについてお伺いしてまいりたいと

思います。 

 3.11東日本大震災は、住民の命と財産を根こそぎ

奪い、さらに原発の炉心溶融による避難生活は、自

治体そのものが遠隔地へ避難するという、いわば地

域そのものが崩壊する状況となっているわけであり

ます。まさに、被災された方々にとっては、三重苦

の十字架を背負わされているといっても過言ではあ

りません。ここに来て、地震大国日本における原発

施策は、北海道においても多くの自治体の脱原発議

会決議に見られるように、世論を含めて大きくかじ

を切ろうとしていますし、今回の震災が将来の防災

への大きな犠牲の上に立った教科書であり、基準等

の再考は、多くの教訓を、市民の安全を確立してい

くという立場からしっかりと行っていかなければな

りません。 

 さて、災害が少ないとされる深川市として、異常

気象によるゲリラ豪雨や巨大地震に対する備えは、

時として人間の英知を大きく超える災害への対策と

して、繰り返し指摘しておりますが、市民の安全、

安心を推進する深川市として、積み重ねていかなけ

ればなりません。先般、地域の市政懇談会におきま

しても、町内会の三役の方から、水害ハザードマッ

プによる避難所も住宅街で駅から拓大まででは、お

年寄りなどはどうやって行くのか、現実的ではない

不安と、さらには不信の声にさえなって多く出され

ているわけであります。 

 ここで何点か伺いますが、一つには避難所の見直

しの考えはいかがか。これはやはり近距離というも

のを優先して、見直すべきではないかと考えるとこ

ろでございます。 

 二つ目として、非常用の備品の備蓄について、少

なくとも毛布ですとか暖房器具、救急箱といったも

のは日ごろから備蓄していくべきではないか。 

 三つ目として、避難訓練、この避難訓練について

は、みんなが参加している訓練、例えば学校で行っ

ている、いわゆる火災に対する、または地震に対す

る避難訓練は年に一、二回やっているわけですけれ

ども、そういったものも地域が参加する形で行って

いくべきではないか。 

 四つ目として、公的集会施設の安全対策について、

例えば今回の震災に関しては、関東圏あたりでも集

会場において天井が落下して、それで死者が出たと

いう事例もあるわけですから、ここら辺の対策につ

いて伺いたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 太田議員から市の防災対策

について、４点にわたり質問をいただきましたので

お答えしたいと思います。 

 初めに、総括的な考え方といったものについて述

べさせていただきまして、その後で個別のお答えを

申し上げたいと思います。本市におけるこれまでの

防災対策や、また非常時のさまざまな備えといった

ことにつきましては、基本的には本市の地域防災計

画を持っており、これに基づき体制の整備や、また

関係機関との連携を図るということにいたしている

ところであります。ただ、例えば本来であると、ほ

かのまちでは多分やっているのかもしれませんが、

非常時の食料品などの備蓄ということにつきまして

は、本市の場合、過去に大きな災害もなかったこと

や、近年各種のコンビニ等の流通機構の発達などか

ら、調達の容易性が高まっていること、あるいは近

隣の団体などとの応援協定などによって対応が可能

と判断しておりましたことから、実質的にはそうし

た非常食などの備えというのは皆無に近い状況にあ

るわけでございます。しかし、そういった状況のも

とで、今般の東日本大震災で、極めて過酷な、途方

もない惨状を目の当たりにいたしまして、やはり今

日の段階では、飲料水や食料などの備蓄体制を初め

として、これまでの防災対策全般について、本市と

しても改めて見直しが必要であると強く感じており

ます。今後、可能な限り速やかに見直しの作業に着

手してまいりたいということをまず総論で申し上げ

ておきたいと思います。 

 また、そうしたことの一環でございますが、本日、

可決いただきました補正予算の中で、本市が整備を

行います多目的低温倉庫は、米備蓄等が目的でござ

いますが、それ以外の目的も含めた低温倉庫という

ことでございまして、この中に災害時における市民

等の皆様方への食料調達に資するように、もみの保

管のほかに各種食料品等の備蓄を行っていくといっ

た計画も持っているところでございますし、また今

後、本市において起こり得る可能性のある地震、洪

水、竜巻などの詳細の被害想定を行いまして、これ

に基づいて、避難や備蓄の計画を検討いたしまして、

中長期的に、しっかり対応を進めてまいりたいと考

えております。ただ、こうしたことを進めていくに
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当たりましても、やはり相当の時間と財政的負担も

必要となることと思いますので、議員各位、また市

民の皆様のご理解とご協力もいただきたいものと考

えているところであります。さらにまた、地域の防

災力を高めるためには、地域住民みずからがやはり

率先して参加していただく自主防災組織の育成とい

うことが不可欠でありますので、そうした面におい

ても意識の啓発、あるいは相互扶助の精神の醸成、

さらには防災訓練の実施等についてもあわせて総合

的に考え、推進していく必要があると考えておりま

す。いずれにいたしましても、こうした取り組みは、

一朝一夕には成就できないということでございます

ので、しっかり着実に前進に努めてまいりたいと思

っております。 

 以上、総論を申し上げまして、各論でございます

が、１点目の避難所の見直しの関係についてでござ

います。現在、本市は46カ所の災害時避難所を指定

しているところでございます。この避難所の指定に

つきましては、手続としては深川市防災会議という

組織の決定をいただいて、本市の地域防災計画の中

に位置づけられているものでありますが、実際のそ

の指定の考え方として、それぞれの地域のお年寄り

や障がいのある方、また小さなお子さんなど、いわ

ゆる災害時の要援護者への十分な配慮などがやはり

必要という認識のもとで、安否確認なども含めた町

内会単位による避難対応ということが望ましいとい

ったこと、また物理的に鉄道でありますとか、河川

をまたがないような区域設定ということが望まれる

だろうといったことなどを踏まえまして、具体的な

避難所の配置指定を行っているところでございます。

今後とも、こうした今の指定の内容などについて総

合的に見直しをかけていきますが、具体的に不備が

あるといったことなどの声が聞こえてまいりました

ら、適切にその対応をしていきたいと考えておりま

す。 

 それから、２点目の非常用の備品の備蓄状況とい

うことで、先ほども申し上げましたように、本市は

本当に、率直に言ってほとんど備蓄がない状況にご

ざいました。備蓄品はございませんが、一方で、非

常時の備品として発電機３台、簡易ベッド10台、そ

れから毛布200枚のほか、緊急対応の資機材といた

しまして土のう袋を9,300枚、ビニールシート10枚

などを保有いたしております。それから、電気や水

道などの早期復旧のための修繕や仮設トイレのレン

タル、生活必需品の供給などにつきましては、既に

市内の民間業者の方々と締結いたしております協力

協定において、そうしたときには優先的に調達して

いただく、そういう配慮をしていただく約束をして

いただいておりますので、こうした形で緊急時の体

制整備を行うということにいたしているところであ

りますが、今後、これらの実効性もよく検証しなが

ら、さらなる体制の整備に努めてまいりたいと考え

ております。 

 ３点目に、避難訓練についてであります。本市に

おきましては、平成14年ごろまで大規模な防災総合

訓練を実施していた経過がありますが、こうした訓

練には、やはり多大な経費が必要となりますことか

ら、15年以降は地域住民が主体となる参加型訓練の

方向性を打ち出し、防災意識の高揚や地域防災力の

向上を目指すということにして、より身近な防災教

室あるいは防災訓練等の実施を奨励いたしてきてい

るところでございます。平成19年度以降の取り組み

状況といたしましては、地域単位での防災教室等が

10回ほど開催されているところでございますが、今

後さらに地域での取り組みが増加して、地域に防災

意識がより浸透、定着していくことになりますよう

に、引き続きそうした取り組みに対し財政支援を行

うとともに、出前講座や地域に出向いての防災講話

などの取り組みにも努めてまいりたいと考えている

ところであります。 

 最後に、４点目の公的集会施設の安全対策につい

てお尋ねがございました。ご承知のように、平成22

年度のうちに市内のすべての小中学校の耐震化工事

が終了したことによりまして、先ほど申し上げた市

内の避難所総数46カ所のうち、38カ所については耐

震基準を満たすなど、全体的には建物全体の安全性

が向上いたしておりますが、議員ご指摘のように、

今回の大震災でそういった公的施設の天井が落下す

るといった事故があったということを我々も承知い

たしておりますので、今後、本市におきましても、

そういった公的な集会施設の天井の安全性などにつ

いては、しかるべく点検をして、必要に応じて対応

を検討していきたいと考えているところでございま

す。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員。 

〇10番（太田幸一君） 今、市長から答えをいただ

きましたけれども、大筋そのようなことで進めると

いうことは私も了とします。例えば、この避難所の
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関係について、町内会単位とするというようなこと

についても、実は町内会にも、かなりまれでござい

ますけれども、山３線あたりからまちを飛び越して

川１線のほうにまで居住地が広がっているという例

もあります。そこのところは西町であったり、錦町、

新光町といったところに位置するということもござ

いますから、そこら辺のきめの細かい方策というも

のは、実現に向かって進めていただきたいものだと

思います。 

 次に、二つ目といたしまして、市勢振興、脱原発

に向けてメガソーラーの誘致の考えについて伺いま

す。 

 現状、安全神話が崩れた原発は、当時国民世論を

二分させた形で、政治がある意味強引に進めてきた

施策であり、ドイツを初めイタリアなど、現在世界

の趨勢を見ても、国内の民意も脱原発へと大きくか

じを切っている状況にあります。 

 最近の報道でも、道内の多くの自治体が脱原発を

進め、これらの動きに合わせるように、原発や石油

に頼らないエネルギーの開発、研究が進められ、大

手企業はメガソーラーシステムの苫東等への進出を

初め、多くの自治体がこれらの誘致に乗り出してい

るところでもあります。 

 深川市は、進めている市民の安全安心の施策の具

現化として、または農業を基幹産業としてなりわい

とする農村都市深川、この北海道深川の自然環境の

優位さを生かしていく立場からも、施策を進める部

分ではこれらのことについて積極的に具体化するべ

きではないかと考えるところであります。 

 ここで２点伺います。一つ、安全とされてきた原

発の神話が崩れたが、深川市としてどのような思い

をしているか。 

 二つ目、大手企業が道内にメガソーラーシステム

の誘致を進めているが、深川市としても誘致を進め

るべきではないか。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 質問の１点目、深

川市としてどのような思いかという質問についてお

答えいたします。 

 本年３月11日の東日本大震災による大地震、大津

波による東京電力福島第一原子力発電所の重大事故

により、原子炉の冷却機能が失われ、炉心溶融、海

への汚染水の放出、広範囲にわたる放射性物質の拡

散など、いまだに収束のめどはなく、原子力の安全

神話が根底から崩れ去り、原子力史上最悪の事態と

なったことは大変残念なことでありまして、一日も

早い収束を心から望むものでございます。 

 その上で、現在国内の総発電量の３割を占めてい

る既存の原子力発電の安全性の確保、それとあわせ

て再生可能なエネルギーの普及などを進めるという

ことに国のエネルギー政策の転換が図られ、生活や

産業を支える電力の安定的な供給が図られることを

望む、そういった考えでございます。 

〇議長（長野 勉君） 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） メガソーラ

ーシステムについての２点目、深川市としても誘致

を進めるべきではないかについてお答え申し上げま

す。 

 メガソーラーシステム大規模太陽光発電所につき

ましては、通信大手のソフトバンク株式会社が、自

然エネルギーの普及促進に向けた取り組みの一つと

して、全国10カ所程度で建設の検討をしており、道

内についても設置を計画しているものであります。

全国で展開する発電所のモデルとして、１カ所当た

りの事業費が80億円、40ヘクタールの敷地で出力２

万キロワットの設備建設が可能と見ており、一般家

庭6,000世帯分の電力を賄う規模であります。今回

のソフトバンクの動きに合わせまして、北海道では、

市町村からの提案や質問を随時受け付ける体制を整

え、誘致の後押しをしており、現在のところ16市町

と２民間企業の計18団体が名乗りを上げているとこ

ろでございます。大規模太陽光発電所を誘致するに

は、他の地域に比較して有利である条件が必要と考

えますが、道内の中でも日照時間が低いほうに属す

る本市にとっては不利であるほか、広範な土地の確

保についても困難な状況にあると考えているもので

あります。今後につきましては、新たな動きに対応

できるよう、引き続き情報収集に努めてまいりたい

と考えております。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員。 

〇10番（太田幸一君） 今聞いておりまして、何か

できない理由を並べているという気がするのです。

例えば、日照時間が少ないという理由づけもされて

います。ご承知かと思いますけれども、かなり緯度

の高い、日照に関しては日本で最悪ではないかとい

う稚内市はソーラーシステムがかなり普及しており、

全世帯のおよそ75％を賄っているという実例もあり
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ますから、どうか前広にとらえて、これらの施策を

積極的に取り入れるという方法をとるようにしてい

ただきたいと思いますが、次に進みます。 

 次に、市勢振興の２番目としまして、東日本大震

災における被災企業の誘致と被災家族の受け入れに

ついて伺います。 

 深川市においては、人口流出にいかに歯どめをか

けるかが喫緊の課題であり、努力を注いでいるわけ

であります。 

 さて、3.11東日本大震災においては、流通と労働

力確保の視点から、太平洋沿岸に企業が偏在してい

たがために、今回の震災では日本の多くの業界の生

産ラインがとまる大打撃となり、西日本への移転や

海外へ転出するということが今進められているわけ

であります。この時期に、北海道としても、これら

企業の北海道移転を道庁の中でも重要な課題ととら

え、位置づけをし対策が出ているわけでありますけ

れども、企業誘致を進めている深川市として、道内

でも比較的災害が少ないとするこの地域の特性を生

かして、この際「津波のない深川市」、「工業団地

にあきあり」、「高速道路網で流通条件よし」、

「30分通勤圏に豊富な労働力あり」などのキャッチ

フレーズで積極的な企業回りをし、進めていくべき

ではないかと考えます。 

 いま一つは、今回の震災や原発の炉心溶融におけ

る地域や自治体の壊滅的状況は、自治体機能の安全

圏への移転を行い、被災者の雇用や生活、これらの

再生再建を含めて、新天地に求めようとする家族は

決して少なくないわけであります。災害時に助け合

いを行うという精神をもって、福島、宮城、岩手の

地から深川の地へ、転出希望者を積極的に取り込ん

でいってはいかがなものか、２点伺います。 

 被災した企業の生産ラインの深川への招致活動を

積極的に行うべきと考えるが、市の考えはいかがな

ものか。 

 二つ、被災家族の転出希望者は、助け合いの観点

からも深川市として積極的に受け入れ、移住定住策

とすべきではないか。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 東日本大震

災における被災企業の誘致と被災家族の受け入れは

の１点目、被災した企業の生産ラインの深川への誘

致活動についてお答え申し上げます。 

 今回の大震災では、多くの企業が工場や社屋を流

出、消失してしまうなど、甚大な被害をこうむった

ところであります。被災地では、国や県の救済策や

復興計画がなかなか進まない中、企業も具体的な計

画あるいは行動に移れないという現状にあるものと

思われますが、本市としましては、本年度、東北地

方被災地を含めた企業立地意向調査を行うこととし、

東北６県と茨城県に工場を持つ企業をリストアップ

したところであります。このほか、北海道と取引が

ある食料関連企業及び電気機械器具製造業、札幌圏、

旭川圏で工場の新設を検討している企業を加え、合

計600社に対しまして調査を行うこととしておりま

すが、今後その結果と分析を踏まえ、訪問企業の絞

り込みを行った上で企業訪問を実施してまいりたい

と考えているところであります。また、一昨年９月

に撤退した東邦金属からは、現在、広里工業団地内

にある空き工場を被災企業に低価格で貸し出すとい

うお話をいただいているところでもありまして、こ

うしたことも情報の一つとして、今後の企業誘致活

動に生かしていく考えであります。いずれにしまし

ても、企業誘致に関しましては、いろいろな情報を

入手、蓄積するとともに、可能な限り企業訪問を実

施し、粘り強い活動の中で成果が上がるよう、今後

とも重点施策として取り組んでまいる考えでありま

す。 

〇議長（長野 勉君） 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） ２点目の被災家族

の受け入れ関係についてお答えいたします。 

 本市では、東日本大震災に伴う被災者を支援する

ため、３月15日に市役所内に東北地方太平洋沖地震

被災地支援対策会議を設置いたしまして、本市とし

て支援すべき内容を協議してきたところでございま

す。そのうち被災者の受け入れにつきましては、３

月18日より始めておりまして、地震、津波による被

災者や原発事故による被災者に対して、市営住宅を

初めとして30戸の住宅を確保し、原則１年間の家賃

無料や生活用具の無償貸与などを示しまして、積極

的に受け入れる用意があることを本市のホームペー

ジ、並びに北海道、さらには被災者支援に動いてい

る各種ＮＰＯ団体のホームページに掲載を依頼する

などしまして、広く情報を発信してまいりました。

その結果、行政報告の中でも申し上げましたけれど

も、これまでに本市に避難された方々は、総数で９

世帯21人、６月30日現在では６世帯15人の方が深川
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市に在住されているという状況にございます。今回

の震災につきましては、特に福島県の原発事故によ

り、放射能の影響を心配される方が身の安全のため

に避難先を探しているという事例が比較的多いと受

けとめております。特に、小さなお子さんを抱える

世代にあっては、深刻な問題だと考えております。

そのような中で、被災者の方が一時避難した先の深

川市が住みやすいというところ、避難してきてよか

ったと思われるような対応に努めることが非常に大

切なことであると考えておりますので、ハード面の

支援だけではなくて、地域の受け入れ体制なども十

分に工夫し、その重要性、こういったことについて

十分に見極めるといいましょうか、地域の方々との

ご協力もいただきながら進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員。 

〇10番（太田幸一君） 避難住民の方たちは、非常

に大変な精神状態で深川に来られているのだと思い

ますし、市としても、本当に精神的に深川に来てよ

かったということにしたいととらえておりますけれ

ども、今日この災害を前後して、非常に自殺者の数

がふえているという統計もございますから、どうか

この後しっかりと進めていってほしいということを

申し上げまして、私の質問を終わります。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員の一般質問を終わ

ります。 

 次に、小田議員。 

〔小田議員、質問席へ〕 

〇４番（小田雅一君） 公政クラブの小田雅一でご

ざいます。 

 さて、このたびの市議会議員選挙におきまして、

多くの市民の皆様のご支援を賜り初当選させていた

だき、市民の代表としてこの議場に立つ機会を与え

ていただきました。そして、私も新人議員ではあり

ますが、市民の皆様が安心して暮らせるまちづくり

を信条に、ふるさと深川を少しでもよくしていこう

と願う気持ちは、山下市長を初めとする市職員の皆

様、また議員の皆様、そして市民の皆様と変わりは

なく同じ気持ちであります。ともに深川市発展のた

めに、一生懸命に頑張っていく所存であります。し

かしながら、何分にも新人であります。全くの勉強

不足でありまして、至らぬことが多くあろうかと思

います。まだまだなれないことの連続でもあります

ので、ここに登壇しておりましても、緊張の余り要

領を得ていないことを、甚だ勝手とは思いますが、

ご容赦お願い申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をいたしま

す。 

 平成20年のリーマンショックが発端となり、それ

以来、世界的なデフレ不況に陥り、日本経済、北海

道経済にも大きな影響を与えていると言えます。 

 とりわけ、地方都市、深川市においては、いまだ

その影響は大きく、企業の倒産や撤退など、さらに

は、山下市長の市政方針の中で述べられていますよ

うに、平成22年の深川市の人口は２万3,720人であ

り、第四次深川市総合計画と対比しましても、

2,980人と大きく下回っていることは、少子高齢化

が進んでいるあかしであると言えます。これから歩

む道のりは、地域経済、産業の撤退と雇用の悪化、

中心市街地の空洞化など多難といえます。山下市長

におかれましても、深川市政の安定、発展にご尽力

されることを願っております。 

 まず最初に、農産品、特産品の取り組みについて

伺います。 

 第１点目であります。現在深川のお米、農産物、

特産品などは、道の駅などで多くの市民、さらには

多くの道民の方にご利用いただいておりますが、今

政府は、６次産業化のもと農業が農産物を生産する

だけではなく、それを加工し販売するところまで視

野に入れた事業展開をすることにより、農業者が多

くの利益にかかわれる仕組みをつくろうという考え

方を提唱しております。 

 現在、北海道においても幾つかの取り組みがあり

ますので、ご紹介いたしたいと思います。そこは長

沼町の駒谷農場であります。平成17年に北海道で初

の構造改革特区計画の認定を受け、18年より生産面

積９ヘクタールを作付する中、自家生産米を使用し

てどぶろくの販売を手がけており、あわせて農家民

宿もしている農事組合法人であります。この事例の

ポイントは、札幌市の経済圏近く、グリーンツーリ

ズムを推進する長沼町との連携により、研究機関の

協力を得たことが成功のかぎであるといえます。 

 さて、深川市を見てみますと、農業者みずからの

取り組みといえば、多度志そば工房、そして豊泉牧

場のＭＯＭＯ工房であると言えますが、近年、農家

個々の経営面積も大規模化される中では、その後に

続く農業者はなかなかいないのが現状かと思います。

深川市としての今の農家の現況を見た中で、市とし
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ての見解を伺いたいと思います。 

 次に２点目、農産品、特産品の現状での取り組み

とものづくり産業振興事業について伺います。近年、

全道各市を見てみましても特色あるメニューを活用

しながらのまちづくりに大変力を入れており、その

成果も年々上がってきていることと思います。 

 本市におきましても、安心安全な地元の食材を使

いながら、深川市内業者・各団体も地場産品の活用

を通してのまちづくりに大きく貢献していると高く

評価しているところでございます。それは、そばめ

しや黒米バーガーなどご当地グルメや黒米ドーナツ

などのお菓子類、他にも多くの地場農産物を活用し

た食材があります。私は、今まで深川市が取り組ん

できた深川地域資源活用会議の中で商品化された

「北の黒米ラーメン」など、今後それにとどまるこ

となく深川市の顔となるべき特産品の開発に努力し

なければならないと考えます。さきにも述べました

が、農家の６次産業化のもとでの物づくりは難しさ

があると思います。深川市には、多種多様な農産物

があるわけでありますから、農業は必要とされてい

る安心安全な食材を提供する中で、市内事業所・各

団体と知恵を出しながら、それぞれが培ってきた技

術、ノウハウを駆使しながら、特産品の商品化にご

努力いただきたいと考えております。さらには、本

年より新たに取り組まれるものづくり産業振興事業

がありますので、どのような考え方で取り組まれる

のかお伺いいたします。 

 次に、３点目は、農産品、特産品のＰＲ、そして

販売について伺います。今の現況であれば、常設の

販売拠点としては、道の駅であると言えます。確か

に道の駅には、道内各地より多くの道民が訪れ買い

物をされますが、再度欲しいと思っていても深川ま

で足を延ばさなければなりません。ただ、深ナビの

ネットショッピングでも販売は可能ではありますが、

お年寄りの方にとっては難しいかもしれません。深

川の商品を、より多くの消費者の方に買っていただ

くためにも、私はぜひ大消費地である札幌市に販売

拠点を置き、積極的にＰＲ活動、販売促進活動に取

り組んでいただきたいと思っております。ただ、い

ろいろな課題もあるかもしれません。その取り組み

方については十分協議していただきたいと思います。 

 以上、３点についてお伺いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 小田議員のただいまの農産

物、それから特産品の取り組みについてというテー

マのもとで３点質問がございましたので、お答えし

たいと思います。 

 まず１点目で、本市における農家、農協、農業の

現状を踏まえた、いわゆる６次産業化についての本

市としての見解について、どのように考えるかとい

った趣旨のお尋ねがございました。ご承知のように、

国におきましては、地域資源を活用した農林漁業者

等による新事業の創出などに関する施策と、地域の

農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推

進することによって、地域の農林水産業を振興しよ

う、その振興を図ろうということとともに、あわせ

て日本の食料自給率の向上等にも寄与しようといっ

たことを目的に、平成22年12月、いわゆる６次産業

化法という法律が制定されまして、農林漁業者の申

請によって、それらの者がつくる事業計画を国が認

定し、その農林水産物を事業計画に即して、その農

林水産物を活用した新商品開発や販路の開拓、さら

には技術研修などの事業者等による取り組みに対し

て、国が支援を行うという制度が設けられたわけで

ございます。こうした趣旨に沿った存在として、議

員も駒谷農場を挙げられましたし、本市でもＭＯＭ

Ｏ工房や、また多度志のそば工房などがございます。

ほかに農協女性部による、みそや漬物の製造といっ

た、いわば農業者みずからが生産、加工、販売を行

う団体などもあります。それらに対して、市として

も、その取り組みを推進するためにこれまでも一定

の支援は行ってきている状況にございます。こうし

た農林水産物を初めとする地域の資源を利用して、

新たな付加価値を生み出す６次産業化といったこと

は理念として大変正しいし、ぜひそういう方向に向

かって歩んでいきたいと我々も考えておりますが、

やはり付加価値の高い商品の開発や販路の確保とい

ったことは、恐らく簡単なことではありませんし、

また加工施設の整備を行うといった場合の費用負担

など、農業者等がみずからその加工、販売、流通の

取り組みを進めていくといったことについては、か

なり難しい問題もあるわけでございます。そういっ

た一般的な認識は持ちつつも、やはり農業を基幹産

業としております本市といたしましては、地域全体

での農業所得の向上を図るといったことの上で、６

次産業化の取り組みといったことは、真剣に取り組

むべき重要な課題の一つと認識いたしております。
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そこで、やはり地域の農業の実態や農業者の皆さん

のご意向などを踏まえて、また地元で大変大きな役

割を果たしているＪＡきたそらちなどの関係団体と

もよく連携をとりながら、やはり国が法律で目指し

ているのは、個々の農業生産者の一気通貫です。

個々の農業経営が生産も加工も流通も行い、これを

応援するといった仕組み、一気通貫の６次産業化も

大事ですが、それとあわせて、議員も言われました

ように、生産を担当する部門と、それとは別の、例

えば地域の企業・団体が加工を担う、また流通も別

の者が担うといった地域全体としての６次産業化と

いったことも私は重要なテーマであると考えており

まして、そういった両用をにらみながら、市として

しっかり対応に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、道の駅などで農産物、特産物の販売をいた

しておりますが、その取り組み状況についてお答え

させていただきます。地元の食材を活用しての特産

品開発につきましては、議員の質問の中でもありま

したが、深川地域資源活用会議という組織をつくり

まして、そこで拓殖大学北海道短期大学や民間事業

者の皆さんと連携した取り組みを行いまして、その

中でこれまで例えばそばクレープ、あるいは黒米を

用いたお菓子やラーメン、多度志山そばなどの商品

化に努めてきたというか行ってきたところでありま

すし、最近においては、黒米乾燥ラーメンを６月に

販売開始してございます。それからあわせて、数年

前から取り組んでおりますリンゴ酒でございますシ

ードルにつきましても、ことしも取り組んでおりま

して、昨年のリンゴを用いたシードルを７月３日か

らまあぶフェスタが行われた際に、この日を口火の

日に販売を開始したり、いろいろ行っているところ

でございます。今後とも、この地域資源の掘り起こ

しと、その活用を目的とした商品開発及び安心安全

な農産物を使用した特産品の開発ということに、市

としても努力してまいりたいと考えております。 

 それから、お尋ねがございましたものづくり産業

活性化補助事業は、今年度から新たに本市の事業と

して予算化し取り組んでいるものでございますが、

これは市内の中小企業者などが行います新商品ある

いは新技術の開発研究、そしてそういったこととは

別の既存の商品の改良、そして、もう一つのカテゴ

リーがそれらの製品、商品の、あるいは物ではなく

技術も含めてですが、セールスプロモーション、Ｐ

Ｒの取り組みに対して、ですからもう一回整理する

と、新しい商品をつくるといった研究開発、既存の

ものの改良、さらには今持っている商品群のＰＲの

ための取り組みなどといったことに対して積極的に

応援させてもらおうということで、100万円を限度

といたしまして、補助対象経費の３分の２以内を補

助し、応援するという事業でございます。本年度に

おきまして、５件ほどの事業採択を予定いたしてお

りましたが、今のところ１次募集で２件応募がござ

いまして、この２件は採択しております。さらに、

追加募集、２次募集ということで募集しましたとこ

ろ、さらに２件応募がございまして、これは現在審

査しているところでございます。いずれにしても、

この深川市のものづくり産業、それから食産業とい

ってもいいと思いますが、食料、農産物を材料とし

た産業の本市における発展を進めていくために、そ

うしたことを通じて本市経済を活性化するために、

この施策というのは始まったばかりでございますけ

れども、有用性があるものと私は考えておりまして、

引き続き充実に努めていきたいと考えているところ

でございます。 

 最後に、３点目の札幌など大消費地における本市

の農産物、特産品のＰＲ、販売といったことについ

てでございます。本市の農産物や特産物などの販売

を札幌などの大消費地で行い、それを拡大していく

ということは、もちろん本市の農業農村の活性化に

大変大事なこと、重要なことということで、これま

でも、例えば札幌市で毎年行っておりますオータム

フェストという物産市に参加いたしまして、本市の

農産加工品の販売ＰＲを行ってきておりますし、ま

た、どさんこプラザ札幌店あるいはきたキッチンと

いった売り場などでの農産加工品の常設販売などの

取り組みといったことも推進してきているところで

ございます。それで、そうしたこれまでの取り組み

に加えまして、今年度の新たな取り組みということ

になりましょうか、本市の独自事業でございます深

川農業ステップアップ推進事業という予算を用いま

して、札幌市において実験的に、本市全体のＰＲも

含めて、農産物や農産加工品の販売、そしてＰＲを

新米の収穫時期のこの秋、その時期にあわせて、と

りあえず１週間程度その場所をお借りして実施しよ

うという計画をしているところでございます。この

計画の結果などを踏まえまして、米については、そ

の結果をきちんと受けとめた上で、可能性があるな

らそういう大都市での販売に向けたさらなる措置を
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検討していきたいと考えているところでございます。

いずれにしても、札幌市や、例えば東京など大消費

地での販売ということになりますと、流通上のさま

ざまな問題に加えて、販売を委託するなら販売の手

数料、場所を確保するなら場所を借りる家賃のよう

なものなど、コストがかかるといったさまざまな問

題がございますので、いずれにしても団体の皆様方

とよく連携、相談して、しかし、このことを避けて

展望は開けないとも思っておりますので、しっかり

協議を進めて前進が図られるように頑張ってまいり

たいと思っております。 

〇議長（長野 勉君） 小田議員。 

〇４番（小田雅一君） 次に、特定健康診査・がん

検診について伺います。 

 私もこの前まで消防団員でありました。毎年特定

健康診査とがん検診を受診していまして、本年にお

きましても受診したところであります。私自身、４

年前に初期がんが発見され、治療したところであり

ますが、そのときの思いを言うならば、病気は決し

て高齢者の方だけがなるものではなく、若くしても

病気になるということでありました。 

 さて、平成20年より特定健康診査は、国民健康保

険において40歳以上75歳未満の市民を対象に、生活

習慣病にならないように、特にメタボリックシンド

ローム該当者、予備軍に属する人に対しては、特定

保健指導を実施した中で地域住民の健康維持を図る

ものであります。健診が効果的に実施されたならば、

少なからず医療費の縮減につながることを期待する

ものであります。そこで、この診査が平成20年に開

始された経緯と、22年まで実施してきた結果の検証

について伺います。 

 次に、２点目、がん検診における無料クーポン券

について伺います。今も死亡原因の第１位は、がん

と言えます。昭和56年より、全国で年間30万人もの

方がお亡くなりになっているのが現状であります。

しかしながら、今では早期発見することによって治

らない病気ではなくなってきております。一日でも

長く、幸せな人生を送りたいものであります。特に、

女性特有の子宮頸がん、乳がんについては、近年大

きな問題となっております。私の知り合いの方も、

若くしてお亡くなりになられた方がおり、残された

ご家族の胸中を思うと、とても残念でなりません。

政府は平成21年より、がんの早期発見に向け、一定

の年齢の方を対象にがん検診無料クーポン券の配布

を始めており、検診率の向上に向けて大きく動き出

しております。深川市においても実施され、着実に

その成果が出てきているとお聞きしております。そ

こで、無料クーポン券配布において、昨年までの効

果と本年度の取り組みについて伺います。 

 次に、３点目、ワクチン接種事業について伺いま

す。子宮頸がんは、近年20代後半から30代の女性に

急増し、発症率が増加傾向にあります。現在では、

がんによる死亡原因の第３位であります。また、女

性特有のがんの中では、乳がんに次いで第２位、特

に20代から30代の女性においては発症するすべての

がんの中で第１位となっております。このような現

状の中、昨年度より新たな事業として、中学１年生

から高校１年生を対象とした子宮頸がんワクチン接

種が実施されております。子宮頸がんワクチン接種

事業についての経緯と取り組み内容について伺いま

す。 

 ４点目であります。特定健康診査・がん検診にお

いては、無料クーポン券を配布するなどの取り組み

において、多くの市民が受診されていることで、一

日でも長く幸せな人生を送っていただくことを願う

ものであります。そこで、市として、今後この事業

をどのように啓蒙、周知されるのかお考えを伺いた

いと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 小田議員から、特

定健康診査及びがん検診について４点の質問をいた

だきました。 

 まず、１点目の特定健康診査が平成20年度に開始

された経緯、そして22年度まで実施された健診の結

果の検証についてでありますけれども、国は医療費

が高騰する原因について、高齢化という要因は別に

して、ほかにあるのではないかということで研究調

査した経過があります。これによって、腹部に内臓

脂肪がたまることによって内臓脂肪型肥満が、高血

圧、高血糖、あるいは脂質異常につながって、これ

らが複数に重なり合っていくと、さらに脳血管疾患

などが併発する、このことによって医療費が上がる

のだということは突きとめた。そこで、これまで国

は、市町村が実施主体となってやっていた基本健康

診査を廃止しまして、今度は明確に対象者が把握で

きることと、それから今申し上げました健診と医療

費の関係をきちんと分析できる、これを主たる理由
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といたしまして、新たな健診の仕組みをつくった、

これが特定健診であります。これは昭和57年につく

った老人保健法を、平成18年に、実は法律の名前を

改正して、高齢者の医療の確保に関する法律に盛り

込みまして、20年度から実施していくということに

なったわけです。したがいまして、深川市の国民健

康保険におきましても、平成20年度から５年間を計

画期間とする計画をつくりまして、そして、議員が

おっしゃるとおり、加入する40歳から75歳未満の方

を対象として始まったというのが、この経過であり

ます。次に、開始後の結果についてでありますけれ

ども、この計画の中には、年度ごとに受診率の目標

値を設定しております。平成20年度につきましては、

目標値が30％に対して36.4％、21年度については、

目標値40％に対して42.4％とクリアできた。ところ

が、平成22年度につきましては、目標値50％で、こ

れはまだ確定数値ではないのですけれども、45.4％

までこぎつけたという状況になっております。ただ、

全国・全道の市町村国保の受診率と比較すると、深

川市の受診率は非常に高いという状況になっており

ます。それからもう一点、先ほど議員の質問の中に

もありましたけれども、この健診で異常が発見され

た場合には、特定保健指導を行うわけですけれども、

平成20年度で受けた方が指導を受けて、21年度と比

較したときに、体重と糖代謝に非常にいい改善が見

られたという結果が出ました。したがいまして、こ

の特定健診、それから特定保健指導というものは非

常に効果があるものと思いまして、今後も受診者増

に向けて努力していきたいと考えております。 

 それから、２点目のがん検診における無料クーポ

ン券配布において、昨年度までの成果と本年度の取

り組みについてであります。現在、無料クーポン券

を発行して行っているがん検診には、女性特有のが

ん検診推進事業というのがありまして、子宮がん検

診と乳がん検診があります。これは平成23年度まで

に、国は受診率を50％に高めようということで、21

年度から充実した内容でありまして、特定の年齢に

達した女性に対して無料のクーポン券を発行し、こ

れでもって受診していただこうという事業でありま

す。そこで、この実績でありますけれども、子宮が

ん検診につきましては、平成21年度は対象者599人

に対し受診者161人で受診率26.9％、22年度は対象

者531人に対し受診者178人で受診率33.5％と上がっ

てきている状況にあります。乳がん検診につきまし

ては、平成21年度は対象者845人に対し受診者が317

人で受診率37.0％、22年度におきましては、対象者

810人に対して受診者301人で、受診率が若干落ちま

しが35.4％という結果になっております。今申し上

げました受診率、全体として伸びては来ているもの

の、まだ国が示している50％には残念ながら届いて

いないということで、今後も受診者は、若いうちか

ら健診を受けていただくという周知をしっかり行い

まして、受診率向上に努めていきたいと思います。

なお、もう一点、無料クーポン券ということには限

らず、深川市全体の子宮がん検診、乳がん検診につ

いて、がんの発見について申し上げますと、子宮が

ん検診につきましては、平成21年、22年につきまし

ては、この検診によってがんの方は見つかっていま

せん。ただ、乳がん検診につきましては、平成21年

度で３人、それから22年度で６人の方が見つかって

いるということで、これも先ほど議員の質問の中に

ありましたように、早期に発見すれば治るというも

ので、こういったことからも我々はしっかりと受診

率向上に向けて努力していきたいと思っております。

それからもう一点、この無料クーポン券につきまし

ては、平成23年度から国は新たに大腸がん検診を加

えるということで進めております。ただし、まだ実

施要綱については、私どもの手元に詳細内容が届い

ていないものですから、これが示された後に、この

取り扱いについても取り進めてまいりたいと現在考

えております。 

 それから３点目、子宮頸がん予防ワクチン接種事

業の経緯と、その取り組み内容についてであります。

子宮頸がんの予防ワクチンは、子宮頸がんの発症が

若年化している中で、子宮頸がんを予防する唯一の

ワクチンとして注目されまして、平成21年10月に厚

生労働省がこれを認可いたしました。その後、全国

の市町村から公費助成による実施要望が出されてお

りまして、このことも大きな引き金となりまして、

国は昨年の11月、公費助成制度を創設し、深川市に

おきましても、ことし１月28日に開催されました市

議会臨時会におきまして、補正予算の可決をいただ

き、２月１日から中学１年生から高校１年生までを

対象に全額無料で実施しているところであります。

ただし、一斉に始まった嫌いがありまして、１カ月

が経過したことしの３月になり、ワクチンの供給が

足りないという事態になった。一時的な接種の控え

がありましたけれども、今回、国から通知が参りま
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して、製造業者販売による一定の供給が確保できた

ということになったわけであります。通知の内容と

しましては、６月10日から新高校２年生、それから

７月10日からは現在の高校１年生に対して順次、接

種再開ができるということ。したがいまして、我々

としては混乱を招かないように、国からの通知、今

後の対応につきまして、医療機関、そして対象者に

個別に通知しまして、今これを実施しているところ

であります。なお、この予防接種においては、安全

性を非常に確保しなければならないということで、

現在のところ、この接種における副反応などの報告

は、市内の七つの指定医療機関からはお聞きしてお

りませんけれども、引き続き、その辺についてもき

ちんと確保しまして、何かあれば医療機関あるいは

対象者に対して情報を提供してまいりたいと考えて

おります。 

 最後に４点目、今後、市民に対して特定健診・が

ん検診をしっかりと周知していく、啓蒙、周知の方

法についてであります。特定健診・がん検診の啓蒙

と周知につきましては、その特定健診・がん検診の

重要性は、これまでもお答えさせていただいており

ますけれども、理解していただくことが重要である

と思います。そこで、特定健診につきましては先ほ

ども申しましたように、内臓脂肪型肥満と生活習慣

が合わさっているのだと。したがって、これを徹底

的に治すことを基本にしながら、市民一人一人に健

康は重要なのだということも広めていく考えですし、

また、がん検診におきましては、早期に発見すれば

治癒できる、現在はもうそういう病気になっており

ますので、あわせて働く世代の受診率向上に向けて

しっかりと周知していきたいと思います。具体的に

は、やはり受けやすい検診体制、したがって、検診

費用の助成の継続だとか、あるいは特定検診の各種

健診とがん検診を合わせて同日に実施するなどの体

制をとりながら進めてまいりたいと思います。また、

周知の方法としては、従来の広報あるいは健康カレ

ンダーを使いながら、今年度も100％の助成で保健

師１人を雇用いたしまして、マンパワーの充実によ

って未受診者の勧奨に力を入れていこうと考えてお

りますので、今後、対象となる多くの市民の受診に

結びつくように努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 小田議員。 

〇４番（小田雅一君） それでは次に、少子化対策

出会い創出対策事業について伺いたいと思います。 

 本市の出生数は、平成17年に141人であったもの

が、21年には124人となるなど漸減し、少子化が進

行しており、今後についても、これまでの人口動態

が継続する場合、少子化の進行は避けられない見込

みであります。ゼロ歳から14歳の年少人口は年々減

少しており、少子化が進行しています。そして今、

市内は若者の未婚化、晩婚化が目立ってきている現

状であり、私の住む地域においても多く、農業後継

者を見ましても例外ではありません。しかし、この

中には、結婚相談所的集まりに積極的に参加し、結

婚に結びついた後継者もおります。よく、深川には

若者が集い遊べる場所がないと言われます。昔であ

ればスポーツサークル活動、青年団活動など、多く

の若者が同じ目的をもって集まる場所があったわけ

であります。しかしながら、少子化によって若者世

代の人口も減少してきていることは大きく影響があ

り、出会う機会を見つけるのが難しいと言えます。

では、昨年より実施されています少子化対策出会い

創出支援事業について伺います。 

 １点目は、未婚化、晩婚化が目立ってきている中

での本事業の目的について。 

 ２点目は、昨年度実施してどのような成果があっ

たのか。 

 ３点目は、今後の方向性についてどう考えていら

っしゃるのか伺いたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 少子化対策出会い

創出支援事業について３点の質問をいただきました。 

 まず、１点目の本事業の目的についてであります

けれども、この事業は少子化の進行によってさまざ

まな影響が懸念される中、少子化対策として、この

事業を実施することによって、独身男女の出会いの

場を創出しまして、そして少子化の要因の一つとな

っている晩婚化、未婚化の対策を図ろうとするもの

であります。事業実施に必要な本年の予算について

でありますけれども、100万円を計上させていただ

きました。内訳といたしましては、市民団体の募集

によるものとして５団体、１団体10万円を上限とし

て50万円、それから実行委員会形式による市からお

願いする委託ということで、これは今申し上げた市

民からの募集よりももう少し大きい規模を想定して

いるわけですけれども、これを１件50万円を上限と

して１団体、合わせて100万円を今回計上させてい
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ただきました。昨年度から実施した事業でありまし

て、昨年度の実績を申し上げますと、応募団体が２

件、それから依頼団体が１件の３件であります。男

性が35人、女性が25人で61人の参加があったという

ことで、いずれの団体も創意工夫して、単に出会い

の場をつくるということではなくて、例えば地場産

品を使うなどいろいろな創意工夫を凝らしまして、

そして独身男女が気軽に出会えるような演出をして

いるということをうかがうことができました。 

 次に、２点目の事業の成果についてであります。

結婚を望んでいるけれどもなかなかよい相手が見つ

からない、あるいはめぐり会う機会がない、そうい

った理由で、独身にとどまっている方にとりまして

は、やはりただいま申し上げたように、市民の手づ

くりによる創意工夫のある出会いの場が得られたも

のと私どもは受けとめております。また、実施した

団体には必ずその参加人数だとか、企画内容の報告

を出していただくことになっておりまして、結果と

してグループでおつき合いを始めたという報告がな

されておりました。なお、これから申し上げること

は、これは主たる成果ではなく副次的なものであり

ますけれども、この事業の企画、実施、参加を通し

まして、深川のまちに対する愛着と認識が深まった

と。先ほど申しましたように、地場産品だとか、あ

るいは観光スポットを考えるだとか、いろいろな形

で出会いの場を創出していることから、非常に深川

のまちに対する愛着と認識が深まったという効果だ

とか、異性との出会いだけではなくて、新しい一つ

の出会いがあったと。さらには、企画した方がおっ

しゃるには、やはり企画立案をして充実感があった

という成果も得られたところであります。 

 ３点目、そこで今後の方向性と考え方についてで

あります。この事業の趣旨、目的に賛同される若い

人たちが、この事業に参加していただくことで、独

身男女の出会いがさらに一層促進されるのではない

かと考えておりますし、また結婚に対するイメージ

アップも図られると、そして少子化対策の一つとし

て成果があることを期待しておりますので、私ども

としては、この事業を企画実施する団体には、この

事業の目的、趣旨を十分に理解して、あるいは認識

していただきまして、かつ事業の活用に期待する効

果が得られるように、事業の周知にしっかりと努め

てまいりたいと考えております。それから、実行委

員会形式について、先ほど申しましたけれども、通

常よりも少し幅の広い対象者等を設定して参加して

いただこうということも考えております。この依頼

企画に対しても、本事業の目的が達成できますよう

に取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 小田議員。 

〇４番（小田雅一君） 次に、道路整備について伺

いたいと思います。 

 深川市は、道央自動車道、国道３路線、道道13路

線、そして市道835路線を有し、北空知にとっては

交通のかなめであります。そして、道路は、市民に

とりましても生活する上で大切なインフラの一つで

もあります。深川市過疎地域自立促進市町村計画で

も述べられていますように、市道については、改良

率58.7％、舗装率55.2％とあり、ほぼ全道水準であ

るということであります。 

 さて、メム地区でも念願でありました市道５号線

の改良が現在なされておりますし、さらに地域を見

ますと、道路の幅員も狭く冬の除雪において苦労し

ております市道川２線の改良についても、今後望ん

でいるところでございます。 

 ここで、伺います。１点目は、道路整備の現状と

今後進めるに当たっての考え方について。 

 ２点目は、市道５号線の道路改良舗装の現状と完

成までの取り組み、そして市道川２線の現状と今後

について伺いたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 建設行政について

の１点目、道路整備の現状と今後進めるに当たって

の考え方についてお答えいたします。 

 本市の市道の整備状況につきましては、質問にも

ありましたように、深川市過疎地域自立促進市町村

計画では改良率58.7％、舗装率55.2％となっており

ますが、平成23年４月現在では、市道延長約690キ

ロメートルに対しまして、改良率59.4％、舗装率

55.7％という状況でございます。このように、未舗

装道路が半分近い状況や舗装済み道路につきまして

も、年数の経過によって亀の子状や側溝の隆起など、

老朽化の進行によりまして町内会長会議などにおき

ましても、市道の整備につきましては多くのご要望

をいただいているところでございます。今後の道路

整備につきましては、市民要望、財政状況や現在の

交通量、家屋の張りつき状況、また道路網としての

重要性、道路自体の老朽度などを総合的に勘案して
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実施していく考えでございます。 

 次に、２点目のうち、市道５号線道路改良舗装に

ついてお答えいたします。市道５号線の整備につき

ましては、平成20年度に測量調査を実施し、21年度

に国庫補助の採択を受け事業着手しており、現在は

社会資本整備総合交付金事業により整備を行ってお

ります。全体計画といたしましては、平成21年度か

ら26年度までの６カ年計画でありまして、区間は道

道深川雨竜線から市道川５線までの延長2,750メー

トル、舗装幅5.5メートル、事業費は３億3,000万円

を予定しております。事業の進捗状況は、平成23年

度末で約1,460メートル、率にしまして約53％の整

備を予定しており、今後26年度完成に向け鋭意努力

してまいります。次に、市道川２線の整備について、

お答え申し上げます。市道川２線の整備につきまし

ては、毎年、町内会長会議におきまして要望を賜っ

ておりまして、また平成20年12月に、市道メム川２

線道路期成会及び沿線４町内会長より整備要請があ

ったところでございます。所管といたしましては、

今年度、妹背牛町境界の市道４号線から石狩川堤防

まで、延長3,250メートルの調査測量を実施してお

りまして、今後、平成24年度、社会資本整備総合交

付金の事業採択に向け取り組んでまいる所存でござ

います。 

〇議長（長野 勉君） 小田議員。 

〇４番（小田雅一君） 最後の質問になるわけであ

りますが、ブロードバンド拡大整備事業について伺

いたいと存じます。 

 平成22年をもって、市内全域に光ブロードバンド

通信が可能となりました。今日の情報化社会の中で、

ユーザーが必要とする情報が瞬時に手に入れること

ができるようになったわけであります。私たち農業

者にとりましても、最新の技術情報などを手に入れ

ることで、より的確な農作物の肥培管理、経営管理

に役立つものと確信しております。将来におきまし

ては、福祉や医療、防災、学校教育との連携といっ

た行政の担うべき分野において、効率的、効果的な

行政サービスを提供する手法として、ブロードバン

ド通信は必ず必要とされます。私たちは、情報通信

機能にすぐれたまちづくりを目指していかなければ

なりませんし、それを実践できるように努めなけれ

ばならないと思います。 

 さて、光ブロードバンド通信が可能となりました

が、その概要と今現在の利用世帯数について、そし

て今後の利活用や普及促進についての考え方につい

てお伺いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） ブロードバンド拡

大整備事業についてお答えいたします。 

 初めに、事業の概要についてであります。深川市

ブロードバンド拡大整備事業は、平成17年11月から

中心市街地東側エリアのみに限られて誘致されてお

りました、光ブロードバンドサービスのエリア拡大

に向けまして、市が幹線となる光ファイバーケーブ

ル等の施設整備を行い、これを民間の電気通信事業

者、ＮＴＴ東日本でございますが、ここに貸し出す

公設民営方式を前提とした整備を、平成20年と21年

度、いずれも工事を翌年度に繰り越ししております

けれども、事業費総額で７億3,000万円を超えるも

のということで、その主たる財源を国の地域情報通

信基盤整備推進交付金と地域活性化交付金、残る一

部を過疎債に求めるという形で進めておりまして、

あけぼの町方面の市街地北側、広里工業団地、多度

志、鷹泊、メム、一已、納内、稲田、音江、更進の

各エリアで完了したものでございます。整備した施

設は、光ファイバーケーブルの敷設延長が295キロ

メートルでありまして、ケーブル敷設には、原則、

電力会社等が所有する電柱に共架したということで

ございますけれども、不足する場合ということで、

自営の電柱を1,100本以上建柱したところでござい

ます。そのほかに、中継設備を収容するためのＩＰ

ボックスを多度志、鷹泊、納内、更進の４カ所に設

置いたしまして、また広里工業団地向けの中継設備

につきましては、プラザ深川内に構築しているとこ

ろでございます。この事業では、エリア内の対象世

帯数が5,000世帯を若干超えるぐらいでございます

けれども、これに対し、おおむね1,900回線を整備

したというものでございまして、これらの施設をＮ

ＴＴ東日本に賃貸し、ＮＴＴ東日本は借り受けた施

設と自社の施設を組み合わせて、加入者に対しまし

て光ブロードバンドサービスを提供するという仕組

みを構築したということでございます。この事業と

並行いたしまして、ＮＴＴ東日本独自でも中心市街

地西側エリアの整備を実施されたということで、こ

れをもって市内全域の提供が実現したところでござ

います。次に、現在の利用世帯数についてでござい

ますけれども、本ブロードバンド拡大整備事業の対
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象エリアにおける加入確定数、本年５月現在で600

件という報告を受けております。また、サービス提

供開始前の事前申し込みが500件余りあるというこ

とで、順次、開通工事が進められているということ

でございます。これらすべてが開通いたしますと、

従前からのサービスエリアも含めた市内全体での光

ブロードバンド加入総数は、当初全世帯の20％程度

になるということで想定しておりましたけれども、

おおむね20.2％程度になると考えているところでご

ざいます。次に、今後の利活用や普及促進に向けた

考え方ということでございます。光ブロードバンド

の利活用につきましては、インターネットサービス

のほか、光電話、ビデオなどを楽しむ光映像サービ

スが市内全域で利用可能となったということで、今

後加入いただくこと、そして利用いただくというこ

とが非常に大事なことでございますので、利便性の

向上が実感できるように、地域の活性化にもつなが

ることを期待しているということでございます。そ

うした地域活性化や利便性向上に資する取り組みと

いたしまして、本年、緊急雇用創出推進事業の中で、

深ナビ利用促進事業を起こしておりまして、これら

を活用いたしまして、地域生活情報サイト深ナビの

市民周知と、飲食店や農業生産者、さらには観光農

園等の事業者からの情報発信の充実に向けまして、

深ナビＰＲ活動や新規会員獲得活動、会員事業所へ

の出張サポート業務などに取り組んでいるところで

ございます。また、普及が進む地デジ対応テレビの

ネットワーク機能を使いまして、家庭のテレビで行

政や地域の情報を受け取れるという機能といたしま

して、前年度にテレビ向け地域コミュニケーション

環境構築事業で整備いたしました深ナビテレビにつ

きましても、それぞれ市民の方に大いに集っていた

だくような場所に設置して周知を図っていきたいと

考えているところでございます。さらに、光ブロー

ドバンドサービスの利便性等をＰＲする説明会を前

年度の整備地域において開催できるように、ＮＴＴ

東日本と連携しながら検討を進めるなどしまして、

今後における利活用と普及促進に向けた情報の発信

に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 以上で小田議員の一般質問

を終わります。 

                      

〇議長（長野 勉君） ここでお諮りします。本日

の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長

したいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ３時４８分 休 憩） 

                                      

（午後 ４時０５分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、菅原議員。 

〔菅原議員、質問席へ〕 

〇５番（菅原明義君） 菅原でございます。よろし

くお願いいたします。 

 私は、このたびの市議会議員選挙を通じ、市内

150カ所を超える地域で、有権者に私のこれまでの

思いを熱く語ってまいりました。私は、前市長時代

より市議会を機会あるごとに傍聴させていただきま

した。特に、退職後７年にわたりまして、市議会の

一般質問、あるいは委員会等の傍聴を通じ、議会は

言論の府であるべきであり、市民生活に直結した諸

課題を各議員の方々が一生懸命提案されているにも

かかわらず、ほとんどの案件が結論先送り、理事者

側との意見の隔たりを嫌というほど見聞させていた

だきました。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もっと市議会を身近な存在にしなければいけないと

の思いを抱き、・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・市民に信頼され、市民の手の届く議会に再生しな

ければいけないと強く意識するようになりました。

地方議会よりも国会のほうがテレビの中継がありま

すから、私たち市民にとっては身近な存在であるこ

とに気がつきました。私たち大人が未来の子供たち

に、このすばらしい愛すべきふるさと深川、それを

未来に責任を持って引き継ぐことの必要性を強く感

じ、議会改革、市議会の再生を掲げ、このたびの市

議選に挑戦させていただきました。結果は、予想を

はるかに超える多くの方々のご支持を賜り、今日こ

の議場に立たせていただきました幸せをかみしめて

おります。改めて責任の重さを痛感するとともに、

緊張感でいっぱいであります。 

 幸いにして、新議長となられた長野議長及び田中

裕章新副議長のお二人が就任あいさつで、ともに議

会改革、透明性の確保など市民に開けた議会改革を

緊急課題の一つに挙げられ、決意を述べられたお姿

に接し、私自身、大変うれしく大きな勇気をいただ

きました。ありがとうございます。この４年間、諸

先輩議員の方々と協力して、深川市議会が市民から

信頼され、北空知地域からも頼られ、慕われる存在

に成長するために努力を続ける覚悟でありますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、ある市民が常々、市役所職員は市民にとっ

て財産であり宝であると自信を持って主張されてお

られますが、まさしく私もそのとおりだと思います。

同感です。私は深川を元気にするため、財産であり

宝である市役所職員と議員各位のパワーと心を一つ

にし、お互いのきずなを深め、元気な深川づくりに

ばく進しようと決意いたしております。 

 前置きはさておきまして、以下通告に従いまして

質問させていただきます。 

 まず、１点目ですが、教育行政の中でスポーツ振

興についてであります。 

 私が教員として初めて勤めた昭和42年12月に、本

市が他市に先駆け、苫小牧市に次いで全道２番目の

スポーツ都市宣言を議決された新聞記事を、私は新

任地の網走の中学校で目にしました。幼少のころよ

り青春時代の一時期を育てていただいたふるさと深

川のニュースを大変懐かしく、うれしく拝見させて

いただきました。以来、今日まで、営々半世紀に及

ぶ発展を続けているわけであります。 

 そこで、先ごろ高体連全道大会で深川西高がバド

ミントンで２連覇をいたしました。陸上の男子８種

競技で松井選手が準優勝し全国大会に出場すること

など、中体連などの大会を含め、各種スポーツ大会

における支援の現状についてお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 各種スポーツ大会支援

の現状についてお答えいたします。 

 市教育委員会では、スポーツの振興を図るため、

深川市スポーツ振興事業派遣助成要綱を設け、全国

大会、全道大会に出場する選手の方々に、全国大会

は１人5,000円、全道大会は１人3,000円の派遣助成

を行っております。また、市内のスポーツ施設で各

種スポーツ大会を開催する場合は、市内の小学校、

中学校、また深川市体育協会加盟団体やスポーツ少

年団などの市内スポーツ関係団体、市内の障がい者

団体が主催もしくは共催して、専用使用する施設使

用料につきましては、大会経費の経費負担やスポー

ツの振興を考慮し５割を減免した額としているとこ

ろであります。このような各種スポーツ大会への派

遣助成や会場使用料の減免等を通して、市民の方々

が多く全国大会、全道大会に出場されることや、各

種スポーツ大会が本市において開催されますことを

期待しているところであります。また、スポーツは、

健康維持や体力づくり、ストレス解消など多様な効

果がありますので、今後も引き続き体育協会やスポ

ーツ関係団体などと連携を図り、本市のスポーツ振

興に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 菅原議員。 

〇５番（菅原明義君） 次に、スポーツ合宿誘致に

ついて、４点についてお伺いいたします。 

 １点目は、スポーツ合宿誘致における実績につい

てであります。深川東高に勤務して２年目の平成７

年、私も個人的にかかわったのですけれども、特に

鮮明に記憶しておりますのでお話ししたいと思いま

す。当時、箱根駅伝の優勝校で、士別合宿の常連校

だった大東文化大学が第２合宿候補地として９月に
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深川に来ていただきました。１週間、日の出屋旅館

を利用していただきました。本市にとって、本格的

なスポーツ合宿の始まりであったように思います。

以降、順調に推移しておりましたが、さきのリーマ

ンショックの世界的あおり、あるいは国内経済状況

の悪化による企業スポーツ部の廃部あるいは縮小に

よって厳しい状況下にあるわけですが、まず一つ目、

最近の本市における実績については、どのような現

状にあるかをお伺いいたします。 

 ２点目は、そのような厳しい状況にある中で、本

市にとって、ホテルや旅館の数が限られているわけ

でありますが、ここ10年間、受け皿をどうするかと

いうことについては、ほとんど議論されてこなかっ

たと記憶しております。そこで、今後の展望と見通

し及び課題についてはどのようにお考えか、お聞か

せください。 

 それから、３点目ですけれども、本道をスポーツ

合宿候補地とする事業団チームや大学は年々減少し

てくると思われますが、スポーツ合宿推進地域との

情報収集についてはどのような形で行われているか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、拓殖短大の橋本研究室

が事務局となって、活動の輪を広げている元気村地

域づくり研究所という組織があります。ことしで８

年目の活動を迎えているのですけれども、会員数は、

北空知を中心に40人程度であります。深川を含め、

近隣の地方議員が８人所属し、毎月アグリタウンフ

ォーラムという名の研修会を定期的に行っている団

体です。８人の議員全員がそろうことはほとんどな

いわけでありますけれども、本年度は北空知圏を視

野に入れた持続可能なまちづくりを目指す運動を、

精力的に推進しようとの新しい流れがスタートして

おります。そういったような経過を踏まえて、北空

知地域圏として、地域の特性を踏まえた取り組みが

必要になってくると思われますが、北空知広域圏と

しての取り組みについてどのようにお考えでしょう

か、お聞かせいただきたいと思っております。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 今、菅原議員からスポーツ

合宿にかかわる４点の質問がございましたが、私か

らスポーツ合宿についての本市の取り組みについて

概括的にお答えさせていただき、各論は部長からお

答えさせていただきたいと思います。 

 本市におけるスポーツ合宿の誘致というのは、平

成７年度から取り組みを始めておりまして、今年度

で17年目ということになりますが、これまで多くの

実業団や大学等の陸上競技部の選手が深川に来られ

て、市内の体育施設などを利用して合宿をされ、そ

の後それぞれ各大会で活躍しておられるということ

でございます。そして、本市でこの合宿をされてい

る選手の皆さんが、スポーツ施設やロードコースな

どで真剣にトレーニングに励んでおられる姿を市民

が直接目にする機会も多くございまして、一流選手

のトレーニングの様子に触れることによりまして、

市民のスポーツへの理解と関心も一層高まってきて

いると受けとめております。また、スポーツ合宿事

業は、チームの滞在ということがございます。この

滞在に伴います地域への経済効果も大変大きな事業

でありますので、市といたしましては、今後ともス

ポーツ合宿の里深川ということをＰＲしながら、よ

り多くのチーム、そして選手が本市に来ていただけ

るように、これまで構築されております、継続して

来ていただいているチームとの信頼関係を大切にし

まして、宿泊関係者や各競技団体との連携などにも

努めまして、より一層多くの企業、大学などへの働

きかけという、新規開拓といったことも真剣に取り

組みながら推進に努めてまいりたい。やはり引き続

きスポーツ合宿は本市の大変な目玉事業の一つとし

て位置づけていきたいと考えておりますことを申し

上げておきます。 

 ４点にかかわる具体的質問は、部長からお答えさ

せていただきます。 

〇議長（長野 勉君） 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） それでは、スポーツ合

宿につきまして、４点にわたり質問をいただきまし

たので、私から順次お答え申し上げます。 

 初めに、質問の１点目、スポーツ合宿誘致におけ

る実績につきましては、平成20年度から22年度まで

の３カ年のチーム数、選手、スタッフの人数、延べ

宿泊数をお答えいたします。平成20年度は、29チー

ム、531人、延べ3,824泊、21年度は、29チーム、

616人、延べ3,499泊、22年度は、33チーム、670人、

延べ3,290泊でありました。この３年間を比較しま

すと、チーム数は少し増加しておりますが、１チー

ム当たりの宿泊期間が短縮されていることもありま

して、延べ宿泊数が減少している状況にあります。 

 次に、２点目の今後の展望、見通し及び課題につ
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いてでありますが、毎年１月下旬から２月上旬にか

けまして、各企業、大学等の陸上競技部を訪問し、

本市の合宿受け入れの対応、練習環境、体育施設、

宿泊施設等のＰＲと、ホクレンディスタンスチャレ

ンジ大会を初め、道内の主要大会の日程等の情報な

どを伝えながら合宿の招致活動を行っております。

その折、チームの活動状況等をお伺いしております

が、各企業においては押しなべて業績が回復傾向に

なってきているとのことでありますが、部の活動費

は縮減のままであったり、また３月に発生しました

東日本大震災の影響も大きく、北海道合宿を見送っ

ているチームもございます。大学では、これまでと

同様の活動や合宿計画をされておりますが、大会の

成績などによりまして、北海道ではなく長野県など

の比較的近くでの合宿に変更しているチームもあり、

合宿チームの確保はこれまで以上に厳しい状況にな

ることが予測されます。このように、企業や大学の

スポーツ合宿を取り巻く環境は、東日本大震災の影

響もありまして、大変厳しい状況にありますが、本

市が有しております合宿に適した気候や地理的な環

境を十分伝え、より多くの方々に来ていただけるよ

う進めてまいりたいと考えております。課題につき

ましては、合宿可能な宿泊施設が限られており、よ

り効率的な受け入れ体制が必要なことが挙げられま

す。 

 次に、３点目のスポーツ合宿推進地における情報

収集についてでありますが、各チームが北海道で合

宿を行う場合、他地区、特に合宿の誘致に力を入れ

ている士別市、網走市などを順次移動し合宿するチ

ームも多くあります。これらの地区とは、ホクレン

ディスタンスチャレンジ大会と連携し開催しており、

大会の視察やチームの送迎時、または合宿チームの

ブログなどによりまして情報収集に努め、本市での

対応について改善する点がないか、常に注意を払っ

ているところであります。 

 次に、４点目の北空知広域圏としての取り組みに

ついてでありますが、これまで広域でのスポーツ振

興を図るという観点から、北空知広域圏の各自治体

が管理する体育施設や宿泊施設を活用した合宿招致

の可能性を検討した経緯がございます。この検討の

中では、各町の体育施設の利用が住民優先であるこ

とや、宿泊施設も観光シーズンと重なり、施設の稼

働状況を考慮しますと、広域で共通して取り組むこ

とは難しい現状にあるというような結論に達したと

ころであります。本市としましては、今後のスポー

ツ合宿の取り組みにつきましては、スポーツの普及

振興や交流人口の増加、地域経済効果など、市政振

興に寄与するものでありますので、これまで構築さ

れたチームとの信頼関係を大切にしながら、引き続

き積極的な招致活動を推進してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（長野 勉君） 菅原議員の一般質問を終わ

ります。 

                      

〇議長（長野 勉君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

日は延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

 なお、あすは午前10時から開議します。 

（午後 ４時２６分 延 会） 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（長野 勉君） これより本日の会議を開き

ます。 

                      

〇議長（長野 勉君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 第２回定例会２日

目の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第１ 一般質問を行い

ます。 

 初めに、髙橋議員。 

〔髙橋議員、質問席へ〕 

〇６番（髙橋修司君） 皆さん、こんにちは。平成

公明クラブの新人議員、髙橋修司でございます。何

分初当選で初めての一般質問ということで、非常に

緊張しております。声が上ずったり、聞きづらいこ

とも多々あると思いますが、一生懸命頑張りたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

また、広く一般市民の皆様にもわかりやすく質問い

たしますので、市民の皆様にもわかりやすくお答え

していただければ幸いに思います。 

 それでは、通告に従って一般質問を行いたいと思

います。 

 最初に、災害時の危機管理体制について、何点か

お聞きしたいと思います。 

 近年は、本年３月の東日本大震災を初めとし、各

所で大きな地震や集中豪雨などが起きたり、日本全

国で今まで考えられなかったようなところでも現実

に災害が起きており、一昨日も和歌山でマグニチュ

ード5.5の地震が起きております。この地、深川に

おいても、災害が起こり得る可能性が全くないとは

言えない状況にあると思います。 

 そこで質問に入りたいと思います。 

 一つ目の質問については割愛いたします。 

 二つ目は、市民一体型の避難訓練を行っているか。

また、今後予定があるのかをお聞かせいただきたい

と思います。このことについては、きのうの太田議

員の質問への答弁にもありましたように、費用がか

かるとのことでしたが、せめて何年かに一度程度は

最低限実施しておいたほうが、私はいいように思い

ますがいかがでしょうか。 

 三つ目の質問については割愛させていただきます。 

 四つ目の質問は、この地、深川は広域水道を利用

しており、地震やほかの理由により、沼田町からの

パイプが切断及び破損してしまうと、短期間での復

旧が難しいと思われますが、非常時の飲み水の確保

をどのように対応するのかをお聞かせいただきたい

と思います。あわせて生活用水はどのように確保す

る計画なのかもお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 災害時の危機管理

体制についてお答えいたします。 

 質問の１点目の市民一体型の避難訓練の実施につ

きましては、昨日、太田議員からの一般質問に市長

からお答えさせていただいておりますけれども、平

成14年ころまでは大規模な防災訓練を実施いたしま

して、その後、15年からは地域住民が主体となる地

域単位での防災訓練などの実施によりまして、防災

意識の浸透定着に努めてきたところでございます。

そこで、質問にありました市民と関係機関などが協

力して行う一体的な訓練ということでございますけ

れども、何年かに一度という質問もございました。

防災意識の浸透定着には非常に有用なものと考えま

すので、どのような形で進めていくことがよろしい

か、また費用負担などについても検討してまいりた

いと考えております。 

 次に、２点目の非常時の飲み水の確保、生活用水

の確保ということの質問でございますけれども、災

害発生時におきまして、議員ご指摘のような事態が

起こることも想定されます。そういったことで、し

っかりそれについても受けとめておかなければなら

ないものだと考えております。ただし、現状におき

ましては、災害時における北海道及び市町村相互の

応援に関する協定や自衛隊などに支援を要請し、生

活用水を確保するほか、大手飲料水企業や各種コン

ビニなどとの協定によりまして、飲料水などの供給

が行える体制となっているということでございます。

しかし、その対策だけでは決して万全ではないとも

考えますし、そうした応援体制が機能するまでの間、

自前の対応も必要であると考えますので、例えば現

状を調査する中で、水ろ過装置の購入ですとか、給

水タンク、給水車などの配備について検討してまい

りたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君） 危機管理体制については、



 - 135 -

いつ起こり得るかわからないことですが、起きてか

らでは遅過ぎますので、１日も早い危機管理体制に

ついて整えていただきますよう、よろしくお願いし

たいと思います。 

 次の質問に入りたいと思います。 

 現在、市が実施している補助金の交付方法につい

てお聞きいたします。 

 近年の不況状態の中で、補助金交付事業は町の活

性化という意味からもとてもよいことだと思います

し、今後もどんどん拡大していっていただきたいと

思います。 

 そこで、現在実施している市の補助金交付事業の

概要について、どの程度あるのか。また、総予算及

び交付金の支給状況について、現金での支給なのか

もお聞かせいただきたいと思います。 

 二つ目は、補助金の交付に当たって市内消費限定

の金券もしくは商品券での支給の可能性についてお

伺いいたします。補助金については、必要な税金を

投入して実行するのでありますから、対象者だけが

喜ぶのではなく、町全体の消費拡大につながるよう

に、市内限定で使用できる金券もしくは商品券での

支給にしていただければ、町の商店及び企業にとっ

て非常によいことだと思いますがいかがでしょうか。

隣町の妹背牛町は本年から改築工事に対し、町内限

定で使用できる商品券での支給を行っていて、反響

が非常によいと聞いております。市の考えをお聞か

せください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市が実施しており

ます補助金交付の仕方についてお答えいたします。 

 補助金及び交付金といたしまして、市が平成23年

度予算に計上しておりますのは、補助金で107件、

３億9,500万円、交付金として105件、４億9,400万

円、合計212件、８億8,900万円ほどになります。主

な補助金といたしまして、水道事業会計及び病院事

業会計に対するものが13件、１億円、拓殖大学北海

道短期大学の振興補助に3,700万円、土地改良区等

への事業補助として4,700万円、中小企業関係の各

種利子補給等に3,500万円、そのほか福祉団体への

補助、農業団体への補助や利子補給、さらに大会等

の開催補助などがございます。同じく交付金につい

てでございますけれども、中山間地域等直接支払交

付金等の農業施策の交付金に３億4,300万円、夏冬

まつりなどのイベントの交付金として1,400万円、

町内会への交付金として約1,000万円、そのほか交

通安全、防犯、人権擁護、障がい者福祉、高齢者対

策、農業、商工業などの諸団体への交付金などがご

ざいます。補助金は、通常、行政目的を達成するた

めに、団体や個人に金銭を補助するという目的がご

ざいますし、交付金については、団体等に事業を行

っていただく際に、委託の財源として交付するとい

う役割がございます。中には、拓殖大学北海道短期

大学に入学いたしました学生の生活の支援を行うた

めの助成金について、市内限定の商品券として交付

できる旨定めた例がございますけれども、通常は金

銭の交付を行っているということでございます。 

 質問の補助交付金の交付に当たりまして、その全

部または一部を金券や商品券で交付することにつき

ましては、他の自治体での例があることや、その効

果が市内経済への効果も期待できると考えていると

ころでございます。補助交付金の中には、市の他の

会計への繰出金のような補助金や事業そのものが現

金交付を予定しているようなものも非常に多いかと

思いますけれども、性質によりましては、先ほど申

し上げたような拓殖大学北海道短期大学の例のよう

なものもございますので、今後、そうした事例が可

能かどうか、少しいろいろな研究をした上で検討し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君） 町の活性化にとってはとて

もすばらしいことだと思いますし、このことによっ

て、特別、市の負担が大きくなるとかではないと思

いますので、ぜひとも検証していただき、早期に可

能な限り多くの補助金・交付金に当たって、そうい

った形での交付にしていただければ幸いに思います。 

 次の質問に入りたいと思います。 

 深川市スポーツ宣言都市についてですが、深川市

はスポーツ宣言都市の宣言をし、いろいろな大会な

どを数々開催していて、スポーツ合宿にも全力を注

ぎ行っていることに対し敬意をいたします。今後も

たくさんの方々が深川の地へ訪れていただけるよう

によろしくお願いしたいと思います。なお、きのう

の菅原議員の質問と若干重複する部分があるかと思

いますが、お許しをいただきたいと思います。 

 そこで、最初の質問ですが、ここ近年の深川市に

おけるスポーツ大会の開催及びスポーツ合宿の実態

について、どのくらいの団体及び個人が訪れていて、
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どのくらいの人数が深川の地へ来ていられるのか教

えてください。 

 二つ目に、深川市におけるスポーツ選手の宿泊場

所の実態についてお聞きいたします。市内に宿泊し

ていただいた方々の近年の状況を教えていただきた

いと思います。 

 三つ目に、今後の深川市における宿泊場所の確保

についてお聞きいたします。市内では全然足りてい

ないように私は認識していますが、今後、市内の旅

館組合と協力して、宿泊場所の確保及び施設の充実

を行っていくために聞き取り調査を実施するなど、

今後、宿泊場所確保に向けて少しでも前進していた

だけるようなことを行っていただけないでしょうか。

また、不足分の宿泊場所の状況に応じて、例えば合

宿所の開設などを考え、市内に少しでも多くの方が

宿泊してもらえるようにしていけば、市内への経済

効果という観点からも非常によいことではないでし

ょうか。また、今後、近くの士別市、菅平、嬬恋な

どのスポーツ合宿の実態を検証していき、今後の深

川へ生かしていっていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 深川市スポーツ宣言都

市についての１点目、近年の深川市でのスポーツ大

会の開催及びスポーツ合宿の実態についてお答えい

たします。 

 初めに、過去３年間に市内のスポーツ施設で開催

されました全道大会など、宿泊が必要と思われる大

会等の件数と参加人数は、平成20年度は13件、約

5,200人、21年度は９件、約4,400人、22年度は12件、

約5,500人となっております。スポーツ合宿では、

昨日の菅原議員の一般質問にお答えしましたように、

平成20年度は29チーム、531人、21年度は29チーム、

616人、22年度は33チーム、670人となっております。 

 次に、２点目の深川市におけるスポーツ選手の宿

泊場所の実態についてでありますが、スポーツ大会

とスポーツ合宿に分けてお答えさせていただきたい

と思います。市内で開催されるスポーツ大会での宿

泊は、１泊２日のように大会に合わせて短期の滞在

となるケースが多く、市内の旅館やホテルのほか、

児童生徒の場合は比較的安価に宿泊できる青年の家

やまあぶコテージなども利用されております。一方、

本市が取り組んでおりますスポーツ合宿の宿泊につ

いては、１週間から２週間という中期の滞在の中で、

栄養、休息がとれ、練習の効果が最大限得られるこ

とをねらいとして来られておりますので、３食の食

事提供が可能な旅館やホテルを基本に利用していた

だいております。また、大学や高校の合宿の場合で

は、青年の家や元気の泉キャンパスなども利用され

ております。このように、合宿の宿泊については、

ほとんどの場合、市内の旅館、ホテルや青年の家な

どを利用されているものと認識しておりますが、多

くの選手が来られる全道規模等のスポーツ大会では、

市内の宿泊施設ですべて受け入れすることはできず、

近隣の宿泊施設も利用されているものと思われます。 

 次に、３点目の今後の深川市における宿泊場所確

保についてでありますが、特にスポーツ大会に関し

ましては、議員ご指摘のように、宿泊希望に対し、

市内で受け入れすることができる人員が不足してい

るものと認識しております。また、市内で開催され

るスポーツ大会の選手などの宿泊の対応を市内でで

きることが望ましいとは考えますが、そのためには、

新たな宿泊施設の確保や既存施設の改修などが必要

となることや、宿泊はどうしても土曜、日曜や夏季

に集中していることなど、経営面での課題も考えら

れますので、合宿先進地の実態の検証など、ご提言

いただきました内容も含めまして、スポーツ大会や

合宿の宿泊対応について、旅館組合などの関係団体

ともよく相談してまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君） 深川市にとって、経済効果

を考えたなら、深川市内へ少しでも多くの方が宿泊

してもらえることが必要不可欠だと思われますので、

今後ぜひとも前向きに合宿所及び宿泊場所の確保を

検討していただきたいと思います。また、冬季間の

ことを考えるなら、残念ながら深川市内にはスキー

場はございませんが、近郊にすばらしいスキー場が

あり、冬場の合宿もたくさん来ているように聞いて

おります。冬場の路面状況をかんがみるなら、決し

て深川は立地条件の面でも負けておりませんので、

深川に宿泊も可能ではないかと思っております。そ

ういう観点からも、ぜひとも今後の宿泊場所確保に

向けて、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、４番目の質問に入りたいと思います。 

 市発注の入札（工事も含む）についてですが、現

在の大不況の中で、可能な限り市内業者が受注でき

る体制を整えていくのがよいのではないでしょうか。
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また、市内業者を育てるという観点からも、そのほ

うが私はよいと思います。 

 日本は、ＣＯ２削減に大きな目標を掲げておりま

す。その観点からも、限りなく車の移動を少なくす

るという意味でも必要だと思われます。 

 そこで、お聞きいたしたいと思います。 

 一つ目は、入札における市外業者の受注状況につ

いてであります。具体的にどの程度の数字になって

いるのか。どのような理由で市外に発注しているの

かも、あわせてお聞かせいただきたいと思います。 

 二つ目は、公用車、建設機械も含み、車検及び修

理の発注状況についてもお聞きいたします。市内で

できる車検及び修理について、すべて市内で行って

いるのか。また、市外に発注したときはどのような

理由からなのかもお聞かせいただきたいと思います。 

 三つ目に、入札制度の今後についてお聞きいたし

ます。現在、公共事業を限りなく削減している中で、

市内業者育成という観点からも、市内限定の発注工

事もふやしていかなくてはいけないと私は思います

がいかがでしょうか。また、前市長逮捕から５年目

に突入している時期でもあり、以前のような指名競

争入札に今の状況下では戻すことができなくても、

違う形での入札制度の改革が必要だと思われますが、

いかがでしょうか。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市発注入札につい

てお答えいたします。 

 １点目の入札における市外業者の受注状況という

ことでございますけれども、本市では、契約方法に

ついて随意契約など入札によらない契約を除きまし

て、平成19年３月からすべて一般競争入札による契

約としたところでございます。この一般競争入札に

つきましては、一定の要件を満たす市内に本支店を

有する市内業者を対象とした市内限定、市内業者と

北空知４町及び幌加内町に本社本店がある業者を対

象とした地域限定、さらには対象地域に入札参加資

格者が複数いない場合に行っております、全道地域

を対象とするということですが、一般競争入札の三

つに区分けいたしまして対応しているところでござ

います。市内限定は、土木一式と建築一式工事の場

合に設計金額が2,000万円未満、それ以外の工事や

測量設計など、工事にかかわる業務委託及び施設の

清掃や保守点検業務など工事によらない業務委託に

ついては、設計金額を1,000万円未満に設定し、そ

れ以上の設計金額につきましては地域限定による入

札としておりまして、さらに入札参加資格者が対象

とする地域に複数いない場合は、設計金額の区分に

関係なく、全道地域を対象とした一般競争入札とし

ているところでございます。また、物品購入につき

ましては、金額に関係なく、原則として市内限定と

いうことでございますけれども、市内に入札参加資

格者が複数いない場合、これも全道地域を対象とし

た一般競争入札としているところでございます。そ

こで、平成22年度の入札状況について申し上げます

と、工事と工事に係る業務委託の入札では、全体で

110件の入札を行いまして、市外業者への発注は５

件、パーセントとしては4.5％となっておりますけ

れども、この５件のうち４件は市内に資格者がいな

い工事あるいは業務のために、市内業者の参加がな

い入札だったということでございます。施設清掃や

保守点検業務などの工事にかかわらない業務委託の

入札では61件ございまして、このうち18件、割合で

29.5％が市外業者への発注となりましたけれども、

18件すべてが特殊業務であったため、市内業者の参

加がない入札だったということでございます。物品

購入では40件の入札を行いましたけれども、うち２

件は落札者がおらず、随意契約も不調となったため

に、後日、再度入札を行ったということでございま

して、実際の発注件数は38件で、このうち市外業者

への発注は３件、割合としては7.9％という実態で

ございます。まず、この全体を含めまして、平成22

年、211件の入札ということでございましたが、落

札者がいないために、地方自治法施行令の規定によ

りまして、随意契約を行ったものを含めまして209

件の契約を行いまして、市外業者に発注したものは

26件、12.4％ということで、この26件のうち22件は

市内に資格者がいないか、あるいは入札に参加のな

いものと。市内対応可能なもののほとんどはもう市

内業者への発注に努めているところでございます。 

 次に、２点目の公用車の車検及び修理の発注とい

うことでございますけれども、これについては随意

契約により実施しておりまして、基本的には市内で

対応できる車検、修理は市内で行うということにい

たしております。平成22年度末現在、市が所有する

公用車は59台ありますけれども、昨年度、車検を行

ったものはそのうち39台となっておりまして、その

うち業務委託を行っております給食配送車、それと
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スクールバス４台、合わせて７台を除く32台につい

ては市内で車検を行っているということでございま

す。修理については、建設機械の特殊車両などの場

合のように、作業装置など特殊なものについては市

内業者で扱えないものもございます。そういったこ

とで、平成22年度では４台の修理を市外メーカー取

扱業者の依頼ということにしておりますし、スクー

ルバスについても市内業者で扱えないというような

修理がございまして、２台を市外メーカー取扱業者

が行っているという事例がありましたけれども、こ

れ以外はすべて市内で行っているという実態にござ

います。 

 次に、３点目の入札の今後についてでありますけ

れども、質問にもございましたように、平成19年３

月からすべての入札を一般競争入札に変更している

と。さらに、平成21年度からは、土木一式工事と建

築一式工事の市内限定で行っておりました、Ａラン

ク、Ｂランク、ＡＢランクというようなランクづけ

を廃止いたしました。また、昨年７月からは、試行

でございますけれども、土木一式工事と建築一式工

事の入札のうち、2,000万円以上の予定価格の公表

を入札前から入札後に変更するような改善を行って

きているという実態にございまして、今後におきま

しても、引き続き地元業者の育成を踏まえながら、

より透明性、公平性のある入札制度への改善という

ことに努めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君） 今後もなるべく深川市内で

発注ができるようによろしくお願いしたいと思いま

す。また、公用車、建設機械を含む車検及び修理に

ついては、大体の修理、車検については深川で対応

が可能だと私は思っております。若干修理の時間は

かかるかもしれませんが、そこら辺を許せるのであ

れば、なるべく深川の業者を使っていただきたいと

思います。 

 次の質問に入りたいと思います。 

 ５番目の質問ですが、深川市における人口減少に

ついてであります。この問題は、過去に何人もの方

が質問しているように、今後の深川には非常に大事

なことだと思いますので、質問したいと思います。 

 一つ目は、ほかの市町村からの移住・定住希望者

への今後の対応についてであります。どのような形

で対応を考えておられるのかお聞かせいただきたい

と思います。 

 二つ目は、人口減少をどのような対策をもって解

決していくのか、対策案をお聞かせいただきたいと

思います。 

 三つ目は、未婚化対策についてであります。これ

については、深川市だけで起こっているのではなく、

日本全国がその傾向になっている状況にあることを

認識していますが、市としましても、例えば結婚し

ないのか、したくないのか、ただ単に相手がいない

のかなど、可能であればアンケートなどを実施し、

その内容を検証し、今後の問題解消のお手伝いがで

きるようなことがないのかを検討していただきたい

と思います。 

 四つ目は、人口減少対策室の設置についてであり

ます。このことについては、さきにも述べたように、

深川市において、今後、避けられない現実であり、

また解決に向かっていくためには余りにも難しい問

題であり、いろいろな角度から取り組んでいかなけ

ればならないことだと思いますので、専門的に全国

の市町村が取り組んでいる事業を検証し、また元気

のある町とか、人口が減らない町を視察、検証して

いき、深川市において実施できる事業を実施してい

く方向でいってもらえば幸いに思います。そのよう

なことから、人口減少対策室の設置について必要だ

と思いますがいかがでしょうか。そのほか、人口減

少に対して必要だと思われる対策をいろいろな角度

からとっていただければと思いますがいかがでしょ

うか。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの深川市における

人口減少についてという質問の中で、４点お尋ねが

ありましたので、順次お答え申し上げたいと思いま

す。 

 初めに、１点目の本市への移住・定住希望者への

今後の対応についてということでございますが、ま

ず現状について、本市は平成17年度から、移住相談

ワンストップ窓口という、ここに行けば何でも相談

できますという窓口を市役所の中に開設いたしまし

て、以来、移住・定住施策はそこを中心に推進して

きたところでありますが、昨年度までに33件、78人

の方に深川市に移り住んでいただいております。こ

の移住・定住を推進するための市の事業といたしま

しては、そうした希望者に、例えば１日滞在から、
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最長３カ月滞在までの４種類の移住体験事業を行っ

ておりますほかに、首都圏などで開催されます移

住・定住に関するさまざまなフェア、お祭りなどに

本市として参加してアピールしたり、また各種メデ

ィアを利用した情報発信などに努めているところで

あります。また、これらの事業を推進するに当たり

ましては、深川市民による移住サポート組織という

ことで、移住推進会議、移る夢深川という組織がご

ざいます。これは移住された方などを中心につくっ

ている会でございますが、こうした組織との連携も

よく図りながら、取り進めをいたしているところで

ございます。それから、移住希望者から、移住体験

施設、さまざまな体験ができる体験施設の利用希望

というのが多いという現状を踏まえまして、今年度

新たに音江地区にございました旧教員住宅、これを

長期滞在型の移住体験住宅に改築するということで、

２戸分整備いたす予定で、今、手続を進めていると

ころでございます。また、このほか非常に細かい話

になるかもしれませんが、実際に深川市に転入して

いただいた方、あるいはまた深川市に住宅を建設あ

るいは購入してくださった方に対しまして、深川産

の玄米、おいしいお米を１俵、移住記念として漏れ

なくプレゼントさせていただいているところでござ

います。こうした取り組みによりまして、移住者や

移住体験の人の数は、本市は空知管内でも上位に、

今、位置づけられておりますが、今後とも深川市の

魅力でございます、交通アクセスのよさであります

とか、農業主体などでのんびり暮らせる生活環境で

ありますとか、また、さまざまに公共施設が整って

いることなどをＰＲすることによりまして、住んで

みたいあるいは暮らしてみたいと思われるまちづく

りに一層努めていきたいと考えております。こうし

た取り組みを通じて、少しでも人口の減少が抑えら

れ、人口がふえるといった効果につながることを期

待もいたしているところでございます。それから、

少し余談になりますが、今、改築を進めております

教員住宅の改築工事の様子を、できれば少し細かく

ホームページなどでＰＲ、紹介して、それらを通じ

て、それを見ていただく人に関心を持っていただけ

るような取り組みなど、工夫もいろいろ図ってまい

りたいと考えているところであります。 

 次に、２点目の人口減少をどのような対策をもっ

て解決していくのかという、大変大きな問題点の質

問でございますが、今年度、平成23年第１回市議会

定例会の市政方針の中でも申し上げておりますとお

り、本市は少子高齢化と人口減少が進みましたこと

に伴いまして、地域経済や産業の停滞、そして雇用

情勢の悪化、中心市街地の空洞化など、現在さまざ

まな問題に直面いたしております。この人口減少傾

向は、むろん全国的に進行いたしておりますし、今

後もこうした傾向が容易にとまるという状況にはな

いものと思われますけれども、10年後、20年後を展

望したときに、やはりこの時点から真剣に人口減少

傾向に少しでも歯どめをかけていくということが、

本市の将来にとって大変重要な課題であると、真剣

にそう考えているところでございます。ただ、本市

の近年におけます人口動態を見てみますと、人口動

態には自然動態と社会動態の二つあるわけですが、

その自然動態の部分、つまり亡くなる方と生まれて

こられる方の数の差が、年間200人前後ございます。

そして、社会動態ということになりますと、例えば

勤め人などは転勤したら後任者が大体来るので、そ

う差は出ないのでありますが、高校卒業などで、や

はりこの深川の地を出ていかれる方がおりまして、

そうした社会動態の変化ということで、こちらのほ

うは100人ぐらいの減少が生じるということで、合

計300人ぐらいは計上ベースで減るリスクを、ずっ

としょっているのが深川の町の現状ということでご

ざいます。こうした状況を踏まえまして、なるべく

そうした減少をなだらかにしていく、そうしたアプ

ローチを真剣にやっていくことが大事だろうと考え

ているところでございまして、幅広くいろいろな分

野で施策の推進をしていきたいと思っております。

そうした考えから、今年度より、予算の考え方とし

て、人口経済対策というものを市政の重要な政策課

題と位置づけまして、例えば保育所の保育料や乳幼

児医療にかかる医療費負担の軽減のための支援の一

層の拡充など、子育て支援対策の充実といったこと、

それからまた就労の場の確保、拡充のためのいろい

ろな産業振興施策、それから中心市街地の活性化対

策、そして先ほど申し上げた移住・定住対策のさら

なる推進など、非常に幅広くさまざま講じている施

策を横断的につなぎ合わせて連携させて、そうした

目的に進んでいきたいというか、目的達成のために

努力をしていきたいと考えているところでございま

す。 

 それから、３点目の未婚化対策についてでござい

ます。これは議員から、よく実態把握するために、
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例えばアンケートなどをやったらどうかというご提

言がございましたが、確かに人口減少の要因の一つ

に少子化というのが挙げられますし、少子化の原因

をたどれば、これは未婚化、晩婚化があるというこ

とが考えられております。そこで、生涯未婚率、一

生結婚されない、生涯未婚の方の率というのが、国

立社会保障人口問題研究所の人口統計資料によりま

すと、2005年では男性が15.96％、女性が7.25％、

生涯結婚されない方の割合となっております。特に、

男性については、この10年間で７ポイントも上昇し

ているという調査結果が出ておりまして、やはり未

婚化、晩婚化が著しく進展しているという状況が明

らかかと思います。そうした未婚化の背景には、さ

らに突き詰めれば、さまざまな社会経済情勢を受け

た将来不安のようなものもあろうかと思いますし、

また結婚観、結婚についての考えが変わってきてい

るのかと。その変わってきている理由というのは、

やはり個々人の価値観でありますとか人生観に根差

している部分も多々あろうかと思いますので、そう

いった事情をもろもろ考えますと、アンケートでど

こまでそれに迫れるのかというのは少し疑問という

か、なかなか手法としてなじまないのではないかと

いう思いを持っているところでございます。ただ、

市では既にこの少子化の要因である未婚化、晩婚化

の対策として、昨年度から、きのうも質問がありま

したけれども、少子化対策、出会い創出支援事業と

いうことで、そうした男女の出会いを後押しする事

業に力を入れて進め始めているところでございます

ので、何も手を打っていないということではないこ

とをご理解いただきたいと思います。 

 最後に、４点目の人口減少対策室の設置について

の質問がございましたが、人口減少対策、政策とい

うのは、本当にいろいろな福祉の政策から、職場を

確保する新しい働き場所をつくるといった産業政策

まで、実に幅広く施策を講じるべき問題というか、

政策分野でございまして、それぞれの関係する施策

が一つ一つ、少子化対策、人口減少対策にもつなが

るための施策展開を考えて、それぞれの施策をやっ

ていく。それらを総合的、横断的に組み合わせて効

果発現をねらっていくということが大事な手法とい

うか、考え方かと思っておりますので、今ご指摘の

ように、一つの部屋をつくって、そこにあらゆる決

定権限をというのは、およそ役所をそこに全部凝集

するぐらいのことでございますので、とてもそれは

できないというか、余りにも巨大で、そういう１点

だけで施策を行う室の設置というのは、現実には難

しいと考えているところでございます。しかし、あ

らゆる施策の組み合わせを通じてアプローチすると

いうことは大事でございますので、そのコーディネ

ーションというか、協調をしっかり役所の中でとれ

るような組織運営に、今後は万全を期して努めてい

きたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君） 今の答弁にありましたよう

に、空知管内では今、深川は上位に来ているという

ことですが、ぜひとも今後は空知管内といわず、北

海道で上位をねらっていけるようによろしくお願い

したいと思います。また、室に関しましては、なか

なか諸事情があり難しいという認識はいたしました

が、いろいろなところでいろいろな考えを取りまと

めていく上で、せめて大きな枠の室という形ではな

くても、それを取りまとめて提案していただけるよ

うな課というのが正しいのかわかりませんけれども、

そういった形で取りまとめしていただけるようなと

ころを、今後、設置に向けて検討していただければ

と思います。 

 次の６番目の質問に入りたいと思います。 

 生活保護家庭の現状についてであります。 

 最初に、深川市における生活保護家庭の実態につ

いて、その保護率についてですが、今現在の支給さ

れている実態を教えていただきたいと思います。ま

た、類似市との対比を教えていただくとともに、そ

の数字の差を深川市としてはどのように検証し、ど

のように受けとめているのかお聞かせいただきたい

と思います。 

 二つ目に、生活保護受給者の生活指導のあり方に

ついてですが、保護費受給後の受給者の生活実態に

市民から疑問を持たれることのないような指導を行

っているのでしょうか。例えば、遊興娯楽施設への

入場などはどのように指導を行っているのでしょう

か。そのほかの生活については、どのように指導し

ているのかお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） ただいまの生活保

護家庭の現状について、２点の質問をいただきまし

たので、お答えいたしたいと思います。 

 初めに、生活保護家庭の実態、その保護率につい
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てでありますが、北海道がまとめている生活保護速

報というのがございまして、その速報における平成

23年４月分の現状についてお答えしますと、全道の

保護率の平均は29.7パーミル。したがって、1,000

人当たり29.7人が保護を受けているということであ

ります。これに対して本市の保護率が19.3パーミル、

したがいまして人口1,000人当たり19.3人がいらっ

しゃるということになります。これは全道35市の中

で、保護率の低い順から数えて16番目、約中間に位

置するという現状になっております。それから、類

似市の状況についてでありますけれども、本市と同

程度の人口規模の市の保護人数、それと保護率を申

し上げますとパーミルは省略させていただきますが

士別市、276人で12.5、富良野市、332人で13.7、紋

別市、474人で19.1、留萌市、625人で25.2、美唄市、

828人で31.6という状況になっております。深川市

の場合は457人で、先ほど申しました19.3パーミル

ということであります。ですから、本市よりも高い

率のところもあれば、低いところもある。このこと

は、つまりは似通っている人口規模ではあっても、

やはりその町々の産業構造だとか、あるいは地域の

経済状況、そしてまた雇用環境などによっても、こ

の保護率というのは影響を受けるのでないかと私ど

もは受けとめております。 

 次に、２点目の生活保護受給者の生活指導のあり

方についてでございます。生活保護は、ご承知のと

おり、最低の生活を維持するための給付ということ

で、その費用はすべて国民の税金によって賄われて

いることから、被保護者におきましては、保護を受

ける権利があるとともに義務も課せられている。特

に、生活上の義務についてでございますけれども、

常に能力に応じた勤労に励みながら、あるいは支出

の節約を図り、さらには生活の維持向上に努めなけ

ればならないということになっておりまして、また

一方、保護する実施機関、我々市町村にとっては、

その被保護者に対して生活の維持や向上、またその

他保護の目的を達成できるように指導や指示をする

ということになっております。そこで、質問の遊興

娯楽施設への入場についてでございますけれども、

仮に支出の節約を図り、その他生活の維持向上に努

める義務を損ねるような場合があった場合には、や

はり我々は必要な指導、指示をしていかなければな

らないと考えております。また、市民等から被保護

者の生活態度等についての情報が寄せられる場合が

あります。中には誤報というものもあるのですけれ

ども、一定の調査のもとでその事実が確認された場

合には、やはり指導、指揮していくことになります。

いずれにしましても、国民だれもが最後のセーフテ

ィーネットとして活用できるように、この生活保護

制度について市民に理解をいただくとともに、被保

護者におきましては、進んでこの義務を果たされる

よう、私どもも引き続き理解を求め、指導してまい

りたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君） 貴重な税金ですので、今後

も市民の皆さんに誤解のされないような指導を続け

ていただければと思います。 

 続きまして、７番目の質問に入りたいと思います。 

 教育のあり方についてでありますが、昔は道立深

川西高等学校からも、現役で東京大学へ進まれた方

が何人もいたように認識していますが、現在はいか

がでしょうか。それでも、私はＰＴＡの副会長をや

った関係で、２年前の数字では、現役で２人、１浪

で１人の計３人の方が北海道大学へ進学された年も

ありますが、隣の市にある道立滝川高等学校と比べ

て、その年は北海道大学だけを見ると、深川西高の

ほうが生徒が多かった現状があります。しかし、そ

のことは余り広く皆さんにＰＲされていないように

認識していますが、いかがでしょうか。 

 そこで、一つ目の質問ですが、中学から高校への

進学についてですが、現状で北空知管内から卒業さ

れた生徒がどの程度市内の高校へ入学されているの

か教えていただきたいと思います。 

 二つ目の質問ですが、大学への進学を目的とする

特進科、特進コースの設置についてですが、ここ近

年の動向を見ると、全国的にこの科を設置している

学校がふえている傾向にあると思います。しかし、

残念ながら、公立高校では設置されていない実態も

認識していますが、少しでもほかの市町村の学校へ

生徒が流れないように、機会があれば設置へ向けて

要請していただけないでしょうか。 

 三つ目の質問ですが、中学校・高校の部活動の充

実と市内学校の部活活動情報の発信についてです。

ご存じのように、道立深川西高等学校は、数々の部

活動において全道大会へ出場したり、よく知られて

いることでは、バドミントンにおいては、残念なが

ら震災の影響で全国大会開催そのものが中止になっ

てしまいましたが、全国大会への出場を果たしてい
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ます。実際に、バドミントンをやりたいということ

で、わざわざ地方から深川の学校へ来ていただいて

いる生徒が何人もいるように聞いています。そこで、

中学校・高校の部活活動の充実をもっと図り、深川

の学校へ通ってもらえるようにという意味からも、

中学校からも高校同様に部活動を充実していき、中

学校・高校の部活動の活動状況などを、市外も含め、

もっと情報を発信していってはどうでしょうか。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 教育のあり方の１点目、

中学校から高校への進学についてお答えいたします。

平成23年３月に北空知管内の中学校を卒業した生徒

のうち、深川市内の高等学校、北海道深川西高等学

校及び北海道深川東高等学校の両校に進学した生徒

は193人で、両校への進学者数全体242人の約80％と

なっております。 

 次に、２点目の大学への進学を目的とする特進科

設置についてでありますが、質問にありましたよう

に、道内の公立高等学校において特進科を設置して

いるところがあるとは承知しておりませんが、北海

道教育委員会では、生徒たちの多様な学習ニーズへ

の対応やきめ細やかな指導が可能となるよう、全日

制普通科単位制高校や総合学校など新しいタイプの

高校づくりを行っているところであります。このよ

うな現状のもとで、市内の高校では、学力向上など

を目指して平日講習を開始するなど、生徒のニーズ

に合った取り組みを行っているところであります。

子供たちが進学する高校への保護者の関心は高いこ

とから、深川市教育委員会としましても、市内にあ

ります高校の取り組みについて情報を共有し、連携

を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の中学・高校の部活動充実と市内学

校の部活動状況、情報発信についてお答えいたしま

す。質問にありましたように、深川西高のバドミン

トン部のように、全国レベルで活躍する部活動が行

われていることはその学校の知名度を高めるもので

ありますし、また市民にとりましても、地元の学校

が活躍することは大変うれしいことであります。こ

うした高いレベルでの部活動をしたいと、市外の中

学校から進学してこられる生徒がいるなど、部活動

での活躍が魅力ある学校づくりにも寄与するものと

考えられます。このような部活動状況を、各校では

学校のホームページなど、さまざまな場面で情報発

信に努めておられるようですが、市教委としまして

も、学校と連携を図りながら、情報発信に努めてま

いりたいと考えております。また、部活動に中学生

や高校生が真剣に取り組むことは、生徒の成長、発

達や健全育成とともに、教育的見地からも、責任感

や連帯感の涵養などの効果があるものと考えられま

すので、今後とも充実した部活動が進められるよう、

各学校と十分連携を図ってまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君） 教育は今後もとても大事な

ことだと思いますので、いろいろな形でよろしくお

願いしたいと思います。 

 次に、８番目の質問に入りたいと思います。 

 市内保育園の現状についてですが、一つ目に、市

内の公立及び私立保育園の園児の状況についてです

が、現在どのような人数になっていますか。また、

移住・定住希望者がお子さんを預けたいときの入園

は可能なのでしょうか。教えていただきたいと思い

ます。 

 二つ目は、保育園への問い合わせ時の窓口の対応

についてですが、私がお聞きした話によると、現在、

市外に住んでおられる方なのですが、市役所の窓口

へ行き、お子さんを２人預けたいと相談に行った際

に、その方はお子さんが預けられれば、深川に永住

したいと言っておられたのですが、窓口の方には市

内にはあきがないとのことで、あっさりと無理です

といった対応だったそうです。これは深川市にとっ

て非常にマイナスなことではないでしょうか。例え

ば、あきが出るまで、大変だと思いますが、もし多

度志にあきがあるのであれば、そちらに預けていた

だいて、あきができればすぐに連絡をするなどとい

う対応はできないのでしょうか。また、そういう方

のために、市内に若干の余裕を持たせながらの受け

入れにしておくことは不可能なのでしょうか。お聞

かせいただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 市内保育園の現状

について、２点質問をいただきました。 

 まず、１点目の市内にある公立及び私立保育園の

園児の実態についてでありますけれども、直近の７

月１日現在での状況でお答え申し上げたいと思いま

すが、市内には公立保育園は三つございまして、こ
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の合計の定員が150人、これに対して入所児童が130

人となっております。それから、法人立の保育所が

六つございまして、この合計の定員が210人、これ

に対して入所児童が236人。合計して、九つの保育

園、保育所で合計の定員が360人で、７月１日現在

で366人と、入所率については101.7％になってござ

います。平成22年度から、国は待機児童の解消とい

うことで、保育園の施設、設備、それから職員配置

などに最低基準というのがあるのですが、これを満

たしている場合には、地域の実情に応じて定員を超

えた受け入れをしてもよいということにしました。

しかし、特に、この最低基準の中の職員配置にかか

わっては、その一つの例を申し上げますと、乳幼児

３人に対し１人の保育士が必要だと。１歳から３歳

までが６人いると、１人の保育士が必要だと。した

がいまして、この保育士を随時配置するということ

は、やはり雇用の関係から少し難しい部分があるの

が事実でございます。したがいまして、特に年齢の

低い児童の受け入れだとか、あるいは兄弟姉妹で同

時に入所を希望される場合、あるいは保育所を指定

して、ここに入りたいという場合には、希望に沿え

ない場合が生じてきますので、こういった場合には、

所管といたしましては現在入所が可能な保育所をお

知らせするとともに、毎年、年明け早々から新年度

の新規入所の申し込みが始まります。この申し込み

の時点であれば、比較的容易に希望する保育園に、

あるいは保育所に入れることなどを説明して、今、

対応させていただいているところであります。次に、

移住・定住を希望される方のお子さんの保育所利用

についてでありますが、保育所の入所決定をする場

合には、住民票を置く市町村が決定することになる

のですが、転入する前に、本市の保育所に入所決定

をすることはできません。したがいまして、転入と

同時に保育所を利用できるように、私どもとしては

事前に入りたい、希望している保育所で相談や見学

をしていただくことは問題ありませんので、こうい

ったことは可能であることを説明して、そのような

対応を今させていただいているところであります。 

 次に、２点目の保育所への問い合わせ時の窓口対

応についてであります。議員の質問の中にも一つの

例をお示しながら、質問をいただきました。希望す

る保育所に入所できなかった場合の対応につきまし

ては、現在ここは入所できないけれども、他の保育

所であれば入れる可能性がありますと、入ることが

できますということをお伝えしながら、そういう対

応に心がけているところであります。このことに限

らず、保育所入所にかかわる全体的な保育サービス

にかかわっても、保育所を利用する側の立場に立っ

た懇切丁寧な、あるいはわかりやすい対応に今後も

努めてまいります。それから、もう一点、移住・定

住される方のための若干余裕を持たせた受け入れと

いうことであります。先ほど申しましたように、保

育士の配置の関係から、実現がなかなか難しい部分

があります。しかし、先ほど市長の答弁にもありま

したけれども、今、地域振興課で移住・定住の関係

の業務を担当しております。したがいまして、もし

市外から移りたい方に子供がいて入所したいのだと

いうことがあれば、すぐにそこから社会福祉課児童

家庭係に連絡をいただきまして、そしてそれをまた

オウム返しに地域振興課に伝えるのではなく、直接

その方たちにお伝えするような丁寧な対応に努めて

まいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君） 諸般の事情、いろいろな事

情があることはよく理解しました。ただ、移住・定

住という意味では、市外から来られる方というのは、

深川市にとっては非常にいい話だと思いますので、

ぜひ逃すことのないように、今後いろいろな面から

努力していただければと思います。 

 次に、９番目、最後の質問に入りたいと思います。 

 市役所庁舎の喫煙場所についてであります。 

 一つ目は、喫煙場所についてですが、現在の場所

では、まず周囲からの見た目も非常に悪いし、雨降

りとか冬場においても利用者が利用しやすい環境だ

とはどうしても思えないのですが、いかがでしょう

か。例えば周囲を囲うなりということはできないの

でしょうか。もちろん利用者は職員だけではなく、

一般の市民の方も利用すると思いますので、お聞き

いたしたいと思います。 

 二つ目は、喫煙場所の増設であります。現在の場

所１カ所では、例えば庁舎の端からだと、移動を含

めて結構な時間がかかると思います。健康増進法の

中でも、室内での喫煙に対して、受動喫煙という意

味で規制されておりますので、室外であればその限

りではないように私は認識しておりますので、ぜひ

とも喫煙場所の増設、環境という観点からも、周囲

から目立たないような場所、また悪天候の際でも利

用しやすいところの設置に向けて検討していただき
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たいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市役所庁舎の喫煙

場所について２点の質問をいただきましたけれども、

関連がありますので一括してお答えいたします。 

 本市の本庁舎の喫煙場所につきましては、健康増

進法に基づく受動喫煙防止対策として、労働安全衛

生法により職員の危険、健康障害を防止することな

どを審議するために設置されております深川市職員

安全衛生委員会という組織がございますけれども、

ここにおいて数回にわたって協議を重ねてきており

ます。その上で、昨年５月６日より、本庁舎施設内

を全面禁煙としたということもございまして、喫煙

する来庁者及び職員に対して、それまで庁舎内に３

カ所あった喫煙室の代替となる当面の喫煙場所とし

て、東庁舎北側の自転車置き場に隣接する場所を定

めたということでございます。そのような経過で設

置した喫煙場所ということでございますので、議員

ご指摘のとおり、さまざまな問題があるということ

を私たちも認識しているところでございまして、引

き続き検討が必要であるとは考えております。それ

ら検討を進めるに当たりまして、利用者の利便性で

あるとか時間的な観点、それから安全面や環境面な

ども含めまして、改めまして深川市職員安全衛生委

員会にも諮りながら検討を重ねてまいりたいと考え

ております。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君） 元愛煙家としまして、次の

時間の活力になると思いますので、ぜひともストレ

ス解消という意味でも、近くに設けていただければ

と思います。今後、検討していただきたいと思いま

す。 

 以上で私の一般質問を終わらせていただきます。 

〇議長（長野 勉君） 髙橋議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時０６分 休 憩） 

                      

（午前１１時２０分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、宮澤議員。 

〔宮澤議員、質問席へ〕 

〇２番（宮澤孝司君） 私は商店街の一員として、

ここ数年、商店街事業にかかわってまいりましたが、

現状は非常に厳しい状況です。現場に携わる商店街

の一人として、多くの方々にご支援いただき、この

場に立たせていただいたことに感謝しております。

地域で生まれ育った人間として、地域の方々に愛さ

れるまちづくりに取り組むことが、私の使命と考え

ております。これからは商店街の課題を中心に、他

の分野についての勉強も怠らず、広く市民の方々の

ために活動してまいります。 

 今回、私は二つの制度について、関連した質問を

させていただきます。事業の認定を受けるには、高

いハードルを越えなければなりません。市民が国の

補助を受ける上でのパイプ役として、行政の役割は

重要です。深川市の基盤産業である農業を生かし、

住民ニーズを生かした地域の活性化を考える上でも、

積極的に新しいシステムに取り組んでいただけるこ

とを期待しております。 

 それでは、通告に従いまして質問させていただき

ます。 

 初めに、地域商店街活性化法についてお伺いいた

します。 

 今日、北海道経済は異常気象による農業被害や長

く続く景気の低迷により、多くの企業が厳しい経営

を余儀なくされております。全国の商店街の状況を

踏まえた国の政策は、郊外型、大手量販店の影響で

衰退した商店街の見直しであります。少子高齢化社

会に対応すべき地域コミュニティーの場としての商

店街再生です。 

 かつて商店街は、地域での密接な人間関係をつく

り、商品の販売、提供をするとともに、さまざまな

イベントを通し、地域コミュニティーの担い手とし

ての役割を担ってまいりました。しかし、景気の悪

化とともに、個店の売り上げ低下による閉店、後継

者不在による廃業等が地方商店街の現状であります。

地域における商店街が担う役割への期待感は、今後

さらに高まっていくことは間違いありません。商店

街組織や商店で、地域の要望、ニーズを完結するこ

とができない分野や事柄に対しては、商店街みずか

らが起点となって、必要な機能やサービスをつなぐ

ネットワークにより、地域生活者にこたえていくこ

とが求められていくのではないでしょうか。具体的

には、福祉、介護、医療、交流等の分野において、
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医療機関、福祉系のＮＰＯや事業所、各種団体、行

政等の連携が必要となってまいります。地域生活者

の生活安全、安心で豊かな暮らしを支える商店街の

姿が明確に求められていくものと想像されます。こ

のような観点で、随時お伺いいたします。 

 この法律は一般の方々には余り知られていません

が、商店街問題に対応した最も重要な法律です。国

は、商店街が地域コミュニティーの担い手として地

域住民の生活の利便性を高め、地域と一体となって

コミュニティーづくりの促進や商店街の意欲ある人

材を育成確保することが緊急課題として、商店街の

活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の

促進に関する法律として制定されました。法の趣旨

は、ソフト事業も含めた商店街活動への支援の強化

です。地域への貢献として、高齢者への買い物サー

ビス、子育てに対する支援、地域の魅力発信として、

地域独自のイベントづくり、商店街ブランドの開発、

また支援策の内容は、補助金額は平成23年度予算で

20億円、補助率最大３分の２であります。また、税

制措置としては、土地等譲渡所得の1,500万円特別

控除による商店街内の遊休土地の譲渡を促進する。

これは空き店舗対策にされております。融資関連で

は、市町村による高度化融資の新設、小規模企業施

設導入無利子貸付などが概要です。法律施行後、２

年間で全国76の自治体が認定を受け、活性化に取り

組んでおります。北海道でも、ことし初めて帯広市

電信通り商店街振興組合が認定を受け、空き店舗を

バリアフリー化し、お年寄り、障がいのある方と協

働、共生する商店街をコンセプトに、何でも相談所、

子供広場、産直生鮮品販売所等の運営を始めました。

現在、全道では10カ所の自治体が認定を受け、協議

している状況です。 

 地域商店街活性化法の事例として、空き店舗利用

が多く、起業家育成のためのチャレンジショップ、

地域住民が集える触れ合いサロン、地元農産品の販

売の朝市、各店の魅力を高める一店一品運動、子育

て支援の託児サービススペース、地産地消による地

元農産品のブランド開発販売のためのアンテナショ

ップ、またイートインのできる飲食店、また省エネ

の観点から、街路灯のＬＥＤへの転換、地元高校、

大学との産学連携による共同開発商品の販売やイベ

ントづくり。一番多い取り組みとしては、高齢化社

会に対応するための買い物サービスです。深川市で

も年齢別の人口を見ると、65歳以上のいわゆる高齢

者と言われる方が約8,000人で、全体の約34％であ

ります。うち75歳以上の方が約4,200人で、全体の

約18％になっております。高齢者においては、車を

利用できない交通弱者となる確率が高く、買い物支

援が必要となります。商店街に出かけやすくするた

めのコミュニティバス、商店街が便利で楽しく買い

物ができるための個店の販促サービスの充実やイベ

ントの開催、商店街に出かけなくても買い物ができ

るための御用聞きや宅配サービス、さらには出張販

売への取り組みが必要とされています。 

 深川市商店街振興組合連合会では、深川市の現状

を踏まえた上で、昨年は道から商店街等連携活性化

推進事業の事業委託を受け、空き店舗利用によるさ

まざまな取り組みを行ってまいりました。これから

は、地域商店街活性化法の認定を受け、さらに地域

ニーズに基づいた企画や調査データも参考に、深川

市に合った内容のシステムづくりに取り組んでいく

ことと認識しております。高齢化社会に対応した空

き店舗を利用した休憩施設、買い物サービス、商店

街と医療機関との連携を生かした高齢者向け健康サ

ービスの充実、コミュニティバスの運営など、深川

市商店街振興組合連合会では、北海道経済局の指導

のもと、道並びに北海道商店街振興組合連合会の協

力を得て、制度認定に向けて一丸となり、調査、企

画、検討をしていくものと考えます。しかし、深川

市商店街振興組合連合会単独での認定は困難なため、

行政の協力が不可欠です。 

 そこでお伺いいたします。まず、深川市の地域商

店街活性化法についての取り組みについてお伺いい

たします。 

 ２番目は割愛します。 

 続いて、３番目、今後の商店街との連携について

どのように考えておられるかお聞かせください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 地域商店街

活性化法につきまして、２点について質問いただき

ましたので、一括してお答え申し上げます。 

 地域商店街活性化法の趣旨、内容につきましては、

議員から詳細に触れていただきましたとおり、この

法律による取り組みは、商店街の皆さんがみずから

が地域のさまざまな課題の解決や地域の潜在的な需

要にこたえる、商店街ならではの取り組みを通じま

して商店街の活性化を図ろうとするものであり、国
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はそうした地域コミュニティーの担い手となる商店

街に対しまして、質問にありましたように手厚い支

援策を講じるというものであります。また、この法

律に基づき、計画認定の取得可能な商店街は、本市

の場合は共栄、銀座、中央、日の出の各商店街振興

組合か、これらで組織する、今ほど質問にございま

したが、深川市商店街振興組合連合会の５団体とな

りますが、認定申請に当たりましては、地域需要の

実態の把握や想定される事業の具体的内容とその効

果において、事業の新規性や実施方法の創意工夫が

問われるなど、計画主体であります商店街組織の合

意形成とあわせまして、具体的なことをまとめてい

くことが必要となるものであります。その点におき

ましては、今ほどお聞かせいただきましたように、

深川市商店街振興組合連合会は、これまでさまざま

な取り組みの実績を踏まえた、少子高齢化を見据え

た市民の利便の確保や空き店舗を活用した地域のに

ぎわいづくりなど、本市にとって直面する重要な課

題の解決に向けて、具体的な取り組みをお考えであ

ることは、市民との協働を進める本市の基本姿勢か

らも、その実現に大きく期待をいたすところであり

ます。市といたしましては、商店街の皆さんのこう

した取り組みに対して連携いたしまして、可能な限

りの支援を行ってまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 宮澤議員。 

〇２番（宮澤孝司君） 次の空き地空き店舗活性化

事業助成制度につきましては、昨日の田中昌幸議員

の質問への答弁により、制度についての現状と今後

について理解しましたので割愛いたします。 

 次に、まちづくりに特化した部署の新設について

お伺いいたします。 

 全国の自治体では、今までの中心市街地活性化法

や新しい地域商店街活性化法の取り組みに向けて、

まちづくり推進室を設置しております。現状は、財

政難の中、人員削減、職員の給与カットが当たり前

の状況で、部署の新設は論外とされております。し

かし、このような量的な対処では、質の向上にはな

かなかつながりません。対人関係を大切にする行政

サービスのあり方を考え直すべきだと思います。私

の考えるまちづくり専任部署とは、腰を据え、中心

市街地の活性化を実現する、そのためには町の中に

入り込み、地域住民の方々と顔の見える関係をつく

り、地域の意見を取り入れ、国の政策と照らし合わ

せた、深川市の中心街に合わせたシステムづくりに

取り組む部署です。深川市中心街に、今、必要とさ

れるシステムづくりを考えた上でも、商店街、商工

会議所との関係協力のもと、市民の声を地域に生か

せる部署の新設が必要と考えます。部署の新設に向

けてのお考えをお聞かせください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 宮澤議員のまちづくり専任

部署の設置についてのお尋ねにお答え申し上げたい

と思います。 

 行政における組織や機構といったものにつきまし

ては、一般論でございますが、基本的にその時代の

流れや社会環境がそれぞれ変わっていく中で、求め

られる行政ニーズに的確にこたえて、その時々の情

勢に応じて、そうしたニーズにうまく的確にこたえ

ていけるように、なおかつ簡素で効率的な行政組織

をつくっていくということが必要なことと認識して

おります。ですから、不断のそういった努力が求め

られる話であると思っているところでございます。

そうした気持ちでこれまでも臨んできたところでご

ざいますが、私が平成19年に市長に就任させていた

だいて、その直後の４月に、本市の産業振興であり

ますとか地域振興、さまざまなまちづくりといった

ことの喫緊の課題に的確かつ迅速に対応できるよう

な新たな組織ということで、それまでになかった地

域振興課を立ち上げた、つくったわけでございます。

その地域振興課を置く部として、当然それは、当時

経済部と言っておりましたが、経済部の中にそれを

置くということにいたしまして、部の名前も経済部

から経済・地域振興部と改めさせてもらったところ

でございまして、今、宮澤議員がおっしゃったよう

な意味でのまちづくり、地域づくりの所管部署とし

て、その地域振興課というものを設置したと私の頭

の中ではなっているところでございます。そこで商

工業の活性化、それらを含む地域産業の振興やいろ

いろな働く場の創設などの課題に専門的に取り組む

セクションとして、繰り返しになりますが、地域振

興課をつくったという経緯を踏まえ、ぜひその課を

中心にそうした仕事をしっかりやっていき、成果も

上げていきたいと考えているところでございます。

そういう次第でございますので、宮澤議員が今おっ

しゃったように、新たにそういうまちづくり専任部

署の設置ということは当面考えていないところでご

ざいます。ただ、一般論とも関連しますが、常に行
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政の組織というものは、時代の要請にあわせて役割

を果たしていけているのかどうかという不断の見直

しはしていこうと、いかねばならないと思っており

まして、現に今、申し上げたように、経済・地域振

興部には地域振興課と商工労働観光課と農政課とい

う三つの課がございますが、それらがやはりいろい

ろな仕事をたくさんやっている関係で、いろいろふ

くそうしている部分もどうしても出てまいります。

いろいろと新しいことを次々やっていきます。そう

いう意味合いもありますので、議員がご指摘のよう

な問題意識にも的確にこたえるべく、それぞれの担

当部間の、それぞれ所管している仕事の配分なりあ

り方なりについては、よく調整して改善が可能であ

ればその方向で取り組んでいきたいと考えていると

ころでございます。 

〇議長（長野 勉君） 宮澤議員。 

〇２番（宮澤孝司君） 次に、農商工連携による特

産品づくりについてお聞きします。 

 平成20年に農商工連携促進法が施行されました。

農業者と商業者が通常の商取引関係を超え、お互い

の強みを生かし、新商品の開発、生産、販売を行う

仕組みです。地元農産物を利用したブランド品づく

り、市民のアイデアを生かし、企業家を育てる上で

の必要な制度です。行政からの情報提供やサポート

体制の中から、１人でも多くの深川ブランドを生み

出す体制が求められます。新しい特産品製造にあわ

せて、これらを広く流通に乗せることが大切です。

現在、北海道商店街振興組合連合会では、地域物産

交流事業として、商店街間連携による各地域の物産

販売を企画し、深川市商店街振興組合連合会も参加

の予定と伺っております。この事業は、大手量販が

得意とする経済合理性とは異なる分野で、規格共通

性ができないために、大規模な流通チェーンに乗ら

ない個性的な商品、サービス、地域の方々の経験や

知識に裏づけされた付加価値や、地域特産品を生か

したローカルな事業取り組みの推進です。昨年、北

海道商店街振興組合連合会女性部の全道大会では、

深川市の物産ＰＲが行われ、シードル、黒米シフォ

ンケーキなどが出品されました。中でも、黒米きた

のむらさきの試食が行われ、その後、札幌市石山商

店街の朝市では、黒米の販売がされたと聞いており

ます。また、東京都内の商店街では、広域地域連携

による取り組みとして、イベントや空き店舗を利用

したアンテナショップで全国の物産販売が盛んに企

画されております。売り手の商店街では、お客様に

喜んでいただける商品が欲しいと考え、また、つく

り手の生産者は、自慢の特産品を一人でも多くの人

に食べてもらいたいと考え、両者の思いが形になっ

たケースです。アンテナショップでは、物産品の納

品だけではなく、生産者や地元の方が商店街に出向

き、試食会や地域の伝統芸能を披露するなどのＰＲ

活動も盛んに行われ、住民交流の場となっていると

仄聞いたしております。深川市商店街振興組合連合

会では、地元物産品を全道、全国に発信する窓口と

して、北海道商店街振興組合連合会の支援のもとに

積極的に取り組むことと認識しております。 

 深川市での農商工連携による新しいシステムづく

りについてお聞かせください。 

 まず、現状の取り組みについてです。私はここで

ものづくり産業活性化補助事業について触れる予定

でしたが、ものづくり産業活性化補助事業につきま

しては、昨日の小田議員の質問への答弁により、深

川市独自の取り組み、現状について理解しましたの

で割愛いたします。今後は、国の助成制度との相互

活用も視野に入れ、より大きな事業展開となること

を期待します。 

 それでは、２の今後の展開についてお聞かせくだ

さい。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 農商工連携

による特産品開発についての２点目、今後の展開に

ついてお答え申し上げます。 

 地元食材を活用して特産品を開発、商品化するこ

とは、本市経済の活性化に広く寄与するものと認識

しているところであります。昨日の小田議員の質問

の中でお答えさせていただきました、ものづくり産

業活性化補助事業にありましては、道産食材を使用

した飲食料品を提供する事業者の皆さんを応援する

ため、新製品等の開発やＰＲ活動に対し、経費の一

部を補助するものであります。ＰＲ経費については、

アドバイスをいただく専門家への謝金、北海道外へ

の営業活動や展示会出展にかかわる費用、パンフレ

ット、チラシの印刷費など、幅広く対象としており

ます。開発、商品化された製品を広く流通販売して

いくことは、議員ご指摘のとおり、大変重要なこと

と認識してございます。今後につきましては、本市

独自の補助事業を活用いただきながら、商品を販売
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する商業者の方も特産品開発にかかわり、農産物を

生産される方や商品を製造される方たちとともに、

新たな特産品が開発されることを期待しているとこ

ろであり、市といたしましても、可能な限り支援し

ていきたいと考えてございます。 

〇議長（長野 勉君） 宮澤議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休 憩） 

                      

（午後 ０時５９分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、楠議員。 

〔楠議員、質問席へ〕 

〇７番（楠 理智子君） まずは、いまだ復興の兆

しが見えない東日本大震災で被災された方にお見舞

いを申し上げますとともに、きのう深川におきまし

ても大変暑くて、私も汗だくで皆さんの一般質問を

聞いていたわけなのですが、被災地の方はなお一層

暑い思いをされているのではないかと思います。ま

た、福島第一原発の事故で放射能汚染の危険にさら

されている地域の方々は、窓もあけられない、外出

も控えざるを得ないというような大変な思いをして

いるのではないかと思いながら、通告に従いまして

一般質問したいと思います。 

 まず１点目は、男女平等参画についてです。 

 国の第３次男女共同参画基本計画の基本的な考え

方に、「多様な生き方を尊重し、すべての人が職場、

地域、家庭などあらゆる場面で活躍できる社会にす

るため、男女共同参画計画を推進する。すべての人

が安全で安心に暮らせる社会にするため、男女共同

参画の視点を重視した雇用・セーフティーネットを

推進する。男女共同参画の実現を加速するために、

積極的に意識改革、制度改革をする」と書かれてお

ります。一方で、平成23年６月21日に2011年版の男

女共同参画白書が閣議決定されたとの報道もありま

した。その白書の中で、下院または一院制の女性議

員の比率が世界で一番高かったのは、アフリカのル

ワンダで56.3％、スウェーデンが45％と、高い比率

を占めております。しかし、日本では11.3％で、世

界の121位です。経済分野でも日本の経済進出は低

迷しておりますが、上場企業約3,000社の中で女性

役員の占める割合は1.2％とありました。 

 深川市議会においても女性議員が少ないこともあ

りますが、委員会、審議会の委員も全般的に少なく、

雇用の場でも、平成21年度版深川市の労働基本調書

の中で、常用労働者の状況では、男性の勤続年数が

10年から19年なのに対しまして、女性の勤続年数は

１年から４年が最も多くなっている状況です。パー

ト労働者も、男性が227人、女性が831人と、パート

労働では女性が圧倒的に多い状況にありました。女

性の社会進出、参画ができる状況にはまだまだ遠い

のではないかと感じております。 

 そこで、お伺いいたします。 

 １点目としまして、深川市における男女共同参画

計画の策定についてです。３月の予算委員会で質疑

しました中で、「深川市は平成24年度からの実施計

画を作成していきたい。そのために市民からの意見

を聞くため、男女共同参画懇話会の設置、市民意識

のアンケート調査を実施したい」とありましたので、

その状況をお伺いいたします。 

 ２点目としまして、男女平等意識の啓蒙・啓発に

ついてです。女性の社会参画が求められていますが、

まだまだ不十分です。女性が当たり前に働き続けら

れる、男女平等の視点に立った意識の改革を男女と

もに持てる条件づくりのためにも、啓蒙・啓発の取

り組み強化が必要です。市の考えをお伺いいたしま

す。 

 ３点目といたしまして、男女平等参画条例の制定

についてです。条例の制定は、一定の責務を果たす

ので、市民の理解が必要と聞いておりますが、女性

の社会進出づくりのためには急務と考えます。また、

責務を求めることは、男女平等、共同意識を持ち、

実践していくためにも必要と考えますので、市の考

えをお伺いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの３点にわたる質

問についてお答え申し上げたいと思います。 

 初めに、男女共同参画計画の策定の、言ってみれ

ば作業状況についてのお尋ねでございましたが、こ

の新たな深川市における男女共同参画計画の策定に

つきましては、昨年12月の市議会定例会での一般質

問の折にも申し上げましたし、また、ことし３月の

予算審査特別委員会の質疑の場でも、これは楠委員

からのお尋ねだったと覚えておりますが、その場で
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もお答えさせていただいておりますとおり、まず市

民の代表で組織する男女共同参画市民懇話会を設置

いたしますとともに、市民意識の変化などを把握す

るためのアンケート調査の実施、これらを行う中で

策定作業を進めていくということを、その折に申し

上げているところでございます。そこでまず、男女

共同参画市民懇話会についてでございますが、この

４月に入りましてから、関係する団体に委員の推薦

依頼を行いますとともに、２人については委員公募

を行っているところでございます。その結果、団体

より推薦を受けました委員８人と、それから公募で

応募がございました委員１人の９人のうち４人が女

性でございますが、この９人を深川市男女共同参画

市民懇話会委員として、５月23日に委嘱させていた

だき、その日に第１回目の会議を開催したところで

ございます。２回目以降の会議につきましては、今

後、必要な都度、開催させていただき、ご議論をち

ょうだいしていきたいと考えております。また、市

民アンケートについてでございますが、前回の計画

策定の折にも行いましたそのアンケート、このとき

は平成15年でございますが、この調査時点からどの

ように市民の意識が変化したのかなどを把握いたし

まして、それらを新たな計画に反映することを目的

に、若干前回より、質問項目を絞り込んだアンケー

トにいたしましたが、満20歳以上の市民の中から無

作為に抽出させていただいた男女それぞれ500人に、

合計1,000人ということになりますが、７月13日ま

でに回答していただくということで、去る６月29日

にアンケート用紙を発送いたしたところでございま

す。今後、回収いたしますアンケートを速やかに集

計いたしまして、男女共同参画推進本部に設置した

幹事会において分析の後、市民懇話会などへの報告

をさせていただき、新たな計画にそれらを反映して

まいりたいと考えているところでございまして、そ

ういった状況で作業を進めているということでござ

います。 

 それから２点目に、男女平等意識の啓蒙・啓発に

ついての考えについてお尋ねがございました。そこ

で政府、国の第３次男女共同参画基本計画の中でも、

我が国の男女共同参画の現状はまだ道半ばの状況に

ありとの総括というか、現状評価がされております。

そういったことで、国全体ではまだまだということ

であろうかと思いますが、本市におきましては、議

員の皆様方にもご出席いただいて、毎年男女共同参

画セミナーや男女共同参画フォーラムを開催いたし

ております。これらを通じて市民の方々への意識啓

発に努めてきておりますし、また深川市男女平等参

画推進協議会が立ち上がって活動しておりますが、

その協議会にも非常に地道な活動を行っていただい

ておりますことから、徐々に市民意識はよい方向に

変わってきているのではないかと考えております。

ちなみに、市議会、それから委員会などへの女性の

登用率といいましょうか、定員に占める女性委員の

割合は33％と、３割を超えているところに今は来て

いるところでございます。しかしながら、今、走っ

ている男女共同参画計画の現計画の中では、個々の

審議会等における女性の登用率の目標を40％と定め

ておりますので、やはりその目標に近づける努力な

どを初めとして、男女共同参画社会の実現に向けた

さらなる啓発活動が必要であると認識いたしており

まして、今後ともしかるべく努力をしてまいりたい

と考えております。 

 最後に、男女平等参画条例の制定についてお尋ね

がございました。これは言わずもがなでございます

が、条例制定ということになりますと、やはりこれ

は一定の法規範ということでございますので、そこ

で規定される市民や事業者に対して一定のそうした

法的な責務を課していくということになるわけでご

ざいます。その前提として当然十分な市民の皆様方

の理解とご協力が必要になる。そういった前提が必

要だということであろうかと思いますが、現状では

率直に申し上げたところ、まだそういった面で十分

な状況には至っていないものと認識いたしておりま

して、当面はやはり前段申し上げた啓発活動などの

充実に一層努めていくことが必要であると考えてい

るところでございます。ただ、今申し上げたように、

今般、男女共同参画市民懇話会、有識者９人に集ま

っていただいて、いろいろとご議論いただく場をつ

くりましたので、そういった場などで条例制定の必

要性といったことなどについても議論はしていただ

いて、そういったところでの議論も聞きながら、所

要の対応を考えていきたいと思っているところござ

います。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） 男女共同参画につきまし

ては、啓蒙・啓発の強化と条例の早期制定を求めま

して、次の質問に移らせていただきます。 

 次は、健康づくりについてです。 



 - 150 -

 広報ふかがわ６月号の中で、健康ふかがわ21が計

画を作成してから５年が経過したことから中間評価

として見直しを行いましたとありました。見直した

中で、今後５年間の重点的な取り組みとして、一定

の改善はありましたが、課題の多かった栄養、運動

について重点的に取り組むと書かれておりました。 

 元気で健康な生活をするためには、バランスのと

れた食生活が必要です。日本は食料の自給率が低い

と言われておりますが、日常的には食べ物があふれ

ており、栄養バランスに対し無関心になっているこ

ともあるのではないでしょうか。好きな食べ物を好

きなだけ食べる。甘い物を食べることに対して抵抗

感がないようにも見受けられます。３食規則正しい

食事をしていれば、甘い物などの間食は原則的には

必要ないのではないかと思います。また、野菜もし

っかりとることも必要ですが、魚、豆類だけでなく、

豚肉は例えばビタミンＢが含まれていますし、カル

シウムは牛乳からとるのが一番吸収しやすいとも聞

いておりますので、いろいろな食物をバランスよく

食べることが必要と考えますので、特に栄養につい

てお伺いいたします。 

 １番目といたしまして、栄養バランスのとれた食

事についてです。健康ふかがわ21のアンケートで、

バランスのよい食事をしている割合が、男性が７％

から13％へと少し改善されておりますが、女性は

22.1％から19％へと減少していると書かれておりま

した。男性は改善がされたとはいえ、バランスのと

れた食事とはほど遠い状況にあると言えます。また、

女性の飲酒が大幅にと言ってよいほど、飲んでいる

方はそれほど割合的には多くないのかもしれません

が、比率的に言うと大幅に悪化している状況です。

このままでいくと生活習慣病へとつながり、医療費

の増加へとつながるのではないかと考えますので、

改善のための取り組みをお伺いいたします。 

 ２点目といたしまして、高齢者の食生活について

です。高齢になってくるとあっさりした物を好み、

肉類は食べなくてもという傾向にあるのではないで

しょうか。元気な高齢者は野菜だけでなく、肉や野

菜もしっかり食べております。バランスのよい栄養

を考えた食事は高齢になっても必要です。介護予防

にもつながりますので、市としても取り組まれてい

ると思いますが、高齢者に対する取り組みもあわせ

てお伺いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 健康づくりに関し

まして、食生活の観点から２点の質問をいただきま

したのでお答えしたいと思います。 

 最初に、栄養バランスのとれた食事についてであ

ります。体のみならず、心も含めて、心身の健康づ

くり、あるいは昨日も小田議員から質問がありまし

たけれども、生活習慣病を予防する意味からも、年

代に関係なくバランスのよい食事をとるということ

はやはり健康づくりには非常に大切なことだと私ど

もも考えております。健康づくり21の中間評価を見

直す際に当たって、市民の食生活に関するアンケー

ト調査を実施しているのですけれども、この中で、

主食であるご飯からは炭水化物をきちんととってい

る。それから、副食であるお魚だとかお肉などから

もたんぱく質、脂質もある程度とっているという摂

取状況が確認できたのですが、ビタミン類あるいは

ミネラルを含んでいる野菜の摂取状況がやはり不足

している傾向ということがわかってきまして、平成

18年当時に作成したこの計画とほぼ変わらないとい

うことから、私どもとしては、この後期計画の健康

ふかがわ21の中に、やはり重点項目の一つとしてこ

の栄養を取り入れて、継続してここをしっかりと対

応していこうとしたところであります。これまでの

具体的な取り組み内容でありますけれども、マタニ

ティサロン、これは妊婦を対象とした事業でありま

す。それから、ヘルシーマザーズクラブ、これは結

婚して子供を持って、子育て中の母親を対象とした

事業、さらにはウエストスリムセミナー事業という

のがありまして、これは特定健診で異常と判断され

た方たちに対していろいろと指導していくという、

こういったいろいろな事業の中で、調理実習やレシ

ピの配布などによって、野菜を含めた食材などを使

って調理する方法、あるいは食品の適量をお示しす

るなどを行っておりまして、またあわせて健康教室、

健康相談を通じて、栄養バランスのとれた食事の重

要性について、この周知を図っているところであり

ます。さらに、今回、後期計画ができたということ

で、この後期計画のスタートにふさわしいというこ

とで６月28日、食から始まる健康づくりと題しまし

て、講演会を実施したところであります。楠議員も

ご参加されていたように記憶しておりますけれども、

この中で、主食、主菜、副菜、これがそろうと栄養

バランスがとれるという具体的な食べ物を示しまし
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て、また１日に摂取する野菜の必要量、これは350

グラムなのですが、両手を合わせて山盛り盛った量

が１日摂取に必要な野菜の量、350グラムになるの

ですが、そういうことも実際に来た方にお渡ししま

して、お示ししながら実感していただく企画を立て

て実施したところであります。この講演会は市民に

も非常に好評だったと私は思うのですけれども、今

後も、具体的に目で見て、そして栄養バランスがわ

かる、理解できるような、そういった事業の取り組

みにも努めてまいりたいと考えております。それか

ら、女性の飲酒についてでございますけれども、同

じくアンケート調査の結果では、20歳代から60歳ま

での、肝臓を休ませるといういわゆる休肝日のある

割合が非常に低下しているということがわかりまし

た。そこで、女性は男性よりも、どちらかというと

アルコール依存になりやすい傾向があるということ、

あるいは睡眠にもやはり影響を及ぼすということか

ら、市民の方々の食事やアルコールの摂取状況をよ

り改善していけるように、健康教室などの取り組み

の中で、アルコールによる健康障害についてもあわ

せて周知を図るなど、今後取り組みをしていきたい

と考えております。 

 それから、二つ目の高齢者の食生活についてであ

りますが、高齢者にとってもやはり、当然、栄養バ

ランスのとれた食事は健康づくりという側面からだ

けではなくて、議員の質問の中にもありましたけれ

ども、これは介護の予防を図る点からも非常に重要

なものと我々は考えております。嗜好としては確か

に年をとれば、あっさりしたものに偏る傾向はあり

ますが、やはり大事なのは食事のバランスがとれて

いること、適量をとることではないかと思っており

ます。さらに、後期高齢期に入りますと、そしゃく

能力、つまりかむ力だとか、嚥下能力、つまり飲み

込む、あるいは消化能力、これらがだんだんに衰え

ていく状況もあります。したがって、そのための調

理の方法も重要なポイントではないかと。この点に

ついても細かい配慮も必要になってくるのではない

かと考えております。このようなことから、市とし

ては、高齢期の特性をとらまえまして、老人クラブ

や地域の健康教室、あるいは高齢男性を対象とした

調理教室、さらには介護予防調理教室などを開催い

たしまして、これらの事業を通じ栄養のあるバラン

スのとれた食事はどういうものかということを例示

しながら、高齢者の食生活の向上に努めているとこ

ろであります。今、幾つかの事業を申しましたけれ

ども、特に高齢の男性を対象にした調理教室、これ

は男の食工房と銘打って平成15年から実施している

ものでありまして、ことしで９年目になります。平

成22年度の実績を調べてみますと、延べ168人の方

が参加している。しかもこの方たちの年齢が平均74

歳と、高齢であります。したがって、こういう方た

ちにやはり参加していただいて、調理の方法などを

知ることによって、さらに地域に戻って進めていく

ということも必要ということで考えております。も

う一つは、本市の高齢化が進んできています。４月、

５月、６月の状況を調べてみますと、やはりひとり

暮らしのお年寄りがどんどんふえてきて、今現在深

川市は1,170人前後で推移していると。したがって、

食事の準備が困難な高齢者もふえてくるのではない

か。そういった方々には、給食サービスの提供や民

間の食事宅配サービスの紹介などの事業を実施して

おりますので、今後もこれらの事業を継続しながら、

高齢者の食生活の向上に努めてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） 次の質問に移らせていた

だきます。 

 ３番目については、東日本大震災についてです。 

 ３月11日に起きた東日本大震災は発生から４カ月

が過ぎようとしていますが、復興はなかなか進んで

おりません。内閣府の６月２日現在の情報では、公

民館や学校での避難所生活をしている人は４万人を

超えているということです。福島第一原発事故の収

束のめどはいまだ立っておりません。手をつけるこ

ともできない状況にあります。原発事故はひとたび

起これば、収束に多大な時間と労力と資金がかかり

ます。収束しても、放射能汚染の被害は続きます。

また、放射能汚染の風評被害は福島だけではなく、

全国的な問題になっているといっても過言ではあり

ません。したがって、復興には長い時間がかかり、

長期的な復興計画が求められていると思いますので、

お伺いいたします。 

 まず１点目としまして、東日本大震災への支援に

ついてです。深川市は補正予算を組み支援しており、

被災した県への見舞金、被災者の受け入れのための

住宅整備用として補正予算を組んでおりますが、そ

の使用状況と今後のめどについてお伺いいたします。 

 ２点目といたしまして、継続した支援の取り組み
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についてです。深川市においても、消防職員の派遣

などを行ってきていると聞いていますが、被災地の

復興には長い時間がかかりますので、今後とも継続

した支援が必要と考えます。例えば、被災地の一つ

の町へ継続した支援をするという方法もあるのでは

ないかと思いますので、今後の人的支援のあり方を

含めてお伺いいたします。 

 ３点目は、深川市における防災対策についてです。

深川市における防災対策ですが、防災用品等の整備

については、きのうの太田議員の質問で理解しまし

たので、私からは、今、高齢化が進んでいる中で、

災害時における高齢者や障がいのある方も含めた対

応について、どのようになっているかお伺いいたし

ます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 東日本大震災につ

いてお答えいたします。 

 まず、１点目の東日本大震災の取り組み支援の関

係につきましては、本市といたしましてさまざまな

対策に要する経費として、総額2,000万円の補正予

算を計上させていただいているところでございます。

その支出状況を申し上げますと、まず被災された県

への見舞金といたしまして、特に被害の大きい岩手

県、宮城県及び福島県にそれぞれ150万円ずつ、合

計450万円を４月15日に送金いたしているところで

ございます。また、３月と４月の２回でございます

けれども、市民の方からお寄せいただきました救援

物資を被災地に送っておりますが、この運送料が約

16万円、さらに住宅支援対策として、市営住宅を初

めとして30戸の住宅を確保し、いつでもすぐ入居が

可能となるような体制をとるための経費といたしま

して、約27万円を支出しているところでございます。

今後の支出につきましてですが、一時避難及び長期

避難を希望する被災者の方の受け入れ支援を継続す

るということから、これに係る住宅の整備や家財道

具のレンタル料、また、さまざまな物資の購入等も

考えられますので、当分の間はそうした経費を臨機

応変に対応してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 ２点目に、継続した支援の取り組みということで、

職員の派遣についてでございます。本市の人的支援

につきましては、３月22日から３月27日まで、深川

地区消防組合職員３人でございますけれども、北海

道緊急消防救援隊の第４次派遣隊として宮城県石巻

市へ派遣しております。また、３月30日付でござい

ますが、全国市長会を窓口とした被災県市町村から

の職員の短期派遣の要請というものがございまして、

４月下旬から１カ月の間に延べ12人の派遣が可能で

あるということを市内部で協議いたしまして、全国

市長会に報告をいたしました。さらに、可能であれ

ば、救援物資を送付いたしました陸前高田市を派遣

希望先としたいということで回答いたしたところで

ございます。この全国市長会からの要請は673人で

ございましたけれども、全国から2,000人を超える

派遣が可能だという回答がありまして、その調整に

ついてはそれぞれ被災県にゆだねられるということ

になったということで、結果として本市に対する派

遣要請がなかったというところでございます。さら

に、６月10日付で、全国市長会を窓口といたしまし

て、今度は短期ではなく中長期の職員派遣の要請が

ございました。この場合について、当市としても短

期派遣と同様の考え方のもとで、一、二人程度の派

遣を考えてみようということで、各所管で十分に検

討してみたのですけれども、短期派遣と異なりまし

て、被災市町村からの行政職員の職種が非常に限定

されているというようなことがあったり、派遣要請

期間についてもほとんどが半年または１年というこ

とであったために、残念ながら各所管において派遣

可能だという状況を見出すことができませんでした

ので、中長期の職員派遣は困難であるということで

回答させていただいたところでございます。議員か

ら被災地の一つの町への継続した支援というお話を

いただきました。被災地の復興には相当長い時間が

かかりますので、確かに継続して一つの町を支援す

ることは非常に効果的であるということは十分理解

いたしますけれども、この場合はあくまでも被災市

町村からの要請に基づいて、どういった支援が可能

であるのかと。これは全国的な調整も必要になると

いうことでございますので、当市のような職員数規

模の市町村において単独で長期にわたって派遣する

ことについては、現実的に非常に難しい面があるの

ではないかと考えているところでございます。 

 次に、３点目の深川市の防災対策にかかわりまし

て、高齢者及び障がいのある方、または小さなお子

様も含めてもいいと思うのですけれども、いわゆる

災害時の要援護者についての対応ということでござ

います。これについては、特別な配慮が必要だとい
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う認識をしているところでございます。そのため、

あらかじめ災害情報の伝達体制を確保し、円滑かつ

迅速に避難するための支援体制を定めた個別避難支

援、見守りプランの策定ということで、介護福祉課

が中心になりましていろいろ進めておりまして、こ

のことについては社会福祉協議会に委託し、その中

で民生児童委員の皆様や各地区の町内会長さんなど

のご協力をいただきながら取り組んでいるという状

況にございます。現在、このプランについてはまだ

完成に至っているわけではございませんけれども、

これらの情報をもとに、地域の方々が対象となる高

齢者や障がいのある方などのお世話をすることとい

うことですので、非常に有効なもの、有用なものと

考えているところでございます。このプランの早期

の完成と効果的な運用ができますように努めてまい

りたいと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） 東日本大震災について、

１点再質問したいと思います。 

 １点目で、補正予算の総額が2,000万円というこ

とで、３月の補正予算のところでも言われておりま

したが、今、答弁を聞きますと、現在使われている

のは、500万円ぐらいではないかと思うのです。そ

ういう中で、主に見舞金のほかは住宅等の支援に使

われているようなのですが、先ほどの答弁の中でも、

予算の執行につきましては臨機応変な対応をという

ことで言われていましたが、被災者待ちということ

ではなくて、もっと積極的に取り組んでアプローチ

していって、さらに追加予算を組むぐらいの心構え

があってもいいのではないかと思いますので、再度

お伺いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えい

たします。 

 予算の執行ということでございますが、2,000万

円ということで、第１回市議会定例会に議決いただ

いた内容でございます。この中で、450万円につい

ては寄附金ということで計上させていただいて、残

りは住宅の修繕でありますとか、さまざまな物資・

物品の購入ということで、これについては少し通常

の予算と違いまして、臨機応変な対応ができるよう

にという予算組みをしたつもりでございます。そこ

で、先ほどお答えいたしましたけれども、本来であ

れば職員の派遣をすればそれぐらいの経費もかかる

ということではございましたが、現状まだそのよう

な状況になっていないということで、このような執

行状況になっているものでございます。大事なこと

は、被災者にとって非常に重要なことを本市として

どのように考えていくかということでございますの

で、庁内に震災の被災地支援対策会議というものを

設けておりますので、この中で、本市として取り組

むべきいろいろな支援のあり方、ありようについて

協議する中で、このせっかくの大事な予算でござい

ますから、有効に活用するように努めてまいりたい

と考えております。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） ぜひ継続して強力な支援

を行っていただきたいと思います。 

 最後の質問に移ります。北空知中核病院としての

深川市立病院についてです。 

 深川市立病院は、北空知医療圏の中核病院として、

近隣の町からも診察に患者が来ていることもありま

すが、第１次医療、第２次医療としての救急医療体

制の充実のため、近隣町の協力体制が求められてい

るのではないでしょうか。また、深川市だけではな

く、全国的に医師不足が大きな問題となっておりま

す。深川市立病院においては内科医師の減少もあり

ますが、整形外科の常勤の医師が平成22年４月より

ゼロの状態で、入院する場合には滝川や旭川の病院

へ行かなくてはいけないので、不便な思いをしてい

ると町の声も聞こえてきます。市としての対応も必

要と考えますので、お伺いいたします。 

 １点目といたしまして、休日の救急医療体制につ

いてです。平成22年10月より、休日の昼間の救急医

療を深川医師会の協力で開業医が市立病院へ出向い

て診療を行っており、市立病院の医師の負担の軽減

につながっていると聞いております。その状況と今

後の方向性、例えば夜間の診療についての支援等も

考えられているのかお伺いいたします。 

 ２点目といたしまして、北空知医療圏としての深

川市立病院への協力体制についてです。深川市立病

院は北空知の中核病院として位置づけられています。

救急患者は北空知近隣からも受け入れております。

救急体制を維持していくために医師の負担軽減や医

師確保が厳しい状況にあり、財政的にも大変な状況

と考えます。北空知近隣からの深川市立病院の利用

や救急医療体制を維持していくための負担等の協力
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についても必要ではないかと考えますので、どのよ

うになっているかお伺いいたします。また、救急医

療機関に対しての、国・道からの補助もあると思い

ますが、お伺いいたします。 

 ３点目といたしまして、医師の確保についてです。

地域医療を担うに当たっても医師の確保が重要です。

医師不足への根本的な問題は、国・道の問題でもあ

りますので、国・道への医師の適正配置等を求めて

いくべきと考えます。また、深川市としても深川市

立病院の医師確保のための取り組みを一層進めてい

かなければならないと考えますので、お伺いいたし

ます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君） 私からは、１

点目の休日、夜間の緊急医療体制についてのうち、

市立病院医師の負担軽減の状況について、２点目の

北空知医療圏としての深川市立病院への協力体制に

ついてのうち、北空知近隣町からの市立病院の利用

についてと、救急医療機関に対する国・道からの補

助について及び３点目の医師の確保についてお答え

いたします。 

 初めに、１点目の休日、夜間の緊急医療体制につ

いての市立病院医師の負担軽減の状況でありますが、

深川医師会を初めとする関係各位のご支援、ご協力

をいただき、昨年10月１日から、従来の日曜日に加

え祝日等も含めた新たな当番医体制がスタートした

ところであります。この新体制への移行により、平

成23年度では、年間71日の祝祭日や日曜日のうち、

市立病院におきましては、５月の連休と年末年始の

９日を除いた、62日のすべてを深川医師会から派遣

していただく医師により診療を行っていただける予

定となっており、市立病院医師の日直業務の負担は

大きく軽減されることとなり、関係各位に感謝いた

しているところであります。 

 次に、２点目の北空知医療圏としての深川市立病

院への協力体制についての、北空知近隣町からの市

立病院の利用についてでありますが、平成22年度で

申し上げますと、入院では患者数６万8,372人のう

ち、北空知及び幌加内町の方が２万1,698人、全体

の31.7％に、その他の市町村の方が4,613人、6.7％

となっており、外来では患者数14万2,196人のうち、

同様に北空知及び幌加内町の方が４万1,240人、

29.0％に、その他の市町村の方が5,448人、3.8％と

なっております。このほか、健診センターの利用に

おいては、各町の町民の方々の人間ドックや婦人科

検診の受診医療機関として、また各職場の職員健診

の受診医療機関として指定していただくなど、市立

病院の利用に向けた協力をいただいているところで

あります。また、救急医療機関に対する国・道から

の補助につきましては、医師など医療スタッフの待

機や空きベッドの確保など、救急医療の確保に必要

な経費に対し、国からは地方交付税を、道からは補

助金を受けており、平成22年度においては、国及び

道から、合わせて5,441万2,000円の財政支援を受け

たところであります。 

 次に、３点目の医師確保について答弁申し上げま

す。初めに、国・道へ医師の適正配置を求めること

についてでありますが、医師確保は地方の自治体病

院共通の最重要課題の一つでありますことから、関

係組織・団体を挙げて、あらゆる場面を通じて国・

道に対し継続的に要請行動を行っているところであ

ります。その一例を申し上げますと、深川市も構成

員となっております、全国及び全道の自治体病院開

設者協議会や、市長会を初め、空知地方総合開発期

成会などにおいて、都市に医師が集中していること

の是正や、医師が不足している地域での一定期間の

勤務の義務化など、地域医療の確保に向けた要請や

提言をまとめ、国や国会議員などに対しその実現を

強く求めているところであります。さらに、本年３

月末には北空知圏振興協議会として、北空知圏域の

中核拠点病院である深川市立病院の医師不足を解消

し、北空知の医療を確保していくため、北海道医療

対策協議会の会長である北海道知事に対し、深川市

立病院の医師の適正配置などを求める要望書を提出

したころであります。今後とも地域医療を守るため、

医師の適正配置などにつきまして、国・道の施策に

反映されるよう、関係機関等とも連携しながら粘り

強く要請してまいりたいと存じます。次に、深川市

としての市立病院の医師確保の取り組みについてで

ありますが、医師確保に向けましては、従来から市

と市立病院が連携を図りながら一体となって取り組

んできているところであります。今後におきまして

も、引き続き市長や病院長を中心に、それぞれの立

場で、また、あらゆる場面を通じて関係機関・団体

などへの働きかけを行うとともに、医師確保につな

がる情報の把握や提供に努めるなどしながら、その

ことが成果としてあらわれるよう最大限努力してま
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いります。なお、これらの取り組みの結果として、

このたび独自に常勤の内科医師１人を確保すること

ができ、７月１日から勤務いただいていることを申

し添えさせていただきます。 

〇議長（長野 勉君） 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 続きまして、私か

らは、１点目の休日・夜間の緊急医療体制について

の後段にあります今後の方向性について、それから

２点目の北空知医療圏としての深川市立病院の協力

体制についての中の救急医療体制に対する各町から

の負担等の協力について、関連がございますので一

括してお答えさせていただきたいと思います。 

 それで、休日・夜間の救急医療体制の確保対策と

夜間急病テレホンセンターのあり方につきましては、

これまで１市４町で組織する北空知圏振興協議会民

生部会において、現状だとか課題、問題点を洗い出

しながら協議を進めてきたところであります。最初

に、休日・夜間の救急医療体制の確保対策について

でありますけれども、昨年11月のこの民生部会にお

きまして、救急医療にかかわる各町からの考え方を

まとめていただき、そしてこれを持ち寄って協議し

た結果、今ほど川端部長の答弁にもありました、昨

年10月からスタートした新たな救急医療体制の状況

を見ながら、今後もコンビニ受診の抑制、医師確保

対策、さらには新たな救急医療体制を継続していく

ための経費の負担などについて、今後どのような形

で連携協力していくことができるかということを、

今後も継続して協議していくということが確認され

たところであります。また、夜間急病テレホンセン

ターのあり方につきましても、ことしからもう既に

動いておりまして、ことし４月に深川医師会の救急

部会、それから市立病院、そして私ども所管との間

で現状認識のための打ち合わせをさせていただきま

して、この中で夜間急病テレホンセンターの過去の

実績を基本に分析した結果、現在のテレホンセンタ

ーが有効に機能していないという点では一致してお

りまして、このことを踏まえて５月26日、本年度第

１回目の会合になりますけれども、北空知圏振興協

議会民生部会を開催しまして、この夜間急病テレホ

ンセンターを有効に活用するため、その見直しも含

めて協議を開始したところであります。第２回目の

会合につきましては、この議会が終了した後に開催

する予定であります。今後、この民生部会による、

北空知圏域の救急医療体制の確保策、それから深川

市立病院を中心とした地域医療を確保するための体

制づくりについて、具体的な連携協力体制について

議論がなされていくものと思っておりますので、議

員がご指摘されました点についても協議の一つにな

っていくものと考えております。したがいまして、

今後、協議内容について具体的になりましたら議会

などを通じてお伝えしていきたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員の一般質問を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後 １時４８分 休 憩） 

                      

（午後 １時５９分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、鶴岡議員。 

〔鶴岡議員、質問席へ〕 

〇11番（鶴岡恵司君） 公政クラブの鶴岡恵司でご

ざいます。このたびの市議会議員改選に伴い、多く

の市民にご支援賜り、初当選させていただきました。

皆様にご指導いただき、あすの深川市のあるべき姿

を求め、真摯に議員としての職務を遂行する決意で

あります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回の選挙戦を通じ、地元を中心に時間をかけて

隅から隅まで歩かせていただきました。そんな中で、

多くの市民にお会いしたわけでありますけれども、

いただいた言葉は私も意外でありましたが、生活環

境などの身近なことではなく、とにかく深川市を元

気にしてくれという言葉でありました。地元にこだ

わるわけではありませんけれども、深川のいろいろ

な問題を、私の地元納内では凝縮したような感じが

ありますので、地元の話をさせていただきます。私

の住む納内は、一昨年１月に大きな企業の倒産があ

りまして、地域とのかかわりを大切にする、文字ど

おり地域密着型の企業でありましたので、大きな衝

撃を受けたところであります。以後、人の行き交う

姿が見られなくなったところであります。そのこと

により、失業された方は、就労の場を求め奔走した

ところでありますが、当然、地元での再就職はごく

限られたもので、転出、転居された方も少なくない

状況であり、想像以上に高齢化世帯が多く感じられ

ました。また、その中でも、おひとりで暮らしてお

られる方が非常に目についたわけであります。また、
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空き家も点在しているところであります。そんな中

で、自身のことより深川の先行きを案じ、深川を元

気にしてくれ、そんな言葉に深川に対する強い郷土

愛を感じた次第でありますし、深川に対する思いは

私も同じであります。長引く経済不況の中で、雇用

の場を創出するのは容易ではありませんが、雇用の

場を失うことの影響も強く感じたところであります。

既存の産業を一層振興し発展させること、また新た

に雇用の創出に向け多様な可能性を追求し、１人で

も多くの人が深川に残れる、また深川に来ていただ

ける環境にしたいものであります。 

 これより通告に基づき一般質問させていただきま

すが、何分初めてであります。引き出しは非常に少

なくて不手際もあろうかと思いますが、率直に質問

をさせていただきたいと思いますので、不手際の節

はご容赦のほどよろしくお願いいたします。 

 まず、移住・定住推進事業についてであります。

人口減少は全国的なものでありますが、深川にあっ

ては減少率が高く、深刻な問題であります。人口減

少に歯どめをかける観点から、移住・定住推進事業

に大きな期待を寄せるものであります。 

 ただ一方で、移住・定住希望者の中には、深川の

農村、農業にあこがれ、自家用野菜等の栽培も視野

に土地の広い農村地区を希望される場合もあり、実

際に農村地区へ移住された方もいます。農地は今、

売買等が非常に進んでいるわけでありますけれども、

当然、農村地区でもそういった場合に空き家、例え

ば宅地等、不要なものができる場合がありますし、

農業者としては、そこに住むにはいいのですけれど

も、空き家となれば、農作業等の邪魔になるという

こともあって、その場合は出し手が負担して取り壊

し、整地して売るという形になりますから、そこを

利用していただければ助かるわけであります。ただ、

あくまでもそれは農作業に邪魔にならない範疇とい

うことになろうかと思います。 

 それで、実際に住まわれた方もおられるわけであ

りますが、農家の実情を十分に知らされていなかっ

たのだと思いますけれども、農業者が農産物の栽培

に当たって、環境に配慮した栽培体系をとり、化学

肥料あるいは農薬の使用を最低限に抑えるよう努力

している中、移住者が雑草等を放置し、周辺農業者

から病気、害虫の発生源となるとの苦情が寄せられ、

トラブルになったケースもあります。農村地区への

移住・定住を進めるに当たっては、移住・定住希望

者、移住・定住先周辺の皆さん、双方に事情を周知

するなどの配慮が必要であると思われます。 

 そこでお尋ねしますが、１の移住・定住促進事業

の現状については髙橋議員の質問と重複いたします

ので、割愛させていただきます。 

 ２の農村地区を希望されている方への対応につい

てお尋ねします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） ２点目の農

村地域を希望されている方への対応についてお答え

申し上げます。 

 移住希望者の居住環境の希望は多岐にわたります

が、本市を移住地として検討されている方の中には、

農村地区を希望される方も多く、実際に農村地区の

中古住宅を購入され、リフォームし、移住された方

もいらっしゃいます。質問の農村地区を希望されて

いる方の対応についてでありますが、本市の移住相

談ワンストップ窓口を通じて、移住される方につき

ましては、市街地区あるいは農村地区に限らず、居

住地の町内会長さんへご紹介させていただいており

ますし、隣接の方に対しましても事前にごあいさつ

などするようご説明しているところでございます。

いずれにいたしましても、生活様式などの異なる方

が同じ地区で共生していくわけでございますから、

移住する側も受け入れる側も双方十分な理解と協力

が必要と認識しておりますし、特に農村地区に移住

される方につきましては、そのような環境に配慮し

た取り決めなどについてこれまでもご説明してまい

りましたが、今後にあっても十分ご理解いただける

よう、議員ご指摘のことも踏まえまして対応してま

いりたいと存じます。 

〇議長（長野 勉君） 鶴岡議員。 

〇11番（鶴岡恵司君） それでは次に、企業誘致に

ついてであります。 

 長引く経済不況の中、深川市においても企業の倒

産・閉鎖、商店の廃業、公共事業予算の減額などに

より就労の場が減少し、特に工業が深刻で、工業統

計によると、平成12年から21年の10年間で、工場数

が36件から26件に、従業者数が918人から345人と大

幅に減少しているところであります。人口減少の要

因でもあり、地域経済の活性化のためにも企業誘致

は重要であります。 

 そこで、一つ目、企業誘致の現状について。 
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 二つ目、今後の取り進めについてお尋ねいたしま

す。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 企業誘致に

ついての１点目、企業誘致の現状についてお答え申

し上げます。企業誘致の現状につきましては、専門

機関を活用した企業立地意向調査を行い、その結果

をもとに企業訪問を実施しているほか、北海道など

が主催する企業誘致セミナーへの参加、企業立地に

対する優遇制度などを掲載したパンフレットを作成

し、周知しているところでございます。また、広里

工業団地においては、平成20年度から市道音29号線

の整備を実施するとともに、21年度にはブロードバ

ンドサービスの供用開始、さらに整備した市道と国

道233号の交差点に設置する工業団地の案内看板の

工事に着手するなど、企業誘致に向けての環境整備

を進めているところでございます。こうした状況の

中、同工業団地においては、平成20年度に１社、21

年度に２社、22年度に２社が立地したところでござ

いますが、経済不況の中、廃業撤退したところもご

ざいまして、従業員数、売上高につきましても、こ

こ数年では減少しており、依然として厳しい状況に

あるのが現状でございます。 

 次に、２点目の今後の取り進めについてでありま

す。本年度の取り組みにつきましては、昨日の太田

議員の質問の中でお答えさせていただきましたが、

東北６県と茨城県に工場を持つ企業、北海道と取引

がある食料関連企業及び電気機械器具製造業及び札

幌圏、旭川圏で工場の新築等を検討している企業を

加えまして、合計600社に対して調査を行い、今後

その結果と分析を踏まえ、訪問企業の絞り込みを行

った上で企業訪問を実施してまいりたいと考えてい

るところでございます。道内の工場立地動向は、長

引く不況によりいまだ低い水準にあり、誘致企業の

開拓が依然として厳しい状況にありますが、経済波

及効果や雇用創出効果を高める上で企業誘致活動は

必要不可欠でございます。今後につきましても、引

き続き情報の入手、蓄積をするとともに、可能な限

り企業訪問を実施いたしまして、粘り強い活動の中

で成果が上がるよう積極的に取り組んでまいります。 

〇議長（長野 勉君） 鶴岡議員。 

〇11番（鶴岡恵司君） 次に、農業の担い手確保に

ついてであります。 

 農業は深川市の基幹産業であります。以前は、農

業の担い手は、農業経営者が後継者を育成確保して

きたところであります。しかし、米を基幹作物とす

る深川市の農業は、平成５年のＧＡＴＴウルグアイ

ラウンド合意後、環境が一変し、深川市農業の基幹

作物である米の価格は、価格支持から市場原理の導

入による価格の決定へと大きく変化し、その後、生

産費にかかわらず価格が変動することになり、加え

て価格支持を撤廃したことにより、生産調整におい

て強制力を欠くことになり、過剰作付が恒常的に行

われ、米の需給は緩和し、価格も下落傾向に推移す

ることになりました。平成５年以降、農業経営の先

行きが不透明なものとなり、農業経営者はみずから

の子に農業後継者となるよう進言できない状況があ

りました。農業経営者の高齢化は必然的に進み、離

農される農業経営者が徐々にふえることになり、ま

た一方で、米の価格低迷による農業収入、農業所得

を補うため、離農跡地を取得、借り受け、規模拡大

を図る。あるいはまた、生花・花卉等の土地生産性

の高い作物を導入、また農外収入により家計を補う

など、経営、生活を守るために多様な、懸命な取り

組みがあったところであります。しかし、近年にな

り、一層農業経営者の高齢による離農、廃業はふえ、

担い手への農地集積が大きなロットで急速に進んで

いるところであります。ちなみに、平成12年に

1,700戸あった深川市内の農家戸数は、今は半減し

ていまして、800戸ほどに減っている状況でありま

すし、農業従事者も平成２年には4,174人であった

ものが、今は1,900人と減っているところでありま

す。 

 一方で、規模拡大により、経営の合理化をせざる

を得ない状況から、生花・花卉等の栽培を縮小する

傾向にあり、また米の価格低迷もあり、ここ10年間

で３割程度農家戸数が減少し、その分、個々の経営

規模は拡大したものの、１戸当たりの農家収入、農

家所得はほぼ10年前と変わらない状況にあります。

市内全体としてはそういうことでありますから、農

業収入を減らす結果となっています。現在の農業経

営者の中には団塊世代の方も多いことから、現状で

推移すると、10年後にはさらに現在の７割程度の農

家戸数になり、その中で残る農業経営者のうち５割

以上が60歳以上の農業経営者になる見込みでありま

す。 

 また一方で、生花・花卉・果樹などに取り組まれ
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ている農業経営者が高齢により離農され、積み重ね

た卓越した技術が地域に伝承されず、途絶える残念

な状況も出ているところであります。農業者の離農、

規模縮小の背景は、高齢によるものが大半でありま

すが、家族労働力の減少により離農、縮小する場合

もあります。経営規模が家族労働力を超える規模ま

で拡大が進んでいる場合もありますし、農業従事者

が高齢により減り、家族労働力で経営を維持するこ

とが難しくなる場合もあります。 

 今日までの先輩の取り組みで、深川市で生産され

る農産物は、米はカントリーエレベーター施設、い

わゆる深川マイナリーを皆さんの深いご理解のもと、

建設、稼働させていただき、最新の機能を有する施

設で市内集荷量の５割ほどを調製させていただき、

高品質でぶれがなく、実需から高い評価をいただい

ているところでありますし、ソバは市町村別で全国

で幌加内町に続き２番目でありますし、花卉では、

夏・秋出荷のスターチスが全国一の産地であります

し、青果のキュウリは全道一の産地であります。こ

のように、多様なすばらしい産物があって、多様な

経営形態を可能にする力のある産地であります。先

人が不屈の精神で開き、我々に残していただいた肥

沃な農地を余すところなく最大限活用するために、

多様な農業の担い手を育成確保する必要があります。

また、このことは地域の雇用創出にもつながるもの

と思われます。 

 そこで、農業の担い手育成を目指すアグリサポー

ト事業について伺うとともに、既にサポートを必要

とする農業生産法人、農業経営者も存在することか

ら、関係団体組織との連携を図り、さらに担い手育

成確保に向けた取り組みをすべきと考えます。 

 そこで、１番目に、アグリサポート事業の現状に

ついて。 

 ２番目に、アグリサポート事業の目標、目指すも

のについて。 

 ３番目に、担い手育成確保に向けた関係団体、農

業生産法人、農業者との連携についてお尋ねいたし

ます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの質問にお答えし

たいと思います。 

 １点目のアグリサポート事業の現状についてでご

ざいます。この深川市アグリサポート事業は、平成

21年度において厚生労働省が創設しました、ふるさ

と雇用再生特別対策推進事業という３年間の時限の

措置でございますが、この雇用創出のための事業を

活用いたしまして事業を立ち上げ、株式会社深川振

興公社に委託して実施してきているものでございま

す。最初に、事業規模を申し上げますが、平成21年

度は年度途中から始まりましたので、1,399万3,000

円、そして22年度からは１年度丸々ということにな

りましたが、そのときは1,973万円、そして今年度

は2,716万円という予算規模を持ちまして、就農希

望者の育成や農作業サポート業務などの事業を進め

ているところでございます。その具体的な体制とい

たしましては、現在、農業・農政に精通している専

任のコーディネーター役を１人、そしてそのもとで

就農を希望する比較的若いサポート従業員５人を配

置いたしまして、ハウス栽培や水田圃場管理、ある

いはその防除などの地元農家への派遣作業、酪農を

やっておられる方への搾乳の手伝い作業、それから

米の集荷施設での受け入れ作業などの仕事に従事い

たしておりまして、さらに今年度からは、今後、懸

念されてまいります耕作放棄地の発生を未然に防止

するための、地域の農業生産力を保全するための事

業とでもいいましょうか、農地保全事業のような事

業に取り組むという観点から、遊休農地を借り受け

てソバなどの畑作物、あるいは園芸作物の生産にも

取り組み始めたところでございます。この事業の主

な財源は、今ほど申し上げましたように、厚生労働

省が設けましたふるさと雇用再生特別対策推進事業

に依拠してきたわけでございますが、これは今年度

で終了いたします。来年度以降についてどうするか

ということでありますが、当然この事業は継続して

いかねばならないと考えておりますので、本市とい

たしましては、少し早いかもしれませんが、過疎債

などを用いた事業展開という方策を検討して、いず

れにしても継続に向けて検討を進めていきたいと考

えているところでございます。これが今のアグリサ

ポート事業の現状ということでございます。 

 ２点目に、この事業の目指すものについてのお尋

ねがございました。整理して申し上げますと、この

事業の目的といたしましては、一つ目には新規に就

農される方あるいは担い手の確保育成を図るという

ことでございます。二つ目に、今、今年度から特に

力を入れ始めると申し上げました耕作放棄地の発生

を未然に防止することや遊休化しかかっている農地
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などで農業生産を行うことで、農地保全という役割

を果たしていこうではないかということ。三つ目に、

議員からもご指摘ありましたが、高齢化した農業経

営、あるいは規模が大変大きくなって農業労働力に

不足を生じているような農業経営に対する、そうし

た部分への手当といいましょうか、解消のための農

作業受委託業務を引き受けていくということ。それ

から、四つ目に、農産物の生産を通じまして、今後

やはり広い意味の食育、それから、そういった生産

活動を通じて、農外の市民との交流を促進していく

といったことなどもやはり目的として考えておくべ

きだろうと考えておりますが、これらの目的を持ち

まして事業を進めてきましたし、これからも進めて

いきたいということでございます。あえて申し上げ

ますと、若い就農希望者が将来自立してひとり立ち

して、農業者としてやっていっていただけるような

形で、この事業の中でしっかり育成し、その後のサ

ポートも含めてやっていく。そのことを通じて本市

の農業全体の持続的発展、農業従事者を減少させな

いようにするといったこと、そういうことを通じて

もろもろ、農地を守っていくということも当然であ

りますが、地域農業全体の持続的発展にしっかり貢

献していく。こういうことを目的というか、目指し

て進めている事業でございまして、引き続きそうし

た目的に沿って事業を展開してまいりたいと考えて

おります。 

 ３点目に、この担い手育成確保ということに関し

ては、いろいろな関係団体や組織、法人形式でやっ

ておられる経営もございます。そういったところと

の連携をしっかりとってはどうかというご指摘があ

りまして、それは全くそのとおりだと思っておりま

す。やはり担い手の育成確保のためには、そうした

農業経営あるいは営農技術についてのさまざまな指

導、助言といったことを必要としておりますので、

このアグリサポート事業では、きたそらち農協、そ

れから農業改良普及センター北空知支所と今は言っ

ておりますけれども、この支所の皆さん方、それか

ら委託事業の受け皿となっている振興公社、そして

市も入りまして、定期的に事業推進の懇談会のよう

なものを開催してきております。今後ともそうした

農協や普及所や関係する人たちに集まっていただい

て、アグリサポート事業の展開をどうするかという

ことに加えて、それ以外の担い手の育成確保の必要

性などについても幅広く議論を進めて、実際に取り

組んでいけることは、アグリサポート事業の中だけ

では着実に終わらないかもしれません。その外で取

り組むような施策、事業も出てくるかもしれません

が、いずれにしても、議員がるる深川の農業の現状

について懸念を述べられました。その懸念について、

本当に同感に感じておりまして、何とかそれを乗り

越えるためのさまざまな取り組みの一つとして、ア

グリサポートを引き続き頑張っていきたいと思って

おりますので、よろしくご指導、ご鞭撻を賜りたい

と思います。 

〇議長（長野 勉君） 鶴岡議員。 

〇11番（鶴岡恵司君） それでは次に、鳥獣害防止

対策についてお伺いいたします。 

 深川市内における鳥獣による被害は、主にシカ、

アライグマによるものであります。アライグマによ

る被害については、防止策は非常に難しく、わな免

許取得者が箱わなを仕掛け、捕獲する以外になく、

その対応を実施しているところであります。一方、

シカの被害については、年々被害地域が拡大してお

り、特に今年は食害が広い地域で発生し、防止策と

して、農家が個々で電牧さく等を設置し対応してい

ますが、その影響で電牧さくのない農地に回り込み

被害をもたらすことになり、結果的に被害地域を広

げているところであります。昨年より、駆除の取り

組みを実施しているところでありますが、被害に歯

どめがかからない状況であります。 

 音江東地区では広範に電牧さくを施し成果を上げ

ています。今度は被害の大きい地域、納内、多度志

に国の鳥獣被害防止総合対策事業での設置を計画、

申請、採択されたところであります。 

 そこで、鳥獣被害防止総合対策事業に対する深川

市の支援についてお伺いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 鳥獣害防止

対策についての鳥獣被害防止総合対策事業に対する

支援についてお答え申し上げます。 

 近年、本市におきましては、中山間地域を中心に

鳥獣による農作物被害が増加し、平成22年度におけ

る被害状況は、水稲、大豆など約125ヘクタール、

被害金額は約2,157万円となっております。被害の

多くは、議員もご指摘しておりましたが、エゾシカ

による農作物の食害や踏み荒らしなどによるものが

ほとんどで、農業経営に大きな影響を及ぼしており
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ます。また、議員ご指摘のとおり、近年はアライグ

マによる被害も発生し、生息数の拡大に伴う農作物

被害の増加が懸念されております。このため、エゾ

シカについては、個体数そのものを減少させなけれ

ば抜本的な解決にはならないということでございま

して、市といたしましては、市の委嘱ハンターの増

員や捕獲許可期間の延長などによりまして取り進め

してきているところでございますが、さらに、きた

そらち農協を事務局とする深川市鳥獣害防止対策協

議会が主体となって、くくりわなによる捕獲も推進

しております。それでも被害の多い圃場につきまし

ては、電牧さくの設置を推進しており、アライグマ

につきましても、本協議会が主体となって箱わなの

導入を推進している状況にございます。このような

中で、質問にもございましたが、本年度にあっては、

被害の大きい納内、多度志地区への総延長約40キロ

メートルの電牧さくの設置、アライグマ等捕獲のた

めの箱わな15基の導入などについて、北空知鳥獣害

防止対策協議会を事業主体といたしまして、国の鳥

獣被害防止総合対策事業の申請を行っており、６月

20日付で採択を受けたところでございます。しかし、

全国的に多くの事業要望がありましたことから、電

牧さくの設置に係る補助率につきましては、残念な

がら、当初予定しておりました55％から約32％と大

幅に下がりまして、総事業費8,000万円に対し、

2,582万2,000円の補助金額となっております。質問

のこの取り組みに対します市の支援の考え方でござ

いますが、今回の納内、多度志地区における電牧さ

くの整備費につきましては、補助金額を除いた事業

費、１メートル当たりで換算いたしますと1,400円

程度となりまして、生産者にとっては大きな負担と

なってまいります。このため、平成21年度に電牧さ

くの整備を行いました、吉住、更進地区同様、市と

いたしましても一定の支援を考えておりまして、今

後の市議会定例会におきまして補正予算の提案を予

定しているものでございます。エゾシカ対策は、本

市農業経営の安定を図る上で大変重要な取り組みと

考えておりますので、今後におきましても、鳥獣害

防止対策協議会など関係機関・団体や生産者等と十

分に協議、連携の上、着実に推進してまいりたいと

考えております。 

〇議長（長野 勉君） 鶴岡議員。 

〇11番（鶴岡恵司君） それでは最後に、学習サポ

ートプログラム事業及び児童生徒数が減少する中で

の教育環境についてお伺いいたします。 

 深川市内では児童生徒数が減少傾向にあります。

標準規模とされる１学年２学級を維持できる小中学

校もありますが、児童生徒数が少ない小規模校もあ

るわけであります。小規模校では、標準規模に比べ

人間関係が固定化するなど心配される面があるわけ

であります。子供たちの将来の可能性は全く同じで

ありますので、小規模校の教育環境を補う取り組み

も必要であると考えるところであります。 

 そこで現状についてお尋ねいたします。 

 まず、学習サポートプログラム事業の現状につい

てであります。 

 ２番目に、児童生徒数の少ない小中学校での教育

のあり方について。 

 ３番目に、地域と連携した行事等の取り組み状況

についてお尋ねいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 鈴木教育長。 

〇教育長（鈴木英利君） 学習サポートプログラム

事業及び児童生徒数が減少する中での教育環境につ

いてお答え申し上げます。 

 １点目の学習サポートプログラム事業の現状につ

いてでありますが、本年度から、市内小中学校の児

童生徒の確かな学力の定着と向上を目指して、学習

サポートプログラム事業を学校・家庭・地域との連

携のもとに取り組んでおります。この事業の現状に

ついてでありますが、本年４月から教育委員会に学

習指導専門員を１人配置し、学習プログラム事業の

組み立てや学力向上に向けた学校での取り組みの支

援を行っています。具体的な取り組みといたしまし

ては、小中学校の授業時数や内容がふえる中、知識

を身につけるための家庭学習が大切であるとの考え

から、小学生向けの家庭学習の手引と中学生向けの

家庭学習ガイドを作成し、この６月に小中学生全員

に配布したところであります。この手引とガイドの

配布を通じて、保護者を初めとするご家庭の皆さん

に、学校と家庭との連携による取り組みが子供たち

の確かな学力の定着につながることを訴えたところ

です。さらに、７月から８月にかけましては、夏休

みを利用して、小学生を対象とした夏期講習、チャ

レンジ深川を市内のすべての小中学校で実施するこ

とを計画しております。このチャレンジ深川は、参

加を希望する小学生について、各小学校で３日から

５日間程度、国語と算数の復習を中心に、低学年に
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は読み聞かせなどを交えながら、１日２時間程度の

内容での実施を考えております。現職の教職員を初

め、退職教員やボランティアの方の協力を得て取り

組むもので、現在、学校と調整しながら準備を進め

ているところです。これらの事業のほかにも、児童

生徒の学力向上や望ましい生活習慣、学習習慣の改

善につながる事業の実施に取り組んでいくこととし

ています。 

 次に、２点目の児童生徒数の少ない学校での教育

のあり方についてでありますが、市内の小中学校は、

学校規模は異なるものの、社会構造の変化や少子化

等の影響で、どの学校も児童生徒数は減少傾向にご

ざいます。こうした中で、各学校においては、児童

生徒数の現状に合わせた効果の上がるようなさまざ

まな取り組みに努めているところです。質問にござ

いましたように、児童生徒数の少ない学校では、多

くの友達の中でさまざまな考え方に触れ、多様な人

間関係の中で成長していくという機会が少ないとい

う心配もございますが、各学校では、学年間の連絡

を密にして教職員全体で子供を育てることを目指す

など、少人数の学校の特性に応じた教育に努めてお

ります。地域との連携による行事などの取り組みを

深めることなども、小規模校にこそ必要な特色ある

教育の一環と考えているところです。 

 次に、３点目の地域と連携した行事等の取り組み

状況についてお答え申し上げます。深川市では、す

べての小中学校が地域に開かれた学校づくりを進め

ており、こうしたことから、各学校では、地域と連

携した行事等において多くの取り組みを行っている

ところです。各校で取り組んでいる行事などから幾

つかご紹介いたしますと、地域の農業関係者の方の

ご協力をいただいて実施している農業体験学習、地

域の皆さんをお招きして児童生徒の学校での様子を

見ていただく地域参観日、地域の皆さんとの交流イ

ベントの開催、地域にある福祉施設等の慰問やそこ

の入所者の方との交流事業、そして地域の皆さんに

よる児童生徒の見守り活動などがございます。一部

を紹介させていただきましたが、こうした取り組み

などを通じて、学校が家庭や地域との連携を深める

とともに、児童生徒にとっても地域の皆さんと一緒

にさまざまな体験ができるよい機会になっておりま

すので、今後も継続して取り組んでまいりたいと考

えております。 

〇議長（長野 勉君） 鶴岡議員の一般質問を終わ

ります。 

                      

〇議長（長野 勉君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

 なお、７月11日は午前10時から開議します。 

（午後 ２時３９分 延 会） 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（長野 勉君） これより本日の会議を開き

ます。 

                      

〇議長（長野 勉君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 第２回定例会３日

目の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程に入る前に、この際お

諮りします。 

 ただいま、菅原議員から、７月７日の会議におけ

る発言の一部について、会議規則第64条の規定に基

づき、取り消したい旨の申し出がありますので、発

言を許可します。 

 菅原議員。 

〔菅原議員、質問席へ〕 

〇５番（菅原明義君） 大変貴重な時間をいただい

てありがとうございます。 

 ７月７日の一般質問において、私の一部不適切な

発言がありましたので、本文の「私が最も」から

「一方であり、」まで及び「存在感」から「もっ

と」というところまで発言を取り消します。よろし

くお願いいたします。 

〇議長（長野 勉君） お諮りします。ただいまの

発言のとおり、これを許可することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって菅

原議員の発言の取り消しは許可することに決定しま

した。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第１ 一般質問を行い

ます。 

 初めに、辻本議員。 

〔辻本議員、質問席へ〕 

〇３番（辻本 智君） 私は今回、一般質問の機会

を得るに当たり、当然、大変緊張もしているわけで

すが、しかしながらその一方で、この言論の府とし

ての議会の場において、みずからが信ずる理念、政

策を言葉で発し、真摯なる議論を活発に行い、その

ことを通じて、深川市民の福祉向上と深川市政の発

展のために寄与できることを大きな喜びと感じてい

るところであります。多くの市民の負託にこたえる

べき議員としての責務、そのことを十分果たすよう

全力で取り組む覚悟でございます。説明員各位にお

かれましても、堂々と言論を闘わせ、その議論を通

じて、初めてお互いの寄って立つところの、その対

岸にある真理を得る。その意図するところをご理解

の上、正面からの答弁を求めるものであります。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

 まず、第１番にお伺いしたいのは、市民との協働

によるまちづくりについてであります。 

 平成14年度から進められ、本年23年度が最終年に

当たる本市の第四次深川市総合計画は、そのスロー

ガンともいうべき言葉に本計画の意図するところが

集約されているわけであります。それは、市民とと

もに創る住みよいまち深川であり、五つの柱の第１

には、市民と協働してつくる心ふれあうまちづくり

という言葉を持ってきております。まさしく、市民

と向き合う深川市政の根本が市民との協働だと理解

しております。その具現化の一つとして、深川市協

働のまちづくり市民協議会が設置され、平成18年７

月から現在に至るまでテーマごとの協議を行い、こ

れまでに２度の検討結果報告書が出されております。

私も今回改めて読み返してみて、市民との協働を市

政において、さらにそのことの理解を市民の中に根

づかせるための必要な視点、そのことが市民の中か

らの提案という形でまとめられ、大変考えさせられ

るものがあるわけであります。 

 公募で集まられた市民の皆さんに大変ご苦労をい

ただいて検討を積み重ねられた内容でございますの

で、少し長いのですが、一部を引用させていただき

ます。まず、平成20年に出された第１期の報告書に

よりますと、このように書かれております。「本市

の市民との協働による具体的な取り組みはまだ始ま

ったばかりです。今後は、どのようにして市民の皆

さんに協働の大切さを理解していただき、一人でも

多くの人にまちづくりに参画してもらうかが本市の

協働を進めていく上で大変重要であると思います。

まだ多くの時間を要すると思いますが、市民と行政

がともに協力し合い、一つ一つ課題を解決しながら

取り組んでいくことが大切です。」このように結ん

であります。さらに、平成22年、昨年度ですけれど

も、９月にまとめられた第２期の報告書では、「し

かし、まだまだ協働のまちづくりが、広く市民にも

行政内部にも浸透していないことから、今後は協働
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のまちづくりの推進に関することを第一の任務とし

て進めることが必要ではないかと考えます。」この

ように結ばれております。 

 市長も、本年３月の第１回定例市議会におけるみ

ずからの所信表明演説において、多くの市民の方々

が協働を実感できるよう、より具体的な取り組みを

検討することを表明されているところであります。

私が理解するところの市民協働とは、この協働を進

める側の一方に市民があり、他の一方に物事を意識

的、能動的に市民を巻き込んで解決をもたらすとい

う、そうした仕掛けをつくる側としての市役所、市

の職員があると考えるわけであります。課題解決の

エネルギーは、多くの市民参画と、多様な意見を持

った市民の中に眠るその知恵にあるわけであります

から、この市民の力を引き出す協働の形、システム

の定着を実現させることこそ行政の側に求められる

責務であると言えます。 

 本年、平成23年度が第四次深川市総合計画の最終

年度に当たり、この10年間、本市における協働のあ

り方はどこまで市民に根づいたのか。そして何より

も、協働を進める市の職員の側にどのような意識改

革がもたらされたのか、市側の見解を問うものであ

ります。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市民との協働によ

るまちづくりについてお答えいたします。 

 本市では、平成14年度から23年度までのまちづく

りの基本的方向を示す第四次深川市総合計画を定め、

この中で、市民とともに創る住みよいまち深川を未

来像と定め、基本的方向の一つとして、市民と行政

が協働してまちづくりに取り組むことといたしてお

ります。この協働の基本的理念は、市民と行政が共

通の課題に対し、ともに考え、協力しながら取り組

んでいくことであると考え、それをできる限り多く

の取り組みに広げ、本市を魅力ある活力のあるまち

にしていくということを目標としているところでご

ざいます。 

 現在、地域コミュニティーの核となっております

町内会との連携を図るとともに、地域福祉や防犯活

動、各種制度を活用した環境保全など、地域課題の

解決に向けてさまざまな取り組みが推進されており

まして、市におきましても、町内会などの地域活動

団体が実施する自主的なまちづくり活動に対し、協

働のまちづくり活動支援事業を創設し、支援を行っ

ているところでございます。さらに、地域コミュニ

ティーの活動拠点であります各地域のコミュニティ

センターの利活用を一層促進するため、地域コミュ

ニティー振興会による自主的な管理運営を推進した

ところであり、これらの取り組みなどによりまして、

市民との協働につきましては、緩やかでありますけ

れども着実に進んでいるものと考えております。 

 また、職員の意識改革につきましても、市役所の

庁内における横断的な推進組織として、15人の課長

職で構成する深川市協働のまちづくり推進庁内委員

会を平成18年に設置し、協働についての研修や協議

を行ってまいりました。また、深川市協働のまちづ

くり推進市民協議会の皆様とともに、協働のまちづ

くりについて、具体の市民協働の取り組みを検討す

るなどのかかわりの中で、こちらも緩やかではあり

ますが着実に進んでいるものと考えております。 

 今後は、市民と行政ができる限り身近なところで

意見を交わし合い、それぞれの地域が抱える課題を

自主的、主体的に解決できるようにすることが重要

なことと考えておりますので、深川市協働のまちづ

くり推進市民協議会とも十分連携を図りながら、よ

り一層の情報の共有化や市民と行政相互の交流のあ

り方などについてもさらに工夫するなど、協働のま

ちづくりが着実に進展するよう努めてまいりたいと

考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 辻本議員。 

〇３番（辻本 智君） 再質問させていただきます。 

 ただいま、地域の課題解決に向けて、市民と行政

が身近なところで意見を交わし合うといった方向で

今後とも進めていくというような説明がございまし

た。私は質問の中で、職員の意識改革がこの10年間

でどのように変わったかというようなところで聞き

たかったところでございますが、若干その点が不明

瞭であります。15人の課長職で庁内に委員会をつく

っておられるということではありますが、そういっ

た委員会の論議内容も不明確なところがあると思い

ます。さらに１点、具体的にお伺いしたいところが

ございます。６月に入りまして、（仮称）第五次深

川市総合計画に向けて市民の意見を聞く会を、たし

か市内12カ所で開催されました。12カ所のうちです

けれども、開催の時間帯が日中だったところが７カ

所、その７カ所のうち五つが音江地区、二つが多度

志地区と、音江、多度志地区はすべて日中の開催で
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あったということであります。そういう中で、当然

説明会の中では、さまざまな市民が日常感じておら

れるところが出されたと理解しております。ただ、

１点気になるところもございまして、その会議の参

加を要請された町内会長さんだとか、各種団体の責

任者の方が、日中の開催はいかがなものかというよ

うな意見を持っておられます。ことしの春は、皆さ

んご存じのとおり、大変天候が不安定で長雨が続い

ておりました。畑床では、６月に入っても後期播種

作業がまだ続いておりまして、日中のしかもわずか

ばかりの晴天というのは、農家にとっては大変貴重

な時間であります。そこへ持ってきて、行政の側か

らこういう会議を開催するので集まってくれという

ことでありましたが、せめて、事前に地元の町内会

長さんだとか招集を予定している団体の方に、日程

の調整、さらにはこの会議がどういう趣旨をもって

行われるのかということの周知も含めて、十分な調

整が必要ではなかったかと思います。その点、考え

方をお伺いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えい

たします。 

 まず、質問の中で、職員の意識改革ということで

お話がございました。それで、近年の行政の環境、

行財政環境を見てみますと、かつては夫婦と子供の

標準世帯という中で物事の取り決め、そういったモ

デルを参考にしながら、いろいろな行政課題に対し

ての対応策をとってきたということであったと思い

ますけれども、近年では、そういった標準世帯が非

常に減少して、さらに単独世帯、さらには高齢者の

単独世帯というのが非常にふえてきているというこ

とと、行政に対する住民のニーズも多様化している

ということで、かつてのように行政だけで物事を進

めるということではなく、市民の皆さんのありとあ

らゆるニーズなどを掌握しながら行政に対応しなけ

ればならないという時代に入っているということで

ございます。これは一所管にとどまらず、それぞれ

市職員が携わっている業務の中で、そういったこと

は常日ごろ感じているということでございまして、

先ほど申し上げました庁内の委員会の中でも、そう

いったことが非常に活発に論議されていて、そうい

う意味で、市民との協働の必要性というのは着実に

深まっていると認識しているところでございます。 

 次に、具体的なお話といたしまして、総合計画に

対する市民の意見を聞く会については、６月14日か

ら７月１日の非常に短時間の中で意見をお聞きする

場を設けたわけです。従前は５地区で開催するとい

うのが非常に多かったわけですけれども、もう少し

きめ細かに市民の皆さんのご意見をお聞きしたいと

いったことで、12カ所と設定させていただいたとこ

ろでございます。ただし、議員の質問にございまし

たように、日中の設定でありますとか、なかなかそ

の辺についての調整がいかがだったかということに

ついては、反省すべきところは反省しながら、ただ

し、私たちの意図するところとしては、少しでも市

民の皆さんの身近な声を聞くことができるとすれば、

ということで12カ所で開催させていただいておりま

す。そこで、130人を超える方々にお集まりいただ

いて、本当に身近な意見もいただいたと思いますけ

れども、日程の調整なり、会議の内容について、も

う少しいろいろな方に十分相談することが必要だと

いうことは、そのとおりだと思いますので、今後、

こういった形で開催するときには、十分に踏まえて

対応してまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 辻本議員。 

〇３番（辻本 智君） 続いて、２番目にお聞きし

たいのは、近郊農村部における社会的弱者とも言わ

れている高齢者への生活支援のあり方であります。 

 経済産業省の調査によれば、現在自分が住む地域

に、生鮮食品を初め生活必需品を買うことのできる

場所がない、いわゆる買い物弱者が全国に600万人

いると推定されております。これまでも当議会の場

において、いわゆる買い物難民や商店街の空洞化と

言われる社会的事象が本市においても出現しており、

早急な対策が求められる等の趣旨のもと、関連した

質問が内容と角度を変えて行われてきておりますし、

本定例会初日におきましても、田中昌幸議員から限

界集落における地域コミュニティー存続のための提

案がなされたところであります。この種の問題は私

の感覚、少なくとも該当地域に現実に居を構え日常

の生活を送るものとしては、まさに一刻の猶予も許

されない課題であると考えるわけでありますが、こ

の問題に対する市がとってきた対応について見てみ

ますと、昨年度、平成22年２月に多度志地域でアン

ケート調査を行っております。その上に立って、市

としての今後の対応として、文章としてまとめられ

た報告結果というものがございます。それは３点に
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まとめられておりまして、まず一つとして、アンケ

ートの回答をいただいた９割が自家用車などで買い

物ができている現時点で、小規模店舗をつくっても

大型店に対抗できず採算が合わない。２番目として、

乗り合いタクシーのような制度を創設しても満足な

利用は見込めない。そして３番目に、今回の調査依

頼ではそれほど困っていないとの声もあった、よっ

て、いましばらくの間は様子を見ることとするとい

うのが市の見解であります。本当にそうなのであり

ましょうか。これは私が思うに、問題のとらえ方が

初めから上下逆さまであります。該当地域における

事業者は採算がとれないから撤退したのであります。

であるから、地域住民が困っているものであります。

よって、行政に対して、何らかの解決を求めている

わけであります。現在の市側の対応は、店舗設置も

交通網の問題も、採算という物差しで初めから検討

対象から外してしまい、今の地域現状をただそのま

まなぞっているだけであると私には見て取れるわけ

であります。そして最後に、本音といいますか、市

側の意思と私は受けとめますが、その認識が出てく

るのでありまして、３点目にそれほど困っていない

との声もあったとつけ加えているわけであります。

私は、大変このことが不思議に思うわけであります。

それほど差し迫った問題とは認識していないという

ことであります。一体その根拠となるものはという

と、このアンケートの集計結果だということであり

ます。私は、あえてここでお断りしておきたいので

すけれども、所管の担当者は大変まじめに問題を受

けとめられ、その上に立ってアンケートをつくり実

態をとらえようとした。それは事実であり、そのこ

とをもって責任の所在を追及しようとするものでは

ありません。ただ、残念なことに、市役所内の前例

主義とでもいいますか、職員一人一人の感性に基づ

いた新たな発想が出しづらいということがあるのか

もしれませんが、事の解決を町内会長さんを通じた

アンケートの集約でとらえようとした、ここに先ほ

どの答弁、市民と協働して地域の課題を解決してい

く、そういう根本姿勢との乖離があると指摘せざる

を得ません。市民の中にある声、それはその市民一

人一人の現実生活からほとばしるつぶやきであり、

願いであると思うわけであります。その市民の中の

声と市役所庁舎内の耳がつながりにくくなっている

とすれば、そのことが市役所の存在を市民から遠ざ

け、強いては市民との協働という本市市政の根本課

題の障害になることも十分想定されるわけでありま

す。私はそのことへの危惧から、あえてこうした問

題に取り組む際のアンケートという手法が内在する

問題、そのことについてこれから述べさせていただ

きます。 

 今回のアンケート集計で、地域内に20ある町内会

のうち、回答を伝えてきたのは10、数で半分、世帯

数でも46％の回答率です。地元に住む者であれば、

この未回収の町内会名を見れば、それが旧市街地に

固まっており、現役農業者がその大半を占める農村

地域町内とは、年齢構成の点でも自動車等の所有台

数であっても実態と異なり、本当に困っている方の

実情が反映されたものではないということは明白な

のであります。実際、今ここに、平成20年にエーコ

ープ多度志店が閉店された時点で、一体どれだけの

人がエーコープの宅配サービスを利用していたのか

という名簿が私の手元にございます。当時の宅配サ

ービス利用は、軒数で70戸の方が利用しておりまし

た。ところが、今回のアンケート結果では、買い物

手段として、宅配サービス、移動販売車合わせても

15.4人という数字になってございます。しかも、驚

くべきことだと思いますが、今回の約半数の集計だ

けでも、実は、どこでどんな買い物をされているか

わからないという、実態不明というのが率にして

15％ございます。例えば、このアンケートを行った

時点の該当地域の世帯数364のうち15％とすると55

軒、約100人近い地域住民、市民が、どこでどのよ

うに衣食の手当てをしているかわからない、そうい

う買い物の実態がわからないと推測されるわけであ

りますが、報告結果は早々と、３年後を目途として

いましばらくは様子を見ることとする、このような

結論を出す。これが市民の命と生活を預かる市の姿

勢でしょうか。 

 さらに、私が問題としたいのは、生活の不安とい

う視点であります。アンケートの中に、自家用車を

利用してという回答を寄せられた方が75％います。

そのことをもって市は、「大丈夫だ、旭川でもどこ

でも行って買い物できている」と認識したようであ

ります。ですけれども、本年４月１日現在で、多度

志地区に65歳以上の夫婦だけで暮らす、いわゆる高

齢者世帯は128軒あり、それとは別に、長年連れ添

った伴侶を亡くされて現在ひとり暮らしの独居高齢

世帯は58軒も存在しております。合わせて186世帯、

地域内の半数に上る世帯が高齢化しているわけであ
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ります。仮に今、車で峠を二つ三つ越え、市街地ま

で車を走らせている方々についても、いつまで免許

があるのか、冬道はとってもしんどい、こういった

声が聞かれております。該当する地域の老人クラブ

等にみずからが出向き、さまざまな懇談を進めてみ

ると、日々の生きづらさ、そう遠くないところの将

来への不安というのが、堰を切ったように出される

という現状であります。 

 こうした事態を申し上げた上で、それでもなお、

約半数の、しかも町内会長を通じて集計したアンケ

ート結果の数だけにこだわり、いましばらくは様子

を見ることにするのかどうか。再度、実態の正確な

把握、市の担当者みずからが市民の中に入って、そ

の現状を目と耳で認識する。そのことに対しての市

の見解を問うものであります。 

 あわせて、（２）の地域の公共交通網整備の問題

であります。これまでも議会の場において、地元タ

クシー業界との連携等の提案もなされてきたところ

でありますが、例えば島根県などでは、県が車両購

入費を助成し、地域の自治会と地域住民がＮＰＯ法

人を立ち上げて、住民の自治会活動として買い物や

通院を手助けするような取り組みがなされておりま

す。また、埼玉県東秩父村の事例ですが、過疎地有

償運送と障がいのある人と介護認定を受けられた人

たちを乗せる福祉有償運送の二つの制度を活用した

送迎サービスを運行するＮＰＯ法人を、地元のＪＡ

でありますとか、地域にある社会福祉法人等の協力

もいただきながら始めているという事例もございま

す。当然、どちらも入会金、年会費等、さらには１

回の利用についてはガソリン代の実費弁償等も伴い

ますが、地元の方々には大変好評だと聞いておりま

す。 

 経済産業省は、2010年度補正予算で、買い物弱者

応援マニュアルを作成したということであります。

農林水産省も、地域買い物困難度を示す指標の作成

に着手している、そのようにも聞いております。深

川市としても、そういった情報を有効に活用すべき

だと考えますが、その点もあわせて見解をお聞きい

たします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの近郊農村部にお

住まいの高齢者などへの買い物等の面での支援につ

いて、るるご指摘、質問をいただきましたので、整

理が十分ついているかどうかはともかく、一括して

お答えしたいと思うわけであります。 

 １点目の議員が今るるおっしゃいましたそのアン

ケート調査でございますが、これは、これまでも市

議会などでいろいろご議論がございましたことを受

けて、昨年１月に、多度志地区における生活必需品

の購入状況調べということで実施させていただいた

ものでございまして、これは多度志地区の町内会の

ご協力をいただきまして、アンケート調査という形

で実施させていただいたわけであります。これは、

議員からご指摘がありましたように、回答率が町内

会の数でいうと半分の50％、世帯数で見ましても約

46％にとどまっておりまして、ですから、その個々

の実態を全体として把握するには至っていなかった

わけでございます。それで、未回答の一部の町内会

長さんには、それぞれの町内でどういう状況にある

のかといったことについて、個別に聞き取り調査な

ども追加的にさせていただきまして、その回答結果

などを加えて総合的に判断したということでござい

ますが、その回答結果としまして、これは議員もる

る言われたわけでございますが、回答の多くが、地

元にある商店を利用しておられるという答えであり

ますとか、あるいはまた、大型スーパーなどによる

宅配サービスや移動販売サービスを利用しておられ

るという答えもありました。また、ご近所あるいは

ご家族と一緒に助け合いながらというか、共同でと

いうか、乗り合いで自家用車などで近くのそういっ

た店舗に買い物に出かけている、るるいろいろ工夫

されて生活を営んでおられる。そういった実態がわ

かったわけでございます。そういうことで、この時

点の市としての受けとめとしては、こうした状況を

引き続き見守りながらというか、推移を見させてい

ただきながら、必要な検討をしていく、そういう趣

旨のお答えを、回答いただきました多度志地区の町

内会の皆様方や町内会長さんなどについてご報告申

し上げてきたということでございまして、確かに議

員がるる言われるように、フォローとして十分でな

いというご指摘は、確かに無理からぬものがあると

私自身も思っているところでございます。 

 そこで、指摘のあった問題意識に対するお答えと

関連してくるわけでございますが、２点目にご指摘

がありましたことで、現在、多度志地区も含めて路

線バスが運行されております。この路線バス、残念

ながら人口減少でありますとか、自家用車の普及と
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いうことで、年々利用者が減少の一途をたどってい

る大変厳しい状況にございます。しかし、今ある路

線バスは、その地域に住んでおられる学生の通学で

ありますとか、車を持たないあるいは運転しない

方々の通院、買い物などの足として欠かせないもの

であるという認識を持っております。市としまして

も、そうした地域住民の足を確保するために、いず

れも赤字となっております空知中央バスの市内４路

線、それから芦別旭川間を運行している芦旭線とい

う、これは中央バスでございますが、これらの路線

に対しまして、年間合計で1,200万円ほどを、経常

的に補助を行っているところでございます。しかし、

今後とも、今申し上げたように、まずはこの路線バ

スをしっかり維持していかねばならないと考えてお

りまして、そのためにはもう少し利用者をふやす努

力もやはりしていかなければならないのではないか

と思っております。それを実現するためには、やは

り鶏と卵の関係になりますが、バスの利用を高める

ために乗る側にとっての利便性をもう少し高められ

ないかということで、こちらのほうはバス会社に路

線の一部見直しの可能性など、これまでにも働きか

けは一生懸命やってきているところでございます。

先日の田中昌幸議員の質問にもお答えしたところで

ございますが、そうした農村部にお住まいの方々は、

やはり今の地域で暮らしたいという強い意志を持っ

ておられる方が多いわけでございますし、また今後、

高齢化がさらに進むということで、運転免許証の返

上などをされる方もふえてくる、車を持たない方も

ふえてくるというふうな認識を持っておりますので、

やはりそうした方々が長く今住んでいらっしゃる地

域に住み続けられるように、買い物難民を解消する、

それから地域住民の生活を守るというために、今あ

るバスなどの公共交通の確保ということに加えまし

て、議員も言われましたが、一つはスクールバスの

混乗の可能性をどう高めるか。それから、さまざま

に乗り合いタクシーの話もございましたし、それ以

外にもいろいろ自治体ごとに工夫している現状がご

ざいますので、それらをしっかり研究というか検討

いたしまして、そうした多少不便な地域に住んでお

られる方が安心して買い物、あるいはまた病院など

に出かけられるように、そうした足の確保対策とい

うのを、本当に速やかに検討して、成案を得て、速

やかに導入を図っていきたいと考えているところで

ございます。 

〇議長（長野 勉君） 辻本議員。 

〇３番（辻本 智君） 再質問を行います。 

 ただいまの市長の答弁は、今後こうした地域の課

題、特に交通の足の便等々に速やかに市として検討

を始め、導入するという前向きな答弁だと私は受け

とめたわけであります。 

 そこで、一つの提案も含めて、ぜひ見解を伺いた

いのですが、たしか地域福祉計画というのがあった

と記憶しております。その地域福祉計画をつくるに

当たっては、地域住民が集まって、それぞれ地域ご

との課題、そしてそのことに対して地域の住民がど

んなかかわり方ができるのか。地域住民みずからが

その課題についてどういう役割を果たすのかという

ボランティアの視点も含めて、そういった計画がで

きた。そしてそれが冊子になっていると私は理解し

ております。その地域福祉計画が今も続いていると

理解しておりますが、たしかその地域福祉計画の策

定の中で、地域担当課長というのがあったと記憶し

ております。それは、さまざまな部署に課長職の方

がおられると思いますけれども、庁内を横断した形

で、例えば音江地区、納内地区、いろいろあるかと

思いますけれども、多度志地区担当課長というのが

３人おられる。それが今でもいるのかどうか。そう

いう部署があるのかどうか。さらに、あったとした

ら、そういった方々をセクションにして、やはり一

つのテーマごとに地域の住民の中に入って、住民と

一緒に知恵を出す。それで、地域資源という住民の

中に眠っている人、どういう人がいてどんな役割が

果たせるのか、そして時間があるのか、そして、で

は実際に使うもの、車があるのか、そういったこと

も含めて、さらには当事者意識としての地域住民の

意識の醸成、そういったことも含めて、今こそそう

いったポジションにある地域担当課長というのが役

割を発揮すべきではないかと思いますが、その辺に

ついての見解をお伺いします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 再質問ですので、事前に確

認はしておりませんけれども、私が理解する限り、

地域担当の管理職は決めておりまして、今もその制

度は残っております。ですから、その地域ごとに担

当になっている者は、今、議員が言われたようなこ

とについて、自分の本来業務とあわせてしっかり対

応していく。これは、今もしっかりやっていかねば
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ならない制度であるということでございます。 

 ただ、議員がおっしゃることは、まさに一々その

とおりなのでありますけれども、地域福祉にしても、

それから市民協働にしても、本当に大事な課題でご

ざいます。これを本当に進めるためには、行政の側

もしっかり意識を持って進めねばなりませんし、住

民の皆様方の側も、やはり今以上に自分の生活、自

分の時間を割いてでもいろいろご協力いただくとい

う覚悟を持っていただかないと、なかなかこれはそ

う簡単に、容易に進むということは期待しがたい面

もあります。くどいようですが、市民とともに創る

協働のまち深川でございますので、着実にこの面で

も今後前進が図られるように、しっかり私としても

担当を指導してまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 辻本議員。 

〇３番（辻本 智君） ３番目に移ります。 

 現在、市内に建設業関連業種ということになりま

すと、土木建築だけでなく、それらに関連するとこ

ろの業種は、電気や水道などの配管業もあり、大変

すそ野の広い業界分野を構成しているわけですけれ

ども、現在の長引く景気低迷の状況下で、公共事業

予算の減少等もあり、それぞれが極めて厳しい経営

を余儀なくされていると認識しております。 

 その一方で、東日本大震災の復興状況を見ていま

すと、本日７月11日がちょうど震災発生から４カ月

目ということになるわけですけれども、今なお、11

万人を超える方々が避難所生活を余儀なくされてい

るわけであります。そうした中にあって、仮設住宅

の建設を初めとして、いわゆる瓦れきの撤去や農地

を復旧させる用排水路の整備、道路などのライフラ

インの復旧などは、残念ながら、被害に遭われた

方々の気持ちに沿った形とスピードでの復興が進ん

でいないのが現状ではないかと思います。そのおく

れの原因が、財源を初めとし、数々論じられており

ますが、地元では、現場の地形や機械の扱いに熟知

した建設関連の業界がこの間大きく衰退しているこ

とも、復興をおくらせている要因の一つであると言

われております。 

 本市の場合も例外ではなく、今回のような大規模

地震というのは想定しづらいですけれども、例えば、

台風など大雨による河川のはんらん、道路や橋とい

った社会資本、各種農業施設の被害などは、規模の

大小こそあれ毎年起きているわけであります。最近、

土木を中心に、建設関連の業種で働く皆さんとお話

をさせていただくと、このままいったらいざという

とき市内で災害復旧できる力、つまり必要な機械、

そして何よりもそこで働く技術を持った人間がいな

くなってしまう。そのような心配をされる声を幾度

となく聞いております。市としても、市発注の工事

はでき得る限り地元、市内業者へという姿勢は、先

日の髙橋議員の質問への答弁で明確ではありますけ

れども、そのことだけでは、深川市独自の予算の規

模、発注工事内容からして、業界が本来持つ施工技

術、機械を十分に発揮できる状況にならないわけで

あります。民間需要の回復には当分時間もかかると

考えられ、国や道が発注する公共工事を受注するこ

とが、地元業者の願うところでありまして、そうし

た地域の現状等を勘案し、北海道における一般競争

入札におけるガイドラインの中で、総合評価におけ

る地域加算等さまざまな仕組みがとられていると承

知しております。しかしながら、北海道建設部札幌

管理事務所が発注する一般土木工事においては、深

川近辺の工事にさえ、札幌に拠点を置く業者が参入

してきていると聞いております。やはり地元に精通

した会社の経営、さらに地元の雇用の場を確保する。

そして何よりも確かな技術、高い施工能力を将来に

わたってこの地域で継承していくといった立場に立

って、道や国に対して、空知管内の首長が一丸とな

って、地元企業の受注機会の拡大への配慮について

各種要請を続けていくことが必要になってくると考

えますけれども、見解をお伺いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市内建設関連業の

健全な育成のあり方についてお答えいたします。 

 市内の建設業及びそこに勤める技術者を育てると

いう意味合いから、国・道が実施しております工事

発注について、地元企業の受注機会の拡大の配慮に

ついてと要請をする必要があるのではないかという

質問をいただきました。地元企業技術者の育成及び

地元雇用の確保ということにつきましては、市とし

ても重要なことであると考えております。 

 北海道の工事の入札におきまして、施工場所を深

川市内とする工事があった場合についてですが、農

業土木工事の場合に、入札に参加できる地域要件と

いたしまして、空知総合振興局管内に主たる営業所

があることに対しまして、質問にありました一般土

木については、空知及び石狩総合振興局管内といっ
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たぐあいに、札幌市内に本社がある企業も参加する

ことができるようになっているということもござい

まして、農業土木に比べまして価格面などで厳しさ

があるものだと思われます。しかし、道では価格面

ばかりではなくて、技術提案と価格を評価して落札

者を決定する、いわゆる総合評価方式による入札を

実施しておりまして、道が作成したガイドラインな

どによりますと、工事の適用範囲は、基本といたし

まして、一般土木、農業土木は予定価格が7,000万

円以上、建築工事は１億円以上、電気工事の場合は

2,000万円以上の道の基準のＡ等級に該当する工事

としておりまして、予定価格がそれ以下であっても

必要に応じて適用すると伺っているところでござい

ます。７月１日現在でございますけれども、道の競

争入札参加資格者名簿に登録されている市内の建設

業者で、Ａ等級に格付けされている団体あるいは経

常建設共同組合体が数社あるということもございま

して、道の総合評価方式の工事の入札に参加するこ

とが可能であると伺っております。総合評価の技術

提案における評価項目に地域精通度、地域貢献度と

いった項目がありますので、これにより点数が加算

され、より地元企業が有利になるようになっており

ますので、一定の基準で地元企業にも配慮された入

札が行われているとは考えておりますけれども、さ

らに、現状ではその適用が拡大されているというこ

とも伺っているところでございます。市といたしま

しても、地域に根差した企業において、高く確かな

技術力や施工能力が継承されることは有益なことで

あると思いますので、今後、この圏域の首長さん方

の意向なども確認してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

〇議長（長野 勉君） 辻本議員。 

〇３番（辻本 智君） 再質問いたします。 

 多分、私の聞き方がまずかったのだろうと思いま

すけれども、この間市内において、建設業並びにそ

の関連するところの中で、さまざまな業種、技能を

持った人数、そういった技能者の数がどのような形

で推移していたのかというところが、私の質問で抜

けていた面かと思っております。ぜひとも答弁願い

ます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えを

いたします。 

 私ども、経済・地域振興部といろいろな情報の共

有を図っておりまして、そのデータをもとにして申

し上げさせていただきたいと思いますけれども、い

ろいろなこの種の団体がございまして、例えば深川

市技能協会の会員数の推移を見てまいりますと、10

年前が107人、本年度47人ということで、10年間で

56％減少している。さらに、深川土木技師会という

ところでは、208人から132人ということで、37％の

減少。さらに、北空知建築士会北空知支部でござい

ますけれども、78人から40人ということで、約49％

の減少と、いずれも大きな数を減らしているという

実態にございます。さらに、北海道全体で見ますと、

過去10年間で、建設業の従業者数でございますけれ

ども、34万人から23万人ということで、約３割減ら

しているという状況にあると認識しているところで

ございます。 

〇議長（長野 勉君） 辻本議員。 

〇３番（辻本 智君） 続きまして、４番目になり

ますが、市役所職員の採用並びに人事管理について

であります。 

 本市の財政事情にかんがみ、職員の採用に当たっ

ては、市独自の行政運営プランにのっとり計画的に

進めていると思いますが、平成17年以降、目標年度

までの市立病院を除く職員数の推移と、その年齢構

成割合が適切なものになっているのか。特に、この

間の退職者と新規採用者の比較において、庁舎内各

部署での職員数が、現在だけでなく将来の人員配置

を想定した場合において、業務を遂行する上で適切

なものであるのかどうか。また、特に行政運営プラ

ン策定以降の技術職職員の新規採用の実態と、今後

の採用の考え方について回答願います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市役所職員の採用、

人事管理についてお答えいたします。 

 深川市行政運営プランでございますけれども、平

成17年度から21年度を期間とする行政運営の指針と

なるものでございます。その中で、定員管理の適正

化を図るため、５年間で職員数を７％以上削減する

ということを目標にしているものでございます。市

立病院の職員を除いた市役所の職員ということでご

ざいますが、平成17年度の市役所の職員数は315人

でございましたけれども、22年４月１日時点で280

人とするということで、35人、率で申し上げますと
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11.1％の減ということの数値目標を設定し、取り組

みを進めたものでございます。実績といたしまして、

実際の平成22年４月１日現在の職員でございますけ

れども、263人となりまして、率にして16.5％の減

ということで、当初目標を大きく上回ったというこ

とでございます。それと、職員の年齢構成という質

問もいただきましたけれども、過去に、高度経済成

長期における社会資本の充実などというような行政

ニーズがございましたので、大幅な採用増を図ると

いったようなこともあって、そういったときに採用

した職員の年齢層が現在50歳代になってきていると

いうことがありました。また、平成４年に、深川市

においては定員適正化計画を策定いたしまして、10

年間で50人減らすというような計画でございました。

さらに近年では、事務技術職員の退職者の２分の１

程度を採用するといったようなことも取り進めてお

ります。そういった結果からですが、40歳代、50歳

代の職員数の割合が急に高く、その半面、20歳代、

30歳代の職員の割合が低いという状況になっている

ということでございます。さらに、この間の退職者

でございますけれども、73人退職いたしまして、そ

のうち土木建築職の退職が８人となっております。

それに対応するという意味で採用数は17人でござい

まして、そのうち土木建築職の採用は行っていない

という実態にございます。このようなことを受けま

して、技術職における業務の遂行について、全体の

中で適切な人事配置を行うということで対応してま

いりましたが、将来の組織運営なども考慮した場合

に、このままで決していいということではなく、技

術職の年齢差がこれ以上大きくあいてしまっては好

ましくないという判断もいたしまして、計画的な採

用とするために土木職の募集を行いまして、本年４

月に土木職２人を採用したということでございます。

さらに、来年４月の採用に向けまして、建築職を採

用したいということで現在、建築職の募集を行って

いるところでございます。職員採用に当たりまして

の考え方ということですけれども、これまでと同様

でございますが、行政運営を安定的に継続していく

ために、人口や産業構造が類似する他自治体との職

員数と比較検討するということが大事なことだと思

っておりますし、そういった意味で、人口規模に見

合った職員数とするということの検証を行うととも

に、その時々の社会情勢でございますとか財政事情

など、十分に勘案しながら方針を定めて適切に対応

したいと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 辻本議員。 

〇３番（辻本 智君） 最後の質問になりますが、

本市の基幹産業であるところの農業についてであり

ます。 

 農産物の評価、特に消費者の皆さんが何をもって

その農産物なり産地を選択するのか。このことは大

変重要であります。特に、連日テレビ等で全国民の

注視の的となっている東京電力福島第一原発の放射

能漏れ事故のその収束には、今後相当程度の時間と

さらなる技術対応が求められることから、この食べ

物に対する安全・安心という選択基準は、日本国内

において、今後恒常的価値であり続けると考えてい

るところであります。 

 幸い本市においても、ＪＡきたそらちがリーダー

シップをとって、市内全域でイエスクリーン米生産

に取り組んでいるところでありますが、その中にあ

って市内の一部、音江の一部地域と多度志の生産者

集団では、さらにハードルの高い化学合成農薬と化

成肥料を半減し、有機質肥料を使用したところの特

別栽培米を生産しているところであります。 

 そこで、１点目の質問にありますが、深川市にお

ける安心・安全な農産物への考え方、基本姿勢をお

伺いします。 

 さらに２点目として、生産物はそれぞれのつなが

りの中で販売ルートを確保しているわけであります

けれども、昨今の景気低迷とデフレ環境の中で、特

別に手間暇をかけた農産物といえども、その価値に

見合った価格がついているというわけではないとい

う現状にあると思っております。そこの金銭的な生

産者手取りの不足分を補ってきたのが、農地・水・

環境保全向上対策の中の先進的営農活動支援制度で

あり、10アール当たりにして6,000円が生産者に補

てんされていたわけでありますが、本年度からの制

度変更により、来年度から国が決めた基準に沿った

稲作技術をクリアしないと、この国からの補てん部

分が支給されなくなると制度が変わってきておりま

す。問題は、その技術メニューが必ずしも本市深川、

さらには北海道のような積雪の多い寒冷地地帯では

通用できないものしか示されていないところにあり

ます。一方で、米の契約販売を進めるに当たって、

例えば実需先である関東の生協さんなどは、組合員

向けの年間予約購入ということで、既に来年度、平

成24年度産の米を、どんな品種を、どんな栽培基準
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のものをどのくらいの量扱うのかといった、バイヤ

ー段階での協議というのが、実は現在、既に並行し

て始まっている状況にあります。ただ、このままの

状況で推移しますと、せっかくこれまで北海道の深

川産の特別栽培米を購入している消費者、お客を失

うという事態が想定されているところであります。 

 今、北海道が一丸となり、北海道米の消費拡大、

府県に向けての販路拡大に取り組んできているとこ

ろであります。これまで北海道米を指名し、継続し

て購入していただいている消費者を失うとすれば、

深川市はもちろん、北海道米の販売戦略にとって大

きな損失になりかねない重大な事態だと認識し、普

及センターとも連携の上、栽培技術メニューの提案

と同時に、全国民が各地域の生産者が納得できる仕

組みを国が策定するという政策要求を国に対して求

めるべきであると考えますが、見解をお聞かせ願い

たいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 環境保全型

農業の取り組みについての１点目、深川市における

安全・安心な農産物への考え方、基本姿勢について

まずお答え申し上げます。 

 本市におきましては、平成７年２月に深川市クリ

ーン農業推進方針を策定し、化学肥料と化学合成農

薬につきまして、北海道の慣行レベル、標準的な北

海道が定めているその基準に対しまして30％削減に

向けた取り組みを推進しており、これまでも農業改

良普及センターやきたそらち農協と連携、協力しな

がら、減化学肥料、減農薬のための試験研究や、土

壌診断に基づく適正な施肥、土づくりなどを推進し

ている状況にございます。また、議員の言われると

おり、米につきましては、きたそらち農協が主体と

なってのイエスクリーン米生産の取り組みのほか、

市内生産者において、特別栽培などの取り決めにつ

いても積極的に行われ、平成22年度にあっては、市

内約740ヘクタールについて取り組みがなされてい

る状況にございます。消費者ニーズを踏まえました

安全・安心で高品質な農産物生産は、農業が競争力

のある産業として持続的に発展していくための道で

もあり、大変非常に重要なことであると考えてござ

います。このため、今後におきましても、きたそら

ち農協や普及センターなど関係機関・団体と連携を

密にしながら、生産者に対する意識啓発や技術指導

等により、安全で安心な農産物生産を推進してまい

りたいと考えております。 

 次に、２点目の環境保全型農業直接支払交付金に

対しますメニューの提案についてでございます。こ

れまで、環境保全型農業の推進につきましては、国

の農地・水・環境保全向上対策の営農活動支援交付

金を活用してきており、昨年度の市内の水稲におき

ましては79人、約440ヘクタールにおいて取り組み

が行われ、約2,600万円の交付金を受給している状

況にございます。しかし、環境問題に対します国民

の関心が高まる中で、我が国の農業生産のあり方を

環境保全を重視したものに転換していくとともに、

農業分野におきましても、地球温暖化防止や生物多

様性保全に積極的に貢献していくため、これまでの

対策が、議員もご指摘されておりましたが、環境保

全型農業直接支払対策に見直され、本年度より実施

されております。この対策における水稲の要件は、

化学肥料、化学合成農薬の５割低減と、冬期間に水

田に水を張る冬期湛水の取り組み、もしくは化学肥

料及び化学合成農薬を使用しない有機農業の取り組

みとなっており、議員ご指摘のとおり、冬期湛水に

つきましては降雪のある北海道では取り組みが難し

く、有機農業にあっては収量、品質にも影響を及ぼ

す可能性がありますことから、非常に取り組みが困

難であると承知しております。このため、市といた

しましても、地域で取り組める新たなメニューを創

出し、国に対して提案を行うため、関係機関・団体

と協議を行ってきた経過にございますが、現段階で

は新たなメニューの創出、提案までには至っていな

い状況にございます。現在、国においても支援対象

を拡大するため、新たな要件の追加について検討が

なされている状況にございますが、議員の言われた

特別栽培米など、取引先との問題や販売戦略の関係

もありますので、市といたしましても、国の動向を

注視しながら必要な働きかけを行ってまいりたいと

考えております。 

〇議長（長野 勉君） 辻本議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１１時０３分 休 憩） 

                                        

（午前１１時１５分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 
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 一般質問を続けます。 

 次に、松沢議員。 

〔松沢議員、質問席へ〕 

〇16番（松沢一昭君） 深川市議会の第２回定例会

が始まりました。日本共産党深川市議団の松沢です。 

 第１回定例会が始まって間もない３月11日、あの

大地震と津波によって東北沿岸部は壊滅的な打撃を

こうむりました。なかなかおさまらない地震にスト

ーブの火を消し、テレビのスイッチを入れました。

そこに映し出された画像の余りのすさまじさに声も

なく、しばらくの間見入っていました。被災された

皆さんに心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

 この深川でも時には地震はありますけれども、建

物が倒壊するような大きなものはまだありません。

災害の主なものは風水害で、それも水害が中心にな

ろうかと思います。平成17年に策定された地域防災

計画がありますが、これに基づいて、通告に従って

質問したいと思います。 

 この防災計画は、さまざまな災害について検討さ

れた非常にボリュームのあるものになっております

けれども、１点目に、主として深川市で最も起こる

ことが想定される水害対策としての洪水ハザードマ

ップについて伺います。 

 このハザードマップは、石狩川水系と雨竜川水系

に分かれて作成されています。この地図が作成され

た当時は、地域において説明会が行われました。そ

の後、地域からの声も取り入れて手直しが行われて、

平成19年８月時点で改訂版が出されています。 

 幸いなことにここ数年、大きな洪水もなく過ごし

ていますけれども、近ごろの夏の雨は、本州方面で

見られるように、ゲリラ豪雨と呼ばれるような降り

方がふえてきています。東日本大震災によって、災

害に対する市民の関心も高まってきています。見直

しされたのは一部分でしょうが、それらも含めて市

民への周知、防災に対する呼びかけを行うべきでは

ないでしょうか。まずこの点について伺います。 

 次に、公共施設の耐震化の進捗状況について。 

 小中学校の耐震化は、国の補正によって相当進ん

でいるように認識していますが、まだ終わっていな

い学校はあるのでしょうか。それから、高校につい

ての現況についてもあわせてお答えください。 

 次の災害時の備品の用意、食料品の調達計画につ

いては、既に答弁が出されていますので割愛いたし

ます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 防災のまちづくり

についてお答えいたします。 

 まず、１点目のハザードマップの関係についてで

ございますが、本市を流れる石狩川及び雨竜川流域

におきまして、３日間の総雨量が250ミリから260ミ

リに達した場合の洪水予想、これを基本としてこの

ハザードマップは作成されております。これは年数

で申し上げますと、石狩川ではおおむね150年に１

回程度、さらには雨竜川、大鳳川ではおおむね100

年に１回程度ということを想定してつくっているも

のでございまして、この当時、石狩川開発建設部の

全面的な協力をいただいて、まだ全道的には余りこ

のハザードマップというのは進んでいないことを非

常に危惧された関係機関から、ぜひ深川でつくって

はというお話もいただきましたので、この取り組み

に携わったところでございます。 

 そういった意味で、マップ自体は平成17年３月に

作成いたしまして、同年６月に市内の防災関係機関

や公共施設、さらに市内全戸に配布したということ

で、その後、市内各所においてハザードマップ及び

防災全般に関する説明会を実施したところでござい

ます。この説明会の中で、一部地域の方々から、避

難場所の指定や避難する際の単位、例えば町内会と

いったところの避難先について、生活実態に即して

いない面があるのではないかというようなご意見を

いただいたということもございまして、さまざま検

討する中で、個別具体的な協議だとか、全市的な見

地からの調整などを行いまして、質問にもございま

したように、平成19年に新たな公共施設や民間施設

９施設などを避難所として追加いたしまして、現在

の形になっているということでございます。そこで、

今回の一般質問の中で、さまざまこの防災の関係に

ついての質問をいただいておりまして、その説明会

を終了して相当年数がたっているということもござ

いましたり、今回の大震災を受けて、市としてもこ

の防災については少し抜本的に見直しを図っていく

必要があると。これは、当然そんな短時間にできる

ものではございませんけれども、少し中長期的な構

えの中でしっかりした素案をつくりながら、市民の

皆さんにも十分に説明、呼びかけをしていくという

ことは必要なことと考えておりますので、質問の意

を踏まえて対応してまいりたいと考えております。 
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 次に、２点目の耐震化の質問でございますけれど

も、市内の避難場所46カ所中、平成23年３月31日現

在、耐震化は38カ所ということになっておりまして、

小中学校、高校という話でございましたけれども、

小中学校については、国の公共投資のさまざまな資

金がございましたので、これで耐震補強工事を実施

してすべて完了しているということでございます。

高校については、確認いたしましたけれども、西高、

東高とも耐震化済みであるということです。ただ、

クラーク記念国際高等学校については、昭和43年に

建築された建物であるということで、これについて

は耐震化されていないという実態にあると伺ってい

るところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 次に移ります。２番目にな

りますが、エゾシカ被害対策について伺います。 

 この問題については、昨年何回か質問を行い、市

でも改善してもらいました。特に、これまで経験年

数10年以上でなくては害獣駆除員に指定されなかっ

たのが、経験年数に関係なく指定してくれている点

や、１頭5,000円の駆除奨励金を出してくれている

点で、燃料代、弾代が何とか捻出できるようになり

ました。ことしのエゾシカの出没状況は、春先には

納内方面で、現在は多度志の湯内から鷹泊の山沿い

で次々と出てきています。春先は秋まき小麦に、今

は水田に入って稲を食うといったぐあいで、今芽が

出てきたばかりのソバの畑でも随分見かけます。現

在はお産のために山に入っている雌の成獣が出てく

るお盆過ぎには、今までにないくらいの被害が出て

くるのではないかと思っています。私は農家の状況

を黙って見ていられなくて、一昨年夏に狩猟免許を

取得しました。当初は、弾が当たってもやぶへ飛び

込まれて見失っていましたが、昨年９月から本格的

に撃ち初め、12月末までに23頭捕獲、ことしは４月

８日に駆除許可をもらってからここまでで32頭を捕

獲しています。私のようなライフル銃ではない素人

がこれだけ捕獲しているというのは、いかにエゾシ

カの出没が多いかということのあらわれだと思って

います。十勝方面の畑はすべて鹿フェンスで囲まれ、

出没できる山地帯のササは葉が食い尽くされ、えさ

の豊富な日本海側へ移動してきているというのが私

の持論ですけれども、市議会議員選挙が終わった

翌々日からこれまで20日余りの間に、鷹泊を中心に

して13頭捕獲しました。やれやれと思っているとま

た別の群れが入ってくるといった状況で、こちらの

ほうが疲れてきています。幸い、地域の人たちが全

面的に協力してくれて、電話１本で三、四人が来て

軽トラックに積んでくれたり埋設を手伝ってくれま

すから、このことに気持ちを奮い立たせて駆除して

いるところであります。こういった状況を述べ、以

下具体的にお尋ねします。 

 １点目、市内のエゾシカの駆除の現在までの状況

について、どのように進んでいるのでしょうか。ま

た、道の予算増や国の予算の状況、これは答弁が一

部出されていますけれども、あわせて増額の見通し、

この事業の見通しはどうなっているかお答えくださ

い。 

 次に、駆除員の増加に向けた積極的な取り組みに

ついて。先ほど黒松内町では、狩猟免許取得のみな

らず、銃器の買い入れも含めた助成制度をつくった

という新聞報道がありました。深川市の現在のエゾ

シカ出没は非常事態であります。駆除員増に向けた

特別な取り組みをしてもらいたい。さらには、特に

重要なのは地域の協力であります。情報の提供も含

めて、倒した田畑からの搬出なども含めた協力応援

体制があるかどうか、これが大きく影響してまいり

ます。この取り組みについてもお考えをお聞かせく

ださい。 

 次のプロハンター制度については、事情により割

愛いたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） エゾシカ被

害対策についての１点目、害獣駆除の進捗状況及び

道予算増に伴う電牧さくなどの増額見通しについて

お答え申し上げます。 

 初めに、駆除の進捗状況でございますが、本年４

月から６月30日までの約３カ月間のエゾシカ駆除頭

数につきましては、50頭となっております。次に、

道予算増に伴う電牧さくなどの増額見通しでござい

ますが、北海道におきましては、エゾシカによる農

林業被害が年々深刻化していることから、本年度に

おいて侵入防止さくなどの整備や、捕獲したシカの

食肉利用の拡大等に対する支援として約26億円を計

上しており、このうち、電牧さくやくくりわななど

地域が取り組むエゾシカによる農林業被害防止にか

かわる支援につきましては、鳥獣被害防止総合対策

事業として、前年度の約３億6,000万円から約23億
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円と大幅に増加しております。この鳥獣被害防止総

合対策事業の増額につきましては、国の予算が前年

度の約23億円から緊急対策分を含めまして約113億

円と大幅に増額となったことにより、北海道を通じ

地域に交付される額が増加したことに伴うもので、

今回の事業を活用し、鶴岡議員の質問にもお答えさ

せていただきましたとおり、本市におきましても、

納内、多度志地区の電牧さく総延長約40キロメート

ルの整備などに対し、６月20日付で事業承認をいた

だいたところでございます。今後におきましても、

関係機関・団体と連携をとりながら、国・道の事業

を有効に活用し、エゾシカ対策を推進してまいりた

いと考えております。 

 次に、２点目の駆除員の増加に向けた積極的な取

り組みと地域の協力についてお答え申し上げます。

現在、エゾシカ駆除のためのハンターにつきまして

は、猟友会北空知支部から推薦をいただいたハンタ

ーを、市の駆除員として委嘱しておりまして、昨年

度につきましては12人に委嘱し、捕獲に取り組んで

きていただいているところでありますが、本年度、

平成23年度からは、市から積極的な捕獲の協力をご

依頼申し上げ、18人の推薦いただき、捕獲に取り組

んでいただいているところでございます。また、本

年度から新たな取り組みとして、議員も触れており

ましたが、エゾシカ駆除を行った委嘱ハンターに対

しまして、１頭当たり5,000円の報奨金を支給する

制度や、駆除いたしましたエゾシカの廃棄物処理料

金の70％相当分の支援を行うことで、より一層の捕

獲を推進することとしたところであります。狩猟免

許取得者をふやす取り組みといたしましては、これ

まで深川市鳥獣害防止対策協議会が主体となりまし

て、農業者に対し、わなや銃の取得のための狩猟免

許取得の講習会開催や、きたそらち農協においては、

銃や銃保管用ロッカー購入に対する支援、市におき

ましては、銃所持のための資格取得に伴う講習料に

対する支援を行い、駆除員の増加に向けた取り組み

を推進してきておりまして、昨年は３人が新たに銃

の資格を取得され、ことしは５人の方が資格取得に

向け取り進めされているところでございます。また、

協議会におきましては、エゾシカ捕獲後の農業者に

よる埋立処理等についての周知を図り、地域の協力

体制の確立に向けた取り組みについても推進してい

るところでございます。今後につきましても、関係

機関・団体等と連携の上、駆除員の増加に向けた取

り組みをより一層推進してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 若干再質問いたします。 

 鳥獣害防止対策協議会では、何か銃の取得につい

ても一部助成するというようなことだったと思うの

ですが、一般の人方でＪＡの組合員でない場合、こ

れも銃の取得にまではなかなか助成がもらえないと

いう答弁と思って聞いていました。 

 一つには、以前私がここでお話ししたことがあり

ますけれども、銃を取得して猟友会に入って、銃の

保険にも加入してという、一連のことが終わって銃

を撃てるようになるまでにかなりまとまった金が必

要だったのです。私の場合は、すべて自分の小遣い

といいますか、お金を工面してやりましたが、今免

許の取得へも補助が出るという、銃の取得にも一部

の人たちは補助が出るということは非常にいいこと

だと思うのですが、ぜひ市としても、農業者以外の

人方が取る場合には該当するようにするべき、そこ

まで応援してあげる必要が今あるのではないかと思

って聞いていましたので、もう一度この点をお答え

いただきたいと思います。 

 それから、もう一点ですが、これは本当に今非常

事態で、市の職員が銃の許可を取ってといっても、

興味のない人や嫌な人に無理強いするわけにはいか

ないと思うのですが、やはりここら辺にもぜひ、銃

を持っている人が出てくることが、やはり現場をよ

り知ってもらうという意味では、ぜひ１人でも２人

でも市の職員が取ってもらえるような、そういうふ

うになってほしいというのが猟友会仲間のお願いで

あり私の願いでもございますが、この辺の考えがな

いかどうか。この２点再質問したいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） エゾシカ対

策につきまして、２点にわたり再質問いただきまし

た。 

 初めに、一般の方にも銃取得などについての支援

というようなことでございましたが、基本的に農作

物の被害を防ぐというようなことで、市なり、ＪＡ

なり、鳥獣害対策協議会がしっかり進めてきている

ところでございまして、若干支援の内容を申し上げ

ますと、ＪＡきたそらちにおいては、農協組合員を

対象に、農地を守るための銃購入に対して５万円を



 - 177 -

上限に２分の１を助成してございます。また、銃保

管用ロッカーの購入費も、２万5,000円を上限に２

分の１を農協独自で助成しているということでござ

いまして、市といたしましては、委嘱ハンターの方

の銃につきましては、個人の所有財産であるという

考え方、当然そういうことなのですが、購入費の助

成につきましては今のところ難しいものと考えてお

ります。 

 次に、市職員に対しての狩猟免許の取得、銃とい

うことでしょうが、現在、職員でも銃ではありませ

んけれども、個人の判断でわな免許などを取得して

いる者もおります。やはりこれは個人の考え方だと

思いますので、市のほうから特別に推進していくと

いうのは、なかなか難しいものと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 異論はありますが、次に移

ります。 

 ３番目、介護保険料の見直しについて伺います。

３月の予算審査特別委員会でもこのことについて伺

った経過があります。 

 深川市の介護保険料は、現在全道32市の中で中く

らいのところに位置しているという認識をしていま

す。以前は基金が底をついて、あわてて40％以上も

保険料を引き上げ、全道の市の中で高いほうから２

番目にまでなったということもございました。その

とき私は上げ過ぎだと言った覚えがあります。一方

には、問答無用で年金から天引きされる第１号被保

険者がおり、その暮らしがあります。そのときに剰

余となった３億円がずっと基金として残ってきてい

ます。 

 その後、年7,000万円ずつ取り崩すはずでしたが、

一方では、そんなに単年度の収支が不足する状態で

はないので、平成22年度末では、私の記憶では３億

1,000万円ほど基金が残った状態で年度末を迎えて

きていると思っていますが、まず、この点を確認し

たいと思います。 

 ２点目になりますが、ことし平成23年度は次の３

年間の保険料を決める年となります。さきの予算審

査特別委員会のときの質疑を振り返りながら、これ

までの経過も含めて少し述べたいと思います。 

 介護保険料に最もはね返るのは市内の入所施設だ

と言われていますが、これはまた老後の安心のため

に欠かすことができないものでもあります。 

 私は４年前の市議選のときに、国がなくそうとし

ている療養型病床ベッドをみんなの運動で残してい

こうということを随分訴えました。国は世論に押さ

れて、今残っている分、恐らく深川市は今、介護療

養ベッドは50床残っているはずですが、これは当面

残していこうとなっているようですけれども、あの

当時、介護難民が出るという言葉を随分言われまし

た。そして、深川市において今後介護保険料の引き

上げ要因となるのは、入所施設だと言われています。

さきの市議会臨時会で決定した、入所施設によって

年間１人当たりの保険料を2,800円押し上げるとい

う答弁もございました。第１号被保険者数はおよそ

8,000人といいますから、概算すると年間2,000万円

余りあればこの分は賄えることになります。だった

ら、今後３年間は全く保険料を上げずともやってい

けると考えますけれども、保険者としての考え方は

今どのようなところまでいっているのか。お答えい

ただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 介護保険料の見直しについ

ての質問にお答え申し上げます。 

 初めに、介護保険特別会計の中に積み立てており

ます準備基金の状況についてでございますが、これ

は議員も言われましたが、平成22年度の会計年度に

おいて、介護保険事業計画に基づきます取り崩し額

が7,631万円余り、一方で、介護保険料の剰余及び

基金運用利子の積立額が7,882万円余りということ

になりまして、直近、この平成22年度末の基金残高

は、正確には３億739万4,000円ということになって

おります。今年度、平成23年度におきましては、こ

の基金からの取り崩し予定額が7,645万円余り。他

方で、積立見込み額が6,677万円余りという見込み

をしておりまして、平成23年度末の基金残高の見通

しといたしましては、２億9,771万円強ということ

に見込んでいるところでございます。この介護保険

準備基金は、介護保険財政の各年度間の均衡と健全

な運営に資する目的をもって設置されているもので

ございまして、年々の決算における剰余金が生じま

した場合は、この基金に積み立てるということにし

ているものでございます。この積み立てた基金の活

用につきましては、不測の事態に備えてどうしても

一定額は残すということにしておりまして、それを

超えた額につきましては、基本的に次期の介護保険

計画期間中に取り崩して、繰入金として繰り入れて
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いくと定めているものでございます。本市において

は、今日現在、介護保険料の設定は、平成22から23

年の介護保険期間ということになってございますが、

この期間における介護保険料を設定する際の、20年

度末の基金残高が２億9,203万円ございました。も

う議員ご案内のとおりでございますが、この２億

3,000万円ぐらいは、これを計画期間中に取り崩し

て、介護保険料の値上げを抑える効果を期待しつつ、

そういうふうに取り崩すということにいたしまして、

２億3,000万円余りの取り崩し額というのは、それ

以前の計画期間における取り扱いと比べても、大幅

な取り崩し額ということになったところなのでござ

います。それで、議員がまさにお尋ねになりました

が、平成24年度、来年度から始まります新たな介護

保険事業期間における次期の介護保険料の設定に当

たりましても、同様に保険料の軽減に資するように

基金保有額をそういった目的に沿って有効に使って

いきたいと考えております。 

 具体的に介護保険料の見込みについてお答え申し

上げたいと思いますが、平成24年度から26年度の３

カ年間を期間とする第５次の介護保険事業期間にお

ける介護保険料の設定に当たりまして、前よりも上

昇要因として考えられておりますことといたしまし

ては、いわゆる高齢化に伴います各種の介護サービ

スの利用増ということが、自然増といった形で出て

まいります。この利用増に伴う介護給付費の増加と

いうこと。それから、これもまた指摘がありました

が、来年４月に開設を予定しております小規模ケア

ハウスなど、四つの地域密着型サービス施設整備に

伴います介護給付費の増額ということが、上昇要因

として考えられるわけでございます。他方で、上昇

要因にさらに加えまして、先月国会において成立し

ました介護サービスの基盤強化のための介護保険法

等の一部を改正する法律というのがございまして、

この法律の中で介護保険分野における新たなサービ

スや事業が創設されております。そういったものを

本市においても、この次期計画でどのように取り組

んでいくのか、どのように実施していくべきかとい

ったこと、そういうことになりますと、それらに伴

う経費増ということも当然見込まなければならない

ということでございます。さらに、現在国の社会保

障審議会介護給付費分科会、これは国に設けられて

いる検討のための枠組みでございますが、ここでま

さに今、介護報酬の改定による影響がどう決まるか

ということも極めて大きな変動要因ということにな

ろうかと思っております。一方で、上昇要因などと

して今申し上げたことの他方で、抑制要因として幾

つか挙げられることがございますが、その一つが、

現行におきましても、介護療養病床の削減などで、

その介護給付費の支出ベースで見たとき、計画値を

大きく下回っている介護サービスの給付費がござい

ます。これは当然、この推移を考えれば、見積もり

としては低く見積もっても構わない要因になってく

るかと思います。また他方で、今申し上げた法律改

正によりまして、平成24年度、来年度限りの措置と

して、それぞれ47都道府県が保有しております介護

保険に係る財政安定化基金というのがございますが、

この一部を取り崩して、各市町村における介護保険

料の軽減に活用してよろしいということになってお

りますので、この基金の規模等によって、押し上げ

要因としてそれらが見込めるという状況にございま

す。そんなことでございまして、この介護保険料に

ついては、議員のお尋ねもございましたが、これか

らまさに介護保険事業計画策定についての国の基本

方針でありますとか、道の指導指針が示されてまい

りますので、そうしたことを受けて、我々深川市と

いたしまして考えていくことになるわけでございま

す。したがいまして、この時点でどういった状況に

なるのかという具体的な見通しを申し上げることは

残念ながらできないわけでございますが、いずれに

いたしましても、市民に必要なこの介護サービス、

必要かつ効果的なサービスをきちんと供給していく

ということ、あわせてそういった事業を創設、確保

して、できればまち全体の雇用増にもつなげるとい

ったこともあろうかと思います。その一方で、一番

心配でございます保険料については、極力上昇を抑

制する方向で、議員がるるご指摘されたようなこと

も十分勘案いたしまして、繰り返しになりますが極

力抑制する方向で検討を深めてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 結論的には、市長の答弁で、

九分どおりといいますか、理解できるわけでありま

す。 

 ちなみに、これは再質問という形でお尋ねをする

ことになろうかと思いますが、平成10年が介護保険

の制度が入った年だと思いますが、11年の基金残高

を見ますと２億5,000万円でした。これが円滑導入
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基金という名前で残っておりました。それが12年に

は6,000万円に基金が減っている。ここは当時250床

あった介護病床、療養型病床群が相当圧迫をしたの

だと、私は個人的に思っているわけですが、この12

年に6,000万円だったものが、13年でも6,000万円と

いう推移です。平成16年が8,000万円となっていま

す。平成18、19年と毎年１億円ずつ、基金が積まさ

ってふえていっているのです。これは保険料を一気

に値上げした、これの効果といいますか、これがそ

ういう形でいって、平成20年には２億9,000万円ま

で基金が積まさったという経過がございます。その

後の議論の中で何度かお尋ねしたことがありますが、

深川市の規模で基金残高の適正額というのは、道の

指導やそういうところからの指導はあるのかないの

か含めて、どのぐらいだというふうに押さえている

のだということを重ねて聞きましたけれども、この

答えがいまだにされないできているわけです。私は、

３億1,000万円が保険料ですから、それからいった

ら３億円の基金というのは、常識的に考えて、積み

過ぎという認識をしているところです。6,000万円

という声も聞いたこともありますが、事務方として

は、一定額の基金を積んでおくことが事務運営上、

制度運営上安心だということは当然ございますけれ

ども、ここらの基金適正額はどの辺に維持していく

かということと、保険料は余り上げたり下げたり、

徴し過ぎないということも、また一つは大事なこと

です。私はむしろ下げてもいいぐらいの状況にある

のではないかと思って見ていますが、下げないまで

も現状はキープしていきたいという市長の考えです

けれども、ここの基金残高を含めて、どの辺の認識

を今、保険者の考えとして持っているのかも含めて、

少し質問ボリュームが膨れましたけれども、この辺

もお尋ねしておきたい部分ですので、ぜひお答えを

お願いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 担当部署レベルではもう少

し細かくきちんと検討を進めているかもしれません

が、私のレベルで申し上げますと、この次期計画年

度において、基金に残すべき額はどの程度が望まし

いとか、幾ら幾ら保険料の抑制要因として取り崩し

に回していけるかなどといったことについて、まだ

この時点で明確に決めてはおりません。おりません

が、いずれにいたしましても、先ほど申し上げたよ

うに、この介護サービスがしっかり必要な人に過不

足なく提供できるように、その安定的な財政基盤は

途中でどんなことがあっても崩れたりしないように、

そこをしっかり確保する一方で、議員からるるご指

摘があったように、これまでの経過も踏まえ、極力、

保険料については、可能な限り抑制できれば抑制す

る方向で作業はやってまいりたいと思っております。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 次に、通告の４番目、私道

の整備について伺います。 

 かつては私道についても、たとえ１戸しか住んで

いなくても砂利を運んで入れてくれるぐらいのこと

はやっていました。しかし、いつの間にか５戸以上

あったら４分の１は見ているみたいな話になってい

るようです。連檐戸数が10戸、15戸あろうと、水た

まりのある状態で今、私道が放置されています。こ

ういうことが市内のあちらこちらに見受けられ、住

んでいる人たちは、「おれたちは固定資産税や都市

計画税を払わされていて、しかも税金は上げられて

いるのにほったらかしにされている」という、そん

な不満の声が何カ所かで言われました。これは早急

に改善する必要があると思いますが、考えをお聞か

せください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） お答え申し上げま

す。 

 私道路の整備につきましては、過去には、地先の

皆様が協力して維持管理の作業をする場合に、資材

の提供のほか、市の建設車両を用い、市直営で行え

る範囲で作業への協力を行ってきた経過がございま

す。しかしその後、機構改革に伴って市直営の維持

作業体制は、最小限度の人員体制で維持作業を行っ

ており、現在の道路補修については、舗装の劣化や

凍上による破損などが著しく、さらに砂利道の私道

も多くありまして、このような状況の中、維持補修

の必要箇所は山積しておりますし、また、財政収支

改善などに伴い、係る予算が限られる中、毎年、町

内会を通じての補修要望への対応などには、緊急度

を勘案し、工夫を重ねながら鋭意取り組んでいると

ころでございまして、私道の維持補修まではできな

いのが現状でございます。現在、私道に対する支援

としましては、道路整備事業助成要綱及び除排雪事

業助成実施要綱に基づく助成制度がありまして、こ
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れらの制度によりまして支援を実施しているところ

でございますが、現状、砂利支給などについては困

難な状況でございます。私道路に対しての見直しを

検討すべきとのことにつきましては、まずは連檐戸

数がある主な私道の実態や、どの程度維持管理が必

要なのかなどについて調査していきたいと考えてお

ります。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 全く納得できない答弁です。 

 事務方といいますか、行政の側としては、介護保

険の議論の中でも少しそういう感じがしていたので

すが、一般会計全体の中でも、一方では基金が一定

程度集積されるような、行財政改革によって市の財

政状況は好転している状況が一方にはあるわけです

けれども、なかなかそこら辺のかゆいところへ手が

届くという行政といいますか、もう少し親切味があ

るべきだと思います。本当に今、10軒、20軒戸数が

固まっていても、水たまりがそのままで放置されて

いて、砂利の支給は全く不可能だという状況が放置

されて、これから調査すると言っていますけれども、

私はこの点は強く求めていきたいと思いますし、住

民が市民として住んでいる以上、行政サービスは均

等に受ける権利、これはあるわけですから、そうい

う立場でもう一度答弁してください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 再質問にお答え申

し上げます。 

 私道路の管理補修につきましては、それぞれ所有

者または使用者がやるのが原則であると思っており

ますが、今後、市がどのような支援が可能か、私道

路の現状を調査して、今後研究してまいりたいと考

えております。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 同じ議論の繰り返しになり

ますからこれ以上やりません。５番目に移ります。

市道上多度志屈狩線及び市道宇摩屈狩線の整備につ

いて伺います。 

 私も週に１度くらいこの道路を走ります。通告書

にあるように、３分の１くらいはオーバーレイアス

ファルトによる防じん工事がされていますが、その

後何年かたちますけれども、そのままになっていま

す。早急な改良を求め、答弁を求めたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） お答え申し上げま

す。 

 本市の市道補修につきましては、融雪水や降雨等

の原因により、道路の路盤砂利が流出する勾配の急

な未舗装道路の場合には、東日本高速道路株式会社

が、高速道路の舗装補修工事に伴い排出されるアス

ファルト切削廃材を無償で譲り受け、道路補修材料

として再利用するなどしまして、路盤砂利の流出防

止と原材料にかかる経費節減に努めているところで

ございます。 

 質問の市道は、上多度志屈狩線から多度志上幌成

線を経由し、宇摩屈狩線につながる路線となります

が、この区間におきましては、平成20年と21年にア

スファルト切削廃材による補修工事を３カ所実施し

ておりますが、本年度は、宇摩屈狩線の宇摩側の一

部約150メートルの区間の工事を予定しているとこ

ろでございます。なお、次年度以降につきましては、

アスファルト切削廃材の譲渡が引き続き見込める場

合には、全市的に他の路線状況も見きわめる中で、

優先度の高い箇所から順次維持補修に取り組んでま

いりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） ６番目に移ります。公営住

宅の管理について伺います。 

 以前、同僚の北名前議員がこの場で取り上げたこ

とがあります。近くに住む者同士、本来ならその中

で話し合いをして解決するのが望ましいと思います

し、私もそのように申し上げました。しかし、そん

な状態ではなくなっています。やはり周辺環境の整

備に対する不満がお互いの不信となって増幅されて

いることについては、行政が仲立ちとなっていく以

外にないと思われますが、いかがでしょうか。余り

細部についてここでお話しすることもどうかと思い

ますので、質問としてはこのくらいにして、お答え

を求めたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 公営住宅の管理に

ついてお答え申し上げます。 

 公営住宅につきましては、玄関や階段室、駐車場

などの共用部分が多く、これら共用部分の清掃のほ

か、建物周囲の草刈りや冬期間の除排雪など、住ん

でいる皆さんがお互い協力し合いながら、団地の運
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営をしていかなければならないようになっておりま

す。 

 公営住宅におきましては、年齢や家族構成、生活

形態の異なる世帯が、同じ建物の中で生活していま

すことから、大小さまざまな問題が生じる場合があ

ると思いますが、問題が生じた場合は、当事者を含

む団地の自治会の皆さんの話し合いで解決していた

だくことが基本であり、最も望ましい方法と考えて

おります。しかし、公営住宅の所管といたしまして

は、住みよい環境をつくっていただくためにも、問

題が解決するよう、中立の立場でできる範囲の協力

を今後もしていきたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 少しだけ再質問します。 

 答弁としては、そんなところかと思って聞きなが

ら、北名前議員がここでお尋ねして１年余りたって、

ことしの５月の時点でまた地域の方からこういう相

談が上がってくるということは、そこのところに余

り実効性といいますか、どのぐらいの効果があった

のか、そんな疑問がわいてくるわけです。ぜひ親身

になって、大変だというのはわからないわけではな

いですけれども、行政としても、駐車場料金あるい

は公営住宅料金をいただいて管理しているという立

場から、実効のある仲立ちを求めていきたいと思い

ます。 

（発言する者あり） 

 それから、余分なことを一言だけ言わせていただ

きたいと思うのですが、いろいろ今、地元紙を含め

て議論になって、一般質問が注目されておりますけ

れども、私は通告制度を守っていますが、後の再質

問あるいは再々質問その他についてはガチンコとい

いますか、本当にその場で答弁をいただいてその場

で再質問する、こういう原則は守ってやっています

し、住民の利益を守るために、これからも一般質問

をこういう立場でやっていきたいと思います。一言

だけ余分なことを言いましたが、終わります。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 今現在松沢議員か

ら言われましたことにつきまして、今後、一生懸命

頑張っていきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時０６分 休 憩） 

                                        

（午後 １時０９分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、水上議員。 

〔水上議員、質問席へ〕 

〇１番（水上真由美君） 再度、私は議員としてこ

の場に帰ってきました。今回当選した新人議員の

方々の初々しくも信念を持った姿に、４年前の自分

自身を重ね合わせ、たくさんの市民の皆様からの支

援と期待を胸に、この深川市のために一生懸命頑張

りますと誓ったことを思い出しました。私は、この

ときの気持ちを忘れずに初心に返り、今後の４年間、

しっかりと責務を果たしたいと改めて決意したとこ

ろです。 

 それでは、通告に従って質問させていただきます。 

 １番目に、墓地の維持管理についてお伺いしたい

と思います。 

 ７月も半ばに入りまして、お盆の時期が近づいて

きました。ことしも、市内はもとより市外からもた

くさんの方々がお墓参りに訪れる季節となることと

思います。日ごろから墓地の維持管理や施設設備に

関しましては、所管には努力をいただいているとこ

ろですが、やはり、ご先祖様の供養に訪れる方々に

気持ちよく利用していただくということが重要であ

ると思います。ここで、墓地の維持管理について何

点かお聞きしたいと思います。 

 最初に伺います。近年、使用者が亡くなったり市

外へ転出したりで、管理が行き届いていない区画も

多いように聞いておりますが、墓地の空き状態、新

たな申し込みや返還の状況を伺っておきたいと思い

ます。また、今後の施設整備の予定がありましたら、

あわせて伺いたいと思います。 

 二つ目に、市民以外の使用についてお伺いいたし

ます。お墓を建てる際に、深川に居住はしていない

けれど、深川にゆかりがあるので、ぜひ深川に墓地

を求めたいと望んでいる方がいるように仄聞してお

ります。本市の場合、深川市に住民票がなければ墓

地の使用許可を得ることはできないようですが、他

市の例を見ますと、砂川市が市民以外でも墓地を使

用することができる条例となっており、若干使用料

が市民の方に比べると高い設定にはなっております
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が、それでも、ゆかりのある土地に墓地を求め、ま

さにふるさとに骨を埋めるという一番の供養にこた

えているケースもありますので、本市もそのような

要望に応じる措置はとれないものか、お考えをお聞

かせ願いたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 墓地の維持管理に

ついて２点の質問をいただきましたので、お答えい

たします。 

 初めに、１点目の区画の利用状況についてであり

ますが、現在、深川市が管理している墓地は市内に

20カ所、区画では7,056ありまして、本年３月末現

在の利用状況は、使用を許可している区画が5,483、

返還された区画を含め使用可能な空き区画が1,476、

返還されたものの基礎が残っているところや地形、

地質などが原因で使用困難な区画が97となっており

ます。また、深川市墓地条例では、使用許可日から

５年以上使用しないとき、または使用者の所在が不

明になって10年を経過した場合などには、使用許可

の取り消しまたは返還を命ずることができるとして

おり、近年の貸し付けと返還の状況は、双方ともほ

ぼ同数の年間20件程度の受け付け件数となっており

ます。次に、墓地内の施設の設置状況と今後の整備

計画についてでございますが、まず給水施設につい

ては、使用区画が比較的多い墓地には設置されてお

りますが、小規模な墓地については、お参りされる

方に水を持参していただいている状況でございます。

また、トイレについては、深川東墓地には寄贈いた

だきました簡易トイレが設置されておりますが、深

川西墓地と一已墓地は、近くの施設にあるトイレを

利用していただいている状況でございます。トイレ

の整備には多額の建設費用を要しますし、また維持

管理上では、清掃、消耗品の補給、冬期間の凍結対

策など課題も多いことから、現時点では建設予定は

ないものでございます。また、墓地内の道路整備に

つきましては、平成21年に音江墓地駐車場、22年に

は納内墓地内の主要通路をアスファルト切削廃材を

再利用して市直営で整備したところでございます。

今後の施設整備の予定につきましては、限られた予

算の中での整備、維持管理をしておりまして、廃材

を利用するなど経済的な方法を模索しながら、効果

が上がるよう工夫して、お参りされる方々の利便向

上に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の市民以外の使用についてお答えい

たします。深川市墓地条例では、墓地の使用は本市

に在住する世帯主であることが原則となっておりま

すことから、市外在住の方への新規貸し付けは行っ

ていないところでございます。このことにつきまし

ては、先ほど申し上げました施設の整備、維持管理

費は市単独費であること、墓地区画内の維持管理は

使用者が責任を負うことから、市外在住者が将来に

わたりお墓を守り続けることが大変難しいものとの

考えによるものでございます。また、市内全体では

多くの区画があいておりますが、比較的希望の多い

一已地区や深川地区の墓地は、限られた数しかあい

ておらず、許可基準の範囲を広げることで、希望す

る市内在住者への貸し付けが困難となりはしないか

などが懸念されるところでもあります。しかしなが

ら、議員の質問にありますように、過去に本市に居

住していた方で、生まれ育った土地で骨を埋めたい

との深い思いをお持ちの方々の心情を酌み取ること

も大切と考えているところでございます。また、近

隣市町の許可条件を調査しましたところ、多くの自

治体が、住民登録していることを要件としながらも、

本籍がある方、以前居住していた方などについて特

例を設けていることなどから、これらを参考にして、

さらには空き区画を有効利用する上からも、市内居

住者の使用許可へ影響が少ない範囲で、どの程度範

囲を広げることが可能か、要件緩和に向けまして前

向きに検討してまいりたいと考えております 

〇議長（長野 勉君） 水上議員。 

〇１番（水上真由美君） 続きまして、２番目の質

問に入らせていただきます。路線バスについてお伺

いしたいと思います。 

 市内を走る路線バスは言わずもがな、市民の日常

生活を支える大事な交通手段であります。一方で、

環境にも優しい交通手段として、多くの市民の皆様

に利用を促進しているところであります。しかしな

がら、実態としては利用者が目に見えて減少してお

り、バス事業者の経営に非常に深刻な影響を与えて

おり、運賃の値上げ、減便や路線の見直しを余儀な

くされております。本市も、地域の生活交通対策と

して、赤字補てんを行い支援しておりますが、その

額も年々増加をたどる結果となっており、今後、バ

ス事業者が不採算路線と判断するようなことが生じ

ますと、市民にとって重要な交通手段でありながら、

路線バスの維持確保が困難になってくることも予想
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されると思います。 

 ちょうど広報ふかがわ６月号の紙面で、そのよう

な事態を招かないように、市民の皆様に路線バスを

積極的に利用しませんかと実態を説明し、訴えかけ

ておりますが、利用者をふやすためには、ただ積極

的に利用しましょう、環境にやさしいと訴えるだけ

ではふえないと思います。もう少し利便性をアップ

させて、利用者が快適性を感じるような対策が必要

ではないでしょうか。そういう観点から何点か質問

をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目、ＪＲ深川駅にバスの乗り入れをする

ことはできないのでしょうか。公共の交通手段、特

にＪＲで移動する際、駅をおりてバスを利用する、

またはバスでおりてＪＲを利用する、そういった場

合、本市は路線バスがない地域ではないのにバス乗

り場との連絡が悪いと、そんな声も多く聞いており

ます。駅に着いてその先、公共の交通手段がないの

は不便だと、これは他の地域から深川に来た方から

たびたび聞く指摘であります。深川駅からバスを利

用できるようになれば、深川市民はもとより、市外

からこられる方や近隣の町民の方も利用する機会が

ふえるのではないでしょうか。お考えをお聞かせく

ださい。 

 ２点目に、市立病院前のバス停についてお伺いい

たします。これまでも市立病院前のバス停について

は、何度も何度も議論されてきたことは承知してお

りますが、やはりまだまだご不便をかけていると思

います。夏場はまだよいのですが、特に冬場、天候

が悪い、気温が寒い等重なり、時間帯によってでは

ありますが、病院の利用者と学生たちで待合室があ

ふれ返り、外でバスを待つ方もおり、近所に住む方

が非常に心配して、よっぽど家に入れてあげようか

と何度も思ったと相談を受けたところであります。

また、病院へ通院されている高齢者の方はトイレも

大変なようで、バスが来るかと思うとおちおちトイ

レも行っていられず、トイレに行ったら行ったでバ

スに間に合わなくなると、不安な面持ちでバスを利

用されているようです。このバス停の設置について

は、バス事業者が行っていることでありますが、利

用者の状況を考えますと非常に改善が望まれている

ものであります。これまでの経緯を見ますと非常に

難しいとは感じておりますが、設備の改善ができな

いのであれば、例えば市立病院の構内にバスの乗り

入れはできないのでしょうか。それができれば利便

性がさらに高まるのではないでしょうか。この点も

含めて、市としてどのような対応をお考えかお聞か

せください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） それではお答えいたします。 

 １点目のＪＲ深川駅への乗り入れについてでござ

いますが、ご承知のように、現在、ＪＲ深川駅の広

場を発着場としておりますのはジェイ・アール北海

道バスだけでございまして、他の会社の路線バスは

当然乗り入れてございません。それで、一番近い停

留所でも、深川駅から約200メートル離れているプ

ラザ深川前の深川十字路ということでございまして、

乗り継ぎなどのアクセス面で確かに不便な状況にな

っております。それから、また議員からもご指摘が

ありましたが、各路線バスは、残念ながら年々利用

者が減っておりまして、路線の維持が厳しい状況と

いうことでございますので、市といたしましても、

この赤字路線バスに対して補助するなどして、市民

生活の足の確保に、先ほど申し上げましたが努めて

いるところでございまして、今後とも路線の維持を

図っていくためには、やはり各路線の利便性の向上

なども図っていただき、いずれにしても、利用者を

少しでもふやすということが重要ではなかろうかと

考えております。そういう意味で、バスの利便性を

向上させる、その一つのポイントといいましょうか、

可能性があることとしては、議員がご指摘されたよ

うに、駅から即そのバスが利用できるようになると

いったことは、大変有効な方策と考えているところ

でございますが、現状のＪＲ深川駅の停車場広場に

つきましては、冬期間の歩道、車道の排雪により雪

が非常に積まれているといった状況が毎年生じてお

りますし、また、駐車スペースそのものも小さいと

いったことなど、さまざまな問題がありまして、今、

あの駅前広場にほかのバスの乗り入れもというのは

なかなか難しいものがあるのではないかと判断いた

しております。しかし、深川駅の周辺にバスターミ

ナル機能が備わっているということは、公共交通機

関の利用者の利便性にとって、大変重要なことでご

ざいますし、地域の活性化といった観点からも、そ

うしたバスターミナル機能があるということは大変

よろしいことではないのかという判断をいたしてお

りますので、今後バス事業者の皆さん方などの意向

などを確認しつつ、本市といたしまして、駅周辺の
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そうした公共交通そのもののあり方について、本当

にいろいろな可能性を考えていきたいと考えている

ところでございます。 

 それから、２点目に市立病院前のバス停の利用に

関してお尋ねがございました。病院前のバス停及び

バス待合所につきましては、これは空知中央バスが

設置し管理しているものでございますが、これまで

もその待合所の増設でありますとか、暖房設備をつ

けられないかといったことなどについていろいろな

声がございましたことから、待合所の利用実態など

の現状を調査した上で、空知中央バスに再三その要

請をしてきておりますが、毎回費用面や利用状況な

どから、暖房設備の設置、また待合所の増設は困難

であるという回答に接しておりまして、今後もなか

なか、かけ合っても難しい状況にあると見ておりま

す。それから、議員が言われた、それであれば病院

の構内にバスを乗り入れるといったことについては、

市立病院の前が数年前に発着場となりました折に、

前もってバス会社からそうした要請がございまして、

検討した経過がございますが、残念ながら、病院の

構内はバスの乗り入れを想定したつくりになってい

ないということから、安全面などで問題があるとい

う判断をし、やはり困難であろうということで、現

在の場所が発着場となったということでございます。

先ほども申し上げましたが、その路線バスについて

は、今後、利用者の増加や市民生活の足を確保する

ために、利用していただく方の利便性を高めるとい

うことが重要であると考えておりますので、繰り返

しになりますが、駅周辺でのターミナル機能の整備

の可能性や、それがもしできたら、病院前の停車場

の利用についても一定の影響があるとも思っており

ますので、いろいろな可能性を検討して対策に結び

つけてまいりたいと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 水上議員。 

〇１番（水上真由美君） ただいまの路線バスにつ

きまして、再質問させていただきたいと思いますが、

ＪＲ駅への乗り入れ、市立病院前バス停の設備の改

善などは、答弁を聞いておりますと、即解決は非常

に難しいようでありますが、当面、地域住民の足と

いうものはこの路線バスに頼らざるを得ない状況で

あると思いますので、引き続き改善策をとっていた

だくよう、強くお願いしたいと思います。 

 その一方で、設備の改善も確かに必要ですが、そ

のことより、本当にこのバスがなくなると困るとい

う地域も間違いなくあると思うのです。重要な交通

手段でありますので、利用者が少ないからといって

安易に廃線に持っていくことがないように十分な対

策をとる必要があると考えますが、この点から再度

見解をお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 何回も同じことを申し上げ

ますが、前段の駅周辺でターミナル機能を整備した

いという話はそんなに時間をかけてということでは

なくて、もう少し短期的に対応が可能かどうか考え

ていきたいと思っている課題でありますのでご理解

いただきたいと思います。 

 それから、後段の利用者が仮に少なくなっても必

要なバス路線は必要なのだからというお話について

は、全く同感でございまして、これは結局、民間の

バス会社が開設、運営をしているバス路線でござい

ますので、仮に経営が厳しくなっても、極力、必要

な路線を維持してもらえるように、これまでもそう

でございましたが、会社に強く働きかけていく所存

でございますし、また言うだけでなく、これまでも

赤字の補てんといった対応をしてきておりますが、

そういったことの継続も含めて、極力最後までバス

が残るように要請をしっかりやっていくという考え

でございます。 

〇議長（長野 勉君） 水上議員。 

〇１番（水上真由美君） それでは、最後の質問を

させていただきます。食によるまちづくりについて

お伺いしたいと思います。 

 ますます食によるまちづくり、産業振興に関心が

高まっており、同時に食というものが市民の関心を

引きやすく、我が地域を見直すというよいきっかけ

になっていると思います。 

 先日開催されたまあぶフェスタの中でも、黒米ス

イーツ＆フードグランプリが行われ、黒米を使った

10種類ものスイーツが登場しました。このイベント

によって、黒米というものの活用方法や知名度が一

気にアップしたように思います。このように、地場

の特産品を使った商品やご当地グルメの開発が非常

に活発にされており、我がまちの名物として末永く

愛される産品が誕生することを強く願ってやみませ

んし、それによって地域が活性化することを期待し

ております。 

 ここで何点かお聞きしたいと思います。 
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 これまでも、地場の特産品を活用したさまざまな

商品が開発されてきましたが、数はたくさん商品化

されているものの、深川の名物って何かしらと改め

てなったときに、あれかな、これかな、米かな、リ

ンゴかな、そばかな、何だろうといったような、何

か的を絞り切れていないような印象を受けておりま

す。また、昨年までは、市内はもとより市外へのイ

ベントに積極的に参加し、深川市のアピールをしっ

かりしていたと評価しております。一方、ご当地グ

ルメとして売り出したそばめしは、最近すっかり勢

いがなくなったようにも見えております。このそば

めしが今後どうなるのかも気になっております。 

 そこで、最初に伺っておきたいと思いますが、本

市として食による観光振興について、今後の方向性

をどのようにお考えなのか、お聞かせいただきたい

と思います。 

 次に、ＰＲ、メディア戦略についてお伺いいたし

ます。本市では、地場の特産品を活用したさまざま

な商品がたくさん出ているのに、市民の方が意外に

知らないという実態があります。まずは市民に知っ

てもらうということが大事ではないでしょうか。多

くの市民が認める名物が、これから市外へも飛び出

していくと思います。また、最近はテレビ、新聞、

雑誌の影響が非常に大きいです。テレビ局も情報を

欲しがっております。特に番組にあきができた場合、

スポットで使える情報は常に必要としております。

また、最近非常に売れております深川バーガーも、

この好評な一因として、テレビでのニュースや特集

番組がきっかけになったようにも思えます。加えて、

最近はネットから情報を引き出すことも非常に多く、

特に個人のブログなどは、食べ物ネタといいますか、

グルメネタだと全国各地から閲覧があり、情報源と

して重宝がられております。本市の情報も、ホーム

ページや深ナビ以外に、個人や企業のブログなどか

ら発信してもらうことを働きかけてはいかがでしょ

うか。テレビに限らず、さまざまなメディアに積極

的に働きかけることが今後もっと必要となると考え

ますが、本市の対応についてお聞かせください。 

 最後に、道の駅の活用について伺います。今まで

も、道の駅で地場産品を提供できる場所をつくれな

いかと要望してきましたが、スペースであるとか財

源の点から、そのような場所はつくれないという答

弁をたびたびいただいておりました。しかしながら、

昨年から、道の駅において朝市が開催されたり、こ

としに至ってはチャレンジショップといったスペー

スが設けられているようであります。これらの取り

組みは、年間何十万人と来場者がある道の駅で、お

客様に対しても、地域の事業者に対しても、相互に

効果があると思いますので、高く評価したいと思っ

ております。また、高速道路の無料化によって遠の

いていた客足も、先月からの有料化を機に再び戻っ

てくることも期待できますので、しっかりと取り組

んでいただきたいと思います。そこで、この７月か

らオープンしたチャレンジショップについて、少し

詳しくお伺いしたいと思います。このチャレンジシ

ョップの設置の経緯とコスト面、設置費用ですとか

維持管理費、入居の条件等をまず伺っておきたいと

思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 食によるま

ちづくりにつきまして、３点の質問をいただきまし

たので順次お答え申し上げます。 

 初めに、地場産品を活用した食による観光振興に

ついてでありますが、本市は、基幹産業であります

水稲のほか、リンゴやメロン、サクランボなどのフ

ルーツ、ジャガイモや全国有数の生産量を誇るソバ

やキュウリなど農産物の宝庫として、それらを活用

した特産品の開発に大きな可能性を秘めており、新

たな商品を開発、販売する市内の事業者や団体、個

人などに対しましては、開発費や改良経費を補助す

るものづくり産業活性化補助事業などの支援策を講

じてきているところでございます。また、議員から

的を絞り切れていないのではとのご指摘もございま

したが、特産品は一朝一夕に生まれるものではない

ため、さまざまな食材を活用した商品開発を支援さ

せていただき、これを市内外へＰＲさせていただい

ているところでございます。こうした商品が市場の

厳しい競争を乗り越えることによって、長く皆さん

に愛される特産品が誕生し、まちづくりにつながる

本市のイメージとして定着していくものと考えてい

るものでございます。また、深川そばめしにつきま

しては、これまでオータムフェスト、旭川さんろく

祭り、そして昨年の新ご当地グルメグランプリなど、

さまざまな機会をとらえて市外に出店してまいりま

したが、本年度につきましては、いま一度足元を見

詰めて、市民の皆さんの中にそばめしを支持してい

ただける、いわゆるサポーターをふやすことやアン
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ケート調査を通じてメニューのリニューアルを検討

するなど、特産品としてのイメージ強化と販売促進

に努めてまいる予定でございます。 

 次に、ＰＲ、メディア戦略についてでありますが、

特産品だけではなく市内の行事なども含めまして、

まずは知っていただくという取り組みが大切な要素

であると考えております。これまでも一度取材等を

いただき、つながりのできたメディア関係者の方々

に対しまして、引き続き情報提供を行うなどの働き

かけを行ってきておりますが、先方の都合もあり、

なかなか連続して取材いただける状況にないのが現

実でございます。最近では、テレビや新聞、観光雑

誌などのほか、インターネットや携帯電話での情報

サービスなど、さまざまな情報伝達手段がございま

すので、それらの有効活用につきまして十分に検討

してまいりたいと考えております。 

 最後に、道の駅のチャレンジショップの概要でご

ざいます。道の駅の正面入り口付近に設置しました

チャレンジショップは、指定管理者であります深川

振興公社の提案によりまして、市内の事業者を初め

事業を始めようとする個人やグループなど、新たな

事業を目指す方々に活動の場の提供と利用の利便の

向上を目的としたものでございます。施設は、軽量

鉄骨構造平屋建てのコンテナタイプ１棟で、売り場

は２店舗分であります。設置費用は本体購入費及び

設置費で約250万円、電気、給排水設備などに約50

万円、合わせて約300万円となっております。光熱

水費等は出店者負担としておりますので、経常的な

維持管理経費は生じないものでございます。店舗使

用料は月額１万8,796円と、売上額の10％の合計で

ありまして、主な出店要件といたしましては、市内

に主たる事業所があること、道の駅連絡会に加入し

行事の運営に協力することなどとなっております。

これらにより出店者を公募いたしまして、現在、そ

ばや黒米のクレープを販売するお店がオープンされ、

もう１店舗につきましても出店に向けまして調整中

でございます。高速道路の交通量は、無料化以前の

水準に戻ったと伺っておりますことから、チャレン

ジショップをさらなる集客の起爆剤として、さらに

新たな地域の食の観光資源として積極的に活用して

まいります。 

〇議長（長野 勉君） 水上議員。 

〇１番（水上真由美君） ２点ほど、再質問させて

いただきたいと思います。 

 答弁にもありましたが、特産品というものが一朝

一夕に生まれるものではないということは理解して

おりますし、特産品の開発に対する支援も多くされ

ているということで、私は評価しております。しか

しながら、観光客といいますか、この地域に流入す

る人たちが訪れることによって、地域の産品であっ

たり特産品の需要が拡大する、そして、地域のイメ

ージアップにつながって一層の振興が図られるもの

と思いますので、商品の開発と同時に、観光客とい

いますか、流入、交流人口をふやす対策であるとか、

販売促進に対する支援というものが必要だと考えま

す。例えばの話ですけれども、最近であれば、首都

圏の飲食店が地域と連携しまして、食材や特産品を

使って提供するという取り組みなども出てきており

ますので、そういった働きかけも深川を売り込む一

つの手段ではないかと思うのですが、そういった点

から、今後の取り組みに対するお考えがあればお示

しいただきたいと思います。 

 それともう一点、チャレンジショップの入居の条

件はただいまの答弁でわかりましたが、もう少し詳

しく伺いたいと思います。チャレンジショップとい

うからには、物を販売する機会であるとか、地場産

品をアピールする機会を多くの方が得られることが

できると認識しております。その意味合いから、こ

の入居に期限があるのかどうか、契約の更新等につ

いてどのように考えているか、この２点をお伺いし

たいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） ２点にわた

り再質問をいただきました。 

 初めに、今後の取り組みについてということでご

ざいましたが、市といたしましては、各種イベント

などでのＰＲのほか、どさんこプラザ札幌店やきた

キッチンなどの既存の常設販売の取り組み、さらに

関係機関・団体と連携しての販売、販路の拡大に向

けた支援を検討してまいりたいと考えております。

また交流人口、観光客の増加というようなお話もご

ざいましたが、その辺につきましても、こうしたイ

ベントなどの機会を通じまして、しっかりＰＲに努

めてまいりますし、また議員から貴重なご提言もい

ただきましたので、その辺もしっかり研究してまい

りたいと考えてございます。 

 次に、チャレンジショップの関係でございます。
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チャレンジショップの賃貸借契約期間は、原則１年

間となってございますが、深川市と現在指定管理者

の振興公社、その指定管理期間は３年間でございま

すので、その契約期間を限度として、申し出により

契約期間の延長をできるということにしてございま

す。なお、契約期間の満了前に事情によって契約を

終了しようというときには、３カ月前に文書をもっ

て申し出をいただくということにしてございます。 

〇議長（長野 勉君） 水上議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 １時４９分 休 憩） 

                                       

（午後 １時５９分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、和田議員。 

〔和田議員、質問席へ〕 

〇８番（和田秀隆君） 第２回定例会に当たり、通

告に従って一般質問を行います。議員になって初め

ての議会、共産党の市議会議員として、市民の暮ら

しに寄り添い、また市民の代表として発言すること

の重さを忘れず臨みたいと思います。 

 まず最初の質問は、まあぶの入館料についてです。 

 まあぶの入館料の値上げ以降、年間利用者が１万

人近く減少しており、また財政収支改善案の市民説

明会においても、周辺地区の同種施設も値上げの方

向にあるのでという説明を聞いております。 

 これは明らかに削減から利益が生まれないことを

あらわしたケースです。そして現在に至っても、説

明会で明確に理由の一つと明言したにもかかわらず、

周辺地区の同種施設の値上げも見受けられません。

市民からは不満の声も多く、この先の利用者増を図

るためにも、いま一度料金設定を見直すべきと考え

ますが、これに対する考えをお答えください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） まあぶ入館

料につきましてお答え申し上げます。 

 まあぶの入館料につきましては、平成20年度に、

市の財政収支改善という重要な緊急課題に対応する

ため、まあぶの運営経費の削減を図りながら収支均

衡を保つ観点に立ち、市の委託料を減額し、入館料

の値上げをさせていただいたものでございます。入

館料の改定に当たりましては、利用者の急激な負担

増とならないよう、空知管内の料金設定も踏まえ、

深川市都市農村交流センター条例に定める利用料金

設定基準内を基本にするとともに、値上げによる利

用者の減少が想定されましたことから、全体で１割

程度の利用者減を見込み、委託料の積算を行った上

で、大人の入館料500円を600円に、子供の入館料

250円を300円に改定したものでございます。現在ま

での浴場施設の利用状況でありますが、改定前の平

成20年度の利用者数で比較いたしますと、20年度は

９万3,866人で、改定後の21年度で８万3,283人、

11.3％の減、22年度で８万4,769人、9.7％の減とな

っております。利用人数の減少要因といたしまして

は、多くは値上げによるものと思われますが、北空

知管内の500円の入館料である同様の施設につきま

しても、利用者が減少傾向にあり、空知全体でも多

少の落ち込みと伺っておりますことから、人口の減

少や景気の低迷など、社会的情勢の影響も若干ある

ものと考えているところでございます。利用率の向

上につきましては、まあぶは都市と農村の交流を目

的とした施設で、本市の農業農村の情報発信ととも

に、豊かな自然環境のもと、農業体験、加工体験の

場を提供することが他の温泉施設との違いでありま

すので、この特徴を生かした数多くの体験メニュー

や本年度から3,000円で11回入浴できる期間限定入

浴回数カード、５回入浴されますと１回入浴無料と

なる新ポイントサービス、継続いたしましてシルバ

ー割引などのメニューを提供することで、利用率の

向上を図ってきているところでございます。まあぶ

の利用者につきましては、割引券などを利用されな

い通常料金で入館されている方の割合が、入館料改

正の前後で比較いたしますと、ほぼ変わりなく８割

程度で推移しておりますことから、入館料の値下げ

をした場合は、市からの委託料を増額しなければ、

指定管理者であります株式会社深川振興公社の健全

な運営に大きく影響を及ぼすものと考えられます。

市といたしましては、入館料の値上げをいたしまし

ても、ご利用いただいている多くの市民の気持ちを

大事に、より一層のサービスをもってこたえてまい

りたいと考えており、現在のところは現行料金を維

持したいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） これに関しては、値上げ以
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降、利用者の減を受けてさまざまな集客のための手

だて、サービスなど、所管は尽力、ご苦労されたこ

とと思います。そして、その効果は平成22年度の利

用者数にもあらわれてきています。この点は評価し

たい。 

 そこで再度お尋ねしたいのは、集客の手だてを模

索していた中で、再度料金設定を見直すという選択

肢というか、案があったのか、なかったのか。 

 もう一つは、こういった各種サービス割引などを

実現化するのと、深川振興公社と協議して料金設定

を見直すのと、どちらが容易であったかお答えくだ

さい。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 料金設定の

改定につきましては、現状集客を図る観点で料金を

下げるという考え方はしておりません。そういう中

でいろいろなサービスをもって進めてきたというこ

とでございます。 

 後段にお話のありました、その料金の深川振興公

社とサービス関係、しっかりと協議をした中で、先

ほど申し上げましたが、期間限定ですが3,000円で

11回、売り出し月の月当初にお買い求めいただけれ

ば、最高約３カ月使えるという券でございますので、

それらをもってしっかりサービスに努めてまいりた

いと考えまして、現在取り進めをしているところで

ございます。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 大体のお話を聞いています

と、現行のサービスのままでも値上げをする以前の

サービスを提供できるということだったと思います。

これは、行財政改革において市民の皆さんにご理解

をお願いした部分です。市民の目線から見れば、皆

さんに今までご協力いただいたおかげで、元の料金

に戻すことができましたと、堂々と改善を公言して

ほしいところなのです。そのほうがよほど市民の理

解も早いし、代替サービスの周知に苦労しなくてい

いわけです。数々の収支改善がなされて、数字の話

はたくさん出てきていますが、そういった部分が今

の行政には欠けていると感じます。今後、似たよう

な改善を試みる際は、ぜひとも市民に対する答えに

焦点を置いていただきたいと申し添えて、次の質問

に移ります。 

 ２番目の質問は、高齢者、障がい者の移動の足に

ついてお尋ねします。 

 ２年前、行財政改革でバス助成券が廃止されまし

たが、現在、通院、買い物の不便を訴える声が非常

に多く、高齢者世帯のどこに顔を出しても、皆さん

口をそろえて、何とかしてほしいというお話を聞い

ています。特に、バス助成券などの各種交通機関に

対する割引は、高齢者や３級より軽い障がいのある

方々が切望しているものです。老若男女を問わず、

人の行動には一連の流れがあり、当然のことながら、

福祉もその流れに沿ったものである必要があります。

途中でとめるのではなく、形を変えて続いてこその

福祉社会だということを強く感じます。 

 そこで、対象の市民の移動目的が多岐にわたるこ

とから、高齢者や障がいのある市民の移動とその目

的を援助するという意味で、市内各交通機関と市内

各公共施設で使える総合福祉券を創出すべきと考え

ます。この提案について考えをお伺いします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） ただいま、高齢者、

障がい者の移動の足についての質問をいただきまし

た。 

 それで、質問にあるバス券の廃止について、老人

の市内のバス利用助成制度の廃止のことをおっしゃ

っているかと思います。これは平成17年に廃止にな

ったのですけれども、この廃止の理由を申し上げな

がら答弁に入っていきたいと思います。廃止になっ

た理由ですけれども、自家用車の普及が年々進み、

これとともに逆方向でバス路線の縮小だとか減便、

さらには廃止というものがありまして、この制度は

昭和54年にできているわけですけれども、交通移動

の手段がこの当時と大きくさま変わりしているとい

う状況が一つありました。それからもう一つは、バ

ス路線のある地域の方々とないところとの不均衡の

関係、さらには、このバス乗車券の未使用による無

駄の部分、それから、これを対象外の方が使う場合

の不正使用の防止対策が非常に困難だった。これに

加えて、昭和60年当時は老人の高齢化率というのは

13.9％でまだよかったのですが、非常に老人の数が

ふえたということも踏まえて、金銭給付事業を継続

的に行っていくということが非常に財政的に困難に

なったということから、平成15年に事業の見直しを

行い、１年間の経過措置を経て廃止になったという

経過があります。それで、議員がご指摘のように、
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高齢者だとか障がい者の皆さんの中で、病院に通う

時の足、あるいは買い物をするためのときの足に困

っているということは、我々もよく聞きますし、今

後ますます高齢化が進んでいくこの中で、交通確保

というのは非常に大きな課題だと私どもは思ってい

ます。 

 それで、議員から提案の総合福祉券なるものによ

って解決をはかるため制度を設けたいということで

ありますが、議員の今の提案をお聞きする限り、困

っている内容や程度に関係なく一律に金銭給付をす

るという方法には、効果を含めて課題、問題点も多

いのではないかと考えております。私は今、困って

いる内容や程度という表現を使いました。これは何

を意味するかというと、要は買い物に困っているの

であれば、総合福祉券をあげて解決するということ

ではなくて、例えば、先ほど辻本議員の質問の中に

もありましたけれども、移動宅配車が行ってそこで

販売したほうがよりいいわけです。それから、医療

を受けるための足ということであっても、これは自

分の家からバスまで行くのにかなり距離があるとこ

ろも地域には見受けられます。そうすると、ここよ

りはドア・ツー・ドアというか、要するに相乗りタ

クシーなどを考えたほうがより効果が出るのではな

いかとも思います。さらには、この総合福祉券なる

ものの交付対象者の基準、それから交付額をどの程

度にするのかによっても、随分財政必要額が変わっ

てくるかと思います。今現在、65歳以上のお年寄り

の方というのは8,000人ほどいます。75歳以上の方

は4,300人ほどいます。それから、お尋ねの障がい

者の方で身体に障がいのある方、知的に障がいのあ

る方、精神の障がいのある方も約1,900人いますの

で、こういう方たちの対象をどこで決めるのかとい

うことによって、随分、今申し上げました支出する

額が変わってくる。例えば、75歳以上の4,300人を

対象として5,000円の券を交付した場合に、2,000万

円以上のお金が必要になってくる。そうすると、こ

の財源をどこに求めるかというようないろいろな問

題がまだあるわけです。そこで我々としては、議員

の提案につきましては、やはり一律金銭給付をする

このような制度や施策、平成15年度以降の行財政改

革で見直しをしてきた経過もあり、今日においては、

本市の厳しく限られた財源の中で検討していくこと

は少し難しいものと判断しております。なお、先ほ

ど辻本議員の質問の中で、地域に暮らす高齢者の足

の確保ということに対しての市長の答弁の中で、今

後、公共交通のあり方とあわせて、買い物不安、不

便、こういった一定の問題に対する解決策を速やか

に検討していくという答弁がなされておりまして、

今議員が提案された一部についても取り上げて、こ

の中で議論していくことは可能だと思います。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） いろいろ今、答弁を聞いて

いる中で、できない理由と、それからサービスを終

了した理由等を教えていただきました。 

 気になるのは、これから先はそういった券とかそ

ういうサービスではなく、自宅のほうに路線を回す

というサービスを考えたいということも言っていま

した。これは非常に残念な答えでした。私もこの春

から数件、借家探しを頼まれている中で、皆さん希

望が市内の中心部か、通院にタクシーで１メーター

で行けるところでというのがほとんどなのです。こ

れは今のお話だと、そういった方が漏れてしまうの

です。実際にはたとえ４級の障がいであっても、玄

関先に来た車に乗るという動作だけで健常者の５倍

近い時間を必要とする方もいるわけです。今、各ご

家庭に車はあるし、重度の障がいでなければ乗れる

でしょうなんて簡単なことではないのです。年金支

給額の引き下げと公共料金の値上げ、今年度から国

保税の値上げという中で、現に対象の市民への支援、

援助が穴になっているのです。放置できない問題な

のです。 

 では、先ほどいろいろ案があるというのを教えて

いただきましたが、その中で、今、一番早急に手が

打てるものは何なのか、教えてください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） ・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・ 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 今の瀬川部長の答弁が、前

段の、私の質問もありましたし、辻本議員の質問の

答弁でもいろいろあったのですけれども、それとす

ごく関連するのですが、随分市全体の見解とは思え

ないような発言が並んでいますので、議事整理して

いただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時１９分 休 憩） 

                                       

（午後 ３時３４分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 ただいま、瀬川市民福祉部長から、先ほどの和田

議員の一般質問での答弁における発言の一部につい

て、取り消したい旨の申し出がありますので、発言

を許可します。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 大変貴重な時間を

費やしてしまいまして、大変申しわけありません。

おわびいたします。 

 和田議員の再質問に対する私の答弁、これはすべ

て取り消しをさせていただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） お諮りします。 

 ただいまの発言のとおり、これを許可することに

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって瀬

川市民福祉部長の発言の取り消しは許可することに

決定いたしました。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 一律に金銭給付を

するような制度や施策を検討するということにつき

ましては、非常に難しいことであります。しかし、

買い物、通院に困っている方への内容や程度に応じ

た解決方法を、関係所管と連携いたしまして検討し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） ここで説明員の皆さんに一

言お願いを申し上げたいと思います。 

 質問における答弁に当たりましては、簡潔にご答

弁いただきますようお願い申し上げます。 

 それでは、一般質問を続けます。 

 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 大変前向きな答弁をいただ

きました。この件に関しては今後とも取り上げてい

きたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ３番目の質問は、児童医療費助成についてです。

今年度より深川市においても、就学前児童の医療費

全額助成と、小学校１年生から６年生までの入院費

助成が実現したことは、行政の尽力を大いに評価す

るところです。これは単なる医療費の問題にとどま

らず、人口の減少に対する歯どめや少子化対策の意

味でも、国と道と自治体が力を合わせて取り組む、

非常に重要でかつ火急の問題の一つと思っています。

今現在も、深川市の周辺町でも、道や国に対する要

請、交渉を行い、さまざまな拡充計画を実現させて

います。 

 そこで、今後の児童生徒の医療費助成の拡充計画

を伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 児童医療費の助成

につきまして、今後の拡充計画についてのお尋ねが

ありました。 

 それで、子育て家庭の経済的な負担を軽減し、よ

り子供を産み育てやすい環境を整えるために、私ど

もはいろいろな政策、施策を実施しているわけです

が、その一つとして、本年４月より、就学前児童の

医療費の全額及び就学児童、これは小学校１年生か

ら６年生までを対象にした入院に関しての医療費で

ございますけれども、これについて、市独自の施策

として助成の範囲を拡充したところであります。 

 今後の児童生徒に対するさらなる助成拡大につい

てでありますけれども、今新たな助成拡大というも

のは、４月から実施してまだ３カ月ほどしかたって

いない、浅いことから、この事業の、やはり年間を

通じてどのぐらいその件数があるのか、そしてまた

医療費がどのぐらいかかるのかという、我々の当初

見込んだ内容ときちんと比較検討することが必要だ
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と考えております。したがいまして、今の時点で何

年後に、いつ、こういったことをさらに拡大してい

くというようなことは、現在のところは考えており

ません。したがって、これからの実績、これをきち

っと見定めていく中で、その後、その対応について

は検討していきたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 現在施行されたばかりの助

成ですから、情報を集めて統計をとるというのは、

私も必要だと思います。 

 それで今後、この事業の中身はお話にもありまし

たとおり、道の助成制度に自治体の単独助成を加え

て拡充したものですが、近隣の自治体では雨竜町、

秩父別町、沼田町が中学校３年生までの助成を実現

しています。もちろん財政面の問題もありますから、

道に対しての要請などで道の基準を引き上げ、そこ

で浮いた分を単独助成に充てて、助成対象となる児

童生徒を拡大するという方法も、今後とられると思

います。この提案について考えを伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 和田議員がおっし

ゃるとおり、今回のこの事業というのは、北海道が

単独に実施している北海道医療給付事業に乗っかっ

て我々も行っている。北海道から出していただける

わけで、それにうちも出すということで、この全額

無料にするについても経費をいただいています。た

だ、今、我々が新たな助成拡大をしたというのは、

その北海道医療給付事業の内容にとどまっているの

で、今度は北海道のほうがもう一歩進んだような形

で、今度は児童の１年生から６年生までの間の外来

分を、やはり北海道がやっていただければ、これに

形で我々も含めた179市町村が乗ってくることがで

きるということになりますので、我々もそこのとこ

ろはきちんと押さえております。北海道も今、いろ

いろと財政難で苦しいのはわかるのですけれども、

北海道に対して、いわゆる外来、通院にも拡大して

いくような形の要望はしていきたいと考えておりま

す。 

                      

〇議長（長野 勉君） ここでお諮りします。 

 本日の会議時間は議事の都合上、あらかじめ延長

したいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

日の会議時間は延長することに決定しました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 一般質問を続けます。 

 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 福祉のまちづくりという観

点からも、対象者の拡大はぜひ実現すべきところで

す。答弁では、非常に前向きな検討をなされると感

じました。今後に期待して、次の質問に移ります。 

 ４番目の質問は、日本のエネルギー政策と原発に

ついてです。３点お聞きします。 

 １点目の質問は、日本のエネルギー政策について。 

 現在の原発行政は、これまでの政権が経済団体と

米国隷属をよしとし、人類にはいまだ制御も管理も

処理もままならない原子力を発電に用いたものにほ

かならず、3.11における原発事故は起こるべくして

起こった人災だというのは、もはや周知の事実だと

認識しています。原発が引き起こす災厄を目の当た

りにしたとき、原発依存から脱却し、自然エネルギ

ーに転換していくべきというのは、全国的な当然の

動きです。このことについて市長の見解を伺います。 

 ２点目の質問は、泊原発についてです。 

 先般、道知事は、再稼働は慎重にすべきと表明し、

さらに札幌市長は、プルサーマル計画は凍結すべき

との表明をしています。プルサーマルは燃料の再処

理の際、利用できるのは使用済み核燃料のうちわず

か一、二％のプルトニウムのみで、核廃棄物は逆に

ふえ、ひとたび事故が起きれば、従来より超ウラン

元素の放出量が多くなり、被曝線量が大きくなって

しまいます。何より、プルサーマルで発生した核廃

棄物を完全に処理する方法がないのは、科学的にも

明らかです。これを踏まえて、市長の泊原発に対し

ての姿勢を伺います。 

 ３点目の質問は、空間放射線量、放射能濃度測定

と情報の公開についてです。 

 市民は、福島第一原発の事故との関係で、風評を

含め、放射能の被害に不安を抱いています。最近で

も、事故後３カ月を経過してから、重度を含め人体

の内部被曝が報ぜられるなど、国民の情報に対する

不信感が増大する中、だれもが身近に迅速で一目見

てわかる安心を求めているのは、当然のことだと思

います。そういった市民の声に対し、市の対応はど

のようになっているのか。また、市として放射線測

定器を保有し、測定値を市民に知らせるべきと考え
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ます。この提案について考えを伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 日本のエネルギー

政策と原発についてお答えいたします。 

 １点目の原発依存から脱却し自然エネルギーへの

転換をすべきという質問でございますけれども、国

のエネルギー施策につきましては、昨年６月に閣議

決定されましたエネルギー基本計画におきまして、

2030年までに14基以上の原子力発電所を新増設し、

電力供給の原子力を含むゼロエミッション電源、要

は大気中に放出された大気汚染物質、これがゼロだ

という、そういった比率でございますけれども、

50％に高めるなどの方針が打ち出されたというとこ

ろでございます。その後、本年の大震災を受けまし

て、昨年の計画の見直しが明らかにされましたけれ

ども、いずれにいたしましても、現代社会において

安定的な住民生活を保障するためには、電力の安定

的な供給が必要でありまして、そのため、安全を前

提とした原子力発電とともに、再生可能エネルギー

の普及など、多様なエネルギー源による電力供給体

制の確立を望むものでございます。 

 ２点目、泊原発の再稼働は慎重に、プルサーマル

は凍結すべきとの質問でございますけれども、泊発

電所の再稼働及び同発電所におけるプルサーマル計

画に関しましては、本年６月開会の第２回定例道議

会の一般質問におきまして、高橋知事から、原子力

発電所は何よりも安全性の確保が不可欠である、今

回の福島原子力発電所の事故における地震の影響、

シビアアクシデント対策は、国からのしっかりとし

た説明が必要である、また、プルサーマル計画にお

いても安全対策に万全の対策を期すことが不可欠で

あり、福島原発事故でＭＯＸ燃料がどのように影響

したか、国の検証結果が必要であると発言されたと

伺っているところでございます。本市としましては、

今回の福島原発のような事故、惨状が泊発電所で起

きないことを心から願うという立場でございますけ

れども、当面、北海道が国に求めている説明や状況

の推移を注視してまいりたいと考えているところで

ございます。 

 ３点目、福島第一原発事故にかかわる放射能被害

への対応ということでございますが、質問いただき

ました放射能測定につきましては、従来北海道電力

におきまして、泊発電所周辺地域の安全確認の見地

から環境放射線を監視しているということがござい

まして、泊発電所周辺地域22カ所を、空間放射能汚

染量で測定したというものでございます。福島第一

原発の事故を受けまして、同じ原子力発電所である

泊発電所の北海道内全域への影響を懸念いたしまし

て、北海道の14振興局単位に１カ所を選定し、随時、

臨時的に測定しているということでございます。そ

の対応については、北海道電力及び北海道において

行うこととされておりまして、周知においても同様

でございますし、その結果については随時、新聞等

で周知されているということでございまして、測定

された数値に異常が見られないというようなことも

ございますので、本市として対応する必要はないも

のだと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 連日、汚染の広がりが懸念

されている中で、原発がなくならない限り、決して

対岸の火ではないです。前向きな検討を望みます。

また、環境省の委託調査では、現在の日本の電力供

給能力は、原発の4,885万キロワットを含めて２億

3,715万キロワット、これに対して、太陽光、風力、

中小の水力、地熱、これらを合わせたエネルギーの

可能性は20億7,800万キロワットにも上ると試算さ

れています。何よりも安全を重視するという姿勢を、

市にも示していただきたいと述べて、次の質問に移

ります。 

 ５番目の質問は、市立病院の運営についてです。

８日の楠議員の一般質問での答弁を踏まえて、２点

目の質問は割愛いたします。 

 １点目の質問ですが、８日の答弁で、夜間急病テ

レホンセンターの現状認識と、今後、北空知圏振興

協議会民生部会などで協議を行う予定とのお話でし

た。そこで提案なのですが、例えば、現行のように

消防で受け付けるのではなく、医療知識のある医師

や看護師など、適切に夜間急病に対応して、コンビ

ニ受診を抑制できるように、病院内に夜間急病の受

付を設けるなどしてはどうでしょうか。この提案に

ついて考えをお聞かせください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 夜間急病テレホン

センターの改善策についての提案を含めての質問を

いただきました。 

 それで、今現在、昭和49年10月から開設されたこ
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の夜間急病テレホンセンターは、消防署内に設置さ

れて対応させていただいておりますけれども、対応

する方が消防署員ということで、今議員の質問にも

ありましたように、今後そういったような今提案の

中身も、やはり少しずつ考えていく時期に来ている

のではないかと考えていまして、ただ、この件に関

しては、１市４町で構成されている北空知圏振興協

議会の民生部会できちんと話すことになっておりま

すから、今の議員の提案につきましては、その部会

にも諮りまして、改善案の一つとして検討、そして

協議していくような形をとっていきたいと考えてい

ます。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） これに関しては、部会のほ

うで提案して協議していただけると受け取りました。 

 この実現に際してネックとなるのは、財政と人員

の問題かと思われます。私も今回、深川市と同程度

の規模を持つ自治体の資料に目を通しましたが、や

はり目立つのは病院事業会計です。であるならば、

一般会計を財源とし、人員は緊急雇用対策の一環と

して、医師、看護師ＯＢなどを募集して、シフトを

組んでみてはどうでしょうか。市立病院は北空知の

中核病院であり、深川市の財政健全化のアキレス腱

でもあります。ただでさえ医師不足の中、コンビニ

受診が改善されないと、せっかく債務が減っていく

見通しがついても、医師が長く従事できず、安定し

た病院運営につながりません。今回の提案は有力な

改善策だと思っています。これについての評価、意

見でもいいです。ほかに何か方策がもしありました

らお聞かせください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） １回目の答弁でお

答えしましたように、今、和田議員から改善策の一

つが示されたので、その中身を１市４町の民生部会

のほうにかけていきたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） これに関してもまた経過を

伺いたいとお伝えして、次の質問に移ります。 

 最後の質問は、先ほどの水上議員の質問で答弁が

ありましたので割愛いたしますが、一つだけ言わせ

てください。バス待ちで風邪を引いた、こういう話

がよく聞かれます。それだけでも高齢者にとっては

重篤へのきっかけになります。早急な対応を望み、

一般質問を終わりたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員の一般質問を終わ

ります。 

                                       

〇議長（長野 勉君） お諮りします。常任委員会

開催等のため、７月12日から14日までの３日間休会

したいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、その３日

間休会することに決定しました。 

                                       

〇議長（長野 勉君） 以上で本日の日程はすべて

終了しましたので、本日はこれで散会します。 

 なお、７月15日は午前10時から開議します。 

（午後 ３時５６分 散 会） 
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〇議事日程（第４号） 

 日程第 １ 意見案第 ３号 北海道地域最低賃 

       金の大幅な改善を求める意見書 

       意見案第 ４号 地方財政の充実・ 

       強化を求める意見書 

       意見案第 ５号 原発依存から安全 

       最優先と自然エネルギーへの転換を 

       求める意見書 

 日程第 ２ 閉会中の所管事務調査について 
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 （午前１０時００分 開 議） 

〇議長（長野 勉君） これより本日の会議を開き

ます。 

                      

〇議長（長野 勉君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 初めに、東出議員

外から意見案３件の提出がありました。 

 次に、市長から深川市土地開発公社の平成22年度

決算に関する書類及び株式会社深川振興公社の第47

事業年度の決算に関する書類の提出がありましたの

で、本日配付しております。 

 次に、第２回定例会４日目の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第１ 意見案第３号北

海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書ない

し意見案第５号原発依存から安全最優先と自然エネ

ルギーへの転換を求める意見書の３件を議題としま

す。 

 提出者の説明を求めます。 

 髙橋議員。 

〇６番（髙橋修司君）〔登壇〕 ただいま議題とな

りました意見案第３号北海道地域最低賃金の大幅な

改善を求める意見書ないし意見案第５号原発依存か

ら安全最優先と自然エネルギーへの転換を求める意

見書の３件について、提出者を代表し提案理由の説

明を申し上げます。 

 本件につきましては、お手元に配付してあります

内容により、関係機関に提出するもので、内容の説

明は省略いたしますが、議決くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより一括質疑に入りま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより意

見案第３号ないし意見案第５号の３件を一括して採

決します。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって意

見案第３号ないし意見案第５号は原案のとおり可決

されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第２ 閉会中の所管事

務調査についてを議題とします。 

 本件は、総務文教、社会民生、経済建設の各常任

委員長から、別紙ご配付のとおり閉会中の所管事務

調査についての申し出があります。 

 お諮りします。申し出のとおり決定することに異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって申

し出のとおり閉会中の所管事務調査とすることに決

定しました。 

                      

〇議長（長野 勉君） これで本定例会に付議され

ました事件の審議はすべて終了しましたので、平成

23年第２回深川市議会定例会を閉会します。 

（午前１０時０４分 閉 会） 
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